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第２章 接続する設備の範囲 

第１節   標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 

第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接続箇所は次のとおりとします。 

標準的な接続箇所 内            容 

(1)～(2) （略） （略） 

(2)－２ 加入者交換機の

他事業者設置局

内スプリッタ側 

加入者交換機又は当社が指定する加入者収容装置（端末回線（電気的

信号を送受するものに限ります。）を収容及び多重して加入者交換機

に接続する当社の電気通信設備をいいます。）と他事業者の設置する

局内スプリッタの間のＭＤＦの他事業者側端子 

(2)－３ （略） （略） 

(3) 加入者交換機又は加

入者交換機の伝送装

置 

 

加入者交換機の当社配分架の他事業者側コネクタ、加入者交換機と市

内伝送路設備若しくは中継伝送路設備との間に設置される伝送装置の

当社配分架の他事業者側コネクタ又は加入者交換機と他事業者の電気

通信設備との間に光信号局内伝送路を設置するときは他事業者の電気

通信設備の当社側コネクタ 

(4) 中継交換機又は中継

交換機の伝送装置 

中継交換機の当社配分架の他事業者側コネクタ、中継交換機と中継交

換機間伝送路設備若しくは中継伝送路設備との間に設置される伝送装

置の当社配分架の他事業者側コネクタ又は中継交換機と他事業者の電

気通信設備との間に光信号局内伝送路を設置するときは他事業者の電

気通信設備の当社側コネクタ 

(4)－２～(5)－３（略） （略） 

(6) 信号用中継交換機の

伝送装置 

信号用中継交換機と中継伝送路設備との間に設置される伝送装置の当

社配分架の他事業者側コネクタ 

(7) （略） （略） 

(7)－２ 一般中継局ル

タ 

一般中継局ルータのうち関門系ルータ(ＩＳＰ接続用ルータを除きま

す。)におけるＩＰ通信網間接続装置(ＩＰ通信網とこれに相当する協

定事業者の網との接続を行うために必要な当社が指定する装置をいい

ます。以下同じとします。)に係る当社配線盤（中間配線盤を除きま

す。）の他事業者側コネクタ若しくは当該配線盤と他事業者の電気通

信設備との間に光信号局内伝送路を設置するときは他事業者の電気通

信設備の当社側コネクタ、ＩＰ通信網間接続装置の他事業者側ポート

又はＩＰ通信網間接続装置と他事業者の電気通信設備との間に中間配

線盤を設置するときは中間配線盤の当社側コネクタ若しくは他事業者

側コネクタ 

 

 

第３章 接続申込み 

第２節 緊急通報用電話に接続する場合の取扱い 

（接続申込みの承諾） 

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込みを受

け付けた順番に従って別表３（様式）様式第13の書面により承諾します。 

(1)～(4)  （略） 

 

 

 

第２章 接続する設備の範囲 

第１節   標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 

第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接続箇所は次のとおりとします。 

標準的な接続箇所 内            容 

(1)～(2) （略） （略） 

(2)－２ 削除                        

(2)－３ （略） （略） 

(3) 削除                       

(4) 削除                       

(4)－２～(5)－３（略） （略） 

(6) 削除                       

(7) （略） （略） 

(7)－２ 般中継局ル

タ 

一般中継局ルータのうち関門系ルータ(ＩＳＰ接続用ルータを除きま

す。)におけるＩＰ通信網間接続装置(ＩＰ通信網とこれに相当する協

定事業者の網との接続を行うために必要な当社が指定する装置をいい

ます。以下同じとします。)の他事業者側ポート又はＩＰ通信網間接続

装置と他事業者の電気通信設備との間に中間配線盤を設置するときは

中間配線盤の当社側コネクタ若しくは他事業者側コネクタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 接続申込み 

第２節 緊急通報用電話に接続する場合の取扱い 

（接続申込みの承諾） 

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込みを受

け付けた順番に従って別表３（様式）様式第13の書面により承諾します。 

(1)～(4)  （略） 

(5)  接続申込者がその接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、

かつ、正当な理由なく当社による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないとき（第３号に掲げる理
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２  前項の規定の承諾において、端末間伝送等機能又は端末回線伝送機能２－１－１－１第７欄の利用に係

る接続申込みの場合は、接続申込者が次の各号のいずれかに該当することを要します。 

(1) （略） 

(2) 事業者間精算のための事業者識別コードを有していること。 

 

 

第５節 接続用設備の設置又は改修の申込み  

（接続用設備の設置又は改修の申込み） 

第 23 条 接続申込者（第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第３欄又は第４欄において既に接続を実

施している協定事業者を除きます。また、特定光信号端末回線との接続申込者においては、収容される１

の光ファイバケーブルを複数の接続申込者で共用することを希望する場合に限ります。以下この条におい

て同じとします。）は、次の接続用設備の設置又は改修の申込み（第２号又は第３号の場合の申込みに

は、加入者交換機等接続回線設置等工事（加入者交換機若しくは中継交換機又はそれらの交換機の伝送装

置と接続するための接続回線の設置又は廃止に係る工事をいいます。以下同じとします。）の申込みを含

みます。）を当社が指定する事務取扱所に行うことができます。 

ただし、第２号から第５号の申込みを行う接続申込者は、第 50 条（トラヒック又は回線数等の通知）

第２項の規定により当社に通知したトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等に基

づき、その申込みの前に、当社と接続用設備の利用効率等の最適化を図るための協議を行うことを要しま

す。 

(1) （略） 

(2) 加入者交換機又は加入者交換機の伝送装置で接続する場合 

     ア （略） 

     イ 接続申込者が無線呼出し事業者のとき 

         接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の伝送装置等又は番号送出装置 

(3) （略） 

(4) 信号用中継交換機の伝送装置で接続する場合 

      接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社の信号用中継交換機の伝送装置等 

(5)～(9) （略） 

２ 協定事業者は、次の各号に規定する期限までに、第５条（標準的な接続箇所）に規定された標準的な

接続箇所において既に接続を実施している当社の接続用設備の設置又は改修の申込み（第４号に定める

前項第２号又は第３号の場合の申込みには、加入者交換機等接続回線設置等工事の申込みを含みま

す。）を行うことができます。 

ただし、第４号の申込みを行う協定事業者は、第50条（トラヒック又は回線数等の通知）第２項の規

定により当社に通知したトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等に基づき、そ

の申込みの前に、当社と接続用設備の利用効率等の最適化を図るための協議を行うことを要します。 

(1)～(2) （略） 

(3) 前項第２号に規定する番号送出装置 

      随時。 

(4) 前項第２号から第５号に規定する伝送装置等又は伝送路 

      ア 翌年度上半期分の伝送装置等又は伝送路については、当年度 10 月。 

   イ 翌年度下半期分の伝送装置等又は伝送路については、翌年度４月。 

(5) （略） 

３ 接続申込者が、第１項第２号から第５号の場合に接続用設備の設置又は改修の申込みを行うときは、

第１項の規定にかかわらず、接続申込者の選択において、前項の規定により前項第４号に規定する期限

までに当該接続用設備の設置又は改修の申込みを行うことができるものとします。 

４ 協定事業者は、第２項第４号の規定にかかわらず、協定事業者のトラヒックの急激な増加によって呼

損（伝送装置等又は伝送路の回線容量を上回る呼の発生により、当該伝送装置等又は伝送路を介した通

由を除きます。）。 

２  前項の規定の承諾において、端末間伝送等機能又は端末回線伝送機能２－１－１－１第７欄の利用に係

る接続申込みの場合は、接続申込者が次の各号のいずれかに該当することを要します。 

(1) （略）  

(2) 削除 

 

 

第５節 接続用設備の設置又は改修の申込み  

（接続用設備の設置又は改修の申込み） 

第 23 条 接続申込者（特定光信号端末回線との接続申込者においては、収容される１の光ファイバケーブ

ルを複数の接続申込者で共用することを希望する場合に限ります。以下この条において同じとします。）

は、次の接続用設備の設置又は改修の申込み（第２号又は第３号の場合の申込みには、加入者交換機等接

続回線設置等工事（加入者交換機若しくは中継交換機又はそれらの交換機の伝送装置と接続するための接

続回線の設置又は廃止に係る工事をいいます。以下同じとします。）の申込みを含みます。）を当社が指

定する事務取扱所に行うことができます。 

ただし、第２号から第５号の申込みを行う接続申込者は、第 50 条（トラヒック又は回線数等の通知）

第２項の規定により当社に通知したトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等に基

づき、その申込みの前に、当社と接続用設備の利用効率等の最適化を図るための協議を行うことを要しま

す。 

(1) （略） 

(2) 加入者交換機又は加入者交換機の伝送装置で接続する場合 

     ア （略） 

     イ 削除 

(3) （略） 

(4) 削除 

(5)～(9) （略） 

２ 協定事業者は、次の各号に規定する期限までに、第５条（標準的な接続箇所）に規定された標準的な

接続箇所において既に接続を実施している当社の接続用設備の設置又は改修の申込み（第４号に定める

前項第２号又は第３号の場合の申込みには、加入者交換機等接続回線設置等工事の申込みを含みま

す。）を行うことができます。 

(1)～(2) （略） 

(3) 前項第２号に規定する番号送出装置 

      随時。 

(4) 前項第２号、第３号及び第５号に規定する伝送装置等又は伝送路 

      ア 翌年度上半期分の伝送装置等又は伝送路については、当年度 10 月。 

   イ 翌年度下半期分の伝送装置等又は伝送路については、翌年度４月。 

(5) （略） 

３ 接続申込者が、第１項第２号、第３号及び第５号の場合に接続用設備の設置又は改修の申込みを行う

ときは、第１項の規定にかかわらず、接続申込者の選択において、前項の規定により前項第４号に規定

する期限までに当該接続用設備の設置又は改修の申込みを行うことができるものとします。 

４ 協定事業者は、第２項第４号の規定にかかわらず、協定事業者のトラヒックの急激な増加によって呼

損（伝送装置等又は伝送路の回線容量を上回る呼の発生により、当該伝送装置等又は伝送路を介した通

信が疎通できなくなることをいいます。）が継続的に発生するおそれがある場合に限り、第１項第２

号、第３号及び第５号に規定する接続用設備の設置又は増設の申込みを、協定事業者のトラヒックが急

激に減少するおそれがある場合に限り、それらの接続用設備の減設又は廃止の申込みを随時行うことが

できます。 

ただし、その協定事業者は、第 50 条（トラヒック又は回線数等の通知）第２項の規定により当社に通

知したトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等に基づき、その申込みの前に、
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信が疎通できなくなることをいいます。）が継続的に発生するおそれがある場合に限り、第１項第２号

から第５号に規定する接続用設備の設置又は増設の申込みを、協定事業者のトラヒックが急激に減少す

るおそれがある場合に限り、それらの接続用設備の減設又は廃止の申込みを随時行うことができます。 

ただし、その協定事業者は、第 50 条（トラヒック又は回線数等の通知）第２項の規定により当社に通

知したトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等に基づき、その申込みの前に、

当社と接続用設備の利用効率等の最適化を図るための協議を行うことを要するものとし、その申込みが

大量に行われた場合には、当社は、その申込みの全部又は一部を第２項第４号の規定による申込みとし

て取り扱うことがあります。 

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾） 

第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修の申

込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その申込み（加入者交換機等接続回線設置等工

事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でない場合は、その旨を接

続申込者に通知します。）。 

(1) 第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号又は第４号の規定に該当するとき

２ 接続申込者が、第 23 条第１項第２号又は第３号に規定する交換機又は交換機の伝送装置で接続する場

合において、接続用設備の設置又は改修の申込みを行うことにより、当社が加入者交換機又は中継交換

機の新設を行う必要が生じたときは、当社は、同一の通信用建物等においてその交換機又はその交換機

の伝送装置と接続するための接続用設備の設置又は改修を申し込んでいる全ての接続申込者及びその交

換機又はその交換機の伝送装置との接続を現に行っている全ての協定事業者に対して、その接続用設備

の利用効率等の最適化を図るための協議を申し入れることがあります。 

（接続用設備の設置又は改修の変更等） 

第27条 当社は、接続申込者から接続用設備の設置又は改修について、その完成前に別表３（様式）様式第 

16 の書面による変更の申込みがあった場合は、次の各号の場合を除き、別表３様式第17の書面により

承諾します。 

(1) その変更の申込みが第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号又は第４号の規定に該当するとき

第６節の２ 当社の光回線設備等との接続に関する手続き 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

第 34条の２ 接続申込者は、当社の一般光信号中継回線と接続しようとするとき（第34条の９（異経路構

成等による一般光信号中継回線の提供に係る調査及び接続の申込み）に規定する申込みを行う場合を除

きます。）は、当社に対し、別表３（様式）様式第７－２の線路設備調査及び接続申込書により、 般

光信号中継回線についての調査の申込み及び接続の申込み（接続を予定する一般光信号中継回線の利用

区間、利用芯線数及び接続開始希望時期の指定を含みます。）を行うことを要します。当社は、線路設

備調査及び接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、申込みの受け付けとし

ます。この場合において、接続申込者は、その申込みに先立って第 11 条（事前調査の申込み）に規定

する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第 10 条の２（事前照会）第１項に規定する事前照会

の申込みを同時に行うことも可能です。 

（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

第 34 条の７ 接続申込者は、当社の特別光信号中継回線と接続しようとするときは、当社に対し、別表３

（様式）様式第７－２の線路設備調査及び接続申込書により特別光信号中継回線についての調査及び接続

の申込み（接続を予定する特別光信号中継回線の利用区間、利用波長数及び接続開始希望時期の指定を含

当社と接続用設備の利用効率等の最適化を図るための協議を行うことを要するものとし、その申込みが

大量に行われた場合には、当社は、その申込みの全部又は一部を第２項第４号の規定による申込みとし

て取り扱うことがあります。 

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾） 

第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修の申

込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その申込み（加入者交換機等接続回線設置等工

事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でない場合は、その旨を接

続申込者に通知します。）。 

(1) 第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号、第４号又は第５号の規定に該当するとき

２ 削除 

（接続用設備の設置又は改修の変更等） 

第27条 当社は、接続申込者から接続用設備の設置又は改修について、その完成前に別表３（様式）様式第 

16 の書面による変更の申込みがあった場合は、次の各号の場合を除き、別表３様式第17の書面により

承諾します。 

(1) その変更の申込みが第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号、第４号又は第５号の規定に該当するとき

第６節の２ 当社の光回線設備等との接続に関する手続き 

（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

第 34 条の２ 接続申込者は、当社の一般光信号中継回線と接続しようとするとき（第34条の９（異経路

構成等による一般光信号中継回線又は光信号端末回線の提供に係る調査及び接続の申込み）に規定する

申込みを行う場合を除きます。）は、当社に対し、別表３（様式）様式第７－２の線路設備調査及び接

続申込書により、一般光信号中継回線についての調査の申込み及び接続の申込み（接続を予定する一般

光信号中継回線の利用区間、利用芯線数及び接続開始希望時期の指定を含みます。）を行うことを要し

ます。当社は、線路設備調査及び接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、

申込みの受け付けとします。この場合において、接続申込者は、その申込みに先立って第 11 条（事前

調査の申込み）に規定する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第 10 条の２（事前照会）第１

項に規定する事前照会の申込みを同時に行うことも可能です。 

（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み） 

第 34 条の７ 接続申込者は、当社の特別光信号中継回線と接続しようとするときは、当社に対し、別表３

（様式）様式第７－２の線路設備調査及び接続申込書により特別光信号中継回線についての調査及び接続

の申込み（接続を予定する特別光信号中継回線の利用区間、利用波長数及び接続開始希望時期の指定を含

4



みます。）を行うことを要します。この場合において、接続申込者は、様式第15－３の設備建設申込書に

よる分波光変換装置の設置又は改修の申込みを併せて行うことを要するものとし、当社は、その線路設備

調査及び接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、線路設備調査及び接続申込

みの受け付けとします。また、接続申込者は、その申込みに先立って第11条（事前調査の申込み）に規定

する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第10条の２（事前照会）第１項に規定する事前照会の申

込みを同時に行うことも可能です。 

２ 当社は、前項に規定する調査の申込み及び分波光変換装置の設置又は改修の申込みがあった場合におい

て、次の各号のいずれにも該当しないと判断したときは、これらの申込みの到達した日から６週間以内に

接続申込者が指定した利用区間に係る特別光信号中継回線の提供可能時期を別表３（様式）様式第７－３

の書面により回答し、その回答をもって前項に規定する接続の申込み29の承諾とします。この場合におい

て、当社はその回答内容に従って未利用波長を保留します。ただし、その回答を当社が行った後に第５号

の規定に該当することとなった場合には、その接続申込者が前項に規定する接続の申込みを撤回したもの

とみなすこととします。 

(1)～(3)  （略） 

(4) 第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号又は第４号の規定に該当するとき

（一般光信号中継回線の異経路構成等に係る確認調査）  

第 34 条の８ 当社は、協定事業者が指定する利用区間において現に利用している一般光信号中継回線の

異経路構成等に係る調査の請求を受けた場合には、その調査結果の回答により当社の電気通信設備に保

安上著しい問題が生じる等、当社の業務遂行上支障を及ぼすおそれがあると認められるときを除き、そ

の調査結果を回答します。この場合において、当社は、その調査の内容及び方法並びに回答の方法及び

時期等について、当該協定事業者とあらかじめ協議して決定するものとします。 

（異経路構成等による一般光信号中継回線の提供に係る調査及び接続の申込み） 

第 34 条の９ 当社は、接続申込者が指定する利用区間において異経路構成等による一般光信号中継回線

の提供可否に係る調査の請求を受けた場合には、その調査結果の回答により当社の電気通信設備に保安

上著しい問題が生じる等、当社の業務遂行上支障を及ぼすおそれがあると認められるときを除き、その

調査結果を回答します。この場合において、当社は、その調査の内容及び方法並びに回答の方法及び時

期等について、当該接続申込者とあらかじめ協議して決定するものとします。 

２ 当社は、前項に規定する協議が調い、接続申込者が前項に規定する調査の請求と併せて異経路構成等に

よる一般光信号中継回線の接続の申込み（第 34 条の２（光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込

み）第１項に規定するものとします。以下この項において同じとします。）を行った場合には、前項に

規定する調査結果の回答（異経路構成等による一般光信号中継回線の提供が可能である旨の回答の場合

に限るものとし、第 34 条の２第２項に規定する提供可能時期に係る回答を含むものとします。）をも

って、その接続の申込みを承諾するものとします。この場合において、当社は、接続する一般光信号中

継回線を特定できない場合を除き、その回答内容に従って未利用芯線を保留します。 

３ 当社が前項に規定する回答（第 34 条の２第２項に規定する回答を含みます。）を行った後の異経路構

成等による一般光信号中継回線の提供に係る手続きについては、第 34 条の３（一般光信号中継回線の接

続）第１項から第４項の規定によるものとします。 

みます。）を行うことを要します。この場合において、接続申込者は、様式第15－３の設備建設申込書に

よる分波光変換装置の設置又は改修の申込みを併せて行うことを要するものとし、当社は、その線路設備

調査及び接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、線路設備調査及び接続申込

みの受け付けとします。また、接続申込者は、その申込みに先立って第11条（事前調査の申込み）に規定

する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第10条の２（事前照会）第１項に規定する事前照会の申

込みを同時に行うことも可能です。 

２ 当社は、前項に規定する調査の申込み及び分波光変換装置の設置又は改修の申込みがあった場合におい

て、次の各号のいずれにも該当しないと判断したときは、これらの申込みの到達した日から６週間以内に

接続申込者が指定した利用区間に係る特別光信号中継回線の提供可能時期を別表３（様式）様式第７－３

の書面により回答し、その回答をもって前項に規定する接続の申込み29の承諾とします。この場合におい

て、当社はその回答内容に従って未利用波長を保留します。ただし、その回答を当社が行った後に第５号

の規定に該当することとなった場合には、その接続申込者が前項に規定する接続の申込みを撤回したもの

とみなすこととします。 

(1)～(3)  （略） 

(4) 第22条（接続申込みの承諾）第１項第３号、第４号又は第５号の規定に該当するとき

（一般光信号中継回線又は光信号端末回線の異経路構成等に係る確認調査）  

第 34 条の８ 当社は、協定事業者が指定する利用区間において現に利用している一般光信号中継回線又

は光信号端末回線の異経路構成等に係る調査の請求を受けた場合には、その調査結果の回答により当社

の電気通信設備に保安上著しい問題が生じる等、当社の業務遂行上支障を及ぼすおそれがあると認めら

れるときを除き、その調査結果を回答します。この場合において、当社は、その調査の内容及び方法並

びに回答の方法及び時期等について、当該協定事業者とあらかじめ協議して決定するものとします。 

（異経路構成等による一般光信号中継回線又は光信号端末回線の提供に係る調査及び接続の申込み） 

第 34 条の９ 当社は、接続申込者が指定する利用区間において異経路構成等による一般光信号中継回線

又は光信号端末回線の提供可否に係る調査の請求を受けた場合には、その調査結果の回答により当社の

電気通信設備に保安上著しい問題が生じる等、当社の業務遂行上支障を及ぼすおそれがあると認められ

るときを除き、その調査結果を回答します。この場合において、当社は、その調査の内容及び方法並び

に回答の方法及び時期等について、当該接続申込者とあらかじめ協議して決定するものとします（以下

この条において同じとします。）。 

２ 前項に規定する調査の請求において、協定事業者が保有する自営電気通信設備の経路等の情報を当社に

提示した場合には、当社は協定事業者に対し、協定事業者が保有する自営電気通信設備の経路と当社の

保有する一般光信号中継回線又は光信号端末回線の経路が重複する箇所の有無及び重複がある場合はそ

の重複箇所について回答するものとします。 

 ３ 当社は、第１項に規定する協議が調い、接続申込者が第１項及び前項に規定する調査の請求と併せて異

経路構成等による一般光信号中継回線又は光信号端末回線の接続の申込み（第 34 条の２（光信号中継

回線の線路設備調査及び接続申込み）第１項及び第34条の４（光信号端末回線、特定光信号端末回線又

は光信号局内伝送路の接続申込み）第１項に規定するものとします。以下この項において同じとしま

す。）を行った場合には、第１項及び前項に規定する調査結果の回答（異経路構成等による一般光信号

中継回線又は光信号端末回線の提供が可能である旨の回答又は協定事業者の保有する自営電気通信設備

の経路と当社の保有する一般光信号中継回線又は光信号端末回線との重複がない経路構成が可能である

旨の回答（協定事業者が要望する場合は一部重複がある場合を含みます。）を行う場合に限るものと

し、第 34 条の２第２項に規定する提供可能時期に係る回答を含むものとします。）をもって、その接

続の申込みを承諾するものとします。この場合において、当社は、接続する一般光信号中継回線又は光

信号端末回線を特定できない場合を除き、その回答内容に従って未利用芯線を保留します。  

４ 当社が前項に規定する回答（第 34 条の２第２項に規定する回答を含みます。）を行った後の異経路構
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（支障移転等を行う場合の取扱い） 

第 34 条の11 前３条に規定する調査結果は調査を実施した時点での情報であって、調査実施後の支障移

転等により一般光信号中継回線又は光信号端末回線の敷設状況が変動する場合があることから、接続申

込者は、第１号又は第３号に規定する調査の申込みを行った場合には一般光信号中継回線の異経路構成

等又は光信号端末回線のテープ分散が維持できないときがあり、第２号、第４号又は第５号に規定する

手続きを行った場合であっても異経路構成等による一般光信号中継回線又はテープ分散による光信号端

末回線を提供できないときがあることをあらかじめ了承するものとします。 

(1) 第 34 条の８（一般光信号中継回線の異経路構成等に係る確認調査）に規定する調査 

(2) 第 34 条の９（異経路構成等による一般光信号中継回線の提供に係る調査及び接続の申込み） 第３

項の規定に基づく一般光信号中継回線の提供に係る手続き 

 

 

（優先クラス通信機能の接続申込み） 

第 34 条の 15 優先クラス通信機能の利用を開始する接続申込者は、第 11 条（事前調査の申込み）に定める

事前調査を行う際に、事前調査申込書と併せて別表３（様式）様式第８別紙５を当社が指定する事務取扱

所に提出することを要します。 

２～３ （略） 

４ 前項の場合において、当社は、協定事業者が通知した内容と当社が保有する優先クラス通信機能を付加

する回線の契約者情報及び別表３様式第８別紙５の記載内容が一致したときは、その申込みを承諾するも

のとし、協定事業者が指定した利用開始希望時期に優先クラス通信機能の利用開始工事を行うものとしま

す。 

ただし、大量の申込みを一時に受け付けた場合、他の協定事業者より大量の申込みを既に受け付けている

場合又はＩＰ通信網を利用した電気通信サービスに輻輳等の影響を与えるおそれがある場合等の特別の事

情のあるときは、協定事業者が指定した利用開始希望時期に優先クラス通信機能の利用開始工事ができな

い場合があります。 

 

 

（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 

第 37 条の２ 当社は、前条第１項に規定する工事において協定事業者（ＤＳＬ回線の通信料について利用者

料金を設定する協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）からＤＳＬ回線の回線調整

工事の請求があったときは、協定事業者から指定のあったＤＳＬ回線の回線調整工事を行います。 

２ 当社は、次の各号に規定する場合であって、そのＤＳＬ回線が収容されているカッド内の他方の端末回

線が現用に供されているときは、信号の漏えいによる影響を防止するため、そのＤＳＬ回線の回線収容替

えを行います。この場合において、協定事業者からそのＤＳＬ回線の回線調整工事（回線収容替えに限り

ます。以下この項及び次項において同じとします。）の請求があったものとみなします。 

(1) 協定事業者から第２群（収容に係る利用制限が設けられているものに限ります。以下この条において

同じとします。）の伝送システムを用いるＤＳＬ回線の設置又は第２群の伝送システムを用いるＤＳＬ

回線への変更（ＤＳＬ回線の技術的条件の具体的内容（以下、別表３（様式）様式第８別紙４に定める

ものをいいます。）を変更する場合に限ります。）の申込みがあった場合 

 

 

第５章 協定の締結・解除等 

（協定上の地位の移転） 

成等による一般光信号中継回線又は光信号端末回線の提供に係る手続きについては、第 34 条の３（一

般光 信号中継回線の接続）第１項から第４項及び第 34 条の４（光信号端末回線、特定光信号端末回線

又は光信号局内伝送路の接続申込み）第６項の規定によるものとします。 

 

 

（支障移転等を行う場合の取扱い） 

第 34 条の11 前３条に規定する調査結果は調査を実施した時点での情報であって、調査実施後の支障移

転等により一般光信号中継回線又は光信号端末回線の敷設状況が変動する場合があることから、接続申

込者は、第１号又は第３号に規定する調査の申込みを行った場合には一般光信号中継回線及び光信号端

末回線の異経路構成等又は光信号端末回線のテープ分散が維持できないときがあり、第２号、第４号又

は第５号に規定する手続きを行った場合であっても異経路構成等による一般光信号中継回線及び光信号

端末回線又はテープ分散による光信号端末回線を提供できないときがあることをあらかじめ了承するも

のとします。 

(1) 第 34 条の８（一般光信号中継回線又は光信号端末回線の異経路構成等に係る確認調査）に規定す

る調査  

(2) 第 34 条の９（異経路構成等による一般光信号中継回線又は光信号端末回線の提供に係る調査及び

接続の申込み） 第４項の規定に基づく一般光信号中継回線又は光信号端末回線の提供に係る手続き 

（優先クラス通信機能の接続申込み） 

第 34 条の 15 優先クラス通信機能の利用を開始する接続申込者は、第 11 条（事前調査の申込み）に定め

る事前調査を行う際に、事前調査申込書と併せて別表３（様式）様式第８別紙４を当社が指定する事務取

扱所に提出することを要します。 

２～３ （略） 

４ 前項の場合において、当社は、協定事業者が通知した内容と当社が保有する優先クラス通信機能を付加

する回線の契約者情報及び別表３様式第８別紙４の記載内容が一致したときは、その申込みを承諾するも

のとし、協定事業者が指定した利用開始希望時期に優先クラス通信機能の利用開始工事を行うものとしま

す。 

ただし、大量の申込みを一時に受け付けた場合、他の協定事業者より大量の申込みを既に受け付けている

場合又はＩＰ通信網を利用した電気通信サービスに輻輳等の影響を与えるおそれがある場合等の特別の事

情のあるときは、協定事業者が指定した利用開始希望時期に優先クラス通信機能の利用開始工事ができな

い場合があります。 

 

 

（ＤＳＬ回線の回線調整工事） 

第 37 条の２ 当社は、前条第１項に規定する工事において協定事業者（ＤＳＬ回線の通信料について利用者

料金を設定する協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）からＤＳＬ回線の回線調整

工事の請求があったときは、協定事業者から指定のあったＤＳＬ回線の回線調整工事を行います。 

２ 当社は、次の各号に規定する場合であって、そのＤＳＬ回線が収容されているカッド内の他方の端末回

線が現用に供されているときは、信号の漏えいによる影響を防止するため、そのＤＳＬ回線の回線収容替

えを行います。この場合において、協定事業者からそのＤＳＬ回線の回線調整工事（回線収容替えに限り

ます。以下この項及び次項において同じとします。）の請求があったものとみなします。 

(1) 協定事業者から第２群（収容に係る利用制限が設けられているものに限ります。以下この条において

同じとします。）の伝送システムを用いるＤＳＬ回線の設置又は第２群の伝送システムを用いるＤＳＬ

回線への変更（ＤＳＬ回線の技術的条件の具体的内容（以下、別表３（様式）様式第８別紙３に定める

ものをいいます。）を変更する場合に限ります。）の申込みがあった場合 

 

 

第５章 協定の締結・解除等 

（協定上の地位の移転） 
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第41条 協定事業者が電気通信事業の全部を譲渡することにより、協定上の地位を移転しようとする場合

は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。 

２ （略） 

３ 当社は、前項の規定により協定上の地位の移転の承諾を求められたときは、次の各号の場合を除き、こ

れを承諾します。 

(1) 協定上の地位の移転を受けようとする者が第 22 条（接続申込みの承諾）第１項第３号に該当する者

であるとき。 

 

 

第６章 責務 

第１節 責務 

（トラヒック又は回線数等の通知） 

第 50 条 接続申込者は、相互接続点及び交換機ごとのトラヒック及び回線数、単位料金区域ごとのトラヒ

ック、市内局番ごとのトラヒック並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等当社が接続申込者ごとに要請

するトラヒック又は回線数等を、当社に通知することに協力するものとします。 

    ただし、当社が利用者料金を定めるときは、この限りではありません。 

２ 接続申込者は、第 23 条（接続用設備の設置又は改修の申込み）第１項第２号から第５号に規定する接

続用設備の設置又は改修の申込みを行う場合は、次の各号に定める期限までに、次の各号に定める相互接

続点及び交換機ごとのトラヒック及び回線数（その申込みに係るもの（第 23 条第１項第２号の接続用設

備に係る申込みの場合は既設の第 23 条第１項第３号の接続用設備に係るものを、第 23 条第１項第３号の

接続用設備に係る申込みの場合は既設の第 23 条第１項第２号の接続用設備に係るものを含みます。）に

限ります。）並びに伝送装置等の収容状況に係る情報等を通知することを要します。 

(1) 当年度８月（第 23 条第２項第４号アに規定する期限までに申込みを行う場合） 

   翌年度９月末及び翌年度３月末時点での予測トラヒック及び予測回線数並びに当年度５月から当年

度７月までの実績トラヒック 

(2) 当年度２月（第 23 条第２項第４号イに規定する期限までに申込みを行う場合） 

翌年度３月末及び翌々年度９月末時点での予測トラヒック及び予測回線数並びに当年度 11 月から

当年度１月までの実績トラヒック 

 

 

第３節 譲渡等の承認等 

（ローミング等に係る譲渡の承認） 

第 53 条 相互接続通信に係る携帯・自動車電話事業者が、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を

他の携帯・自動車電話事業者に譲渡するときは、当社はその譲渡を承認します。 

２ 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権をＰＨＳ事業者に譲渡する場合又は端末系事業者がそ

の通信に係る債権をＰＨＳ事業者に譲渡する場合に準用します。 

 

 

第８章 重要通信の取扱方法 

第２節 緊急通報用電話に接続する場合の取扱い 

第 58 条 当社は、次の各号の協定事業者から接続申込みがあったときは、電話サービス契約約款に規定す

る緊急通報用電話の電話番号により警察機関、消防機関又は海上保安機関に当社の電気通信設備を介して

接続することを承諾します。 

(1) 削除 

(2) 端末回線線端接続事業者であって公衆電話を設置する協定事業者                                                                                                                             

(3) 番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号を有する中継事業者 

２ 前項に規定する協定事業者は、警察機関、消防機関又は海上保安機関との接続の方法、その他必要な事

項について警察機関、消防機関又は海上保安機関と事前に協議することを要します。 

第41条 協定事業者が電気通信事業の全部を譲渡することにより、協定上の地位を移転しようとする場合

は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。  

２ （略） 

３ 当社は、前項の規定により協定上の地位の移転の承諾を求められたときは、次の各号の場合を除き、こ

れを承諾します。 

(1) 協定上の地位の移転を受けようとする者が第 22 条（接続申込みの承諾）第１項第３号又は第５号に該当す

る者であるとき。 

 

 

第６章 責務 

第１節 責務 

（トラヒック又は回線数等の通知） 

第 50 条 接続申込者は、相互接続点ごとのトラヒック及び回線数並びに伝送装置等の収容状況に係る情報

等当社が接続申込者ごとに要請するトラヒック又は回線数等を、当社に通知することに協力するものとし

ます。 

    ただし、当社が利用者料金を定めるときは、この限りではありません。 

２ 接続申込者は、第 23 条（接続用設備の設置又は改修の申込み）第１項第２号、第３号及び第５号に規

定する接続用設備の設置又は改修の申込みを行う場合は、次の各号に定める期限までに、次の各号に定め

る相互接続点ごとのトラヒック及び回線数（その申込みに係るものに限ります。）並びに伝送装置等の収

容状況に係る情報等を通知することを要します。 

(1) 削除 

(2) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 譲渡等の承認等 

（ローミング等に係る譲渡の承認） 

第 53 条 相互接続通信に係る携帯・自動車電話事業者が、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を

他の携帯・自動車電話事業者に譲渡するときは、当社はその譲渡を承認します。 

 

 

 

 

第８章 重要通信の取扱方法 

第２節 削除 

第 58 条 削除 
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第９章 接続等の一時中断、停止、中止及び廃止 

（接続の停止） 

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約款に

基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接続申

込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。 

区     別 期   間 

(1)～(5) （略） （略）       

 

 

 

 

 

 

第 10 章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 協定事業者は、次の各号の規定に従い、料金表第１表第１（網使用料）に規定する網使用料のう

ち月額で定める料金（以下「定額制の網使用料」といいます。）を支払うことを要します。 

 （1）～（4） （略） 

２～５ （略） 

６  前項までの規定にかかわらず、接続申込者が負担すべき網使用料（料金表第１表第１（網使用料）に規

定する中継系交換機能第４欄イ欄に係るものに限ります。）については、この約款において料金表第１表

第２（網改造料）に規定する網改造料と同様に取り扱います。 

 

 

（従量制の網使用料の支払義務） 

第 65 条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使用料のうち定額制の網使用料

以外のものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要する電気通信事業者は、第54条（接続形態）

に規定する接続形態ごとに、別表２第４表（従量制網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

ただし、信号伝送機能、加入者交換機機能メニュー利用機能、リルーティング通信機能及びリダイレク

ション網使用機能については、この限りではありません。 

 

 

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の 支払い

を要します。 

(1)～（20） （略） 

(21) その協定事業者が、第 34 条の２（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）、 第 34 

条の７（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）、第 34 条の８（一般光信号中継回線の

異経路構成等に係る確認調査）又は第 34 条の９（異経路構成等による一般光信号中継回線の提供に係

る調査及び接続の申込み）に規定する光信号中継回線に関する情報の提供を受けたとき。 

 

 

 

第４節 料金の計算及び支払い 

 

 

第９章 接続等の一時中断、停止、中止及び廃止                                                                                                                             

（接続の停止） 

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約款に

基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接続申

込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。 

区     別 期   間 

(1)～(5) （略） （略）          

(6)  協定事業者がその接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項に

ついて重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当社による当該重大な違反

に対する是正の求めに応じないとき（第１号から第３号に掲げる理由を除き

ます。）。 

その違反の事由

が解消されるま

での間 

 

 

第 10 章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 協定事業者は、次の各号の規定に従い、料金表第１表第１（網使用料）に規定する網使用料のう

ち月額で定める料金（以下「定額制の網使用料」といいます。）を支払うことを要します。 

 （1）～（4） （略） 

２～５ （略） 

６  前項までの規定にかかわらず、接続申込者が負担すべき網使用料（料金表第１表第１（網使用料）に規

定する関門系ルータ交換機能第４欄イ欄に係るものに限ります。）については、この約款において料金表

第１表第２（網改造料）に規定する網改造料と同様に取り扱います。 

 

 

（従量制の網使用料の支払義務） 

第 65 条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使用料のうち定額制の網使用料

以外のものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要する電気通信事業者は、第54条（接続形態）

に規定する接続形態ごとに、別表２第４表（従量制網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

 

 

 

 

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の 支払い

を要します。 

(1)～（20） （略） 

(21) その協定事業者が、第 34 条の２（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）、 第 34 

条の７（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）、第 34 条の８（一般光信号中継回線又

は光信号端末回線の異経路構成等に係る確認調査）又は第 34 条の９（異経路構成等による一般光信号

中継回線又は光信号端末回線の提供に係る調査及び接続の申込み）に規定する光信号中継回線又は光信

号端末回線に関する情報の提供を受けたとき。 

 

 

第４節 料金の計算及び支払い 
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（通信時間の測定等） 

第 71 条 通信回数は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点（その通信が番号案内機能等を利用

するものであるときは、当社が課金信号を送信した時点とします。）を１回として登算し、当社の機器に

より測定します。 

  ただし、信号伝送機能及び、加入者交換機機能メニュー利用機能については、この限りではありませ

ん。 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる通信については、当社は通信回数及び通信時間の測定を行いま

せん。 

(1)～(3) （略） 

(4) 第 58 条（緊急通報用電話に接続する場合の取扱い）の規定により接続を行った場合の通信 

(5) （略） 

(6)  当社のＥＮＵＭサーバを利用する通信であって、加入者交換機及び一般収容局ルータと接続しない

通信。 

 

 

（手続費の実績に基づく精算） 

第74条の２ 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）に規定するみなし契約者に関す

る宛名情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、光回線設備線路条件調査費ウ欄、光配線区

域情報調査費又はき線点情報調査費について、その事業年度の需要の実績値及び受付実績数（以下「当

年度実績」といいます。）を把握したときは、それらの手続費と、当年度実績によって算定した精算の

ための手続費との差額に、当年度実績を乗じて得た額を、協定事業者と精算するものとします。 

 

 

 

第８節 債権譲受 

（債権譲受） 

第 80 条 当社は、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、当社から発信し無線呼出し事業者へ番

号規則別表第５号に定める番号により接続する場合であって、無線呼出し事業者が自己の役務提供区間に

ついて利用者料金を設定するときは、その料金の債権を当該無線呼出し事業者より譲り受けることとしま

す。 

２ 当社は、特定中継事業者の契約約款等に規定する付加機能使用料等について、その料金債権を譲り受け

ることがあります。 

 

 

第 13 章 利用者への責任に関する事項 

（ローミング等に係る特例） 

第 91 条 第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、携帯・自動車電話事業者が発信に係る電気通信

事業者となる接続形態において、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事

業者に譲渡したときは、その通信に係る利用者料金の債権を利用者に請求し、回収する電気通信事業者

は、前条の規定にかかわらず、債権を譲り受けた電気通信事業者とします。 

２ 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権をＰＨＳ事業者に譲渡する場合に準用します。 

 

 

（利用者料金の課金） 

第 92 条 第 90 条（利用者料金の請求）に規定する電気通信事業者は、利用者料金が役務区間単位料金であ

るときは相互接続通信に係る利用者料金について、利用者料金が役務区間合算料金であるときは相互接続

通信及び他社相互接続通信に係る利用者料金について、その課金を行うこととします。 

（通信時間の測定等） 

第 71 条 通信回数は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点（その通信が番号案内機能等を利用

するものであるときは、当社が課金信号を送信した時点とします。）を１回として登算し、当社の機器に

より測定します。   

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる通信については、当社は通信回数及び通信時間の測定を行いま

せん。 

(1)～(3) （略） 

(4) 削除 

(5) （略） 

(6)  当社のＥＮＵＭサーバを利用する通信であって、一般収容局ルータと接続しない通信。 

 

 

 

 

 

（手続費の実績に基づく精算） 

第74条の２ 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）に規定するみなし契約者に関す

る宛名情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、光回線設備線路条件調査費ウ欄、光配線区

域情報調査費、き線点情報調査費又は端末回線情報提供手続費について、その事業年度の需要の実績値

及び受付実績数（以下「当年度実績」といいます。）を把握したときは、それらの手続費と、当年度実

績によって算定した精算のための手続費との差額に、当年度実績を乗じて得た額を、協定事業者と精算

するものとします。 

 

 

第８節 債権譲受 

（債権譲受） 

第 80 条 削除 

２ 当社は、特定中継事業者の契約約款等に規定する付加機能使用料等について、その料金債権を譲り受け

ることがあります。 

 

 

 

 

 

第 13 章 利用者への責任に関する事項 

（ローミング等に係る特例） 

第 91 条 第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、携帯・自動車電話事業者が発信に係る電気通信

事業者となる接続形態において、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事

業者に譲渡したときは、その通信に係る利用者料金の債権を利用者に請求し、回収する電気通信事業者

は、前条の規定にかかわらず、債権を譲り受けた電気通信事業者とします。 

 

 

 

（利用者料金の課金） 

第 92 条 第 90 条（利用者料金の請求）に規定する電気通信事業者は、利用者料金が役務区間単位料金であ

るときは相互接続通信に係る利用者料金について、利用者料金が役務区間合算料金であるときは相互接続

通信及び他社相互接続通信に係る利用者料金について、その課金を行うこととします。 
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  ただし、当社から無線呼出し事業者へ番号規則別表第５号に定める番号により接続する通信の場合に

は、当社が課金を行うこととし、国際系事業者、端末系事業者又は中継事業者との間の通信の場合には、

その事業者が課金を行うことがあります。 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、課

金を行うものとします。 

   ただし、当社は、協定事業者から課金に関する情報等を受信したときは、その情報等に基づき協定事業

者のために利用者料金の課金を行うことがあります。 

 

 

第14章 相互接続点を通信用建物等に設置する場合の取扱い 

（接続に必要な装置等の設置に係る標準的期間） 

第 95 条の４ 第 10 条の３（相互接続点の調査及び設置申込み）第５項又は第６項の規定により、相互接続

点を設置可能と回答した通信用建物等に相互接続点を設置するときは、当社は、次の各号に規定する期間

内に準備を整えます。ただし、接続に必要な装置等の設置にあたってその接続に必要な装置等に対して電

気を供給することにより既存の電源設備、蓄電池設備又は受発電設備の許容量を超えるために電源設備、

蓄電池設備又は受発電設備の設置又は改修が必要となるとき、当社と建設請負契約を締結する場合であっ

てその工事の規模が著しく大きいとき（その相互接続点における建設請負契約に基づく負担額のうち委託

工事費が 500 万円以上となる場合をいいます。）等特別な工事が必要となるとき又は緊急の対応を要する

事象が生じたときは、次の各号に規定する期間を超えることがあります。 

(1)～(2)  （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 16 章 雑則 

（通信用建物の空き情報等の提供） 

第 99 条の２ 当社は、通信用建物における接続に必要な装置等を設置するための空き場所の量（空き場所

管理項目ごとに当社が別に定める範囲で提供し、１ヶ月ごとに更新します。ただし、その量が管理基準量

又は規定量（空き場所の量が極端に少ないものとして、当社が別に定める空き場所管理項目の閾値をいい

ます。）を下回る場合にあっては、速やかに更新します。）、その通信用建物の名称及び所在地、接続に

必要な装置等を設置するラックの仕様、ＭＤＦが通信用建物内又は複数の通信用建物に分散して設置され

ている場合にあってはその事実、通信用建物において加入者交換機が設置されていない場合にあってはそ

の事実並びにその他の情報について、協定事業者が電気通信回線設備を通じて閲覧できるようにします。

この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払いは要しません。ただし、閲覧できる情報の

うち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれることが

あります。 

 

 

（光回線設備との接続に係るその他の情報の提供） 

第99条の７ 当社は、次の各号に規定する情報を接続申込者が電気通信回線設備を通じて閲覧できるように

します。この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払は要しません。ただし、閲覧できる

情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれる

ことがあります。 

  ただし、国際系事業者、端末系事業者又は中継事業者との間の通信の場合には、その事業者が課金を行

うことがあります。 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、課

金を行うものとします。 

   ただし、当社は、協定事業者から個別に受領する課金に関する情報等に基づき協定事業者のために利用

者料金の課金を行うことがあります。 

 

 

 

第14章 相互接続点を通信用建物等に設置する場合の取扱い 

（接続に必要な装置等の設置に係る標準的期間） 

第 95 条の４ 第 10 条の３（相互接続点の調査及び設置申込み）第５項又は第６項の規定により、相互接続

点を設置可能と回答した通信用建物等に相互接続点を設置するときは、当社は、次の各号に規定する期間

内に準備を整えます。ただし、接続に必要な装置等の設置にあたってその接続に必要な装置等に対して電

気を供給することにより既存の電源設備、蓄電池設備又は受発電設備の許容量を超えるために電源設備、

蓄電池設備又は受発電設備の設置又は改修が必要となるとき、当社と建設請負契約を締結する場合であっ

てその工事の規模が著しく大きいとき（その相互接続点における建設請負契約に基づく負担額のうち委託

工事費が 500 万円以上となる場合をいいます。）等特別な工事が必要となるとき又は緊急の対応を要する

事象が生じたときは、次の各号に規定する期間を超えることがあります。 

(1)～(2)  （略） 

２ （略） 

３ 第１項ただし書きの場合（当社と建設請負契約を締結しない場合に限ります。）において、当社は当社

設備の提供可能時期を接続申込者へ通知することとします。また、通知までの期間が、当社が第10条の３

第５項又は第６項に規定する回答を行った日から１か月を超える場合（前項に規定する事由により経過し

た期間については含まないものとします。）は、当社は事前にその理由、設置又は改修が必要となる設備

及び回答予定時期について、接続申込者に通知（その時点で当社が把握可能な情報に限ります。）するこ

ととします。 

 

 

   第 16 章 雑則 

（通信用建物の空き情報等の提供） 

第 99 条の２ 当社は、通信用建物における接続に必要な装置等を設置するための空き場所の量（空き場所

管理項目ごとに当社が別に定める範囲で提供し、１ヶ月ごとに更新します。ただし、その量が管理基準量

又は規定量（空き場所の量が極端に少ないものとして、当社が別に定める空き場所管理項目の閾値をいい

ます。）を下回る場合にあっては、速やかに更新します。）、その通信用建物の名称及び所在地、接続に

必要な装置等を設置するラックの仕様、ＭＤＦが通信用建物内又は複数の通信用建物に分散して設置され

ている場合にあってはその事実並びにその他の情報について、協定事業者が電気通信回線設備を通じて閲

覧できるようにします。この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払いは要しません。た

だし、閲覧できる情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状と

の相違が含まれることがあります。 

 

 

 

（光回線設備との接続に係るその他の情報の提供） 

第 99 条の７ 当社は、次の各号に規定する情報を接続申込者が電気通信回線設備を通じて閲覧できるよう

にします。この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払は要しません。ただし、閲覧でき

る情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれ

ることがあります。 
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(1)～(8) （略） 

（承諾の限界） 

第100条 当社は、接続申込者から工事又は手続き等の請求があった場合において、この約款において別段

の定めがある場合のほか、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又はその請求を承諾すること

によって保守することが著しく困難であるとき等当社の業務遂行上支障があるとき、又は接続申込者が

接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるときは、その請求を承諾しないこと

があります。この場合には、その理由を書面により接続申込者に通知します。 

(1)～(8) （略） 

(9) 都道県区域ごとにおける光信号端末回線（光信号分岐端末回線においては光信号端末回線の工事日

仮予約を行ったものを除きます。）の納期回答状況 

（指定電気通信設備に関連する情報システムに係る情報の提供） 

第99条の15 当社は協定事業者に対し、当社が主催する接続関連システム（協定事業者が当社の指定電気通

信設備と協定事業者の設置する電気通信設備を接続する際に利用するシステムであって、当社が改修及

び運用するものをいいます。以下同じとします。）に係る意見交換の場において、接続関連システムの

開発に関し次の各号に規定する情報を提供します。 

(1) 開発を予定する機能の数並びに当該機能の必須及び付加の別

(2) 機能ごとの想定費用並びに接続料等への影響額及び影響期間

(3) 前号に規定する費用の確定額

(4) 開発規模に関する情報

（承諾の限界） 

第100条 当社は、接続申込者から工事又は手続き等の請求があった場合において、この約款において別段

の定めがある場合のほか、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、その請求を承諾することに

よって保守することが著しく困難であるとき等当社の業務遂行上支障があるとき、接続申込者が接続に

関し負担すべき金額の支払いを怠り、若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求に関する協定で定め

られた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当社による当該重大な

違反に対する是正の求めに応じないときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合には、そ

の理由を書面により接続申込者に通知します。 
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 別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

（略） （略） （略） 

端末系交換機能 加入者交換機（当社が別に定める簡

易型交換機を含みます。）、メタル

回線収容装置又は一般収容局ルータ

により相互接続通信の交換を行う機

能 

 

（略） （略） （略） 

市内伝送機能 加入者交換機間の相互接続通信（市

内中継交換機を経由する通信を含み

ます。）を伝送する機能 

 

中継系交換機能 市外中継交換機又は関門系ルータに

より相互接続通信の交換を行う機能 

 

中継伝送機能 加入者交換機と市外中継交換機との

間又は加入者交換機若しくは市外中

継交換機と協定事業者が設置する電

気通信設備との間等の相互接続通信

を伝送する機能 

 

通信路設定伝送機能 通信路の設定の機能を有する電気通

信設備（加入者交換機と中継交換機

を除きます。）及び伝送路設備によ

り通信路の設定並びに伝送を行う機

能 

 

（略） （略） （略） 

音声パケット変換機

能 

協定事業者の電気通信設備をＩＧＳ

で接続する場合における音声信号と

パケットの相互間の変換を行う機能 

 

信号伝送機能 信号用伝送路、中継伝送路設備及び

信号用中継交換機により信号を伝送

交換する機能 

 

（略） （略） （略） 

ドメイン名管理機能 入力されたドメイン名の一部又は全

部に対応してＩＰアドレスを出力す

る機能 

 

番号案内機能 契約者回線番号等の案内を行う機能 この機能の接続可否について

は、技術的条件集別表１に規定

します｡ 

 

 別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

（略） （略） （略） 

端末系交換機能 メタル回線収容装置、一般収容局ル

ータ又はワイヤレス固定電話用設備

により相互接続通信の交換を行う機

能 

 

（略） （略） （略） 

削除                    

関門系ルータ機能 関門系ルータにより相互接続通信の

交換を行う機能 

 

削除   

通信路設定伝送機能 通信路の設定の機能を有する電気通

信設備及び伝送路設備により通信路

の設定並びに伝送を行う機能 

 

（略） （略） （略） 

削除   

削除   

（略） （略） （略） 

ドメイン名管理機能 入力されたドメイン名の一部又は全

部に対応してＩＰアドレスを出力す

る機能 

 

ワイヤレス固定電話

用制御等機能 

ワイヤレス固定電話用設備と連携し

て、インターネットプロトコルによ

るパケットの伝送の制御又は固定端

末系伝送路設備の認証等を行う機能 

 

番号案内機能 契約者回線番号等の案内を行う機能 この機能の接続可否については

、技術的条件集別表１に規定し

ます｡ 

（略） （略） （略） 
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（略） （略） （略） 

 

別表２ 接続形態 

１ 適用 

 

区 分 内  容 

(1)～(2) （略） （略） 

(3) 表の適用 ア～カ （略） 

キ 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発

信事業者欄」又は「着信事業者欄」に「ＰＨＳ事業者」と記述がある場合

には、「発信事業者」欄に記載されたＰＨＳ事業者から当社の通信路設定

伝送機能等に係る区間及びＰＨＳ事業者の設備に係る区間を経由して経由

事業者若しくは着信事業者に接続する場合又はＰＨＳ事業者の設備に係る

区間及び当社の通信路設定伝送機能等に係る区間を経由して「着信事業

者」欄に記載されたＰＨＳ事業者に着信する場合があります。   

ク 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「着

信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と規定されている接続形態に

ついては、移動体番号ポータビリティが行われた場合は、他の携帯・自動

車電話事業者又はＰＨＳ事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に

規定された携帯・自動車電話事業者に着信する場合があり、ローミングが

行われた場合は、他の携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着

信事業者欄」に規定された携帯・自動車電話事業者に着信する場合があり

ます。また、本表の第１表において、「着信事業者欄」に「ＰＨＳ事業

者」と規定されている接続形態については、移動体番号ポータビリティが

行われた場合、携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業

者欄」に規定されたＰＨＳ事業者に着信する場合があります。これらの場

合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。 

ケ～サ （略） 

シ ２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に

規定する事業者と利用者料金設定事業者が同一となる接続形態は、以下の

場合に限ります。 

（ｱ）着信事業者の電気通信設備により制御を行うことにより、電気通信

番号計画（令和元年総務省告示第６号）（以下「番号計画」といいま

す。）に定める付加的役務電話番号又は事業者識別番号を使用する当該着

信事業者の契約者向けサービスを実現する場合 

（ｲ）当社又は特定端末系事業者が着信事業者となる場合であって、番号

計画に定める電報受付機能に係る番号に着信するとき 

（ｳ）携帯・自動車電話事業者が着信事業者となる場合であって、当該携

帯・自動車電話事業者が指定する特定の電話番号への着信により当該着信  

事業者の契約者向けサービスを実現するとき 

（ｴ）当社又は特定端末系事業者が発信事業者となる場合であって、ＰＨ

Ｓ事業者が着信事業者となるとき 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 接続形態 

１ 適用 

 

区 分 内  容 

(1)～(2) （略） （略） 

(3) 表の適用 ア～カ （略） 

キ 削除  

ク 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「着

信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と規定されている接続形態に

ついては、移動体番号ポータビリティが行われた場合は、他の携帯・自動

車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規定された携帯・

自動車電話事業者に着信する場合があり、ローミングが行われた場合は、

他の携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規

定された携帯・自動車電話事業者に着信する場合があります。この場合に

おいて、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。 

ケ～サ （略） 

シ ２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に

規定する事業者と利用者料金設定事業者が同一となる接続形態は、以下の

場合に限ります。 

（ｱ）着信事業者の電気通信設備により制御を行うことにより、電気通信

番号計画（令和元年総務省告示第６号）（以下「番号計画」といいま

す。）に定める付加的役務電話番号又は事業者識別番号を使用する当該着

信事業者の契約者向けサービスを実現する場合 

（ｲ）当社又は特定端末系事業者が着信事業者となる場合であって、番号

計画に定める電報受付機能に係る番号に着信するとき 

（ｳ）携帯・自動車電話事業者が着信事業者となる場合であって、当該携

帯・自動車電話事業者が指定する特定の電話番号への着信により当該着信  

事業者の契約者向けサービスを実現するとき 
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Ｄ１の３３ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者 

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者 

(ｳ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ１の３４～ 

Ｄ３の６ 
（略） 

Ｄ３の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ３の７－２

～Ｄ４の６ 
（略） 

Ｄ４の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｄ４の８～ 

Ｅ１の５ 
（略） 

Ｅ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｅ１の７～ 

Ｆ１の７ 
（略） 

Ｆ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｆ１の９～ 

Ｆ３ 
（略） 

Ｇ１ ＰＨＳ事業者 

Ｇ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：当社 

Ｇ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：特定端末系事業者 

Ｇ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者 

Ｇ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者 

Ｇ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者) 

Ｇ１の７ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者) 

Ｇ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：無線呼出し事業者 

Ｇ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者 

Ｇ１の９－２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)着信事業者欄：２－２表による 

Ｇ１の１０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者 

Ｇ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)発信事業者欄：中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｇ１の１２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：ＰＨＳ事業者 

(ｲ)区間Ｃ：特定中継事業者 

Ｆ１の９～ 

Ｆ３ 
（略） 

Ｇ１ 削除 

Ｇ１の２ 削除 

Ｇ１の３ 削除 

Ｇ１の４ 削除 

Ｇ１の５ 削除 

Ｇ１の６ 削除 

Ｇ１の７ 削除 

Ｇ１の８ 削除 

Ｇ１の９ 削除 

Ｇ１の９－２ 削除 

Ｇ１の１０ 削除 

Ｇ１の１１ 削除 

Ｇ１の１２ 削除 

Ｇ１の１３ 削除 

Ｇ２ 削除 

Ｈ１～ 

Ｋ１の５ 
（略） 

Ｋ１の６ 削除 

Ｋ１の７～ 

Ｌ１の６ 
（略） 

Ｌ１の７ 削除 

Ｌ１の８～ 

Ｏ１ 
（略） 

Ｐ１ 削除 
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新たな技術的条件の有無 有 無 

接続約款記載の技術的条件で

の接続の場合 

公表約款第１１章技術的条件 

技術的条件集第２章形態別技術的条件第 節形態 のとおりとす

る。 

信号網構成 対応網 準対応網 

信号速度 4.8kb/s 48kb/s 

回

線 

優先発ユーザ留保回

線制御機能 
有 無 

留

保 

両方向留保回線制御

機能 
有 無 

接続約款記載の技術的条件以

外での接続の場合 

別紙１接続約款適用以外の場合の技術的条件のとおり。 

５．電気通信設備の建設に係る事項 

(1)相互接続点ごとの交換設備

／回線設備の設備量

(2)ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日

本ビル内に設置を希望する

弊社設備の有無

・設置設備の種類、数量、

寸法

・電力量

・その他の設置条件

等 

（２．電気通信設備の分界点(1)相互接続点の設置希望場所が、ＮＴ

Ｔ東日本／ＮＴＴ西日本ビル内である場合のみ記入。） 

６．接続形態 

接続約款記載の

接続形態の 

場合 

公表約款 第７章接続形態 

別表２の２第 号～第 号とする。 

任意約款 第６章接続形態 

別表２の２第 号～第 号とする。 

接続約款記載の接続形態以外

の場合 

別紙２接続形態のとおり。 

７．網改造料の対象となる機能 

網改造料の対象となる機能の

うち利用を希望する機能 

接続約款料金表第１表第２網改造料１－１網改造料の対象となる機

能第 号とする。 

網改造料の対象となる機能以

外の利用を希望する機能概要 

８．業務遂行上の協力事項 

(1)ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日

本に協力依頼する事項

９．事業者識別番号及びその種別 

事業者識別番号 （ ） （ ） （ ） 

国内基本かつ国内付加サービス共用 

国内付加かつ国際付加サービス共用 

国内基本かつ国際基本サービス共用 

国際基本サービス専用 

事業者識別番号ごとに第１欄から第４欄のいずれかに○印を記入。なお、国内基本サービス専用の場

合は第１欄に、国内付加サービス専用又は国際付加サービス専用の場合は第２欄に○印を記入。 

接続約款記載の技術的条件で

の接続の場合 

公表約款第１１章技術的条件 

技術的条件集第２章形態別技術的条件第 節形態 のとおりとす

る。 

回

線

留

保 

優先発ユーザ留保回

線制御機能 
有 無 

両方向留保回線制御

機能 
有 無 

接続約款記載の技術的条件以

外での接続の場合 

５．電気通信設備の建設に係る事項 

(1)相互接続点ごとの交換設備

／回線設備の設備量

(2)ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日

本ビル内に設置を希望する

弊社設備の有無

・設置設備の種類、数量、

寸法

・電力量

・その他の設置条件

等 

（２．電気通信設備の分界点(1)相互接続点の設置希望場所が、ＮＴ

Ｔ東日本／ＮＴＴ西日本ビル内である場合のみ記入。） 

６．接続形態 

接続約款記載の

接続形態の 

場合 

公表約款 第７章接続形態 

別表２の２－ 第 号～第 号とする。 

任意約款 第６章接続形態 

別表２第 号～第 号とする。 

接続約款記載の接続形態以外

の場合 

別紙１接続形態のとおり。 

７．網改造料の対象となる機能 

網改造料の対象となる機能の

うち利用を希望する機能 

接続約款料金表第１表第２網改造料１－１網改造料の対象となる機

能第 号とする。 

網改造料の対象となる機能以

外の利用を希望する機能概要 

８．業務遂行上の協力事項 

(1)ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日

本に協力依頼する事項

９．事業者識別番号及びその種別 

事業者識別番号 （ ） （ ） （ ） 

国内基本かつ国内付加サービス共用 

国内付加かつ国際付加サービス共用 

国内基本かつ国際基本サービス共用 

国際基本サービス専用 

事業者識別番号ごとに第１欄から第４欄のいずれかに○印を記入。なお、国内基本サービス専用の場

合は第１欄に、国内付加サービス専用又は国際付加サービス専用の場合は第２欄に○印を記入。 

10．その他 
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 10．その他 

   

様式第８ 別紙１ 

接続約款適用外の場合の技術的条件 

技術的条件の項目 技術的条件の具体的内容 

(1)接続箇所 

 

 

 

 

 

 

 

(2)機能利用端末種別 

 

 

 

 

 

 

 

(3)伝送装置間インタフェ

ース 

(4)信号方式 

 

 

 

(5)信号網構成 

 

(6)信号速度 

 

 

 

(7)番号方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．端末回線線端 

イ．端末回線を収用する伝送装置 

ウ．加入者交換機の伝送装置 

エ．中継交換機の伝送装置 

オ．専用回線ノード装置の伝送装置 

カ．信号用中継交換機の伝送装置 

キ．現在の接続箇所に変更はない。 

ク ． そ の 他 （         ） 

・弊社網側（        ） 

・ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本網側 

ア．加入電話 

イ．一般公衆電話 

ウ．ＩＳＤＮ端末 

エ．ＩＳＤＮ公衆電話 

オ．その他（        ） 

・現在の機能利用端末に変更はない 

〔                       〕 

 

ア．ＴＴＣ標準に準拠したＮｏ．７信号方式 

イ．Ｉインタフェース 

ウ．現在の信号方式に変更はない 

エ．その他（        ） 

ア．対応網 

イ．準対応網 

ア．4.8kb/s 

イ．48kb/s 

ウ．現在の信号速度に変更はない 

エ．その他（        ） 

ア．０＋ＡＢＣＤＥ＋ＦＧＨＪ 

〔０：市外プレフィクス、ＡＢＣＤＥ：市外局番＋市内局番、ＦＧＨＪ：

加入者番号〕 

イ．００ＸＹ＋０＋ＡＢＣＤＥ＋ＦＧＨＪ 

〔００ＸＹ：事業者識別番号、０：市外プレフィクス、ＡＢＣＤＥ：市外

局番＋市内局番、ＦＧＨＪ：加入者番号〕 

ウ．００ＸＹ＋ｘ～ｘ＋（β１～βｎ） 

〔００ＸＹ：事業者識別番号、ｘ～ｘ：サービスコード〕 

エ．００ＸＹ＋ｘ～ｘ 

〔００ＸＹ：事業者識別番号、ｘ～ｘ：国際番号等〕 

オ．０Ａ０＋ＣＤ＋ＥＦＧＨＪ 

〔０Ａ０：サービス識別番号、ＣＤ：事業者識別番号、ＥＦＧＨＪ：加入

者番号〕 

カ．現在の番号方式に変更はない 
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(8)ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ

西日本サービスとの接

続 

(9)料金関係 

①課金条件 

②課金の開始契機／終了

契機 

 

 

 

③非課金の対象呼 

 

 

 

(10)事業者間精算 

(11)試験方法 

 

 

 

 

 

 

 

(12)輻輳制御機能 

 

 

(13)重要通信の確保 

(14)その他 

キ．その他（        ） 

〔                       〕 

 

 

〔                       〕 

課金開始契機：ア．ＡＮＭ（課金表示は課金）を受信したとき 

イ．現在の課金開始契機に変更はない 

ウ．その他（        ） 

課金終了契機：ア．ＲＥＬを受信したとき 

イ．現在の課金終了契機に変更はない 

ウ．その他（        ） 

ア．不完了呼  イ．試験呼 

ウ．課金に影響を及ぼす設備故障等に遭遇した呼 

エ．現在の対象呼に変更はない 

オ．（        ） 

〔                       〕 

ア．手動接続試験：ＩＧＳ及びＮＣＣ－ＧＳに自動応答トランク機能を付

与し双方から手動で接続試験を行い、接続の良否を確認する。 

イ．回線開通出合試験：回線開通時において発側交換機出側と着信交換機

入側との間で、回線名、回線番号及び通話の良否を確認する 

ウ．手動信号ルート試験：信号リンクの正常性を確認する 

エ．回線照合試験：回線状態を照合し、回線の不一致状態を解消する 

オ．現在の試験方法に変更はない 

カ．その他（        ） 

ア．接続約款第 56条（相互接続通信の制限）に準拠する 

イ．現在の制御方法に変更はない 

ウ．その他（        ） 

〔                       〕 

〔                       〕 

 

様式第８別紙２ 

接続形態 

 

 第１表 

 発信事業者 経由事業者 着信事業者 

１    

２    

３    

４    

 

 第２表 第３表 第４表 

 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者 

１    

２    

３    

４    

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８別紙１ 

接続形態 

 

 第１表 

 発信事業者 経由事業者 着信事業者 

１    

２    

３    

４    

 

 第２表 第３表 第４表 

 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者 

１    

２    

３    

４    

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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２ 接続に係るネットワークの概要を示す図（様式任意）を添付すること。 

 

 

様式第８別紙３ 

ＩＰ通信網終端装置の設定項目及び確認事項 

エリア名： 

区分 設定項目 設定内容 

【１】認証情報関連 (1) ユーザ名の形式  

(2) 認証サーバへ転送する認証情報の形式  

(3) ＩＳＰ識別子またはサブドメイン．ＩＳＰ識別子   

【２】認証サーバ設定

関連 

(1) 認証サーバの台数とＩＰアドレス  

(2) 認証サーバにおけるユーザの認証方式  

(3) Radius プロトコルのポート番号  

(4) 認証サーバの切替条件  

(5) 認証サーバの切戻条件  

【３】ユーザ付与情報

関連 

(1) ユーザへのＩＰアドレス付与方法  

(2) ユーザへのＤＮＳサーバのＩＰアドレス付与  

(3) ＤＮＳサーバのＩＰアドレス  

【４】ＲＡＤＩＵＳシ

ーケンス関連 

(1) Access-Request 

Acct-Session-ID(Type=44) 

 

(2) Accounting-Request(Start) 

Framed-IP-Address(Type=8) 

 

(3) 認証ＮＧ時 

Accounting-Request(Stop) 

 

【５】ネットワーク設

定関連（集約用接続装

置経由で接続する場

合） 

 

(1) 網終端装置のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与するＩＰアドレス  

(2) 集約用集線装置に付与する IP アドレス  

(3) 集約用接続装置の網終端装置側のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与する IP

ｱﾄﾞﾚｽ 

 

(4) 網終端装置～集約用接続装置間のﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽおよびそ

のｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

 

(5) 集約用接続装置の接続装置側のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与する IP ｱ

ﾄﾞﾚｽ 

 

(6) 接続装置のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与するＩＰアドレス  

(7) 集約用接続装置～接続装置間のﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽおよびその

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

 

【６】網終端装置にプ

ールしユーザに付与す

るＩＰアドレス群 

  

【７】その他   

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注２ ＩＰ通信網終端装置の詳細設定項目に関する指定がある場合にはその他欄にその旨を記入すること。 

注３ 参考資料として接続に係るアトリビュート一覧及びシーケンスを記した図を添付すること。 

 

様式第８別紙４ 

ＤＳＬ回線の技術的条件の具体的内容 

２ 接続に係るネットワークの概要を示す図（様式任意）を添付すること。 

 

 

様式第８別紙２ 

ＩＰ通信網終端装置の設定項目及び確認事項 

エリア名： 

区分 設定項目 設定内容 

【１】認証情報関連 (1) ユーザ名の形式  

(2) 認証サーバへ転送する認証情報の形式  

(3) ＩＳＰ識別子またはサブドメイン．ＩＳＰ識別子   

【２】認証サーバ設定

関連 

(1) 認証サーバの台数とＩＰアドレス  

(2) 認証サーバにおけるユーザの認証方式  

(3) Radius プロトコルのポート番号  

(4) 認証サーバの切替条件  

(5) 認証サーバの切戻条件  

【３】ユーザ付与情報

関連 

(1) ユーザへのＩＰアドレス付与方法  

(2) ユーザへのＤＮＳサーバのＩＰアドレス付与  

(3) ＤＮＳサーバのＩＰアドレス  

【４】ＲＡＤＩＵＳシ

ーケンス関連 

(1) Access-Request 

Acct-Session-ID(Type=44) 

 

(2) Accounting-Request(Start) 

Framed-IP-Address(Type=8) 

 

(3) 認証ＮＧ時 

Accounting-Request(Stop) 

 

【５】ネットワーク設

定関連（集約用接続装

置経由で接続する場

合） 

 

(1) 網終端装置のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与するＩＰアドレス  

(2) 集約用集線装置に付与する IP アドレス  

(3) 集約用接続装置の網終端装置側のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与する IP

ｱﾄﾞﾚｽ 

 

(4) 網終端装置～集約用接続装置間のﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽおよびそ

のｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

 

(5) 集約用接続装置の接続装置側のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与する IP ｱ

ﾄﾞﾚｽ 

 

(6) 接続装置のｲﾝﾀﾌｪｰｽに付与するＩＰアドレス  

(7) 集約用接続装置～接続装置間のﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽおよびその

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

 

【６】網終端装置にプ

ールしユーザに付与す

るＩＰアドレス群 

  

【７】その他   

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注２ ＩＰ通信網終端装置の詳細設定項目に関する指定がある場合にはその他欄にその旨を記入すること。 

注３ 参考資料として接続に係るアトリビュート一覧及びシーケンスを記した図を添付すること。 

 

様式第８別紙３ 

ＤＳＬ回線の技術的条件の具体的内容 
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長） 

(2)１回線あたりの優先クラスの利

用帯域 

Mbit/s 

(ＩＰ通信網サービスの品目ごとに記載) 

 

 

 

長） 

(2)１回線あたりの優先クラスの利

用帯域 

Mbit/s 

(ＩＰ通信網サービスの品目ごとに記載) 
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附 則（令和６年３月 21 日東相制第 000200000224 号） 

１ （略） 

（接続料金等の実績に基づく精算用料金） 

２ 第 74 条の２（手続費の実績に基づく精算）の規定により精算を行う令和４年度の精算用料金は以下のとお

りです。 

区    分 単   位 料金額 備考 

みなし契約者に関する宛名情

報提供手続費 

１件ごとに 19.03 円                

優先接続受付手続費 １変更ごとに 110 円                
光回線設備線路条

件調査費 

ウ欄 (ｱ) 基本額 １ 番 号

ご と の

１ 成 功

検 索 ご

とに 

8,009 円                

(ｲ) 加

算

額 

① 1,088 円                
② 2,085 円 

光配線区域情報調

査費 

ア欄 １通信用建物ごとに 16,545 円                    

イ欄 １通信用建物ごとに 4,573 円                    

ルーティング番号

登録工事等受付手

続費 

ア(ｲ)欄 １件ごとに 61 円                    

イ欄 １件ごとに 179 円                    

同一番号移転可否

情報調査費 

ア欄 １電気通信番号ごとの１件

ごとに 

664 円                    

イ欄 １電気通信番号ごとの１件

ごとに 

323 円                    

 

 

 

附 則（令和６年12月11日東相制第000200000443号） 

１～２ （略） 

（光信号分岐端末回線の接続料の算定方法見直しに係る経過措置） 

３ この改正規定の実施より前に第34条の６（光信号引込等設備の取扱い）第１項の規定に基づき維持等を開

始した光信号引込等設備に係る負担額に関しては、第68条の２（光信号引込等設備に係る負担額の支払義務）

の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 協定事業者は、第34条の６（光信号引込等設備の取扱い）第１項の規定に基づき、光信号引込等設備の維

持等を開始した日から起算してその維持等を終了した日（その光信号引込等設備の再利用ができた日又は

その光信号引込等設備を撤去した日をいいます。以下同じとします。）の前日までの期間（光信号引込等

設備の維持等を開始した日と終了した日が同一である場合は１日とします。）に係る以下の料金表に規定

する負担額を支払うことを要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和６年12月11日東相制第000200000443号） 

１～２ （略） 

（光信号分岐端末回線の接続料の算定方法見直しに係る経過措置） 

３ この改正規定の実施より前に第34条の６（光信号引込等設備の取扱い）第１項の規定に基づき維持等を開始

した光信号引込等設備に係る負担額に関しては、第68条の２（光信号引込等設備に係る負担額の支払義務）の

規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 協定事業者は、第34条の６（光信号引込等設備の取扱い）第１項の規定に基づき、光信号引込等設備の維持

等を開始した日から起算してその維持等を終了した日（その光信号引込等設備の再利用ができた日又はその

光信号引込等設備を撤去した日をいいます。以下同じとします。）の前日までの期間（光信号引込等設備の

維持等を開始した日と終了した日が同一である場合は１日とします。）に係る以下の料金表に規定する負担

額を支払うことを要します。 
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区    分 単 位 料 金 額 備  考 

ア 光信号引込

等設備維持

負担額  

当 社

が 光

信 号

引 込

等 設

備 を

維 持

等 す

る た

め に

要 す

る 負

担額 

(ｱ) 当社の光屋内配線（主として一戸建て

の建物に設置される形態により設置する

ものに限ります。）が設置されているもの  

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

243 円         

  

                     

(ｲ ) 当社の光屋内

配線（主として一

戸建ての建物に

設置される形態に

より設置するもの

に限ります。）が設

置されていないも

の  

① 当社が設置し

た光信号分

岐端末回線

収容キャビネ

ット等にその

光信号引込

等設備が収

容等されてい

るもの 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

 248 円  

  
 

② 協定事業者

が設置した光

信号分岐端

末回線収容

キャビネット

等にその光信

号引込等設

備が収容等さ

れているもの 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

243 円 
 

イ 光信号引込

等設備管理

負担額 

当社が維持等する光信号引込等設備の情報の管理

を行うとともにその負担額を請求するために要する負

担額 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

41 円 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区    分 単 位 料 金 額 備  考 

ア 光信号引込

等設備維持

負担額  

当 社

が 光

信 号

引 込

等 設

備 を

維 持

等 す

る た

め に

要 す

る 負

担額 

(ｱ) 当社の光屋内配線（主として一戸建て

の建物に設置される形態により設置する

ものに限ります。）が設置されているもの  

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

255 円         

  

                     

(ｲ ) 当社の光屋内

配線（主として一

戸建ての建物に

設置される形態に

より設置するもの

に限ります。）が設

置されていないも

の  

① 当社が設置し

た光信号分

岐端末回線

収容キャビネ

ット等にその

光信号引込

等設備が収

容等されてい

るもの 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

  259 円  

  
 

② 協定事業者

が設置した光

信号分岐端

末回線収容

キャビネット

等にその光信

号引込等設

備が収容等さ

れているもの 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

254 円 
 

イ 光信号引込

等設備管理

負担額 

当社が維持等する光信号引込等設備の情報の管理

を行うとともにその負担額を請求するために要する負

担額 

１光信号

引 込 等

設備ごと

に月額 

39 円 

 

 

 

           

 

 

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、令和７年４月１日から実施し、この改正規定のうち、本附則第４項につ

いては、令和６年 12 月 31 日に、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－２第９欄ア(ｱ)欄、イ欄及

び第 10 欄（ア(ｱ)欄及びイ(ｱ)欄に規定するものを除きます。）、２－４第４欄ア欄、２－11 第 23 欄、２-13

第２欄（ア欄及びイ欄に規定するものを除きます。）及び第４欄（ウ欄に規定するものを除きます。）並びに

本附則第５項については、令和７年１月１日に、それぞれ遡及して適用することとします。ただし、第 74 条

の２、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－４第４欄イ(ｻ)欄から(ｾ)欄、第２（網改造料）１‐１

（網改造料の対象となる機能）第 74 欄及び第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）１（適用）第 14 欄に

係る規定については、認可を受けた後、当社の準備が整い次第、実施します。 

 

（接続料金等の実績に基づく精算用料金） 

２ 第 74 条の２（手続費の実績に基づく精算）の規定により精算を行う令和５年度の精算用料金は以下のとお
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りです。 

区    分 単   位 料金額 備考 

みなし契約者に関する宛名情報提供手続費 １件ごとに 38.55 円    
優先接続受付手続費 １変更ごとに 189 円    
光回線設備線

路条件調査費 

ウ欄 (ア)基本額 １番号ご

との１成

功検索ご

とに 

785,708 円    

(イ)加算額 ① 117,657 円    
② 225,435 円    

光配線区域情

報調査費 

ア欄 １通信用建物ごとに 30,366 円    

イ欄 １通信用建物ごとに 2,703 円    

ルーティング

番号登録工事

等受付手続費 

ア(ｲ)欄 １件ごとに 62 円    

イ欄 １件ごとに 191 円    

同一番号移転

可否情報調査

費 

ア欄 １電気通信番号ごとの１件ごと

に 

675 円    

イ欄 １電気通信番号ごとの１件ごと

に 

337 円    

 

 

 

（ルーティング番号登録工事等受付手続費及び同一番号移転可否情報調査費に係る経過措置） 

３ 令和６年度に協定事業者が利用した料金表第２表第２（手続費）に規定するルーティング番号登録工事等受

付手続費及び同一番号移転可否情報調査費については、第 75 条（工事費及び手続費等の遡及適用）の規定に

かかわらず、令和６年４月１日に遡及して以下の料金額を適用します。 

 

 

 

 

区分 単位 手続費の

額 

備考 
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ルーティング

番号登録工事

等受付手続費 

ルーテ

ィング

番号登

録工事

等の申

込みの

受付に

要する

費用 

 

ア イ

以外

の場

合 

(ｱ)(ｲ)

以外

の場

合 

③ 協定事業者が

電気通信サービ

ス（音声伝送役務

に限ります）の提

供を希望する番

号区画（電気通信

番号計画（令和元

年総務省告示第

６号）別表第１に

規定するものを

いいます。）と異

なる番号区画の

ルーティング番

号を用いて一般

番号ポータビリ

ティを行う場合 

 

１ 件 ご と

に 

80 円 

 

    

(ｲ) 当社が指定した電気通

信回線設備を通じて申込

みを行う場合 

 

１ 件 ご と

に 

 

 80 円 

 

    

イ 当社が指定した電気通信回線設備

を通じてルーティング番号等削除工

事（ルーティング番号のみを削除する

場合に限ります。）又はルーティング

番号変更工事の申込みを行う場合 

 

１ 件 ご と

に 

 239 円 

 

    

同一番号移転

可否情報調査

費 

同一番

号移転

可否情

報を提

供する

手続き

に要す

る費用 

 

ア イ以外の場合 １ 電 気 通

信 番 号 ご

と の １ 件

ごとに 

 

 683 円 

 

    

イ 当社が指定した電気通信回線設備

を通じて調査を行う場合 

 

１ 電 気 通

信 番 号 ご

と の １ 件

ごとに 

 

 387 円 

 

 

（網同期クロック供給機能に関する特例措置） 

４ 協定事業者が第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第４欄での接続により料金表第１表第１（網使用料）

２－14（網同期クロック供給機能）の機能を利用している場合であって、意識合わせの場における協議の結果

に基づき接続の終了が申込まれたときは、第 64 条（定額制の網使用料の支払義務）第１項の規定にかかわら

ず、当社の指定電気通信設備との接続を終了する日を令和６年 12 月 31 日とみなし、当該機能の利用を開始し

た期日を含む月から令和６年 12 月までの期間における網使用料の支払いを要するものとします。 

 

（ＩＰ網移行期の接続料における工事費に関する特例措置） 
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５ 協定事業者が附則（令和６年 12 月 11 日東相制 000200000443 号）第６項の規定に基づき、接続用設備の減

設又は接続回線の廃止の申込みを行う場合は、料金表第２表第１（工事費）２（工事費の額）２－１（工事費）の表中

第 33 欄イ欄の規定にかかわらず、以下の料金額を適用します。 

区    分 単 位 工事費の額 備  考 

加入者交換機等接

続回線設置等工事

費 

加入者交換機等接

続回線設置等工事

に要する費用 

ア  加入者交換機

と接続するための

接続回線の廃止に

係る工事の場合 

672 回線

（50Mbit/s 

相当）ごと

に 

199,914 円                 

イ 中継交換機又

は中継交換機の伝

送装置と接続する

ための接続回線の

廃止に係る工事の

場合 

672 回線

（50Mbit/s 

相当）ごと

に 

159,115 円                 

 

（網使用料の算定に係る措置） 

６ 当社は、令和３年４月１日から令和６年 12 月 31 日まで適用した料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）

に規定するルーティング伝送機能第４欄イ欄の網使用料について、第 74 条の規定にかかわらず、第 69 条（定

額制の網使用料及び網改造料の計算方法）第３項の規定に基づき計算した網使用料と、令和３年４月１日から

令和６年 12 月 31 日までの期間における見込み需要の実績値（以下この附則において「当該実績」といいます。）

と当該実績によって算定した精算用料金を乗じた網使用料との差額を、協定事業者と精算するものとします。 
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技術的条件集 

第１章 通則 

（用語の定義） 

第１条 この技術的条件集においては、次表の左欄の用語はそれぞれの右欄の意味で使

用します。 

(略) 

(略) 

(2) 分類 接続番号を番号規則に規定する電気通信番号ごとに区分した概念 

分類と電気通信番号の対応は次のとおり 

分類１ 設置中継系番号：番号規則別表第 10号に規定する電気通信番

号を有する中継事業者（当社及び特定端末系事業者を除きます。）が利

用する電気通信回線設備を識別するための電気通信番号 

(略) 

分類５ ＰＨＳ系番号：番号規則別表第４号に規定する電気通信番号を

有するＰＨＳ事業者が利用するＰＨＳに係る端末系伝送路設備

を識別するための電気通信番号 

(略) 

分類８ 非設置中継系番号：番号規則別表第 10号に規定する電気通信

番号を有する中継事業者（以下「非設置中継事業者」といいま

す。）が利用する電気通信設備を識別するための電気通信番号 

(略) 

技術的条件集 

第１章 通則 

（用語の定義） 

第１条 この技術的条件集においては、次表の左欄の用語はそれぞれの右欄の意味で使

用します。 

(略) 

(略) 

(2) 分類 接続番号を番号規則に規定する電気通信番号ごとに区分した概念 

分類と電気通信番号の対応は次のとおり 

分類１ 設置系番号：番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を

有する事業者（当社及び特定端末系事業者を除きます。）が利用する電

気通信回線設備を識別するための電気通信番号 

(略) 

分類５ 削除 

(略) 

分類８ 非設置系番号：番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号

を有する事業者（以下「非設置事業者」といいます。）が利用

する電気通信設備を識別するための電気通信番号 

(略) 
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(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

(3) 発信種別 形態 3-3、形態 4-6及び形態 17-2において、接続番号を当社発信時の端

末回線の利用条件と利用者料金の課金機能により区分した概念 

発信種別毎の接続条件は技術的条件集別表１及び別表２を参照 

 

(略) 

 

発信種別４：加入電話、公衆電話等からの発信時に、当社が、課金を

行うための情報を決定し、又は協定事業者網から課金の

ための情報を受信し、利用者料金の課金と回収を行う発

信区分（当社発信時の電気通信番号は分類４、分類５、

分類６、分類７に限ります。また、当社発信時の有効最

大受信桁数は 11桁とします。） 

(7) 加入者交

換機接続 

加入者交換機と直接協定事業者網を本則の標準的な接続箇所に定める加

入者交換機又は加入者交換機の伝送装置において接続する形態 

(8) 中継交換

機接続 

中継交換機と直接協定事業者網を本則の標準的な接続箇所に定める中継

交換機又は中継交換機の伝送装置において接続する形態 

(10) 信号網接

続 

信号用中継交換機と直接協定事業者の信号網を本則の標準的な接続箇所

に定める信号用中継交換機の伝送装置を介して接続する形態 

(11) サービス

制御局 

高度サービスを実現するためにサービス制御機能を受け持つ装置 

(14) 加入者交

換機接続イン

タフェー          

   ス（ＭＦ用

インタフェー

ス） 

協定事業者がＭＦ（Multi Frequency）信号を用いて加入者交換機接続

する時に適用するインタフェース種別 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

(3) 発信種別 形態 17-2において、接続番号を当社発信時の端末回線の利用条件と利用

者料金の課金機能により区分した概念 

発信種別毎の接続条件は技術的条件集別表１及び別表２を参照 

 

(略) 

 

発信種別４：加入電話、公衆電話等からの発信時に、当社が、課金を

行うための情報を決定し、又は協定事業者網から課金の

ための情報を受信し、利用者料金の課金と回収を行う発

信区分（当社発信時の電気通信番号は分類４、分類６、

分類７に限ります。また、当社発信時の有効最大受信桁

数は 11桁とします。） 

(7) 削除 削除 

(8) 削除 削除 

(10) 削除 削除 

(11) 削除 削除 

(14) 削除 削除 
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(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

 

 

(17) 中継交換

機接続インタ

フェース 

   （Ｍ用イン

タフェース） 

携帯・自動車電話事業者が中継交換機接続する時に適用するインタフェ

ース種別 

(20) 多数事業

者間接続

用インタ

フェース 

加入者交換機接続及び中継交換機接続において接続する電気通信事業者

の通信事業形態によらず、共通的に利用可能な接続インタフェース種別 

(23) 信号網接

続インタフ

ェース（加

入者交換機

高度サービ

ス個別接続

用インタフ

ェース） 

協定事業者が高度サービスを実現するために加入者交換機と信号網接続

する時に適用するインタフェース種別 

(23)の２ 信号

網接続イン

タフェース

（加入者交

換機高度サ

ービス接続

用インタフ

ェース） 

協定事業者が高度サービスを実現するために加入者交換機と信号網接続

する時に適用するインタフェース種別 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 削除 削除 

(20) 削除 削除 

(23) 削除 削除 

(23)の２ 削除 削除 
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(略) 

(略) 

(25) サービス

制御統括局

接続インタ

フェース

サービス制御統括局と直接協定事業者のサービス制御局を接続する時に

適用するインタフェース種別 

(27) 信号網 信号を転送する網 

(28) 直接協定

事業者 

当社と直接接続している協定事業者のうちの当事者 

(29) 間接協定

事業者 

協定事業者のうち直接協定事業者を除く者 

(30) 対応網 ２つの信号端局を直接接続した信号リンクで信号を転送する網 

(31) 準対応網 ２つの信号端局をあらかじめ決めた信号中継局を介した信号リンクで信

号を転送する網 

(32) 信号網相

互接続点 

相互接続点のうち当社の信号網と直接協定事業者の信号網との接続点 

(33) Ｇ Ｓ

（ Gatewa

y Switch） 

当社と相互接続する直接協定事業者の交換機 

(35) Ｃ Ｉ Ｃ

（ Circuit 

Identificatio

n 

   Code） 

同一方路に設定される回線に付与された番号 

(36) Ｔ Ｇ Ｎ

（ Trunk 

Group 

Number） 

同一方路に設定される回線の集合を表す番号 

(37) 共通線信

号方式 

通信回線とは別に通信を制御するための情報を転送する専用の信号リン

クを設け、これを通して信号メッセージを転送する方式

(38) 個別線信

号方式 

通信回線を用いて通信を制御するための情報を転送する方式 

(略) 

(略) 

(略) 

(25) 削除 削除 

(27) 削除 削除 

(28) 削除 削除 

(29) 削除 削除 

(30) 削除 削除 

(31) 削除 削除 

(32) 削除 削除 

(33) 削除 削除 

(35) 削除 削除 

(36) 削除 削除 

(37) 削除 削除 

(38) 削除 削除 
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(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

 

(略) 

 

(44) 中継網直

結端末機

器 

中継事業者網に直接収容される端末機器のうち端末系端末機器を除く端

末機器 

(47) ＰＨＳ系

端末機器 

ＰＨＳ系番号を有する端末機器 

(53) 事業者識

別コード 

電気通信事業者共通の事業者ごとの５桁の識別コード 

(59) 回線対応

信号 

回線接続処理と直接対応する信号 

(60) 回線非対

応信号 

回線接続処理と直接対応しない信号 

(61) 手動コレ

クトサー

ビス接続

機能 

着信課金による手動交換を行う手動交換サービス接続機能 

(65) フリーダ

イヤル接続機

能 

特定中継事業者の契約約款に定める地域指定着信課金機能に接続する機

能 

(66) ナビダイ

ヤル接続機能 

特定中継事業者の契約約款に定める地域指定特定番号着信機能に接続す

る機能 

(67) テレドー

ム接続機能 

特定中継事業者の契約約款に定める複数同時接続機能に接続する機能 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

(略) 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

 

 

(44) 削除 削除 

(47) 削除 削除 

(53) 削除 削除 

(59) 削除 削除 

(60) 削除 削除 

(61) 削除 削除 

(65) 削除 削除 

(66) 削除 削除 

(67) 削除 削除 
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(略) 

(略) 

(略) 

(略) 

(69) ファクシ

ミリ通信網

サービス接

続機能 

特定中継事業者の契約約款に定めるファクシミリ通信網サービスに接続

する機能 

(78) 加入者交

換機機能メ

ニュー

加入者交換機高度サービス接続用インタフェースにおいて、サービスを

構成するための細分化された機能を汎用的に利用できるようにメニュー

化したもの 

(79) 加入者交

換機機能メ

ニュー接続

機能 

加入者交換機機能メニューを利用することにより提供される付加サービ

ス等に接続する機能

(80) 暫定回線 暫定接続確立オペレーション又は暫定接続起動オペレーションにより、

音声ガイダンス等を送出することを目的に最終的な通話路とは異なるル

ートで設定された回線 

(81) 再接続機

能 

ＳＣＰからの指示により接続された呼が着信先の状態により接続できな

い場合、当該呼を新たな着信先へ接続する機能 

(82) 加入者認

証機能 

加入者交換機高度サービス接続用インタフェースを使用する特定のサー

ビス接続呼において加入者認証を行う機能 

(83) 利用者料

金課金機能 

加入者交換機高度サービス接続用インタフェースを使用する特定のサー

ビス接続呼において利用者料金を課金する機能 

(87) 番号ポ

ータビリティ

接続機能 

当社が提供する番号ポータビリティ機能（利用者が契約する電気通信事

業者を変更してもこれまで使用していた電話番号を引き続き使用できる

ようにする機能）に接続する機能 

(略) 

(略) 

(略) 

(69) 削除 削除 

(78) 削除 削除 

(79) 削除 削除 

(80) 削除 削除 

(81) 削除 削除 

(82) 削除 削除 

(83) 削除 削除 

(87) 削除 削除 
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(略) 

 

（標準的な接続箇所と技術的条件） 

第２条 本則に規定する標準的な接続箇所とそれらにおける接続に必要な技術的条件と

の関係は次のとおりとします。 

標準的な接続

箇所 

技術的条件 

（１）端末回

線の線端 

技術的条件集第２章第１節、第２節、第３節、第４節、第 19節、第 20

節、第４節の２、第４節の３、第４節の４に規定するところによりま

す。 

 

(略) 

 

（３）加入者

交換機又

は加入者

交換機の

伝送装置 

加入者交換機と市内伝送路設備との間に設置される伝送装置に関わる

技術的条件及び加入者交換機と中継伝送路設備との間に設置される伝

送装置のうち中継交換機側を接続箇所とするときの技術的条件につい

ては技術的条件集第２章第７節、第８節に、加入者交換機と中継伝送路

設備との間に設置される伝送装置における加入者交換機側を接続箇所

とするときの技術的条件については技術的条件集第２章第 11節、第 14

節に規定するところによります。 

（４）中継交

換機又は

中継交換

機の伝送

装置 

中継交換機と中継交換機間伝送路設備との間に設置される伝送装置に

関わる技術的条件及び中継交換機と中継伝送路設備との間に設置され

る伝送装置のうち加入者交換機側を接続箇所とするときの技術的条件

については技術的条件集第２章第 11節、第 14節、第 15節に、中継交

換機と中継伝送路設備との間に設置される伝送装置における中継交換

機側を接続箇所とするときの技術的条件については技術的条件集第２

章第７節、第８節に規定するところによります。 

 

(略) 

（99)番号管理

網 

特定端末系事業者が、一般番号ポータビリティにおいて、移転先事業者

の利用する電話番号帯を管理する網 

（100）付加的

機能識別番号

中継接続 

番号規則別表第２号及び第 11 号にて定められた付加的な機能を識別す

る番号を直接協定事業者網から受けた際に、加入者交換機機能メニュー

接続機能を利用することなく、他の直接協定事業者網に当社網が中継す

る接続 

 

(略) 

 

 

 

 

（標準的な接続箇所と技術的条件） 

第２条 本則に規定する標準的な接続箇所とそれらにおける接続に必要な技術的条件と

の関係は次のとおりとします。 

標準的な接続

箇所 

技術的条件 

（１）端末回

線の線端 

技術的条件集第２章第１節、第２節、第３節、第４節、第 19節、第４

節の２、第４節の３、第４節の４に規定するところによります。 

 

(略) 

 

 

（３）削除 削除 

（４）削除 削除 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（99) 削除 削除 

（100）削除 削除 

108



（５）専用回

線 ノ ー

ド 装 置

又 は 専

用 回 線

ノ ー ド

装 置 の

伝 送 装

置

技術的条件集第２章第 16 節、第 16 節の２、第 19 節、第 20 節に規定

するところによります。 

(略) 

（６）信号用

中 継 交

換 機 の

伝 送 装

置 

技術的条件集第２章第８節、第 14節のうち準対応網構成に関わる部分

および第２章第 18節、第 18節の２に規定するところによります。 

(略) 

（相互接続呼の接続条件） 

第３条 当社網のインタフェース種別と接続番号の関係は技術的条件集別表１に示すと

おりとします。 

(略) 

４ 当社網が提供する接続条件の中で本則第 13条（事前調査の回答）第３項の対象とな

るインタフェース種別は技術的条件集別表 4.1、技術的条件集別表 12.1、技術的条件集

別表 13.1、技術的条件集別表 15.1、技術的条件集別表 16、技術的条件集別表 17、技術

的条件集別表 18、技術的条件集別表 19.1、技術的条件集別表 20及び技術的条件集 21.2

のとおりとします。 

（５）専用回

線 ノ ー

ド 装 置

又 は 専

用 回 線

ノ ー ド

装 置 の

伝 送 装

置

技術的条件集第２章第 16節、第 16節の２、第 19節に規定するところ

によります。 

(略) 

（６）削除 削除 

(略) 

（相互接続呼の接続条件） 

第３条 当社網のインタフェース種別と接続番号の関係は技術的条件集別表１に示すと

おりとします。 

(略) 

４ 当社網が提供する接続条件の中で本則第 13条（事前調査の回答）第３項の対象とな

るインタフェース種別は技術的条件集別表 20、技術的条件集別表 21.2、技術的条件集

別表 34.2、技術的条件集別表 35.2及び技術的条件集別表 36.2のとおりとします。 

(略) 

109



 

(略) 

 

第７節 形態３－２ 

（網構成） 

第 26条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１） ＬＳとＧＳとの接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点単

位に行うものとします。 

（２） １つの相互接続点の接続対象地域内にＬＳが複数ある場合は、１つのＧＳが

その接続対象地域内にある全てのＬＳと接続することを可能とし、１つの相互

接続点の接続対象地域内にＧＳが複数ある場合は、１つのＬＳがその接続対象

地域内にある全てのＧＳと接続することを可能とします。 

（接続方式） 

第 27条 分類３による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりと

します。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用するこ

ととします。なお、直接協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者網

へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要します。 

   ただし、試験番号については本項（４）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

          ０      ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋    ＦＧＨＪ 

      国内プレフィックス  市外局番＋市内局番    加入者番号 

イ 閉番号区域内では、市内局番からの発信が行われた場合には当社網と直接協定

事業者網間では市外局番を付加して転送します。 

ウ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は国内プレフ

ィックスを除いた４桁から９桁とします。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場

合があります。 

 

 

第７節 形態３－２ 

削除 
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エ 当社網が間接協定事業者網から有効受信桁数外の着信番号を受信した場合は、ウ

の限りではありません。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。

ア 当社網と直接協定事業者網間は個別線信号方式を使用し、ＳＲＭ信号方式を適

用します。 

イ ＳＲＭ信号方式で用いる信号名と機能、実現手段、及び多周波符号として使用

する周波数は次のとおりとします。 

ただし、当社網が直接協定事業者網から本仕様で規定された以外の信号を受信

した場合、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 

使用する信号名と機能 

信号名 機能 

（１）起動信号 呼の接続に先立ち、前位交換機より後位交換機に対して交換動

作の開始を指示します。 

（２）受信装置捕

捉完了信号 

後位交換機が起動信号受信後、選択信号受信装置の捕捉が完了

したことを前位交換機に指示します。 

（３）ＫＰ信号 選択信号を後位交換機に送出する旨を通知します。 

（４）受信準備完

了信号 

ＫＰ信号を停止するため及び選択信号の送出を開始してよいこ

とを指示します。 

（５）選択信号 着信端末機器の番号など、所用の方向に呼を導くための選択意

志を運びます。 

（６）ＳＴ信号 選択信号の送出完了を示します。 

（７）応答信号 着信端末機器が呼び出しに応じたことを後位交換機より前位交

換機に伝えます。 

（８）課金信号(注１) 後位交換機から前位交換機に課金の契機を伝えます。 

（９）終話信号 着信端末機器の呼の終了を後位交換機より前位交換機に伝えま

す。 

（１０）切断信号 呼の終了のため通話路の解放指示を後位交換機に伝えます。 

（１１）復旧完了

信号 

前位交換機よりの切断信号により後位交換機が復旧し新たな呼

が受け付けられる状態になったことを前位交換機に伝えます。 

  (注１)：呼の方向が当社網→直接協定事業者網の場合は使用しません。 
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信号名と実現手段 

 前位交換機送出 後位交換機送出 

  信号実現 

手段 

信号名 

前位 SS線 

地気 

前位 SS線 

地気断 

多周波符

号後位 SR

線 

地気 

後位 SR線 

地気断 SR線の一

定時間開

放 

(1)起動信号 ○      

(2)受信装置

捕捉完了信号 

 ○     

(3)ＫＰ信号   ○    

(4)受信準備

完了信号 

    ○  

(5)選択信号   ○    

(6)ＳＴ信号   ○    

(7)応答信号    ○   

(8)課金信号
(注１) 

     ○ 

(9)終話信号     ○  

(10)切断信号  ○     

(11)復旧完了

信号 

    ○  

  (注１)：呼の方向が当社網→直接協定事業者網の場合は使用しません。 

多周波符号と使用する周波数 

周波 

公称 

符号 周波数

(Hz) 
数字符号 

Ｋ

Ｐ 

Ｓ

Ｔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   

0 700 ○ ○  ○   ○      

1 900 ○  ○  ○   ○    ○ 

2 1100  ○ ○   ○   ○  ○  

4 1300    ○ ○ ○    ○   

7 1500       ○ ○ ○ ○   

K 1700           ○ ○ 

誤差 送出側誤差 ±6Hz 

受信側誤差 ±15Hz 

ウ 接続シーケンスは技術的条件集別表５のＰＴ－Ａ６及びＰＴ－Ｉ３のとおりと

します。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末
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機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接続

シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は次のとおりと

します。 

ア 着側網は端末機器等からの応答を受信した場合は、発側網に対し直ちに応答信

号を返送します。 

イ 本則の通信時間の測定等に規定する電気通信設備が応答信号を受信した時点は

応答信号を受信した時点、又は端末機器の応答を検出した時点とします。本則の

通信時間の測定等に規定する電気通信設備が切断信号を受信した時点は切断信号

を受信した時点、発信端末機器の切断を検出した時点、又は着信端末機器の切断

時の終話信号を受信したのちに切断信号を送信した時点とします。 

ウ 本則の通信時間の測定等に規定する当社が業務上の必要により設置する電気通

信回線であってその電気通信回線への通話に関する料金について支払いを要しな

いこととされているものへの通信においては応答信号なしとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア 当社と直接協定事業者の設備に関わる試験は、設備を所有する事業者が責任を

持って実施し、他社の設備についての試験は原則として実施しません。 

   ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者網間は試験可能とし

ます。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する試験は次のとおりとします。 

（ア）当社はＬＳにＡＡＴ機能（強制切断無し）を有し、直接協定事業者はその機

能を使用して手動接続試験を実施します。接続シーケンスは技術的条件集別

表５のＰＴ－Ｋ13のとおりとします。 

（イ）直接協定事業者はＧＳにＡＡＴ機能（強制切断無し）を有するか、もしくは

直接協定事業者網内に試験用端末機器を設置することを要し、当社はその機

能もしくは機器を使用して手動接続試験を実施します。接続シーケンスは技

術的条件集別表５のＰＴ－Ｋ13のとおりとします。 
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（ウ）当社網と直接協定事業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりとし

ます。なお、実際に使用する試験番号は当社と直接協定事業者間で別途協議

の上、決定することとします。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 課金条件 

（注１） 

強制切断の 

有無 

ＬＳからＧＳ

への接続確認 

手動接続試験 ＧＳのＡＡＴ

又は直接協定

事業者の試験

用端末機器 

０Ａ～Ｊ 非課金 無 

ＧＳからＬＳ

への接続確認 

手動接続試験 ＬＳのＡＡＴ ０Ａ～Ｊ 非課金 無 

  （注１）：課金条件の非課金は事業者間精算の対象外を示します。 

（エ） 当社と直接協定事業者は回線開通時において、回線名、回線番号及び通話

の良否を確認する出合い試験を実施します。 

（オ） 当社と直接協定事業者は定期的に回線状態を照合し、回線の不一致状態を

解消するため回線照合試験を実施します。 

２ 分類４による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとしま

す。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用するこ

ととします。なお、直接協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者網

へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要します。 

ア 直接協定事業者が提供するサービスに関わる制御呼（以下「サービス制御

呼」といいます。）を除いて、当社網と直接協定事業者網間で使用する接続

番号構成は次のとおりとします。 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     ＦＧＨＪＫ 

ｻｰﾋﾞｽ識別番号      事業者識別番号         加入者番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で使用するサービス制御呼に関わる接続番号
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構成は次のとおりとします。 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １４０（Ｘ） 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １４１（Ｘ） 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １４２（Ｘ） 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １４３（Ｘ） 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １６１（Ｘ） 

０Ａ０     ＋     ＣＤＥ     ＋     １８１（Ｘ） 

ウ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービ

ス識別番号の１桁目の０を除いた８桁から１０桁とします。ただし有効受信

桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合があります。 

      ただし、試験番号については本項（４）の規定を準用します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は第１項（２）の規定を準

用します。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第１項（３）

の規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（４）の規定を準

用します。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 28 条  伝送装置間インタフェース仕様は技術的条件集別表６、技術的条件集別表 6.1

又は技術的条件集別表 6.4に示すとおりとします。 

（網同期クロックインタフェース仕様） 

第 29条  網同期クロックインタフェース仕様は技術的条件集別表９に示すとおりとしま

す。 

（その他接続に必要な事項） 

第 30条  その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協定事

業者間で別途協議の上、決定することとします。 
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第８節 形態３－３ 

（網構成） 

第 31条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１） ＬＳとＧＳとの接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点単位

に行うものとします。 

（２） １つの相互接続点の接続対象地域内にＬＳが複数ある場合は、１つのＧＳがそ

の接続対象地域内にある全てのＬＳと接続することを可能とし、１つの相互接

続点の接続対象地域内にＧＳが複数ある場合は、１つのＬＳがその接続対象地

域内にある全てのＧＳと接続することを可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間の共通線信号網の構成は次のとおりとします。 

（１） 共通線信号網構成は、対応網構成もしくは準対応網構成とし、直接協定事業者

は希望する網構成を本則の事前調査の申込みに規定する事前調査申込書に記載

し当社に提出することを要します。 

（２） 共通線信号網構成はＡ，Ｂ面の２面構成とし、Ａ，Ｂ両面にリンクの設定を行

います。 

（３） 準対応網構成の場合については、信号網相互接続点単位に当社の関門機能を有

する信号用中継交換機と直接協定事業者の信号用中継交換機又はＧＳの接続を

行います。 

（接続方式） 

第32条 分類１から分類８及び加入者交換機機能メニュー接続機能への接続番号による当

社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は技術的条件集別表 15又は技術

的条件集別表 15.1に示すとおりとします。 

２ フリーダイヤル接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用する

こととします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

第８節 形態３－３ 
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       ０１２０     ＋  ＤＥＦ       ＋  ＧＨＪ 

サービス識別番号   事業者識別番号   加入者番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は９桁としま

す。また、Ｄコードは０から８までの数字を使用します。 

     ただし、試験番号については本項（３）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または技

術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合について

は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、フリーダイ

ヤル接続機能への接続で設定する次の表に示す事項を含んだものとします。な

お、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応しています

が、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とし

ます。）の内で規定のない項番については、使用しないこととします。 

  ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメ

ッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合、当社は相互接続

に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   
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1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します  

ただし第13ビット目は“０”保証と

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コードの

意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送   

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01”を使用します  

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します  

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します  

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              
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    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111     

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

   0111001，0111010，0111111，1000001，  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111，1100001  

    1100011，1101111，1111111”  

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング，CCBS

表示のコーディング”を使用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示   

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001，0000010，0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   
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  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  
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  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0”を使用します  

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.38  オプション順方向呼表示   

  BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

  C：簡易分割表示 “1”を使用します  

  D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

範囲コード：  

 

     ＣＱＲ（0～31）  

     ＧＲＡ（1～11）  

     ＧＲＳ（1～11）  

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は“0”を使用

します 
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信号の向きが逆方向の時は技術的条

件集別表４に示すとおりとします 

  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 “0000001，0000010”を使用します  

3.112  付加ユーザ種別   

  HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

  PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI：移動系付加ユーザ種別１   

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124



 

します 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、事業者

情報転送、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメータ

終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、逆方向呼表

示、料金区域情報、事業者情報転送、

オプションパラメータ終了表示を使

用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ   

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、オプション順方向呼表

示、アクセス転送、ユーザサービス

情報、汎用番号、料金区域情報、発

信者番号非通知理由、付加ユーザ種

別、事業者情報転送、オプションパ

ラメータ終了表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ   
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表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ， 

ＵＢＡ 

  

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ   

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

注１ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：分割元信号がIAMの場合はアクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、ANM,

CPGの場合は使用しません。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者間情報

転送の経由事業者情報の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の

上、決定することとします。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：１２０＋Ｄ

～Ｊ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

(1)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)携帯・自動車電話系、ＰＨＳ系端末機器発信の

場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～

Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 
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付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話

サービス)、または 

      移動通信(船舶電話サービス)、または 

      移動通信(航空機電話サービス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、また

は 

      移動通信(N/J-TACS)、または 

      移動通信(PDC800MHz)、または 

      移動通信(PDC1.5GHz)、または 

      移動通信(N-STAR衛星)、または 

       移動通信(cdmaOne800MHz) 、または 

移動通信(IMT-2000) 

※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、フリーダイヤル接続機能への

接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

  ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末機

器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接続シ

ーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 
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項

番 
発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ 
 アナログ端末機器発信 → アナ

ログ端末機器着信 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ１ 

ＰＴ－Ｃ１ 

２ 
 アナログ端末機器発信 → ＩＳ

ＤＮ端末機器着信 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ２ 

ＰＴ－Ｃ２ 

３ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信 → アナ

ログ端末機器着信 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ３ 

ＰＴ－Ｃ３ 

４ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信 → ＩＳ

ＤＮ端末機器着信 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ４ 

ＰＴ－Ｃ４ 

５  アナログ端末機器発信（不完了） 3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６  ＩＳＤＮ端末機器発信（不完了） 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７ 
 アナログ端末機器発信（着側切

断） 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｉ１

(１),(２),(４) 

８ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信（着側切

断） 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｉ２

(１),(２),(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項の規定を準用します。 

３ 削除 

（輻輳制御方式） 

第 33条 輻輳制御方式は技術的条件集別表 15又は技術的条件集別表 15.1に示すとおり

とします。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 34条 伝送装置間インタフェース仕様は技術的条件集別表６、又は技術的条件集別表

6.1に示すとおりとします。また、準対応網構成における信号網接続の場合は、

技術的条件集別表 29.1または技術的条件集別表 29.2に示すとおりとします。 

（網同期クロックインタフェース仕様） 
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第 35 条 網同期クロックインタフェース仕様は第 29 条（網同期クロックインタフェース

仕様）の規定を準用します。 

（その他接続に必要な事項） 

第 36条 通信回線、共通線信号リンクの新設・増減設単位及び共通線信号局番号、ＣＩ

Ｃ、ＴＧＮの付与方法その他の接続に必要な事項のうち細目に渡るものについ

ては当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 9節 形態４－１ 削除 

 

(略) 

 

第 11節 形態４－３ 

（網構成） 

第 49条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１）  ＩＧＳとＧＳとの接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点単

位に行うものとします。 

（２） １つの相互接続点の接続対象地域内にＩＧＳが複数ある場合は、１つのＧＳ

がその接続対象地域内にある全てのＩＧＳと接続することを可能とし、１つの

相互接続点の接続対象地域内にＧＳが複数ある場合は、１つのＩＧＳがその接

続対象地域内にある全てのＧＳと接続することを可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間の共通線信号網の構成は次のとおりとします。 

（１）  共通線信号網構成は、対応網構成とします。 

（２）  共通線信号網構成はＡ，Ｂ面の２面構成とし、Ａ，Ｂ両面にリンクの設定を

行います。 

（接続方式） 

第 50条 分類３による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

第 9節 形態４－１ 削除 

 

(略) 

 

第 11節 形態４－３ 

削除 
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（１）  当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用する

こととします。なお、直接協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者

網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりと

します。 

０    ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

国内プレフィックス   市外局番＋市内局番    加入者番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は国

内プレフィックスを除いた４桁から９桁とします。 

ただし有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出さ

れる場合があります。 

ただし試験番号については本項（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、分類３で設

定する次の表で示す事項を含んだものとします。なお、次の表の項番は、技術

的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメータの項番

（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の内で規定

のない項番については、使用しないこととします。 

   ただし、当社が中継接続を行う多数事業者間接続において、本ＩＳＵＰ仕様

で規定されていないメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を当社網

が間接協定事業者網より受信した場合、それらを直接協定事業者網に対して透

過中継することがあります。この場合と当社網が直接協定事業者網から本ＩＳ

ＵＰ仕様で規定された以外のメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等

を受信した場合、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 
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呼の方向：直接協定事業者網→当社網                 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ   
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ータコードの割当 

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

注１ 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示

すとおりとしま

す                         

ＡＮＭでは“01，10”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します                

  FE：着ユーザ種別表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します     

注２ 

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示   

  J：エンド・エンド情報表示   

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示   
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  L：保留表示   

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

 

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します                 

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   
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  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング，CCBS表

示のコーディング”を使用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001, 0000010, 0000011”を使用

します 
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  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示 

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135



 

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                  

範囲コード：  

注３ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は使用しま

せん 

信号の向きが逆方向の時は技術的条

件集別表４に示すとおりとします 
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  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー  

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用します  

  PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別１   

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137



 

示、理由表示、アクセス転送、料金区

域情報、事業者情報転送、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、アクセス転送、オプシ

ョンパラメータ終了表示を使用しま

す 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、アクセス転

送、オプションパラメータ終了表示を

使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユー

ザ種別、通信路要求表示、着番号、発

番号、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発信

者番号非通知理由、付加ユーザ種別、

事業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 信号の向きが順方向の時は使用しま

せん 

信号の向きが逆方向の時は技術的条

件集別表４に示すとおりとします 
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表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＡＣＭでは当社端末機器着信時はアクセス転送パラメータを使用しません。 

注２：当社端末機器着信時のみ“10”を使用します。 

注３：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サー

ビス)、または 

          移動通信(船舶電話サービス)、

または 

          移動通信(航空機電話サービ
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ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR衛星)、または 

          移動通信(cdmaOne800MHz) 

※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、分類３で規定する接続シーケ

ンスの一覧は次のとおりとします。  

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

     呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

２ アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 
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３ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

５ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１

(１),(２),(４) 

８ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２

(１),(２),(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は次のとおりと

します。 

ア 当社網及び直接協定事業者網の応答信号の返送条件は次のとおりとします。 

（ア） 着側網は端末機器等からの応答を受信した場合は、発側網に対し直ちに応

答信号を返送します。 

（イ） 着側網は網使用料を精算する場合はＡＮＭを発側網へ返送します。この場

合、課金表示の課金／非課金に関わりなく、網使用料は精算することとし

ます。 

ただし、試験用の通信についてはＡＮＭを発側網へ返送しますが、網使

用料は精算しないこととします。 

イ 本則の通信時間の測定等に規定する電気通信設備が応答信号を受信した時点は

ＡＮＭを受信した時点とします。本則の通信時間の測定等に規定する電気通信

設備が切断信号を受信した時点はＲＥＬを受信した時点、又は着信端末機器の

切断時のＳＵＳを受信したのちにＲＥＬを送信した時点とします。 
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（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア  当社と直接協定事業者の設備に関わる試験は、設備を所有する事業者が責任

を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として実施しません。 

ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者網間は試験可能とし

ます。 

イ  当社網と直接協定事業者網間で実施する試験は次のとおりとします。 

（ア） 当社はＩＧＳにＡＡＴ機能（強制切断無し）を有し、直接協定事業者はそ

の機能を使用して手動接続試験を実施します。接続シーケンスは技術的条

件集別表５のＰＴ－Ｋ１のとおりとします。 

（イ） 当社はＩＧＳにＡＡＴ機能（強制切断有り）を有し、直接協定事業者はそ

の機能を使用して手動接続試験を実施します。接続シーケンスは技術的条

件集別表５のＰＴ－Ｋ２のとおりとします。 

（ウ）  当社網と直接協定事業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりと

します。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 

 

課金条件 

（注１） 

強制切断の 

有無 

ＧＳからＩＧ

Ｓへの接続確

認 

手動接続試験 ＩＧＳのＡＡ

Ｔ 

０＋ 

特定市外局番 

（注２）＋１２Ｚ 

 

非課金 Ｚ＝１：無 

Ｚ＝５：有 

 

手動接続試験 ＩＧＳのＬＰ

Ｔ 

０＋ 

特定市外局番 

（注２）＋１２１ 

（注３） 

非課金 無 

 （注１）：課金条件の非課金は事業者間精算の対象外を示します。 

（注２）：試験番号の市外局番は特定市外局番とし、当面「３」を使用しま

す。 

（注３）：ＡＡＴ（強制切断無し）着信とＬＰＴ着信の識別は通信路要求表
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示によって行います。 

（エ） 当社と直接協定事業者は回線開通時において、回線名、回線番号及び通

話の良否を確認する出合い試験を実施します。 

（オ） 当社と直接協定事業者は信号リンクの正常性を確認する手動信号ルート

試験を実施します。 

（カ） 当社と直接協定事業者は定期的に回線状態を照合し、回線の不一致状態

を解消するため回線照合試験を実施します。 

 

２ 分類４による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとしま

す。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第 27条（接続方式）

第２項（１）の規定を準用します。 

  ただし、試験番号は本項（４）に規定します。 

  また、当社網が間接協定事業者網から有効受信桁数外の着信番号を受信した場

合は、当社網から直接協定事業者網へ有効な受信桁数外の着信番号を転送する場

合があります。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、分類４で設

定する次の表で示す事項を含んだものとします。なお、次の表の項番は、技術

的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメータの項番

（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の内で規定

のない項番については、使用しないこととします。 

   ただし、当社が中継接続を行う多数事業者間接続において、本ＩＳＵＰ仕様

で規定されていないメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を当社網
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が間接協定事業者網より受信した場合、それらを直接協定事業者網に対して透

過中継することがあります。この場合と当社網が直接協定事業者網から本ＩＳ

ＵＰ仕様で規定された以外のメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等

を受信した場合、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表   
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示オクテット 

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示

すとおりとします 

ＡＮＭでは“01，10”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します  

  FE：着ユーザ種別表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  HG：エンド・エンド法表示   

  I：相互接続表示   

  J：エンド・エンド情報表示   
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  K：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  L：保留表示  

 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

 

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “00001001, 00001010，00001011，

00001101，00001111”を使用します 

注１ 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 ＲＥＬでは信号の向きが順方向の時

は“新しい相手先/着番号のコーディ

ング，属性識別のコーディング”を使

用し、信号の向きが逆方向の時は使用

しません 

ＡＣＭ、ＣＰＧでは使用しません 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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3.20  オプションパラメータ終了表示 します 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001, 0000010, 0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示 “01，10”を使用します 注２ 

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

注３ 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号   注４ 

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  
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  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

範囲コード：  

注５ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま  
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せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は“0”を使用

します 

信号の向きが逆方向の時は“1”を使用

します 

注６ 

  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.104  課金情報   

  a)単位料金表示 “11111101” “11111110”を使用し

ます 

 

  b)拡張表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)課金レート情報種別 “1111100”“1111101”“1111110”を  
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使用します 

  課金レート情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.105  課金情報種別   

  課金情報種別 “11111110”を使用します  

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

注７ 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101，11111110を

使用します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別１ 

  PI:固定系付加ユーザ種別１ 

3.113  課金情報遅延   

  課金情報遅延 “11111101”“11111110”を使用しま

す 

 

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、課金情

報種別、課金情報、課金情報遅延、付
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加ユーザ種別、事業者情報転送、オプ

ションパラメータ終了表示を使用し

ます 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、アクセス転送、オプシ

ョンパラメータ終了表示を使用しま

す 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、アクセス転

送、オプションパラメータ終了表示を

使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユー

ザ種別、通信路要求表示、着番号、発

番号、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発信

者番号非通知理由、付加ユーザ種別、

事業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

注８ 

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ  
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表4-34  ＣＨＧ  

注１：当社端末機器発信時のみ“00001001”、 “00001111”を使用します。 

注２：当社端末機器発信時のみ“10”を使用します。 

注３：ＰＨＳ系端末機器発信時は“1”を使用します。 

注４：ＰＨＳ系端末機器発信時は使用しません。 

注５：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注６：ＰＨＳ系端末機器発信時は、信号の向きが順方向の中断／再開表示パラメータ

を使用しません。 

注７：当社端末機器発信時のみ“0000011”を使用します。 

注８：ＰＨＳ系端末機器発信時は、信号の向きが順方向のＳＵＳ／ＲＥＳを使用しま

せん。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

発番号 順方向 ● １．番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とする。 

(1)当社及び端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)ＰＨＳ系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  
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事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1)当社ピンク電話発信の場合 

 付加ユーザ種別名：固定系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別：ピンク 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 ○ 1.課金情報種別の設定条件は次のとおりとします。 

 課金情報種別：課金レート転送 

 ※当社オペレータ台発信(発ユーザ種別が国内台)

の場合、本情報は設定されません。  

課金情報 逆方向 ○ 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

(1)サービス制御呼接続の場合 

 単位料金表示：表示無し 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート情報なし 

(2)端末機器発信(発ユーザ種別が一般発ユーザまた

は優先発ユーザ)で、サービス制御呼以外の接続の

場合 

 単位料金表示：単位料金 10円 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示(一般) 

 課金レート情報：通話開始時の一括登算度数と一定

秒数毎の単位料金 

(3)当社公衆端末機器発信(発ユーザ種別が公衆電話)

で、サービス制御呼以外の接続の場合 

 単位料金表示：単位料金 10円 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示(公衆) 

 課金レート情報：通話開始時の一括登算度数と一定

秒数毎の単位料金 

(4)当社ピンク電話発信(発ユーザ種別が一般発ユー

ザ、付加ユーザ種別がピンク)で、サービス制御呼

以外の接続の場合 

 単位料金表示：単位料金 10円 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示(一般) 

 課金レート情報：通話開始時の一括登算度数と一定

秒数毎の単位料金 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示(公衆) 

 課金レート情報：通話開始時の一括登算度数と一定
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秒数毎の単位料金 

2.課金レート情報種別が柔軟課金レート指示(一般)

の場合、課金レート情報の初期登算度数は０から 15

を使用し、課金レート情報種別が柔軟課金レート指

示(公衆)の場合、課金レート情報の初期登算度数は

０を使用します。また、課金レート情報種別が柔軟

課金レート指示(一般)の場合における柔軟課金レー

トの単位料金は 2.5 秒から 499.5 秒を使用し、課金

レート情報種別が柔軟課金レート指示(公衆)の場合

における柔軟課金レートの単位料金は 4.5 秒から

499.5秒を使用します。なお、一定秒数毎の単位料金

は第１課金間隔から第４課金間隔を使用し、当社の

時間帯を適用します。 

3.当社ピンク電話発信時は協定事業者から受信した

課金レート情報種別が柔軟課金レート指示(一般)の

課金レート情報をユーザ課金に適用し、課金レート

情報種別が柔軟課金レート指示(公衆)の課金レート

情報を硬貨収納に適用します。 

4.当社オペレータ台発信(発ユーザ種別が国内台)の

場合、本情報は設定されません。 

課金情報遅延 逆方向 ○ 1.課金情報遅延の設定条件は次のとおりとします。 

(1)ＡＣＭで課金レートを転送できない場合 

課金情報遅延：課金レート転送 

(2)ＡＣＭで着信地域情報を転送できない場合 

  課金情報遅延：着信地域情報 

2.ＡＣＭで課金レートを転送できる場合又は当社オ

ペレータ台発信(発ユーザ種別が国内台)の場合、並

びにＡＣＭで着信地域情報を転送できる場合、本情

報は設定されません。 

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器着信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サー

ビス)、または 

          移動通信(船舶電話サービス)、

または 

          移動通信(航空機電話サービ
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ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR衛星) 

※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、分類４で規定する接続シーケ

ンスの一覧は次のとおりとします。  

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

    呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

２ アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

３ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 
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５ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１

(１),(２),(４) 

８ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２

(１),(２),(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第１項（３）

の規定を準用します。 

  本則の利用者料金の課金に関する規定において、着信に係る電気通信事業者

から受信する課金に関する情報等はＡＣＭまたはＣＨＧの課金情報パラメータ

とします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網の設備に関わる試験は、設備を所有する事業者が責

任を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として実施しません。 

   ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者網間は試験可能とし

ます。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する試験は次のとおりとします。 

（ア） 直接協定事業者はＧＳにＡＡＴ機能（強制切断無し・ＣＨＧ無し、強制

切断無し・ＣＨＧ有り）を有することを要し、当社はその機能を使用し

て手動接続試験を実施します。信号シーケンスは技術的条件集別表５の

ＰＴ－Ｋ１のとおりとします。 

（イ） 直接協定事業者はＧＳにＡＡＴ機能（強制切断無し、強制切断有り）を

有することを要し、当社はその機能を使用して手動接続試験を実施しま

す。 

    信号シーケンスは技術的条件集別表５のＰＴ－Ｋ２のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157



 

（ウ） 当社網と直接協定事業者網間における手動接続試験の内容は次のとおり

とします。 

 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 課金条件 

（注１） 

強制切断の 

有無 

ＩＧＳからＧ

Ｓへの接続確

認 

手動接続試験 ＧＳのＡＡＴ ０Ａ０ 

＋ＣＤＥ 

＋１２Ｙ 

非課金 Ｙ＝１：無 

Ｙ＝５：有 

Ｙ＝６：無・  

ＣＨＧ無 

Ｙ＝７：無・ 

  ＣＨＧ有 

（注１）：課金条件の非課金は事業者間精算の対象外を示します。 

（エ） 当社と直接協定事業者は回線開通時において、回線名、回線番号及び通

話の良否を相互に確認する出合い試験を実施します。 

（オ） 当社と直接協定事業者は信号リンクの正常性を確認する手動信号ルート

試験を実施します。 

（カ） 当社と直接協定事業者は定期的に回線状態を照合し、回線の不一致状態

を解消するため回線照合試験を実施します。 

３ 分類５による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとしま

す。 

 （１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用する

こととします。なお、直接協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者

網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとしま

す。 

０Ａ０    ＋    ＣＤＥ    ＋    ＦＧＨＪＫ 

ｻｰﾋﾞｽ識別番号    事業者識別番号       加入者番号 
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イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービ

ス識別番号の１桁目の０を除いた６桁から１０桁とします。ただし有効受信

桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合があります。       

ただし試験番号については（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、分類５で設

定する次の表で示す事項を含んだものとします。なお、次の表の項番は、技術

的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメータの項番

（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の内で規定

のない項番については、使用しないこととします。 

   ただし、当社が中継接続を行う多数事業者間接続において、本ＩＳＵＰ仕様

で規定されていないメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を当社網

が間接協定事業者網より受信した場合、それらを直接協定事業者網に対して透

過中継することがあります。この場合と当社網が直接協定事業者網から本ＩＳ

ＵＰ仕様で規定された以外のメッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等

を受信した場合、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網                    

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   
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1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部 
 

 

 

 

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

 

1.9  送出順序  

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   
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3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

               

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示

すとおりとしま

す                         

ＡＮＭでは“01，10”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します   

  FE：着ユーザ種別表示 “00，01”を使用します                             

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                               

 

  I：相互接続表示   

  J：エンド・エンド情報表示   

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  L：保留表示   

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“1”を使用します                              

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します                             

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                              

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  
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  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     
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    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使用

します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001, 0000010, 0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示 “00,01,10”を使用します  

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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  KJ：ＳＣＣＰ法表示 します 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                  

範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用します  

  PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別１  

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、事業者

情報転送、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、アクセス転送、料金区

域情報、オプションパラメータ終了表

示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、アクセス転

送、オプションパラメータ終了表示を

使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユー

ザ種別、通信路要求表示、着番号、発

番号、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発信

者番号非通知理由、付加ユーザ種別、
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事業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 
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(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サー

ビス)、または 

          移動通信(船舶電話サービス)、

または 

          移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR衛星) 

※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、分類５で規定する接続シーケ

ンスの一覧は次のとおりとします。  

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

   呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 
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信 

２ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

３ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

５ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ （１）、

（２）、(４) 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２ （１）、

（２）、(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第１項（３）

の規定を準用します。 

（４）  当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（４）の規定を準

用します。 

４ 削除 

５ 分類７による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は、第２項(1)、(2)、

(3)及び(4)のとおりとします。 

６ 番号案内サービス接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第９条（接続方式）

第４項（１）の規定を準用します。 

      ただし試験番号については本項（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 
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ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、番号案内サ

ービス接続機能への接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとします。

なお、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応してい

ますが、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項

番とします。）の内で規定のない項番については、使用しないこととします。 

   ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外の

メッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合当社は相互接

続に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網  

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   
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1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード  

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは“00”を使用します          

ＡＮＭでは“01”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） ＡＣＭでは“00”を使用します          

ＡＮＭでは“01”を使用します 

 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します       

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“0”を使用します  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100  

    0000101，0010000，0010001，0010010  

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111  

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

    0111001，0111010，0111111，1000001  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111，1100001  

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使

用します 
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3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000011”を使用します  

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  
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  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                

範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん        ＧＲＡは技術

的条件集別表４に示すとおりとしま
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す 

3.54  通信路要求表示 “00000000、00000011”を使用しま

す 

 

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.104  課金情報   

  a)信号要素種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)起動ID “0000”を使用します  

  c)オペレーションクラス 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)オペレーション種別   

  e)課金者識別   

  f)料金収集方法   

  g)料金/レート表示   

  h)料金/レート情報   

3.105  課金情報種別 “00000011”を使用します  

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  
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  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用します  

  PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別１  

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、アクセス転送、ユーザ

サービス情報、料金区域情報、汎用

番号、発信者番号非通知理由、付加
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ユーザ種別、事業者情報転送、オプ

ションパラメータ終了表示を使用し

ます 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終

了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-34  ＣＨＧ 信号の向きが順方向の時は使用しま

せん     信号の向きが逆方向

の時は課金情報、課金情報種別を使

用します 

 

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１０４ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 
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料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サー

ビス)、または 

          移動通信(船舶電話サービス)、

または 

          移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR衛星)、または 

          移動通信(cdmaOne800MHz) 

※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 ● 1. 課金情報種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 課金情報種別：応用課金レート転送 

課金情報 逆方向 ● 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 信号要素種別：起動 

 オペレーションクラス：クラス１（報告なし） 

 オペレーション種別：即時課金指示 

 課金者識別：発信者課金 

 料金収集方法：加入者請求－正常 

 料金／レート表示：料金／レート情報なし 

課金情報遅延 逆方向 －  
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事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、番号案内サービス接続機能へ

の接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

     呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信  3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｊ１ 

２ ＩＳＤＮ端末機器発信 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｊ２ 

３ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は次のとおり

とします。 

ア 当社網からＡＮＭ（課金表示は非課金）を直接協定事業者網に返送します。 

イ 本則の通信時間の測定等に規定する課金信号を送信した時点とは１電話番号

を案内する毎にＣＨＧを送信した時点とします。 

ウ １通話における最大案内回数は 15回とします。 

（４）当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（４）の規定を準用

します。 

      ただし、ＬＰＴ機能を使用した 64kbit/s非制限呼の手動接続試験に関する

規定を除きます。 
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７ 災害時伝言ダイヤル接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は次のとおりとしま

す。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

１７１ 

網サービスの選択・制御(災害対策用連絡)に利用する番号 

イ 直接協定事業者網から当社網へ転送される着信番号の有効受信桁数は 3 桁とし

ます。 

  ただし試験番号については本項（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、災害時伝言

ダイヤル接続機能への接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとしま

す。なお、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応し

ていますが、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定す

る項番とします。）の内で規定のない項番については、使用しないこととしま

す。 

 ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外の

メッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合当社は相互接

続に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網   

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、  
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略語 

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します  

ただし第13ビット目は“０”保証と

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示 

オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー   
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ドの意味 

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

               

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01,10”を使用します             

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） ＡＣＭでは“00”を使用します                

ＡＮＭでは“ 01”を使用します 

 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                      

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します  

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“1”を使用します                        

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します                     
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  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010 ， 00001011 ， 00001101, 

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   
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  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使

用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000011”を使用します  

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示 “00,10”を使用します  

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示   

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                  

範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん        ＧＲＡは技術

的条件集別表４に示すとおりとしま

す 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  
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  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用します  

  PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI:移動系付加ユーザ種別１  

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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表4-5  ＧＲＡ します 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、アクセス転送、ユーザ

サービス情報、料金区域情報、汎用

番号、発信者番号非通知理由、付加

ユーザ種別、事業者情報転送、オプ

ションパラメータ終了表示を使用し

ます 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終

了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１７１ 
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発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サー

ビス)、または 

          移動通信(船舶電話サービス)、

または 

          移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR衛星)、または 

          移動通信(cdmaOne800MHz) 

※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード(ＢＯＸ番号に対応する

ＣＡ情報) 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、災害時伝言ダイヤル接続機能
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への接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

  呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ 音声蓄積装置着信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｃ２ 

２ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ 音声蓄積装置着信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｃ４ 

３ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｄ１ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｄ２ 

５ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ (４) 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２ (４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第１項（３）

の規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（４）の規定を準

用します。 

８ フリーダイヤル接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第 32条（接続方式）

第２項（１）の規定を準用します。 

      ただし、試験番号については本項（３）に規定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191



 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、フリーダイ

ヤル接続機能への接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとします。な

お、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していま

すが、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番

とします。）の内で規定のない項番については、使用しないこととします。 

  ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外の

メッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合、当社は相互

接続に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網  

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了

表示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラ

メータコードの割当 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメー

タ 

  

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01,10”を使用します           

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00,01”を使用します           
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  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 “0”を使用します      

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します       

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します     

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“0,1”を使用します  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します      

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  
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  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1101111，1111111”を使用

します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン  
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グ，属性識別のコーディング，CCBS

表示のコーディング”を使用します 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表

示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001, 0000010, 0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  
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  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C-D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                

範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                
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     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  B-H：予備 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用しま

す 

 

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用しま

す 
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 PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 PI:移動系付加ユーザ種別１ 

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコー

ド 

  

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、逆方向呼表示、理由

表示、料金区域情報、事業者情報転

送、オプションパラメータ終了表示

を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、アクセス転送、ユーザ

サービス情報、料金区域情報、汎用

番号、発信者番号非通知理由、付加

ユーザ種別、事業者情報転送、オプ

ションパラメータ終了表示を使用し
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ます 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終

了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 信号の向きが順方向の時は使用しま

せん 

信号の向きが逆方向の時は技術的条

件集別表４に示すとおりとします 

 

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：１２０－ＤＥ

ＦＧＨＪ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 
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 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ● 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サ

ービス)、または 

          移動通信(船舶電話サービ

ス)、または 

          移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

          移動通信(N/J-TACS)、または 

          移動通信(PDC800MHz)、または 

          移動通信(PDC1.5GHz)、または 

          移動通信(N-STAR 衛星)、また

は 

            移動通信(cdmaOne800MHz) 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、フリーダイヤル接続機能への

接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 
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    呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

ＰＴ－Ｃ１ 

２  アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

ＰＴ－Ｃ２ 

３  ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

ＰＴ－Ｃ３ 

４  ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

ＰＴ－Ｃ４ 

５  アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６  ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７  アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１

(１),(２),(４) 

８  ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２

(１),(２),(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（４）の規定を準

用します。 
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（輻輳制御方式） 

第 51条 非常緊急通話の取り扱いについては次のとおりとします。 

（１） 本則の優先的に扱う通信の識別における優先信号とはＩＡＭ信号上の「発ユ

ーザ種別」に「優先発ユーザ」又は「公衆電話」を設定した信号をいいます。

当社が直接協定事業者網から送出された「発ユーザ種別」に基づき輻輳制御を

行う場合は、制御率を当社網内に終始する呼と同等にします。直接協定事業者

も当社網からの呼の制御を行う場合は、直接協定事業者網内に終始する呼と同

等にします。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間での災害時優先電話の疎通を確保するため、当

社網は優先発ユーザ回線留保機能及び両方向回線留保機能を有し、制御を行う

ことができます。 

２ 回線留保機能による制御方法については次のとおりとします。 

（１） 回線群の両端でそれぞれ使用可能回線数（両方向トラヒックが多い時に両方

向留保回線制御による回線使用の可否を判定するための値）、両方向留保回線

数（片方向トラヒックが多いときに相手側のトラヒックのために留保する回線

数）及び優先発ユーザ留保回線数（一般発ユーザトラヒックが多いときに優先

発ユーザのトラヒックのために留保する回線数）を設定し、次の条件で回線捕

捉を許可又は禁止します。 

  発ユーザ種別 回線捕捉の許可又は禁止 

ア 優先発ユーザ 

  公衆電話 

回線捕捉時に空があれば捕捉を許可します 

イ ア欄以外 回線捕捉時に自局側呼による使

用回線数が使用可能回線数以上

のとき 

空回線数が両方向留保回線数と

優先発ユーザ留保回線数を加え

た値より大きいとき、自局の回線

捕捉を許可します 

  空回線数が両方向留保回線数と

優先発ユーザ留保回線数を加え

た値以下のとき、自局の回線捕捉

を禁止します 
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 回線捕捉時に自局側呼による使

用回線数が使用可能回線数未満

のとき 

空回線数が優先発ユーザ留保回

線数より大きいとき、自局の回線

捕捉を許可します 

  空回線数が優先発ユーザ留保回

線数以下のとき、自局の回線捕捉

を禁止します 

（２） 直接協定事業者網は優先発ユーザ留保回線制御及び両方向留保回線制御を実

施することの有無について、当社に通知することを要します。 

（３） 優先発ユーザ留保回線数、両方向留保回線数及び使用可能回線数については

当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 52条 伝送装置間インタフェース仕様は技術的条件集別表６又は技術的条件集別表

6.1に示すとおりとします。 

 

（網同期クロックインタフェース仕様） 

第 53条  網同期クロックインタフェース仕様は第 29条（網同期クロックインタフェース

仕様）の規定を準用します。 

（その他接続に必要な事項） 

第 54条 通信回線、共通線信号リンクの新設・増減設単位及び共通線信号局番号、ＣＩ

Ｃ、ＴＧＮの付与方法その他の接続に必要な事項のうち細目に渡るものについては当社

と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 12節 形態４－４ 削除 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12節 形態４－４ 削除 

 

(略) 

 

204



 

第 14節 形態４－６ 

（網構成） 

第 66条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１） ＩＧＳとＧＳとの接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点単

位に行うものとします。 

（２） １つの相互接続点の接続対象地域内にＩＧＳが複数ある場合は、１つのＧＳが

その接続対象地域内にある全てのＩＧＳと接続することを可能とし、１つの相互

接続点の接続対象地域内にＧＳが複数ある場合は、１つのＩＧＳがその接続対象

地域内にある全てのＧＳと接続することを可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間の共通線信号網の構成は次のとおりとします。 

（１） 共通線信号網構成は、対応網構成もしくは準対応網構成とし、直接協定事業者

は希望する網構成を本則の事前調査の申込みに規定する事前調査申込書に記載し

当社に提出することを要します。 

（２） 共通線信号網構成はＡ，Ｂ面の２面構成とし、Ａ，Ｂ両面にリンクの設定を行

います。 

（３） 準対応網構成の場合については、信号網相互接続点単位に当社の関門機能を有

する信号用中継交換機と直接協定事業者の信号用中継交換機又はＧＳの接続を行

います。 

（接続方式） 

第 67条 分類１から分類９による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は技

術的条件集別表 15又は技術的条件集別表 15.1に示すとおりとします。 

２ 番号案内サービス接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第９条（接続方式）

第４項（１）の規定を準用します。 

    ただし試験番号については本項（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

第 14節 形態４－６ 

削除 
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た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または技

術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合について

は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、番号案内サ

ービス接続機能への接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとします。

なお、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応してい

ますが、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項

番とします。）の内で規定のない項番については、使用しないこととします。 

 ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメ

ッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合当社は相互接続に

関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網  

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割り当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コードの

意味 

 

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは“00”を使用します          

ＡＮＭでは“01”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） ＡＣＭでは“00”を使用します           
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ＡＮＭでは“01”を使用します 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します  

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“0”を使用します  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10 

 

 発番号   
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  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111     

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

    0111001，0111010，0111111，1000001  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111，1100001  
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    1100011，1100110，1101111，1111111”  

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使

用します 

 

3.14  回線状態表示(国内用) 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000011”を使用します  

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0”を使用します  

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.38  オプション順方向呼表示   

 BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

 C：簡易分割表示 “1”を使用します  

 D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                

範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）                

     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000、00000011”を使用しま

す 

 

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.104  課金情報   

  a)信号要素種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  b)起動ID “0000”を使用します  

  c)オペレーションクラス 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)オペレーション種別   

  e)課金者識別   

  f)料金収集方法   

  g)料金/レート表示   

  h)料金/レート情報   

3.105  課金情報種別 “00000011”を使用します  

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112 付加ユーザ種別   

 HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

PI：移動系付加ユーザ種別１ 

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 
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表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、オプション順方向呼表

示、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発

信者番号非通知理由、付加ユーザ種

別、事業者情報転送、オプションパ

ラメータ終了表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終

了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

注２ 

表4-34  ＣＨＧ 信号の向きが順方向の時は使用しま

せん 

信号の向きが逆方向の時は課金情
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報、課金情報種別を使用します 

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注２：分割元信号が IAMの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、ANM,CPG

の場合は使用しません。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１０４ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

(3) ＩＰ電話(050C～K)端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：５０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サ

ービス)、または 

移動通信 (船舶電話サービ

ス)、または 

移動通信(航空機電話サービ
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ス)  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

移動通信(N/J-TACS)、または 

移動通信(PDC800MHz)、または 

移動通信(PDC1.5GHz)、または 

移動通信(N-STAR衛星)、または

移動通信(cdmaOne800MHz) 、 

または 

移動通信(IMT-2000) 

 ※ただし、本情報は設定されないことがあります。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 ● 2. 課金情報種別の設定条件は次のとおりとします。 

(1)端末系、携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 課金情報種別：応用課金レート転送 

課金情報 逆方向 ● 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

(1)端末系、携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 信号要素種別：起動 

 オペレーションクラス：クラス１（報告なし） 

 オペレーション種別：即時課金指示 

 課金者識別：発信者課金 

 料金収集方法：加入者請求－正常 

 料金／レート表示：料金／レート情報なし 

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、番号案内サービス接続機能へ

の接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

     呼の方向：直接協定事業者網→当社網 
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項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信  3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｊ１ 

２ ＩＳＤＮ端末機器発信 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｊ２ 

３ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第 50条（接続

方式）第６項（３）の規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項の規定を準用しま

す。 

  ただし、ＬＰＴ機能を使用した 64kbit/s非制限呼の手動接続試験に関する

規定を除きます。 

３ 災害時伝言ダイヤル接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第 50 条（接続方式）

第７項（１）の規定を準用します。 

      ただし試験番号については本項（４）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または技

術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合について

は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、災害時伝言

ダイヤル接続機能への接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとしま
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す。なお、次の表の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応し

ていますが、パラメータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定す

る項番とします。）の内で規定のない項番については、使用しないこととしま

す。 

 ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメ

ッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合当社は相互接続に

関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網   

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します  

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   
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1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当て 

  

1.13  「予備」コードと「留保」コー

ドの意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01,10”を使用します             

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） ＡＣＭでは“00”を使用します                

ＡＮＭでは“ 01”を使用します 

 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                      

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  
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  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します  

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 

 （ＩＡＩ） 

“1”を使用します  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します                     

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010， 00001011， 00001101, 

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111     

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

    0111001，0111010，0111111，1000001  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111，1100001  

   1100011，1100110，1101111，1111111”  

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使

用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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3.20  オプションパラメータ終了表示 します 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000011”を使用します  

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示   

  KJ：ＳＣＣＰ法表示   

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0”を使用します  

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.38  オプション順方向呼表示   

 BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

 C：簡易分割表示 “1”を使用します  

 D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

    範囲コード：  

注１ 
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     ＣＱＲ（0～31）  

     ＧＲＡ（1～11）  

     ＧＲＳ（1～11）  

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112 付加ユーザ種別   

 HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

PI：移動系付加ユーザ種別１ 
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3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ 

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、オプション順方向呼表

示、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発

信者番号非通知理由、付加ユーザ種

別、事業者情報転送、オプションパ

ラメータ終了表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終

了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

注２ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注２：分割元信号が IAMの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、ANM,CPG

の場合は使用しません。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することと

します。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１７１ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系、ＰＨＳ系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

(2)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(3) ＩＰ電話(050C～K)端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：５０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 
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付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとします。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サ

ービス)、または 

移動通信 (船舶電話サービ

ス)、または 

移動通信(航空機電話サービ

ス)  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

移動通信(N/J-TACS)、または 

移動通信(PDC800MHz)、または 

移動通信(PDC1.5GHz)、または 

移動通信(N-STAR衛星)、または 

移動通信(cdmaOne800MHz)、ま

たは 

移動通信(IMT-2000) 

(2)ＰＨＳ系端末機器および端末系端末機器発信の場

合、本情報は設定されません。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード(ＢＯＸ番号に対応する

ＣＡ情報) 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

番号種別：網特有番号、アドレス情報：１７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227



 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

(1)携帯・自動車電話系、ＰＨＳ系端末機器発信の場

合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

(2)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(3) ＩＰ電話(050C～K)端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：５０＋Ｃ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

事業者情報

転送 

順方向 ● 別途協議とします。 

料金区域情

報 

逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

逆方向呼表

示 

逆方向 ○ 1.課金表示の設定条件は次のとおりとします。 

ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます。 

ＡＮＭでは、“10”を使用します。 

課金情報種

別 

逆方向 -  

課金情報 逆方向 -  

事業者情報

転送 

逆方向 ● 別途協議とします。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、災害時伝言ダイヤル接続機能

への接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末

機器と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

  呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項 発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 
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番 

１ アナログ端末機器発信 

→ 音声蓄積装置着信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｃ２ 

２ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ 音声蓄積装置着信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｃ４ 

３ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｄ１ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｄ２ 

５ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ (４) 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２ (４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第 50条（接続

方式）第１項（３）の規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項の規定を準用しま

す。 

４ 他事業者アクセス短桁ダイヤル機能〔他事業者仮想私設網サービス〕に関わる当社

網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用する

こととします。なお、直接協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者

網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要します。 

  ただし試験番号については本項（５）に規定します。 

ア 当社網から直接協定事業者網へ接続する場合に使用する接続番号構成は次のと

おりとします。 

   ００ＸＹ ＋ ４３ ＋ ×～× （×～×はＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号） 

  事業者識別番号  サービスコード 
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イ 直接協定事業者網から当社網へ接続する場合に使用する接続番号構成は第 50 

条（接続方式）第１項（１）および第 27 条（接続方式）第２項（１）（ただ

し、イ項のサービス制御呼に関わる接続先番号は除く）の規定を準用します。 

ウ 事業者識別番号は事前登録情報に基づいて当社で付与します。 

エ サービスコードの１桁目、２桁目は事前登録情報に基づいて当社で付与しま

す。 

オ ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号は１桁から 10桁とし、１桁目は１から９までの数字

を使用します（ただし、１桁目が１の場合は、ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号は３桁

固定とします（１８４ １８６の場合は除きます））。ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番

号の２桁目から 10桁目は０から９までの数字を使用します。なお、１１０、１

１１、１１９の接続番号は当社網内で接続を終端します。なお、ＮＣＣ－ＶＰ

Ｎサービスの付加サービスであるＮＣＣ－ＶＰＮホットラインサービス（ＮＣ

Ｃ－ＶＰＮサービス契約者がオフフックを行った際に当社網から直接協定事業

者網へ転送するサービス）の場合、もしくは、ＮＣＣ－ＶＰＮウォームライン

サービス（ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者がオフフック後、１桁目に「＃」を

ダイヤルした際に当社網から直接協定事業者網へ転送するサービス）の場合に

はＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号は設定されません。 

カ ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者が１桁目に０をダイヤルした場合の接続方式は

当社の電話サービス契約約款に規定されているものと同等とします。 

キ ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者のダイヤル手順は次のとおりとします。 

（ア）端末回線種別が一般電話であり、ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号接続の場合は次

のとおりとします。 

   （ＳＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号 

   （ＳＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号→＃ 

（イ）端末回線種別が一般電話であり、ＮＣＣ－ＶＰＮ一般番号接続の場合は次

のとおりとします。 

   （ＳＤＴ）→０→（ＤＴ）→００ＸＹ＋０Ａ～Ｊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230



 

   （ＳＤＴ）→０→（ＤＴ）→００ＸＹ＋×～× 

（ウ）端末回線種別が事業所集団電話であり、ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号接続の場

合は次のとおりとします。 

   （ＰＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮサービスの要求番号→（ＳＤＴ）→ＮＣＣ－

ＶＰＮ内線番号 

   （ＰＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮサービスの要求番号→（ＳＤＴ）→ＮＣＣ－

ＶＰＮ内線番号→＃ 

    （注）ＰＤＴ：プライマリダイヤルトーン 

（エ）端末回線種別が事業所集団電話であり、ＮＣＣ－ＶＰＮ一般番号接続の場

合は次のとおりとします。 

   （ＰＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮｻｰﾋﾞｽの要求番号→（ＳＤＴ）→０→（Ｄ

Ｔ）→００ＸＹ＋０Ａ～Ｊ 

   （ＰＤＴ）→ＮＣＣ－ＶＰＮｻｰﾋﾞｽの要求番号→（ＳＤＴ）→０→（Ｄ

Ｔ）→００ＸＹ＋×～× 

ク ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号接続の場合のＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者からの有

効受信桁数は１桁（ただし最大桁数が０桁の場合を除きます）からＮＣＣ－Ｖ

ＰＮサービス契約者として登録された最大受信桁数（１桁以上 10桁以内の任意

の桁数）とします。なお、登録された最大桁数以降は当社網側で無効数字と判

定します。また、１桁目が１の場合は３桁固定とします（ただし、１８４／１

８６の場合は除きます）。 

ケ ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号接続の場合、当社網は次の時点で起動します。 

（ア）ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者として登録された最大受信桁数の番号を桁

間タイミング内に受信した時点。 

（イ）ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者として登録された最大受信桁数未満の番号

を受信し桁間タイミングオーバとなった時点 

（ウ）終了符号の＃を受信した時点。 

（エ）１桁目が１の場合は、３桁の番号を受信した時点（ただし、１８４／１８
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６の場合は除きます）。 

（オ）ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者のうちホットラインサービス契約者が、当

社の交換機に対し、発信要求を行った時点。 

     なお、ホットラインサービスを除き、桁間タイミングは最小桁数まではパーマ

ネントシグナルの桁間タイミングとします。 

（２） サービスの提供条件は次のとおりとします。 

ア 付加サービス等の接続条件はＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号による接続の場合を除き

第３条の規定を準用します。ＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号による接続の場合は当社の

発信系の各種付加サービス等を利用できません。 

イ 直接協定事業者網はＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者であるかどうかを判定し、

ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者でないことが判明した場合は、当社網に対してト

ーキを送出することを要します。 

ウ 直接協定事業者網はＮＣＣ－ＶＰＮ内線番号によりＮＣＣ－ＶＰＮサービスに

関わる県内通話（以下「リルーティング通話」といいます。）であるかＮＣＣ－

ＶＰＮサービスに関わるリルーティング通話以外の通話（以下「県間通話」とい

います。）であるかの判定を行い、リルーティング通話であると判明した場合

は、ＲＥＬに着番号等を設定し、当社網に対してリルーティング指示を行うこと

を要します。 

ただし、ＲＥＬの着番号で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

       ０    ＋    ＡＢＣＤＥ    ＋    ＦＧＨＪ 

    国内プレフィクス    市内局番＋市外局番     加入者番号 

エ ＮＣＣ－ＶＰＮサービス契約者の登録ができるのは電話サービスの一般電話及

び事業所集団電話の端末回線とします。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または技
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術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合について

は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、ＮＣＣ－Ｖ

ＰＮサービスで設定する次の表に示す事項を含んだものとします。なお、次の表

の項番は、技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメ

ータの項番（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の

内で規定のない項番については、使用しないこととします。 

   ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメッ

セージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合当社は相互接続に関

わる正常性を保証しません。 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットとし

ます 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

1.4  フォーマッティングの原則   
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1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了

表示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラ

メータコードの割り当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コード

の意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメー

タ 

  

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

3.3  アクセス転送 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

注１ 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 
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ＡＮＭでは“01，10”を使用します 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します  

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  I：相互接続表示   

  J：エンド・エンド情報表示   

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  L：保留表示   

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

 

  N：エコー制御装置表示  

  PO：ＳＣＣＰ法表示   

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  b)番号種別表示 “0000011，1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  
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  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “00001010，00001101”を使用します  

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を使

用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111  

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

    0111001，0111010，0111111，1000001  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111，1100001  

    1100011，1100110，1101111，1111111”  

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング，CCBS表示
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のコーディング”を使用します 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

3.20  オプションパラメータ終了表

示 

  

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001,0000010,0000011” を 使 用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示 “10”を使用します  

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 “０”を使用します  

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 
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  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示  注２ 

  A：インバンド情報表示 “0,1”を使用します 注３ 

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0,1”を使用します 注４ 

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

 E-H：国内使用に留保 

3.38  オプション順方向呼表示   

 BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

 C：簡易分割表示 “1”を使用します  

 D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  
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3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 範囲コード：  

注５ 

     ＣＱＲ（0～31）  

     ＧＲＡ（1～11）  

     ＧＲＳ（1～11）  

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しません 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示すと

おりとします 

 

3.49  サービス活性化 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は“0”を使用

します 

信号の向きが逆方向の時は技術的条件

集別表４に示すとおりとします 

 

  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

3.54  通信路要求表示 “00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

3.60  ユーザ・ユーザ表示   

A：種別 “1”を使用します  

CB：サービス１ “00”,“01”を使用します  

ED：サービス２ 技術的条件集別表４に示すとおりとし  
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GF：サービス３ ます 

 

 

  H：網廃棄表示 “1”を使用します  

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 “0000001，0000010”を使用します  

3.112 付加ユーザ種別   

 HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

PI：移動系付加ユーザ種別１ 

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコー

ド 

  

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、ユーザ・

ユーザ表示、アクセス転送、付加ユーザ
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種別、オプションパラメータ終了表示

を使用します 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、アクセス転送、オプショ

ンパラメータ終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、アクセス転

送、付加ユーザ種別、オプションパラメ

ータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

表4-5  ＧＲＡ   

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、オプショ

ン順方向呼表示、発ユーザ種別、通信路

要求表示、着番号、発番号、アクセス転

送、汎用番号、サービス活性化、料金区

域情報、発信者番号非通知理由、事業者

情報転送、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表4-13  ＲＥＬ 技術的条件集別表４に示すとおりとし

ます 

 

表4-14  ＲＬＣ   

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ   

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

  

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ   

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプションパ

ラメータ終了表示を使用します 

注６ 
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表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＡＣＭでは当社端末機器着信時及び特定端末系事業者端末機器着信時はアク

セス転送パラメータを使用しません。 

注２：当社はＣＰＧ及びＡＮＭにオプション逆方向呼表示パラメータを設定する場

合があります。 

注３：ＡＣＭ、ＣＰＧでは“0,1”を使用します。ＡＮＭでは“0”を使用します。 

注４：ＡＣＭ、ＣＰＧでは“0,1”を使用します。ＡＮＭでは“1”を使用します。 

注５：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注６：分割元信号がIAMの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、

ANM、CPGの場合は、アクセス転送を使用します。 

 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示 

オクテット 
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1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割り当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コードの

意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

注１ 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 ＡＣＭでは技術的条件集別表４に示

すとおりとしま

す                         

ＡＮＭでは“01，10”を使用します 

 

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します                 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します                  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します                
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  I：相互接続表示   

  J：エンド・エンド情報表示   

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  L：保留表示   

  M：ＩＳＤＮアクセス表示 （Ｉ

ＡＩ） 

 

  N：エコー制御装置表示  

  PO：ＳＣＣＰ法表示   

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “00001010，00001101”を使用します  

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0011011，0011100，0011101，0011111  

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111  

    0111001，0111010，0111111，1000001  

    1000101，1000110，1001111，1010111  

    1011000，1011011，1011111,1100001  

    1100011 ， 1100110 ， 1101111 ，

1111111” 

 

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング，CCBS表

示のコーディング”を使用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示   
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3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001,0000010,0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 “0”を使用します  

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  
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  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 “00，01”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示  注２ 

  A：インバンド情報表示 “0,1”を使用します 注３ 

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0,1”を使用します 注４ 

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 E-H：国内使用に留保 

3.38 オプション順方向呼表示   

 BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

 C：簡易分割表示 “1”を使用します  

D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

範囲コード：  

注５ 

     ＣＱＲ（0～31）                
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     ＧＲＡ（1～11）                 

     ＧＲＳ（1～11）                

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しませ

ん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.46  転送先番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)網内番号表示 “0”を使用します  

  d)番号計画表示 “001”を使用します  

  e)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  f)フィラー   

3.49  サービス活性化 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は“0”を使用

します    信号の向きが逆方向

の時は技術的条件集別表４に示すと

おりとします 

 

  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.54  通信路要求表示 “00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

3.60  ユーザ・ユーザ表示   

A：種別 “1”を使用します  

CB：サービス１ “00”,“01”を使用します  

ED：サービス２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 

 GF：サービス３ 

  H：網廃棄表示 “1”を使用します  

3.86  着ディレクトリ番号（国内用）   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)番号計画表示 “001”を使用します  

  d)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “1”を使用します  

  e)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  f)フィラー   

3.96  リダイレクション能力（国内用）   

  CBA：リダイレクション可能表示 “001”を使用します  

  D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  H：拡張表示 “1”を使用します  

3.97  リダイレクション回数（国内用）   

  EDCBA：リダイレクション回数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   
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3.99  リダイレクション順方向情報

（国内用） 

  

  a)情報種別識別子 “00000011”を使用します  

3.99.3  リダイレクション実行表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)リダイレクション実行理由 “1111110”を使用します  

  c)実行交換機リダイレクション

可能表示 

“001”を使用します  

3.100  リダイレクション逆方向情報

（国内用） 

  

  a)情報種別識別子 “00000011”を使用します  

3.100.

3 

 リダイレクション起動理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)リダイレクション起動理由 “1111110”を使用します  

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.112 付加ユーザ種別   

 HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

PI：移動系付加ユーザ種別１ 
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3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 “0000001,0000010”を使用します  

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、ユーザ・

ユーザ表示、アクセス転送、付加ユー

ザ種別、事業者情報転送、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、アクセス転送、オプシ

ョンパラメータ終了表示を使用しま

す 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、アクセス転

送、付加ユーザ種別、オプションパラ

メータ終了表示を使用します 

 

表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ   

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、オプシ

ョン順方向呼表示、発ユーザ種別、通

信路要求表示、着番号、発番号、アク

セス転送、汎用番号、料金区域情報、

サービス活性化、発信者番号非通知理
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由、事業者情報転送、着ディレクトリ

番号（国内用）、リダイレクション能

力（国内用）、リダイレクション回数

（国内用）、リダイレクション順方向

情報（国内用）、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、転送先番号、リダイレクシ

ョン逆方向情報、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ   

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

  

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ   

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

注６ 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＡＣＭでは当社端末機器着信時はアクセス転送パラメータを使用しません。 

注２：当社はＣＰＧ及びＡＮＭにオプション逆方向呼表示パラメータを設定する場

合があります。 

注３：ＡＣＭ、ＣＰＧでは“0,1”を使用します。ＡＮＭでは“0”を使用します。 

注４：ＡＣＭ、ＣＰＧでは“0,1”を使用します。ＡＮＭでは“1”を使用します。 

注５：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注６：分割元信号がIAMの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、ANM、

CPGの場合は、アクセス転送を使用します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ
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パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転

送の経由事業者情報の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の

上、決定することとします。 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

 番号種別：網特有、アドレス情報：００ＸＹ＋

４３＋内線番号 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

(1)当社端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1. 料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとし

ます。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電

話サービス)、または 

移動通信(船舶電話サー

ビス)、または 

移動通信(航空機電話サ

ービス)  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、

または 

移動通信(N/J-TACS)、ま

たは 

移動通信(PDC800MHz)、ま

たは 
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移動通信(PDC1.5GHz)、また

は 

移動通信(N-STAR 衛星) 、

または 

移動通信(cdmaOne800MHz)、

または 

移動通信(IMT-2000) 

  ※ただし、本情報は設定されないことがあり

ます。 

料金区域情報 逆方向 ● 1. 料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

(1) 当社端末機器発信及び特定端末系事業者端

末機器着信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)携帯・自動車電話系端末機器着信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ

～Ｋ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

(1)当社端末機器発信及び特定端末系事業者端末

機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1. 料金区域情報の設定条件は次のとおりとし

ます。 

情報識別表示：ＣＡコード 
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 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとし

ます。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電

話サービス)、または 

移動通信(船舶電話サー

ビス)、または 

移動通信(航空機電話サ

ービス) 

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、

または 

移動通信(N/J-TACS)、ま

たは 

移動通信(PDC800MHz)、ま

たは 

移動通信(PDC1.5GHz)、ま

たは 

移動通信(N-STAR 衛星)、

または 

移 動 通 信

(cdmaOne800MHz)、または 

移動通信(IMT-2000) 

  ※ただし、本情報は設定されないことがあり

ます。 

料金区域情報 逆方向 ● 1. 料金区域情報の設定条件は次のとおりとし

ます。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 
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付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ   技術的条件集別表５に示す接続シーケンスのうち、ＮＣＣ－ＶＰＮに関わる

当社出接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

また、当社入接続で規定する接続シーケンスは、第２項（２）オの規定を準

用します。 

   ただし、接続シーケンスは当社網と直接協定事業者網間及び発端末回線と当

社網間を規定するものとし、着端末回線と直接協定事業者網間については、接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

項

番 

発信／着信端末回線種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ 県間通話、内線番号発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ１ 

２ 県間通話、内線番号発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ２ 

３ 県間通話、ホットライン

発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ３ 

４ 県間通話、ホットライン

発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ４ 

５ 県間通話、ウォームライ ３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ５ 
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ン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

６ 県間通話、ウォームライ

ン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ６ 

７ リルーティング通話、内

線番号発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ７ 

８ リルーティング通話、内

線番号発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ８ 

９ リルーティング通話、ホ

ットライン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ９ 

1

0 

リルーティング通話、ホ

ットライン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ10 

1

1 

リルーティング通話、ウ

ォームライン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ11 
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1

2 

リルーティング通話、ウ

ォームライン発信  

NCC-VPN 端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｌ12 

1

3 

NCC-VPN 端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信

（不完了） 

３.１ｋＨｚｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は第１項（３）

の規定を準用します。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で実施する試験は次のとおりとします。 

（ア） 直接協定事業者はＧＳにトーキトランク（以下「ＴＫＴ」といいま

す。）機能（強制切断無し）を有することを要し、当社はその機能を使

用して手動接続試験を実施します。接続シーケンスは技術的条件集別表

５のＰＴ－Ｋ14とおりとします。 

（イ） 当社はリルーティング要求の内容を確認するリルーティング試験を実施

します。接続シーケンスは技術的条件集別表５のＰＴ－Ｋ15のとおりと

します。 

（ウ） 当社網と直接協定事業者網間における試験の内容は次のとおりとしま

す。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 課金条件 

（注１） 

強制切断の 

有無 

当社網からＧ

Ｓへの 

接続確認（注３） 

手動接続試験 ＧＳのＴＫＴ ００ＸＹ＋４

３＋１９０ 

非課金 無 

当社網からＧ

Ｓへの接続確

リルーティン

グ試験 

直接協定事業

者網 

００ＸＹ＋４

３＋ＮＣＣ－

非課金 無 
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認 ＶＰＮ内線番

号（注２） 

（注１）：課金条件の非課金は事業者間精算の対象外を示します。 

（注２）：ホットライン発信、ウォームライン発信の場合はＮＣＣ－ＶＰＮ内線

番号は付加しません。 

（注３）：ＮＣＣ－ＶＰＮ一般端末回線、ウォームライン発信端末回線を対象と

します。 

５ 第２種パケット交換サービスへの接続方式は第 32条（接続方式）第１項の規定を準

用します。 

６ ビデオテックス通信サービスへの接続方式は第 32条（接続方式）第１項の規定を準

用します 

７ フリーダイヤル接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第 32条（接続方式）

第２項（１）の規定を準用します。ただし、番号ポータビリティ接続機能にお

いて使用する電気通信番号は次のとおりとします。 

      また、試験番号については本項（３）に規定します。 

ア 移転元事業者となる間接協定事業者網に接続するために当社網と直接協定事業

者網間で使用する電気通信番号は第５条（接続方式）第 14項（１）の規定を準

用します。 

イ 移転先事業者となる間接協定事業者網に接続するために当社網と直接協定事業

者網で使用する、移転先事業者網へのルーチング情報を示す電気通信番号（以

下、ネットワークルーチング番号といいます。）は番号規則を準用することと

します。 

   （ア）当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

             ０１２０     ＋      ＤＥＦ 

        サービス識別番号     事業者識別番号 

   （イ）当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービス
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識別番号の 1 桁目の０を除いた６桁とします。また、Ｄコードは０から８までの

数字を使用します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または技

術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合について

は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、フリーダイ

ヤル接続機能への接続で設定する次の表に示す事項を含んだものとします。ただ

し、当社網は移転元事業者網への番号ポータビリティ接続機能に接続する直接協

定事業者網がリダイレクション機能を実行しない場合には、第６７条第８項のＩ

ＳＵＰ仕様に規定された信号を直接協定事業者網に対し送信する場合がありま

す。また、直接協定事業者は、移転元事業者網への番号ポータビリティ接続機能

への接続において直接協定事業者網がリダイレクション機能を実行する場合に

は、その旨を当社に通知することを要します。なお、次の表の項番は、技術的条

件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメータの項番（３．Ｉ

ＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の内で規定のない項番

については、使用しないこととします。 

  ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメ

ッセージ、パラメータ、パラメータ情報要素等を受信した場合、当社は相互接続

に関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、  
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略語 

1.0.1  本標準の範囲   

1.0.2  参考文献   

1.0.3  用語と定義   

1.0.4  略語   

1.0.5  コーディング原則の概要   

1.1  ルーチングラベル   

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは13ビットと

します  

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示オクテット 

  

1.9  送出順序   

1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コードの

意味 

  

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送   

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01”を使用します  

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） “00，01”を使用します  

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します  

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

  b)番号種別表示 “0000011, 0000110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   

  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             
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  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110  

    0010111，0011011，0011100，0011101     

    0011111，0100010，0100110，0101001  

    0101010，0101011，0101111，0110010  

    0110111，0111001，0111010，0111111  

    1000001，1000101，1000110，1001111  

    1010111，1011000，1011011，1011111  

    1100001，1100011，1100110，1101111  

    1111111”  

   を使用します  

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング，CCBS

表示のコーディング”を使用します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示   

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001，0000010，0000011”を使用

します 

 

  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   
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  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   

  BA：衛星回線表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   
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3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0”を使用します  

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.38  オプション順方向呼表示   

 BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

 C：簡易分割表示 “1”を使用します  

 D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 H：接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

  a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

     範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）  

     ＧＲＡ（1～11）  

     ＧＲＳ（1～11）  

     ＣＱＭ（0～31）  

  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しま

せん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.46  転送先番号   
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  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000110”を使用します  

  c)網内番号表示 “0”を使用します  

  d)番号計画表示 “001”を使用します  

  e)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  f)フィラー   

3.52  中断／再開表示   

  A：中断／再開表示 信号の向きが順方向の時は“0”を使

用します 

信号の向きが逆方向の時は技術的条

件集別表４に示すとおりとします 

 

  B-H：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000010，00000011”を

使用します 

 

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.73  着ＩＮ番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)番号計画表示 “001”を使用します  

  d)表示識別 “01”を使用します  

  e)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

  f)フィラー   

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 “0000001，0000010”を使用します  

3.112  付加ユーザ種別   

  HA：付加ユーザ種別名 “11111100,11111101”を使用します  

  PI：移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  PI：移動系付加ユーザ種別１   

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.99  リダイレクション順方向情報

（国内用） 

  

  a)情報種別識別子 “00000011”を使用します  

3.99．3  リダイレクション実行表示   

 a)拡張表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 b)リダイレクション実行理由 “0000001”を使用します  
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 c)実行交換機リダイレクション

可能表示 

“001”を使用します  

3.100  リダイレクション逆方向情報

（国内用） 

  

 a)情報種別値 “00000011”を使用します  

3.100.

 

 リダイレクション起動理由   

 a)拡張表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)リダイレクション起動理由 “0000001”を使用します  

3.96  リダイレクション能力（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.97  リダイレクション回数（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼

表示、理由表示、料金区域情報、事

業者情報転送、オプションパラメー

タ終了表示を使用します 

 

表4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメータ

終了表示を使用します 

 

表4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、逆方向呼表

示、料金区域情報、事業者情報転送、

オプションパラメータ終了表示を使

用します 
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表4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-5  ＧＲＡ   

表4-12  ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユ

ーザ種別、通信路要求表示、着番

号、発番号、オプション順方向呼表

示、アクセス転送、ユーザサービス

情報、料金区域情報、汎用番号、発

信者番号非通知理由、付加ユーザ種

別、着ＩＮ番号、事業者情報転送、

リダイレクション順方向情報（国内

用）、リダイレクション能力（国内

用）、リダイレクション回数（国内

用）、オプションパラメータ終了表

示を使用します 

注２ 

表4-13  ＲＥＬ 理由表示、転送先番号、着ＩＮ番

号、事業者情報転送、リダイレクシ

ョン逆方向情報（国内用）、オプシ

ョンパラメータ終了表示を使用しま

す 

注３ 

表4-14  ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表4-18  ＳＵＳ，ＲＥＳ   

表4-19  ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

  

表4-21  ＧＲＳ，ＣＱＭ   

表4-29  ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプショ 注４ 
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ンパラメータ終了表示を使用します 

表4-34  ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注２：リダイレクション順方向情報（国内用）、リダイレクション能力（国内用）パ

ラメータは、直接協定事業者網が移転元事業者となる間接協定事業者網に接続

する場合で、かつ直接協定事業者網がリダイレクション機能を実行する場合に

使用します。また、着ＩＮ番号パラメータ、リダイレクション回数（国内用）

パラメータは、直接協定事業者網が移転先事業者となる間接協定事業者網に接

続する場合に使用します。 

注３：転送先番号、着ＩＮ番号、事業者情報転送、リダイレクション逆方向情報（国

内用）パラメータは、直接協定事業者網が移転元事業者となる間接協定事業

者網に接続する場合で、かつ直接協定事業者網がリダイレクション機能を実

行する場合に使用します。 

注４：分割元信号が IAMの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ACM、ANM,CPG

の場合は使用しません。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰ

パラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者間情報

転送の経由事業者情報の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の

上、決定することとします。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：１２０＋Ｄ

～Ｊ 

 ただし、番号ポータビリティ接続機能により移転

先事業者となる間接協定事業者網に接続する場合

には、次のとおりとします。 

  番号種別表示：国内番号フォーマットのネット

ワークルーティング番号(国内
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用) 

  アドレス情報：１２０＋ＤＥＦ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

(1)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)携帯・自動車電話系、ＰＨＳ系端末機器発信の場

合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～

Ｋ 

着ＩＮ番号 順方向 ○ 1.番号ポータビリティ接続機能により移転先事業

者となる間接協定事業者網に接続する場合に設定

されます。番号種別とアドレス情報の設定条件は次

のとおりとします。 

  番号種別表示：国内番号 

アドレス情報：１２０＋Ｄ～Ｊまたは８００＋

Ｄ～Ｋ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サ

ービス)、または 

移動通信(船舶電話サービ

ス)、または 

移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、また

は 

移動通信(N/J-TACS)、または 

移動通信(PDC800MHz)、または 

移動通信(PDC1.5GHz)、または 
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移動通信(N-STAR衛星)、また

は 

移動通信(cdmaOne800MHz) 、

または 

移動通信(IMT-2000)  

※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、フリーダイヤル接続機能への

接続で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

   ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみ（ただし項番９、項番１０

においては発側網と当社網間のみ）を規定することとし、端末機器と発側網間

及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接続シーケンスの

解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

    呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

番 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

ＰＴ－Ｃ１ 

２  アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

ＰＴ－Ｃ２ 
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３  ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

ＰＴ－Ｃ３ 

４  ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

ＰＴ－Ｃ４ 

５  アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６  ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７  アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１

(１),(２),(４) 

８  ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２

(１),(２),(４) 

９ 番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転元

事業者となる間接協定事

業者網に接続する場合

で、かつ直接協定事業者

網がリダイレクション機

能を実行する場合） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｏ１３ 

１

０ 

番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転元

事業者となる間接協定事

業者網に接続する場合

で、かつ直接協定事業者

網がリダイレクション機

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１から 

ＰＴ－Ｑ１６(注１) 
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能を実行しない場合） 

１

１ 

番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転先

事業者となる間接協定事

業者網に接続する場合） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 項番１～８ 

注１：ＰＴ－Ｑ２（２）は除きます。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第 32条（接続方式）第１項

の規定を準用します。 

８ 加入者交換機機能メニュー接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用する

こととし、その構成は次のとおりとします。なお、直接協定事業者は直接協

定事業者網から当社網へ接続するための電気通信番号を当社に通知すること

を要します。 

   ただし、試験番号については本項（４）に規定します。 

ア ０ＡＢ０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ（Ｋ） 

サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する上記着信番号の有効受信桁数はサー

ビス識別番号の１桁目の０を除いた９桁～10桁とします。ただし、番号ポー

タビリティ接続機能への接続で使用する接続番号構成は次のとおりとします

。 

（ア）移転元事業者となる当社網または間接協定事業者網に接続するために当

社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとしま

す。 

              ０１２０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ 

      サービス識別番号     事業者識別番号      加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する上記着信番号の有効受信桁数は
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サービス識別番号の１桁目の０を除いた９桁とします。 

            ０８００     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪＫ 

      サービス識別番号     事業者識別番号      加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する上記着信番号の有効受信桁数は

サービス識別番号の１桁目の０を除いた 10桁とします。 

（イ）移転先事業者となる間接協定事業者網に接続するために当社網と直接協

定事業者網で使用する、移転先事業者網へのルーチング情報を示す接続

番号（以下、ネットワークルーチング番号といいます。）の構成は次の

とおりとします。 

              ０１２０     ＋      ＤＥＦ    ＋    （ＧＨＪＫ） 

         サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサー

ビス識別番号の１桁目の０を除いた６桁～10桁とします。 

              ０８００     ＋      ＤＥＦ    ＋    （ＧＨＪＫＬ） 

         サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービス

識別番号の１桁目の０を除いた６桁～11桁とします。 

イ ０Ａ０      ＋     ＣＤＥ     ＋    ＦＧＨＪＫ 

 サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する上記着信番号の有効受信桁数はサー

ビス識別番号の１桁目の０を除いた６桁～10桁とします。 

ウ ００ＸＹ    ＋  Ｘ１Ｘ２～Ｘｎ 

事業者識別番号    サービスコード 

当社網と直接協定事業者網間で転送する上記着信番号の有効受信桁数は 5桁

～16桁とします。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠
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した No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表３または

技術的条件集別表 3.1 に示すとおりとします。また、対応網構成の場合につ

いては、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４または技術的条件集別表４．１をベー

スドキュメントとし、ＩＳＤＮユーザ部のメッセージとコードは、技術的条件集

別表 15第４.３項または技術的条件集別表 15.1第４.３項に示すとおりとします。

ただし、技術的条件集別表 15 第４.３項からの差分を次の表に示すとおりとしま

す。 

また、当社網は移転元事業者網への番号ポータビリティ接続機能に接続する直接

協定事業者網がリダイレクション機能を実行しない場合には、技術的条件集第２

章第８節第 10条（届出）のＩＳＵＰ仕様に規定された信号を直接協定事業者網に

対し送信する場合があります。なお、直接協定事業者は、移転元事業者網への番号

ポータビリティ接続機能に接続する直接協定事業者網がリダイレクション機能を

実行する場合には、その旨を当社に通知することを要します。また、当社網と直接

協定事業者網間の主な転送情報については、エに示すとおりとします。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項番  項  目 仕     様 記事 

3.9  着番号   

  b)番号種別表示 “0000011, 0000110, 1111110”を使用

します 

 

3.46  転送先番号   

  b)番号種別表示 “0000011, 0000110”を使用します  

3.114  事業者情報転送   

  l)移転先ＳＣＰ事業者情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.99  リダイレクション順方向情報   
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（国内用） 

  a)情報種別識別子 “00000011”を使用します  

3.99.3  リダイレクション実行表示   

  a)拡張表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)リダイレクション実行理由 “0000001”を使用します  

  c)実行交換機リダイレクション

可能表示 

“001”を使用します  

3.100  リダイレクション逆方向情報

（国内用） 

  

  a)情報種別値 “00000011”を使用します  

3.100.

 

 リダイレクション起動理由   

  a)拡張表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)リダイレクション起動理由 “0000001”を使用します  

注１：当社はＩＡＭにおいてリダイレクション順方向情報（国内用）パラメータを使

用します。 

注２：当社はＲＥＬに着ＩＮ番号、事業者情報転送、リダイレクション逆方向情報（国

内用）パラメータを設定する場合があります。  

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵ

Ｐパラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情

報転送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定する

こととします。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。ただし第２項の場合を除きま
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す。 

  番号種別：国内番号、アドレス情報：ＡＢ０＋

Ｄ～Ｊ（Ｋ） 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ

～Ｋ 

  番号種別：網特有番号、アドレス情報：００Ｘ

Ｙ＋Ｘ～Ｘ 

2.番号ポータビリティ接続機能により移転先事

業者となる間接協定事業者網に接続する場合

の番号種別とアドレス情報の設定条件は次の

とおりとします。 

 番号種別表示：国内番号フォーマットのネット

ワークルーティング番号(国内

用) 

 アドレス情報：１２０＋ＤＥＦ（ＧＨＪＫ）ま

たは８００＋ＤＥＦ（ＧＨＪＫ

Ｌ） 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

(1)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

(2)携帯・自動車電話系、ＰＨＳ系端末機器発信

の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ

～Ｋ 

(3)国際系端末機器発信の場合 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：n～n（加

入者電話番号によります） 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとし

ます。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電
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話サービス)、または 

移動通信(船舶電話サー

ビス)、または 

移動通信(航空機電話サ

ービス)  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、ま

たは 

移動通信(N/J-TACS)、ま

たは 

移動通信(PDC800MHz)、ま

たは 

移動通信(PDC1.5GHz)、ま

たは 

移動通信(N-STAR衛星) 、

または 

移動通信(cdmaOne800MHz)、 

または 

移動通信(IMT-2000) 

  ※ただし、本情報は設定されないことがあり

ます。 

着ＩＮ番号 順方向 ○ 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。ただし第２項の場合を除きま

す。 

  番号種別：国内番号、アドレス情報：ＡＢ０＋

Ｄ～Ｊ（Ｋ） 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ

～Ｋ 

  番号種別：網特有番号、アドレス情報：００Ｘ

Ｙ＋Ｘ～Ｘ 

 ※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

2.番号ポータビリティ接続機能により移転先事

業者となる間接協定事業者網に接続する場合

の番号種別とアドレス情報の設定条件は次の

とおりとします。 

番号種別表示：国内番号 

アドレス情報：１２０＋Ｄ～Ｊまたは８００＋
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Ｄ～Ｋ 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報遅延 逆方向 ○ 1.課金情報遅延の設定条件は次のとおりとしま

す。 

課金情報遅延：着信地域情報 

 ※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

付加ユーザ種別 逆方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとし

ます。 

 (1) 携帯・自動車電話系端末機器着信の場合  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１  

  付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電

話サービス)、または 

移動通信(船舶電話サー

ビス)、または 

移動通信(航空機電話サ

ービス)  

  付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２  

  付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、

または 

移動通信(N/J-TACS)、また

は 

移動通信(PDC800MHz)、ま

たは 

移動通信(PDC1.5GHz)、ま

たは 

移動通信(N-STAR衛星) 、

または 

移動通信(cdmaOne800MHz)、 

または 

移動通信(IMT-2000) 

  ※ただし、本情報は設定されないことがあり

ます。 
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(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ 加入者交換機機能メニュー接続機能への接続で規定する接続シーケンスは技術

的条件集別表 5のＰＴ－Ｑ１からＰＴ－Ｑ１６の発側網と当社網間の規定を準用

します。ただし、番号ポータビリティ接続機能への接続で規定する接続シーケン

スは次のとおりとし、発側網と当社網間または発側網と着側網間のみ規定するも

のとします。 

項

番 

接続種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ 番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転

元事業者となる当社網

または間接協定事業者

網に接続する場合で、か

つ直接協定事業者網が

リダイレクション機能

を実行する場合） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１及び 

ＰＴ－Ｑ２（２／２） 

２ 番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転

元事業者となる当社網

または間接協定事業者

網に接続する場合で、か

つ直接協定事業者網が

リダイレクション機能

を実行しない場合） 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 技術的条件集第２章第

８節第 10条（届出）(２)

オの項番１から項番８ 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１からＰＴ－

Ｑ１６（注１） 

３ 番号ポータビリティ（直

接協定事業者網が移転

先事業者となる間接協

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１からＰＴ－

Ｑ１６（注１） 
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定事業者網に接続する

場合） 

注１：ＰＴ－Ｑ２（２）は除きます。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は技術的条件集別表

15または技術的条件集別表 15.1に示すとおりとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は技術的条件集別表 15 または

技術的条件集別表 15.1の規定を準用します。 

 

９ 電報接続機能への接続方式は次のとおりとします。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用することと

します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

     １１５  

      国内電報受付に利用する番号 

   イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は３桁としま

す。 

   ただし、試験番号については本項（３）に規定します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ  ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表４をベースドキュメントとし、電報接続機能へ

の接続で設定する次の表で示す事項を含んだものとします。なお、次の表の項番は、

技術的条件集別表４のＮＴＴ－Ｑ７６３に対応していますが、パラメータの項番

（３．ＩＳＤＮユーザ部のパラメータに規定する項番とします。）の内で規定のな

い項番については、使用しないこととします。 

ただし、当社網が直接協定事業者網から本ＩＳＵＰ仕様で規定された以外のメッ
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セージ、パラメータ、 パラメータ情報要素等を受信した場合、当社は相互接続に

関わる正常性を保証しません。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網  

項番  項  目 仕     様 記事 

1.  概要 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.0  本標準の範囲、参考文献、定義、

略語 

  

1.0.1  本標準の範囲  

1.0.2  参考文献  

1.0.3  用語と定義  

1.0.4  略語  

1.0.5  コーディング原則の概要  

1.1  ルーチングラベル  

1.2  回線番号 ＣＩＣ設定フィールドは 13 ビットと

します 

 

1.3  メッセージ種別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

1.4  フォーマッティングの原則   

1.5  固定長必須部   

1.6  可変長必須部   

1.7  オプション部   

1.8  オプションパラメータの終了表

示 

オクテット 

  

1.9  送出順序   
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1.10  予備ビットのコーディング   

1.11  国内用信号種別とパラメータ   

1.12  メッセージ種別コードとパラメ

ータコードの割り当て 

  

1.13  ｢予備｣コードと｢留保｣コードの

意味 

2.  パラメータのコード   

2.1  メッセージ種別のコード 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

2.2  長さ表示のコーディング   

2.3  ポインタのコーディング   

3.  ＩＳＤＮユーザ部のパラメータ   

3.1  パラメータ名 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.3  アクセス転送 

3.5  逆方向呼表示   

  BA：課金表示 “01”を使用します    

  DC：着ユーザ状態表示（ＣＬＳ） ＡＣＭでは“00”を使用します 

ＡＮＭでは“01”を使用します          

 

  FE：着ユーザ種別表示 “01”を使用します  

  HG：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  I：相互接続表示 “0”を使用します  

  J：エンド・エンド情報表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  K：ＩＳＵＰ１リンク表示 “1”を使用します       

  L：保留表示 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します     

  M：ＩＳＤＮアクセス表示（ＩＡ

Ｉ） 

“1”を使用します  

  N：エコー制御装置表示 “0”を使用します  

  PO：ＳＣＣＰ法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.9  着番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “1111110”を使用します  

  c)網内番号表示（ＩＮＮ表示） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)アドレス情報   

  f)フィラー   

3.10  発番号   

  a)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  c)発番号不完全表示（ＮＩ） “0”を使用します  

  d)番号計画表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  e)表示識別 “00，01”を使用します  

  f)網検証識別 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  g)アドレス情報   
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  h)フィラー   

3.11  発ユーザ種別  “ 00001010，00001011，00001101，

00001111”を使用します 

 

3.12  理由表示   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)コーディング標準 “00”を使用します  

  c)生成源 “0000，0011，0100，0101，1010”を

使用します                             

 

  e)理由種別 “0000001，0000010，0000011，0000100              

    0000101，0010000，0010001，0010010     

    0010011，0010100，0010101，0010110      

    0011011，0011100，0011101，0011111      

    0100010，0100110，0101001，0101010  

    0101011，0101111，0110010，0110111    

    0111001，0111010，0111111，1000001     

    1000101，1000110，1001111，1010111     

    1011000，1011011，1011111，1100001      

    1100011，1100110，1101111，1111111” 

を使用します 

 

  f)診断情報 “新しい相手先/着番号のコーディン

グ，属性識別のコーディング”を使用

します 

 

3.14  回線状態表示（国内用） 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.20  オプションパラメータ終了表示 

3.21  イベント情報   

  GA：イベント表示 “0000001，0000010，0000011”を使用

します 
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  H：イベント提示制限表示 “0”を使用します  

3.23  順方向呼表示    

  A：国内／国際呼表示 “0”を使用します  

  CB：エンド・エンド法表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  D：相互接続表示   

  E：エンド・エンド情報表示   

  F：ＩＳＵＰ１リンク表示   

  HG：ＩＳＵＰ１リンク希望表示   

  I：ＩＳＤＮアクセス表示 

  KJ：ＳＣＣＰ法表示 

  L：予備   

  M-P：国内使用に留保   

3.26  汎用番号    

  a)番号情報識別子 “00000110”を使用します  

  b)奇数／偶数表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  c)番号種別表示 “0000011”を使用します  

  d)番号不完全表示 “0”を使用します  

  e)番号計画表示 “001”を使用します  

  f)表示識別 “00，01”を使用します  

  g)網検証識別 “01，11”を使用します  

  h)アドレス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  i)フィラー   

3.35  接続特性表示   
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  BA：衛星回線表示 “00，01，10”を使用します  

  DC：導通試験表示 “00”を使用します  

  E：エコー制御装置表示 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  F-H：予備   

3.37  オプション逆方向呼表示   

  A：インバンド情報表示 “1”を使用します  

  B：着信転送可能性表示 “0”を使用します  

  C：簡易分割表示 “0”を使用します  

  D：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  E-H：国内使用に留保   

3.38  オプション順方向呼表示   

  BA：閉域接続呼表示 “00”を使用します  

  C：簡易分割表示 “1”を使用します  

  D-G：予備 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 H:接続先番号要求表示 “0”を使用します  

3.43  範囲と状態   

a)範囲 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

   範囲コード：  

注１ 

     ＣＱＲ（0～31）  

     ＧＲＡ（1～11）  

     ＧＲＳ（1～11）  

     ＣＱＭ（0～31）  
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  b)状態 ＣＱＲ、ＧＲＳ、ＣＱＭは使用しませ

ん 

ＧＲＡは技術的条件集別表４に示す

とおりとします 

 

3.54  通信路要求表示 “00000000，00000011”を使用します  

3.57  ユーザサービス情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.103  料金区域情報   

  a)奇数／偶数 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  b)情報識別表示 “0000001”を使用します  

  c)料金区域情報 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

  d)フィラー   

3.110  発信者番号非通知理由   

  a)拡張表示 “1”を使用します  

  b)発信者番号非通知理由 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

3.112  付加ユーザ種別   

  HA:付加ユーザ種別名 “11111100，11111101”を使用します  

 PI:移動系付加ユーザ種別２ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

 PI:移動系付加ユーザ種別１ 

3.114  事業者情報転送 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

4.  ＩＳＤＮユーザ部信号とコード   

4.1  概説 技術的条件集別表４に示すとおりと  
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します 

表 4-1  ＡＣＭ 逆方向呼表示、オプション逆方向呼表

示、理由表示、料金区域情報、事業者

情報転送、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表 4-2  ＡＮＭ 逆方向呼表示、オプションパラメータ

終了表示を使用します 

 

表 4-3  ＣＰＧ イベント情報、理由表示、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

 

表 4-4  ＣＱＲ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表 4-5  ＧＲＡ 

表 4-

 

 ＩＡＭ 接続特性表示、順方向呼表示、発ユー

ザ種別、通信路要求表示、着番号、発

番号、オプション順方向呼表示、アク

セス転送、ユーザサービス情報、料金

区域情報、汎用番号、発信者番号非通

知理由、付加ユーザ種別、事業者情報

転送、オプションパラメータ終了表示

を使用します 

 

表 4-

 

 ＲＥＬ 理由表示、オプションパラメータ終了

表示を使用します 

 

表 4-

 

 ＲＬＣ 技術的条件集別表４に示すとおりと

します 
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表 4-

 

 ＳＵＳ，ＲＥＳ 使用しません  

表 4-

 

 ＢＬＯ，ＢＬＡ，ＲＳＣ，ＵＢ

Ｌ，ＵＢＡ 

技術的条件集別表４に示すとおりと

します 

 

表 4-

 

 ＧＲＳ，ＣＱＭ 

表 4-

 

 ＳＧＭ アクセス転送、汎用番号、オプション

パラメータ終了表示を使用します 

注２ 

表 4-

 

 ＣＨＧ 使用しません  

注１：ＣＱＭについては当社網→直接協定事業者網方向では 0～29 を使用します。 

注２：分割元信号がＩＡＭの場合、アクセス転送、汎用番号を使用します。ＡＣＭ、

ＡＮＭ、ＣＰＧの場合は使用しません。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰパラ

メータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転送の転送条

件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１１５ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり
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とします。 

(1)携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ０＋Ｃ～Ｋ 

(2)端末系端末機器発信の場合 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

契約者番号 順方向 －  

事業者情報転

送 

順方向 ● 別途協議とします 

付加ユーザ種

別 

順方向 ○ 1.付加ユーザ種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

(1) 携帯・自動車電話系端末機器発信の場合 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別１ 

 付加ユーザ種別１：移動通信(自動車・携帯電話サ

ービス)、または 

移動通信 (船舶電話サービ

ス)、または 

移動通信(航空機電話サービ

ス) 

 付加ユーザ種別名：移動系付加ユーザ種別２ 

 付加ユーザ種別２：移動通信(大容量方式)、または 

移動通信(N/J-TACS)、または 

移動通信(PDC800MHz)、または 

移動通信(PDC1.5GHz)、または 

移動通信(N-STAR衛星)、または 
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移動通信(cdmaOne800MHz)、ま

たは 

移動通信(IMT-2000) 

(2)端末系端末機器発信の場合、本情報は設定されま

せん。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

 情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 －  

課金情報 逆方向 －  

課金情報遅延 逆方向 －  

事業者情報転

送 

逆方向 ● 別途協議とします 

付加ユーザ種

別 

逆方向 －  

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

オ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、電報接続機能への接続で規定する接

続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末機器と発

側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接続シーケンスの解

釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

  呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

項

 

発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ 
 アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着信 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ２ 
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２ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着信 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ４ 

３ 
 アナログ端末機器発信

（不完了） 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

４ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

５ 
 アナログ端末機器発信

（着側切断） 
3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｉ１(４) 

６ 
 ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 
音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｉ２(４) 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項の規定を準用します。 

 

１０ 付加的機能識別番号中継接続の方式は次のとおりとします。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用することと

します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

 ０５７０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ 

サービス識別番号     事業者識別番号      加入者番号 

 ０１８０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ 

サービス識別番号 事業者識別番号 加入者番号 

 １８８ 

消費生活相談受付に利用する番号 

 １８９ 

児童虐待通告・児童相談受付に利用する番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービス識別

番号の１桁目の０を除いた９桁、または３桁とします。ただし、試験番号につい

ては本項（4）に規定します。 
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（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表 3または技術的

条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合については、技術

的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表 4をベースドキュメントとし、ＩＳＤＮユーザ

部のメッセージとコードは、技術的条件集別表 15 第 4.3 項に示すとおりとしま

す。また、当社網と直接協定事業者網間の主な転送情報については、エに示すとお

りとします。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰパラ

メータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転送の転送

条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

呼の方向：直接協定事業者網→当社網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

  番号種別：国内番号、アドレス情報：５７０＋

Ｄ～Ｊまたは１８０＋Ｄ～Ｊ 

 番号種別：網特有番号、アドレス情報：１８８

または１８９ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 
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料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 ○ 1.課金情報種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

 課金情報種別：課金レート転送 

課金情報 逆方向 ○ 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

 単位料金表示：単位料金 100円、または 

        単位料金 10円、または 

        表示なし 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示（公

衆）、または 

           柔軟課金レート指示（一

般）、または 

           柔軟課金レートなし 

課金情報遅延 逆方向 ○ 1.課金情報遅延の設定条件は次のとおりとしま

す。 

課金情報遅延：着信地域情報 

 ※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適用 記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 

  番号種別：国内番号、アドレス情報：５７０＋

Ｄ～Ｊまたは１８０＋Ｄ～Ｊ 

  番号種別：網特有番号、アドレス情報：１８８

または１８９ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のと

おりとします。 
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 番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

事業者情報転送 順方向 ● 別途協議とします。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとしま

す。 

情報識別表示：ＣＡコード 

 料金区域情報：ＣＡコード 

課金情報種別 逆方向 ○ 1.課金情報種別の設定条件は次のとおりとしま

す。 

 課金情報種別：課金レート転送 

課金情報 逆方向 ○ 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

 単位料金表示：単位料金 100円、または 

        単位料金 10円、または 

        表示なし 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示（公

衆）、または 

           柔軟課金レート指示（一

般）、または 

           柔軟課金レートなし 

課金情報遅延 逆方向 ○ 1.課金情報遅延の設定条件は次のとおりとしま

す。 

課金情報遅延：着信地域情報 

 ※ただし、本情報は設定されないことがありま

す。 

事業者情報転送 逆方向 ● 別途協議とします。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

 

 オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、付加的機能識別番号中継接続の方

式で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

 

ただし、接続シーケンスは発側網と着側網間のみを規定することとし、端末機器

と発側網間及び、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接続シーケ
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ンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

 

項番 発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

２ アナログ端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

３ ＩＳＤＮ端末機器発信 → 

アナログ端末機器着信 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信 → 

ＩＳＤＮ端末機器着信 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

５ アナログ端末機器発信（不

完了） 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信（不

完了） 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７ アナログ端末機器発信（着

側切断） 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ 

（１）（２）（４） 

８ ＩＳＤＮ端末機器発信（着

側切断） 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２ 

（１）（２）（４） 

 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は技術的条件集別表

15に示すとおりとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で使用する手動試験の内容は次のとおりとします。

なお、実際に使用する試験番号は当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定

することとします。 
試験目的  接続先  試験番号構成  
当 社 網 か ら 直 接 協 定
事 業 者 網 へ の 接 続 確

直 接 協 定 事 業 者 網 内
のガイダンス装置等  

０ ５ ７ ０ ＋ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
ＨＪ  
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認  ま た は ０ １ ８ ０ ＋ Ｄ
Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｊ ま た は １
８８または１８９  

 

１１ 付加的機能識別番号接続の方式は次のとおりとします。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は番号規則を準用することと

します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

 ０５７０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ 

サービス識別番号     事業者識別番号      加入者番号 

 １８８ 

消費生活相談受付に利用する番号 

 １８９ 

児童虐待通告・児童相談受付に利用する番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービス識別

番号の１桁目の０を除いた９桁、または３桁とします。ただし、試験番号について

は本項（4）に規定します。 

（２）当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表 3または技術的

条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合については、技術

的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表 4をベースドキュメントとし、ＩＳＤＮユーザ

部のメッセージとコードは、技術的条件集別表 15第 4.3項に示すとおりとします。

また、当社網と直接協定事業者網間の主な転送情報については、エに示すとおりと

します。 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵＰパラ
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メータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情報転送の転送

条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適

 

記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

番号種別：国内番号、アドレス情報：５７０＋Ｄ～

Ｊ 

番号種別：網特有番号、アドレス情報：１８８また

は１８９ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとおり

とします。 

番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料 金 区 域

情報 

順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

事 業 者 情

報転送 

順方向 ● 別途協議とします。 

料 金 区 域

情報 

逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

逆 方 向 呼

表示 

逆方向 ○ 1.課金表示の設定条件は次のとおりとします。 

ＡＣＭでは技術的要件集別表４に示すとおりとし

ます。 

ＡＮＭでは、“01”または“10”を使用します。 

課金情報種

別 

逆方向 ○ 1.課金情報種別の設定条件は次のとおりとします。 

 課金情報種別：課金レート転送 

課金情報 逆方向 ○ 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

 単位料金表示：単位料金 100円、または 

        単位料金 10円、または 

        表示なし 

 課金レート情報種別：柔軟課金レート指示（公衆）、

または 
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           柔軟課金レート指示（一般）、

または 

           柔軟課金レートなし 

事 業 者 情

報転送 

逆方向 ● 別途協議とします。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

 

オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、付加的機能識別番号接続の方

式で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 

 

ただし、接続シーケンスは、端末機器と発側網間、及び発側網と着側網間のみ

を規定することとし、端末機器と着側網間については、発側網と着側網間の接

続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

 

項番 発信／着信端末機器種別 コネクションタイプ シーケンスパターン 

１ アナログ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

２ アナログ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

３ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ アナログ端末機器着

信 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ３ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信 

→ ＩＳＤＮ端末機器着

信 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ４ 

５ アナログ端末機器発信

（不完了） 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 
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６ ＩＳＤＮ端末機器発信

（不完了） 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ２ 

７ アナログ端末機器発信

（着側切断） 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ 

（１）（２）（４） 

８ ＩＳＤＮ端末機器発信

（着側切断） 

音声、3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ２ 

（１）（２）（４） 

 

（３）当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は技術的条件集別表 15

に示すとおりとします。 

（４）当社網と直接協定事業者網間で使用する手動試験の内容は次のとおりとします。な

お、実際に使用する試験番号は当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定する

こととします。 
試験目的  接続先  試験番号構成  
当社網から直接協定
事業者網への接続確
認  

直接協定事業者網内
のガイダンス装置等  

０５７０＋ＤＥＦＧ
ＨＪまたは１８８ま
たは１８９  

 

 （輻輳制御方式） 

第 68条 輻輳制御方式は第 33条（輻輳制御方式）の規定を準用します。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 69条 伝送装置間インタフェース仕様は第 34条（伝送装置間インタフェース仕様）

の規定を準用します。 

（網同期クロックインタフェース仕様） 

第 70条 網同期クロックインタフェース仕様は第 29条（網同期クロックインタフェース

仕様）の規定を準用します。 

（その他接続に必要な事項） 

第 71 条 通信回線、共通線信号リンクの新設・増減設単位及び共通線信号局番号、ＣＩ

Ｃ、ＴＧＮの付与方法その他の接続に必要な事項のうち細目に渡るものについて

は当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 
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第 15節 形態４－７ 削除 

 

(略) 

 

第 16節 形態５ 

（専用回線ノード装置インタフェース仕様） 

第 77条 専用回線ノード装置とインタフェース仕様との対応は次のとおりとします。 

専用回線ノード装置 インタフェース仕様 

ＤＳＭ-Ｌ形専用サービスノード装置 

（ＤＳＭ-Ｌ） 

技術的条件集別表 11.9 に示すとお

りとします 

 

 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 78条 伝送装置間インタフェース仕様は第 52条（伝送装置間インタフェース仕様）の

規定を準用します。ただし、ＤＳＭ－Ｌ形専用サービスノード装置については技

術的条件集別表１１．９に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 79条 その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協定事

業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 16 節の２ 形態５―２ 

（網構成） 

第 79 条の２ 当社のＩＳＰ接続用ルータにおけるＩＰ通信網終端装置と直接協定事業者

の電気通信設備との接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点

単位に行うものとします。 

（インタフェース仕様） 

 

 

 

 

 

第 15節 形態４－７ 削除 

 

(略) 

 

第 16節 形態５ 

（専用回線ノード装置インタフェース仕様） 

第 77条 専用回線ノード装置とインタフェース仕様との対応は次のとおりとします。 

専用回線ノード装置 インタフェース仕様 

ＤＳＭ-Ｌ形専用サービスノード装置 

（ＤＳＭ-Ｌ） 

技術的条件集別表 11.9 に示すとお

りとします 

 

 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 78条 技術的条件集別表１１．９に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 79条 その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協定事

業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

 

第 16 節の２ 形態５―２ 

（網構成） 

第 79 条の２ 当社のＩＳＰ接続用ルータにおけるＩＰ通信網終端装置と直接協定事業者

の電気通信設備との接続は、本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続点

単位に行うものとします。 

（インタフェース仕様） 

注）ＮＴＴ東日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、波線二重下線

を付して記載しています。 

ＮＴＴ西日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、二重下線を付し

て記載しています。 
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第 79 条の３ 当社網と直接協定事業者網間で使用するインタフェース仕様は、技術的条

件集別表 11.9及び技術的条件集別表 26 の１、２．３、３、４及び５のとおり

とします。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 79 条の４ 伝送装置間インタフェース仕様は第 52 条（伝送装置間インタフェース仕

様）の規定を準用します。ただし、ＤＳＭ－Ｌ形専用サービスノード装置につ

いては技術的条件集別表 11.9 に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 79 条の５ その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協

定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 17 節 形態６―１ 削除 

 

(略) 

 

第 18節 形態６－２ 

（網構成） 

第 84 条 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を送受するための共通線信号網

の構成は次のとおりとします。 

 （１） 共通線信号網構成は準対応網構成とします。 

 （２） 共通線信号網構成はＡ、Ｂ面構成とし、Ａ、Ｂ両面にリンクの設定を行うものと

します。 

 （３） 信号網相互接続点単位に当社の関門機能を有する信号用中継交換機と直接協定

事業者の信号用中継交換機又はサービス制御局（以下、「ＮＳＰ」又は「ＳＣＰ」

といいます。）の接続を行うものとします。 

（接続方式） 

第 85 条 ナビダイヤル接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方

第 79 条の３ 当社網と直接協定事業者網間で使用するインタフェース仕様は、技術的条

件集別表 11.9及び技術的条件集別表 26 の１、２．３、３、４及び５のとおり

とします。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 79 条の４ 技術的条件集別表 11.9 に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 79 条の５ その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協

定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

 

 

第 17 節 形態６―１ 削除 

 

(略) 

 

第 18節 形態６－２ 

削除 
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式は次のとおりとします。 

（１） 当社網から直接協定事業者網へ問い合わせを行う電気通信番号は電気通信番号規

則（平成 9年郵政省令第 82号）を準用することとし、その構成は次のとおりとし

ます。 

 ア    ０５７０   ＋   ＤＥＦ   ＋   ＧＨＪ  

     サービス識別番号   事業者識別番号   加入者番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は９桁としま

す。 

（２） 直接協定事業者網から当社網へ信号により通知する電気通信番号は第５０条（接

続方式）第１項（１）の規定を準用します。 

（３） 当社網から発信可能な端末回線の種別は、電話サービスの加入電話、事業所集団

電話、支店代行電話、公衆電話、第１種及び第２種総合ディジタル通信サービス及

びディジタル公衆電話サービスとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

 ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

  ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

  エ ＮＴＴ固有サービス制御仕様は、技術的条件集別表 17 に示すとおりとします。

当社網と直接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記

述します。）は次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＳＤＲＱ） 

情報名 適用 

発信ＩＤ ○ 
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発信ＫＡ ○ 

発ユーザ種別 ● 

ダイヤル数字 ● 

機能レベル表示 ● 

通信路要求表示 ● 

付加ユーザ種別 ○ 

第２網機能種別 ○ 

試験呼情報 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＳＤＲＰ） 

情報名 適用 

課金形態指示 ● 

接続指示  

 接続形態 ● 

出回線送出数字 ○ 

解放種別 ○ 

発側接続ＡＲＥ制御 ○ 

発側ガイダンス情報 ○ 

着側ガイダンス情報 ○ 

課金情報送出表示 ○ 

課金情報 ○ 

料金通知情報 ○ 

料金算定区間ＭＢＩ ○ 

機能レベル表示 ○ 

ＮＳＰ設定表示 ○ 

着ユーザ番号 ○ 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ○ 
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網機能種別 ○ 

理由表示 ○ 

第２網機能種別 ○ 

課金信号要求フラグ ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＣＨＩＦ） 

情報名 適用 

切断イベント ● 

着信端末番号 ● 

通信開始時刻 ○ 

切断時刻 ○ 

通話時間 ○ 

待合せ開始時刻 ○ 

理由表示 ● 

信号局番号 ● 

着信拒否遭遇呼 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＣＨＡＫ） 

情報名 適用 

課金信号再送出要求フラグ ● 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

  オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、ナビダイヤル接続機能に関わる

接続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ１のとおりとします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＮＳＰ間のみを規定することとし、その他

については、発側網とＮＳＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、

規定しません。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類３の規定を準用します。 
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（６） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号はＳＣＣＰメッセ

ージをいいます。 

（７） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア 当社と直接協定事業者は信号リンクの正常性を確認する手動信号ルート試験を

実施します。 

２ テレドーム接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次

のとおりとします。 

（１） 当社網から直接協定事業者網へ問い合わせを行う電気通信番号は電気通信番号規

則（平成 9年郵政省令第 82号）を準用することとし、その構成は次のとおりとし

ます。 

   ア    ０１８０   ＋   ＤＥＦ   ＋   ＧＨＪ  

      サービス識別番号   事業者識別番号  加入者番号 

 イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は９桁としま

す。 

（２） 直接協定事業者網から当社網へ信号により通知する電気通信番号は第５０条（接

続方式）第１項（１）の規定を準用します。 

（３） 当社網から発信可能な端末回線の種別は、第１項（３）の規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

   イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

   ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

   エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13.1に示すとおりとします。 

  オ 網特有ＡＳＥ仕様は、技術的条件集別表 16 に示すとおりとします。当社網と直
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接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述します。）

は次のとおりとします。 

削除 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＤＣＲＴ、ＤＳＥＴ、ＤＧＥＴ、ＤＤＥＬ、ＤＣＭ

Ｐ） 

情報名 適用 

サービスクラス ● 

アプリケーション転送 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＤＣＲＴ、ＤＳＥＴ、ＤＧＥＴ、ＤＤＥＬ、ＤＣＭ

Ｐの不成功応答） 

情報名 適用 

アプリケーション転送 ● 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

 カ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、テレドーム接続機能に関わる接

続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ２のとおりとします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＮＳＰ間のみを規定することとし、その他

については、発側網とＮＳＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、

規定しません。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類３の規定を準用します。 

（６） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（７） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は第１項（７）の規定を準用しま

す。 

３ ファクシミリ通信網サービス接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用

する接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網から直接協定事業者網へ問い合わせを行う電気通信番号の構成は次のとお
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りとします。 

    ア   １６１、１６２   

      網サービスの選択・制御（ファクシミリ通信網）に利用する番号 

       当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は３桁としま

す。 

  イ   ００３５   ＋  ×～× 

      サービス識別番号  サービス識別コード 

       当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は６桁としま

す。 

（２） 直接協定事業者網から当社網へ信号により通知する電気通信番号は第５０条（接

続方式）第１項（１）の規定を準用します。 

（３）当社網から発信可能な端末回線の種別は、電話サービスの加入電話及び第１種及び

第２種総合ディジタル通信サービスとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

  ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

  エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13.1に示すとおりとします。 

  オ 網特有ＡＳＥ仕様は、技術的条件集別表 16 に示すとおりとします。当社網と直

接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述します。）

は次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＰＲＩＳ） 

情報名 適用 
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発番号 ● 

着番号 ● 

ユーザサービス情報 ● 

順方向呼表示 ● 

発ユーザ種別 ● 

機能レベル表示 ● 

付加ユーザ種別 ○ 

第２網機能種別 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＣＮＥＴ） 

情報名 適用 

着番号 ● 

順方向呼表示 ● 

網機能種別 ● 

着ユーザ番号 ● 

ＮＳＰ設定情報 ● 

第２網機能種別 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＱＣＨＧ） 

情報名 適用 

課金形態 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＲＰＥＶ） 

情報名 適用 

呼状態 ● 

理由表示 ● 

通信時間 ○ 

通信開始時刻 ○ 

通信終了時刻 ○ 
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信号局番号 ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＬＳＥ） 

情報名 適用 

理由表示 ● 

ＡＲＥ情報 ○ 

局内トランク種別 ○ 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

 カ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、ファクシミリ通信網サービス接

続機能に関わる接続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ４のとおりとしま

す。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＮＳＰ間のみを規定することとし、その他

については、発側網とＮＳＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、

規定しません。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類３の規定を準用します。 

（６） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（７） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用し

ます。 

４ 削除 

５ 削除 

６ 削除 

７ 削除 

８ 他事業者アクセス短桁ダイヤル機能［メンバーズネットサービス］（以下、「メンバ

ーズネット」といいます。）に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式

は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規則（平成
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９年郵政省令第 82号）を準用することとします。 

  ア   ００ＸＹ   ＋   ０  ＋   ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

      事業者識別番号         市外局番＋市内局番   加入者番号 

     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は事

業者識別番号の前に０を付加した 14 桁から 15 桁とします。また、直接協定事業

者網から当社網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は 13 桁から 14 桁とし

ます。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

  イ     ０      ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋    ＦＧＨＪ 

      国内プレフィックス 市外局番＋市内局番  加入者番号 

     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は国

内プレフィックスの前に０を付加した６桁から 11桁とします。また、直接協定事

業者網から当社網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は国内プレフィック

スを除いた４桁から９桁とします。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

  ウ    ０ＡＢ０     ＋    ＤＥＦ   ＋    ＧＨＪ 

       サービス番号   事業者識別番号    加入者番号 

     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数はサ

ービス番号の前に０を付加した 11桁とします。また、直接協定事業者網から当社

網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数はサービス番号の１桁目の０を除い

た９桁とします。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

  エ    ０Ａ０    ＋    ＣＤＥ   ＋  ＦＧＨＪＫ 

       サービス識別番号 事業者識別番号    加入者番号 
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     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数はサ

ービス識別番号の前に０を付加した８桁から 12桁とします。また、直接協定事業

者網から当社網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数はサービス識別番号の

１桁目の０を除いた６桁から 10桁とします。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

  オ     ００ＸＹ     ＋      ×～× 

     事業者識別番号   際公衆電気通信番号等（010から始まるダイヤルも含む） 

    さらに接続番号を次のとおりに区分します。 

     ００ＸＹ１系：００ＸＹに続き国際公衆電気通信番号等が存在する接続番号 

     ００ＸＹ４系：００ＸＹに続き国際公衆電気通信番号等が存在しない接続番号 

     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は事

業者識別番号の前に０を付加した５桁から 23桁とします。また、直接協定事業者

網から当社網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は４桁から 22 桁としま

す。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

 カ     １ＸＹ 

       サービス番号 

     当社網から直接協定事業者網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数はサ

ービス番号の前に０を付加した４桁とします。また、直接協定事業者網から当社

網へ転送する上記の着信番号の有効受信桁数は３桁とします。 

ただし、有効受信桁数未満の着信番号がタイミングアウトにより送出される場合

があります。 

 キ メンバーズネットサービス契約者が内線番号をダイヤルする場合に適用される

番号は次のとおりとします。 

（ア） 端末回線種別が電話サービスの加入電話及び第１種総合ディジタル通信サー
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ビスの場合、メンバーズネット内線番号の桁数は１桁から 11 桁とし、１桁目は

１から９までの数字を使用します。（ただし、１桁目が１の場合は３桁固定とし

ます。（184／186の場合は除きます））２桁目から 11桁目は０から９までの数

字を使用します。なお、加入電話の場合、メンバーズネットサービスの付加機能

であるダイヤルパス機能（オフフックを行った際に特定の着信先へ接続する機

能）利用時は、メンバーズネット内線番号は設定されません。また、ダイヤルパ

ス＃機能（オフフック後、１桁目に「＃」をダイヤルした際に特定の着信先へ接

続する機能）利用時は、メンバーズネット内線番号には「＃」が設定されます。 

（イ） 端末回線種別が電話サービスの事業所集団電話の場合、１桁から３桁のオン

ネットアクセス番号を使用します。１桁目は１から９までの数字を使用します。

オンネットアクセス番号の２桁目から３桁目は０から９までの数字を使用しま

す。（ただし、１桁目が１の場合は３桁固定とします。（184／186の場合は除き

ます））オンネットアクセス番号を付加して、メンバーズネット内線番号をダイ

ヤルします。なお、付加機能であるダイヤルパス＃機能利用時は、メンバーズネ

ット内線番号には「＃」が設定されます。 

  ク メンバーズネットサービス契約者が１桁目に０をダイヤルした場合の接続方

式は当社の電話サービス契約約款に規定されているものと同等とします。  

（２） メンバーズネットサービス契約者の登録できる当社の端末回線の種別は、電話サ

ービスの加入電話、事業所集団電話、支店代行電話、第１種及び第２種総合ディジ

タル通信サービスとします。 

（３） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 
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  ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

  エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13.1に示すとおりとします。 

  オ 網特有ＡＳＥ仕様は、技術的条件集別表 16 に示すとおりとします。当社網と直

接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述します。）

は次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＰＲＩＳ） 

情報名 適用 

発番号 ○ 

着番号 ○ 

ユーザサービス情報 ○ 

順方向呼表示 ○ 

発ユーザ種別 ○ 

契約者番号 ○ 

試験呼情報 ○ 

サービス活性化 ○ 

発着制御要求表示 ○ 

機能レベル表示 ○ 

汎用番号 ○ 

付加ユーザ種別 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＳＤＩＦ） 

情報名 適用 

制御対象 ● 

ＡＲＥ情報 ○ 

汎用通知 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＣＮＥＴ） 

情報名 適用 
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着番号 ● 

発番号 ○ 

順方向呼表示 ● 

着ユーザ番号 ○ 

付加情報転送 ○ 

着信指示用音源種別 ○ 

ＮＳＰ設定情報 ○ 

汎用番号 ○ 

サービス活性化 ○ 

第 1着ユーザ番号 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＱＣＨＧ） 

情報名 適用 

課金形態 ● 

課金情報 ○ 

接続先変更元番号 ○ 

接続先変更先番号 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＬＳＥ） 

情報名 適用 

理由表示 ● 

ガイダンス情報 ○ 

汎用通知 ○ 

局内トランク種別 ○ 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＲＰＥＶ） 

情報名 適用 

呼状態 ● 

理由表示 ● 
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通信時間 ○ 

通信開始時刻 ○ 

通信終了時刻 ○ 

信号局番号 ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＶＩＦ） 

情報名 適用 

情報受信法表示 ● 

情報要求 ○ 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＲＶＩＦの成功応答） 

情報名 適用 

受信情報 ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＰＬＲＳ） 

情報名 適用 

発トランザクションＩＤ ● 

着トランザクションＩＤ ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＲＰＲＳ） 

情報名 適用 

着トランザクションＩＤ ● 

リソース状態 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＱＲＳＴ） 

情報名 適用 

初期設定表示 ● 

シーケンス ○ 

着トランザクションＩＤ ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＲＳＴ） 

情報名 適用 
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シーケンス ○ 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

 カ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、メンバーズネットサービス契約

者発信で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ９のとおりとします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＮＳＰ間のみを規定することとし、その他

については、発側網とＮＳＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、

規定しません。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の規定を準用します。 

（５） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（６） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用し

ます。 

９ 削除 

10 削除 

11 削除 

12 電報接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとお

りとします。 

（１） 当社網から直接協定事業者網へ問い合わせを行う電気通信番号は電気通信番号規

則（平成 9 年郵政省令第 82 号）を準用することとし、その構成は次のとおりとし

ます。 

  ア     １１５ 

       国内電報受付に利用する番号 

   イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は３桁としま

す。 

（２） 直接協定事業者網から当社網へ信号により通知する電気通信番号は第５０条（接

続方式）第１項（１）の規定を準用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320



 

（３） 当社網から発信可能な端末回線の種別は、電話サービスの加入電話、事業所集団

電話、支店代行電話、優先放送電話接続電話、第１種及び第２種総合ディジタル通

信サービスとします。 

（４） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応網信号を使用する信号方式は次のおり

とします。 

   ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を使用します。 

   イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

   ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

エ ＮＴＴ固有サービス制御仕様は、技術的条件集別表 17 に示すとおりとします。

当社網と直接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記

述します。）は次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＳＤＲＱ） 

情報名 適用 

発番号 ○ 

発信ＩＤ ○ 

発信ＫＡ ○ 

ダイヤル数字 ○ 

隣接網形態識別 ○ 

機能レベル表示 ○ 

発ユーザ種別 ○ 

付加ユーザ種別 ○ 

順方向呼表示 ○ 

第２網機能種別 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＳＤＲＰ） 

情報名 適用 
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接続指示  

 接続形態 ● 

発側接続ＡＲＥ制御 ○ 

発側ガイダンス情報 ○ 

出回線送出数字 ○ 

理由表示 ○ 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ○ 

課金信号要求フラグ ● 

網機能種別 ● 

第２網機能種別 ○ 

ＮＳＰ設定情報 ○ 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＣＨＩＦ） 

情報名 適用 

切断イベント ● 

着信端末番号 ● 

通信開始時刻 ○ 

通信終了時刻 ○ 

通話時間 ○ 

理由表示 ○ 

信号局番号 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＣＨＡＫ） 

情報名 適用 

課金信号再送出要求フラグ ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＬＮＣＭ） 

情報名 適用 

着信端末番号 ● 
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信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＲＰ） 

情報名 適用 

通話路確認フラグ ● 

着信端末番号 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＩＮ） 

情報名 適用 

初期設定フラグ ● 

呼識別番号 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＡＫ） 

情報名 適用 

初期設定フラグ ● 

呼識別番号 ● 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、電報接続機能に関わる接続で

規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ１のとおりとします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＮＳＰ間のみを規定することとし、その他

については、発側網とＮＳＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、

規定しません。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類３の規定を準用します。 

（６） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（７） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用し

ます。 

13 フリーダイヤル接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式

は次のとおりとします。 

 （１） 当社網から直接協定事業者網へ問い合わせを行う電気通信番号は電気通信番号
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規則を準用することとします。 

  ア  当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第32条（接続方式）

第２項（１）の規定を準用します。ただし、番号ポータビリティ接続機能におい

て使用する接続番号は次のとおりとします。 

（ア）当社網から移転元事業者となる直接協定事業者網のＮＳＰへ問い合わせ

を行う接続番号は第32条（接続方式）第２項（１）の規定を準用します

。 

（イ）当社網から移転先事業者となる直接協定事業者網のＮＳＰへ問合せを行

う、移転先事業者網へのルーチング情報を示す接続番号（以下、ネット

ワークルーチング番号といいます。）の構成は次のとおりとします。 

   ０１２０   ＋  ＤＥＦ 

    サービス識別番号  事業者識別番号 

   当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は１桁目の０を

除いた６桁とします。また、Ｄコードは０から８までの数字を使用します。 

  イ  １４４ 

     網サービスの選択・制御（迷惑電話おことわり）に利用する番号 

当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は３桁とします。 

 （２） 直接協定事業者網から当社網へ信号により通知する電気通信番号は第５０条（接

続方式）第１項（１）の規定を準用します。ただし、番号ポータビリティ接続機能

において使用する接続番号は次のとおりとします。 

ア 移転元事業者となる直接協定事業者網のＮＳＰから当社網へ信号により通知する

ネットワークルーチング番号の構成は次のとおりとします。 

（ア）  ０１２０   ＋  ＤＥＦ  ＋ （ＧＨＪＫ） 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は１桁目の０を除いた６～１０桁とします。 

（イ）  ０８００   ＋  ＤＥＦ  ＋ （ＧＨＪＫＬ） 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 
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有効受信桁数は１桁目の０を除いた６～１１桁とします。 

 （３） 当社網から発信可能な端末回線の種別は、第１項（３）の規定を準用します。 

 （４） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとお

りとします。 

   ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

 します。 

    イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

    ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

    エ ＮＴＴ固有サービス制御仕様は、技術的条件集別表 17 に示すとおりとします。

当社網と直接協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述

します。）は次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＳＤＲＱ） 

情報名 適用 

発信ＩＤ ○ 

発番号 ○ 

発信ＫＡ ○ 

発ユーザ種別 ● 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ● 

ダイヤル数字 ● 

機能レベル表示 ● 

通信路要求表示 ● 

隣接網形態識別 ○ 

付加ユーザ種別 ○ 

順方向呼表示 ○ 

発ユーザ番号 ○ 
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発信地域情報 ○ 

汎用番号 ○ 

発信者番号非通知理由 ○ 

着信拒否制御 ○ 

ＩＰ番号 ○ 

第２網機能種別 ○ 

着ＩＮ番号 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＳＤＲＰ） 

情報名 適用 

接続指示  

 接続形態 ● 

出回線送出数字 ○ 

発側接続ＡＲＥ制御 ○ 

着側接続ＡＲＥ制御 ○ 

局内トランク ○ 

待合せ時間 ○ 

待合せタイムアウトＡＲＥ制御 ○ 

発側ガイダンス情報 ● 

着側ガイダンス情報 ● 

強切タイミング ● 

 リダイレクト理由 ○ 

転送先番号 ○ 

着ユーザ番号 ○ 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ○ 

課金信号要求フラグ ● 

再制御対象フラグ ○ 
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着信拒否制御 ○ 

着信拒否遭遇呼 ○ 

理由表示 ○ 

ＮＳＰ設定情報 ○ 

第２網機能種別 ○ 

課金形態指示 ○ 

事業者情報転送 ○ 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＲＣＲＱ） 

情報名 適用 

切断イベント ● 

理由表示 ● 

信号局番号 ● 

ＡＲＥ制御結果イベント ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＣＲＰ） 

情報名 適用 

接続指示  

 接続形態 ● 

出回線送出数字 ○ 

発側接続ＡＲＥ制御 ○ 

 着側接続ＡＲＥ制御 ○ 

局内トランク ○ 

待合せ時間 ○ 

待合せタイムアウトＡＲＥ制御 ○ 

着ユーザ番号 ○ 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ○ 

着信拒否遭遇呼 ○ 
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課金信号要求フラグ ● 

再制御対象フラグ ○ 

ＮＳＰ設定情報 ○ 

第２網機能種別 ○ 

課金形態指示 ○ 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＣＨＩＦ） 

情報名 適用 

切断イベント ● 

着信端末番号 ● 

通信開始時刻 ○ 

切断時刻 ○ 

通話時間 ○ 

待合せ開始時刻 ○ 

理由表示 ● 

信号局番号 ● 

着信拒否遭遇呼 ○ 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＣＨＡＫ） 

情報名 適用 

課金信号再送出要求フラグ ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＲＣＩＤ） 

情報名 適用 

接続指示  

 接続形態 ● 

出回線送出数字 ○ 

発側接続ＡＲＥ制御 ○ 

着側接続ＡＲＥ制御 ○ 
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着側ＡＲＥ論理制御 ○ 

着ユーザ番号 ○ 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示 ○ 

課金信号要求フラグ ● 

ＮＳＰ設定情報 ● 

接続結果信号要求フラグ ● 

第２網機能種別 ○ 

 

 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＣＮＲＥ） 

情報名 適用 

接続結果イベント ● 

理由表示 ● 

信号局番号 ● 

信号の方向：ＮＳＰ→当社網（ＬＮＣＭ） 

情報名 適用 

着信端末番号 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＲＰ） 

情報名 適用 

通話路確認フラグ ● 

着信端末番号 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＩＮ） 

情報名 適用 

初期設定フラグ ● 

呼識別番号 ● 

信号の方向：当社網→ＮＳＰ（ＬＮＡＫ） 
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情報名 適用 

初期設定フラグ ● 

呼識別番号 ● 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、フリーダイヤル接続機能に関わ

る接続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｏ１及びＰＴ－Ｏ１３のとおりとし

ます。 

ただし、接続シーケンスは、発側網（ＰＴ－Ｏ１３においては当社網）とＮＳＰ

間のみを規定することとし、その他については接続シーケンスの解釈を補助する位

置づけとし、規定しません。 

（５） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類３の規定を準用します。 

（６） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（７） 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（７）の規定を準用し

ます。 

14 課金情報転送機能機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は

次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

  ウ ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

  エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13に示すとおりとします。 
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  オ ＩＮＡＰ仕様は、技術的条件集別表 19.1 に示すとおりとします。当社網と直接

協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述します。）は

次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＳＣＰ（InitialDP） 

情報名 適用 

serviceKey ● 

CalledPartyNumber ● 

callingPartyNumber ● 

callingPartysCategory ● 

callingPartySubaddress ○ 

miscCallInfo ● 

terminalType ● 

forwardCallIndicators ● 

bearerCapability  ● 

eventTypeBCSM ● 

genericNumbers ○ 

extensions ○ 

信号の方向：ＳＣＰ→当社網（Connect） 

情報名 適用 

destinationRoutingAddress ● 

correlationID ○ 

iSDNAccessRelatedInformation ○ 

scfID  ○ 

genericNumbers ○ 

serviceInteractionIndicatorsTwo ○ 

extensions ○ 
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信号の方向：ＳＣＰ→当社網（SendChargingInformation） 

情報名 適用 

SCIBillingChargingCharactoristics ● 

PartyToCharge ● 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

カ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、課金情報転送機能に関わる接

続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｑ１、ＰＴ－Ｑ２及びＰＴ－Ｑ13のとおり

とします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＳＣＰ間のみを規定することとし、その

他については、発側網とＳＣＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけと

し、規定しません。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の規定を準用します。 

（３） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用し

ます。 

15  通話終了通知機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次の

とおりとします。 

(１)当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおりと

します。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

  ウ ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 
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  エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13.1に示すとおりとします。 

  オ 網特有ＡＳＥ仕様は、技術的条件集別表 16に示すとおりとします。 

(２)本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の規定

を準用します。 

(３)当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用しま

す。 

16 特定端末系事業者 IP 電話着信課金接続機能に関わる当社網と直接協定事業者網間で

使用する接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

  ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠した

No.７信号方式を適用 

  します。 

  イ ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表 3.1に示すとおりと

します。 

  ウ ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12.1に示すとおりとします。 

  エ ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13に示すとおりとします。 

  オ ＩＮＡＰ仕様は、技術的条件集別表 19.1 に示すとおりとします。当社網と直接

協定事業者網間の転送情報（各信号に設定されうるパラメータを記述します。）は

次のとおりとします。 

信号の方向：当社網→ＳＣＰ（InitialDP） 

情報名 適用 

serviceKey ● 

CalledPartyNumber ● 

callingPartyNumber ● 

callingPartysCategory ● 

callingPartySubaddress ○ 
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miscCallInfo ● 

terminalType ● 

forwardCallIndicators ● 

bearerCapability  ● 

eventTypeBCSM ● 

genericNumbers ○ 

extensions ○ 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます  

カ  技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、特定端末系事業者 IP 電話着

信課金接続機能に関わる接続で規定する接続シーケンス例はＰＴ－Ｑ１のとおり

とします。 

ただし、接続シーケンスは、発側網とＳＣＰ間のみを規定することとし、その

他については、発側網とＳＣＰ間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけと

し、規定しません。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の規定を準用します。 

（３） 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号は第１項（６）の

規定を準用します。 

（４） 当社網と直接協定事業者間で使用する試験方式は、第１項（７）の規定を準用し

ます。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 86条 伝送装置間インタフェース仕様は第 52条（伝送装置間インタフェース仕様）の

規定を準用します。 

（網同期クロックインタフェース仕様） 

第 87条 網同期クロックインタフェース仕様は第 29条（網同期クロックインタフェース

仕様）の規定を準用します。 

（その他接続に必要な事項） 
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第 88 条 その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協定事

業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 18節の２ 形態６－３ 

（網構成） 

第 88 条の２ 当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を送受信するための共通線

信号網の構成は次のとおりとします。 

（１） 共通線信号網構成は準対応網構成とします。 

（２） 共通線信号網構成はＡ，Ｂ面の２面構成とし、Ａ，Ｂ両面にリンクの設定を行い

ます。 

（３） 信号網相互接続点において当社の関門機能を有する信号用中継交換機と直接協

定事業者の信号用中継交換機又はＳＣＰの接続を行います。 

（接続方式） 

第 88条の３ ＮＴＴ－ＣＳ２．１による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方

式は次のとおりとします。 

（１） 当社の加入契約者がダイヤルした番号により当社網の加入者交換機から直接協

定事業者網のＳＣＰへ問合せを行う「交換機毎の判断基準」に適用される番号

は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82号）を準用することとし、その

構成は次のとおりとします。なお、直接協定事業者は交換機毎の判断基準に適

用される番号を当社に通知することを要します。 

ア      ０ＡＢ０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ（Ｋ） 

サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＤＥＦまでで交換機毎の判断

基準に合致するかどうかを識別します。 

イ      ０Ａ０      ＋     ＣＤＥ     ＋    ＦＧＨＪＫ 

サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＣＤＥＦまでで交換機毎の判
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断基準に合致するかどうかを識別します。 

ウ     ００ＸＹ    ＋  Ｘ１Ｘ２～Ｘｎ 

事業者識別番号    サービスコード 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。Ｘ１Ｘ２までで交換機毎の判

断基準に合致するかどうかを識別します。最大受信桁数は 16桁とします。 

（２） 当社の加入契約者のうち、短桁の番号をダイヤルすることにより当社網の加入

者交換機からＳＣＰへ問合せを行うべき登録を行った加入者（以下、「ＳＣＰ

アクセス契約加入者」といいます。）が発信する場合に適用される番号は次の

とおりとします。 

ア ＳＣＰアクセス契約加入者が短桁の番号により発信する場合に当社網の加入

者交換機からＳＣＰへ問合せを行う「加入者線毎の判断基準」に適用される番

号は次のとおりとします。 

（ア）端末回線種別が加入電話あるいは総合ディジタル通信サービスの場合、１

１０、１１１、１１９ダイヤル時はＳＣＰへ問合せを行わず当社網内で接

続を終端します。 

（イ）端末回線種別が加入電話の場合、番号の桁数は１桁から 10 桁とし、１桁

目は１から９までの数字あるいは「＃」を使用します（ただし、１桁目が１

の場合は３桁固定とします。１桁目が「＃」の場合は１桁固定とします。）。

２桁目から 10桁目は０から９までの数字を使用します。また、番号の最後

に「＃」をダイヤルすることを許容します。なお、１８４、１８６ダイヤル

時はそれ以降のダイヤルが受信桁数の対象となります。また、オフフック

時に無条件でＳＣＰへ問合せを行う登録を行った加入者（以下、「オフフッ

ク時無条件ＳＣＰアクセス契約加入者」といいます。）が発信する場合、ダ

イヤルは不要です。 

（ウ）端末回線種別が総合ディジタル通信サービスの場合、番号の桁数は１桁か

ら 10桁とし、１桁目は１から９までの数字を使用します（ただし、１桁目

が１の場合は３桁固定とします）。２桁目から 10桁目は０から９までの数
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字を使用します。なお、１８４、１８６ダイヤル時はそれ以降のダイヤルが

受信桁数の対象となります。 

イ  ＳＣＰアクセス契約加入者が１桁目に０をダイヤルした場合の接続方式は当

社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定さ

れているものと同等とします。 

ウ  ＳＣＰアクセス契約加入者のダイヤル手順は次のとおりとします。 

（ア）端末回線種別が加入電話であり、加入者線毎の判断基準により接続する場

合は次のとおりとします。 

（ＳＤＴ）→加入者線毎の判断基準に適用される番号 

（ＳＤＴ）→加入者線毎の判断基準に適用される番号→＃ 

（ＳＤＴ）→＃ 

（イ）端末回線種別が総合ディジタル通信サービスであり、加入者線毎の判断基

準により接続する場合は次のとおりとします。 

（ＤＴ）→加入者線毎の判断基準に適用される番号 

エ  加入者線毎の判断基準に適用される番号で接続する場合のＳＣＰアクセス契

約加入者からの有効受信桁数は次のとおりとします。 

（ア）端末回線種別が加入電話の場合、有効受信桁数は１桁（ただし最大０桁の

場合を除きます）から最大受信桁数とします。最大受信桁数は登録された

１桁以上 10桁以内の任意の桁数とし、最大受信桁数以降は当社網側で無効

数字と判定します。なお、１桁目が１で１桁以上３桁未満で桁間タイミン

グオーバでタイムアウトした場合は、ＢＴを送出します。 

（イ）端末回線種別が総合ディジタル通信サービスの場合は、有効受信桁数は１

桁から 10桁とし、10桁を超えて受信した場合は呼損とします。また１桁目

が１で３桁以外を受信した場合は呼損とします。 

オ  端末回線種別が加入電話であり、加入者線毎の判断基準に適用される番号での

接続の場合、当社網は次の時点でＳＣＰへアクセスします。 

（ア）ＳＣＰアクセス契約加入者として登録された最大受信桁数の番号を桁間タ
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イミング内に受信した時点。 

（イ）ＳＣＰアクセス契約加入者として登録された最大受信桁数未満の番号を受

信し桁間タイミングオーバとなった時点。 

（ウ）終了符号の＃を受信した時点。 

（エ）１桁目が１の場合は、３桁の番号を受信した時点（１８４／１８６の場合

を除きます）。 

（オ）オフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約加入者が、当社の交換機に対し、

発信要求を行った時点。なお、オフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約加

入者を除き、桁間タイミングは１桁目まではパーマネントシグナルの桁間

タイミングとします。 

（３）  直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ信号により通知する電

気通信番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）を準用することと

します。なお、直接協定事業者は当社の加入者交換機から直接協定事業者網又は

間接協定事業者網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要し

ます。 

     ただし、試験番号については本項（７）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で呼を接続するために

直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ接続オペレーションに

より通知する番号の構成は次のとおりとします。  

（ア）  ００ＸＹ   ＋ ０ ＋  ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

      事業者識別番号      市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 

                事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 19桁とします。 

（ウ）    ０    ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

                国内プレフィックス   市外局番＋市内局番   加入者番号 
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  有効受信桁数は国内プレフィックスを除いた８桁から９桁とします。ただ

し、ＡＢＣＤＥ＋ＦＧＨＪは当社又は他特定端末系事業者の加入者としま

す。 

イ  当社網と直接協定事業者網間で暫定回線を接続するために直接協定事業者網

のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ暫定接続確立もしくは暫定接続起動オペ

レーションにより通知する番号の構成は次のとおりとします。ただし、それぞ

れの番号は直接協定事業者のガイダンス装置等を示す番号とします。 

（ア） ００ＸＹ  ＋  ０  ＋  ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

    事業者識別番号        市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 

               事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 19桁とします。 

（４）サービス提供条件は次のとおりとします。 

ア  当社網から発信可能な端末回線の種別は次のとおりとします。 

（ア）交換機毎の判断基準に適用される番号へ発信可能な端末回線の種別は、

電話サービスの加入電話、事業所集団電話、支店代行電話、公衆電話、第

１種及び第２種総合ディジタル通信サービス及びディジタル公衆電話サー

ビスとします。ただし、硬貨収納等信号送出機能を有する電話の発信条件

については当社と直接協定事業者間で別途協議することとします。事業所

集団電話は受付台、特甲及び準特甲のみ発信可能とします。 

（イ）加入者線毎の判断基準の登録が可能な端末回線の種別は、電話サービスの

加入電話、支店代行電話、第１種及び第２種総合ディジタル通信サービスと

します。ただし、共同電話、硬貨収納等信号送出機能を有する電話、事業所

集団電話、公衆電話及びディジタル公衆電話には加入者線毎の判断基準の登

録はできません。 

イ 当社の電話サービス及び総合ディジタル通信サービスの契約約款に基づく付
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加サービス等の利用条件は別途定めることとします。 

ウ  直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ呼解放オペレーショ

ンにより呼の解放が通知された場合、当該呼を発信した加入契約者に当社網の

加入者交換機から可聴音を送出する条件は以下のとおりとします。 

（ア）伝達能力が「音声」又は「3.1kHzオーディオ」の場合、かつ理由種別値が

「１（欠番）」の場合、かつ、生成源が「ローカルユーザ収容公衆網／中継

網／リモートユーザ収容公衆網」の場合、当社網の加入者交換機からＮＵ

トーキを送出します。ただし、本条件は呼設定時のみに適用されます。ま

た、生成源が上記以外の場合でもＮＵトーキを送出する交換機があります。 

（イ）伝達能力が「音声」又は「3.1kHzオーディオ」の場合、かつ理由種別値が

「１（欠番）以外」の場合、当社網の加入者交換機からＢＴを送出します。 

エ  直接協定事業者は交換機毎の判断基準に適用される番号について、事業者識別

コード、サービスキー、サービス識別コードを当社に通知することを要します。 

オ  直接協定事業者は端末回線種別が加入電話であるＳＣＰアクセス契約加入者

毎に、事業者識別コード、サービスキー、サービス識別コード、最大受信桁数、

オフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約の有無を当社に通知することを要しま

す。 

カ  直接協定事業者は端末回線種別が総合ディジタル通信サービスであるＳＣＰ

アクセス契約加入者毎に、事業者識別コード、サービスキー、サービス識別コ

ードを当社に通知することを要します。 

キ 当社の加入者交換機は、利用者料金の課金は行いません。 

（５）当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

ア  当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ  ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表３．１に示すとお

りとします。 
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ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12に示すとおりとします。ただし、ＳＣ

ＣＰの最大分割数は３とし、３を超えた場合は正常性を保証しません。 

エ  ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13に示すとおりとします。 

オ  ＩＮＡＰ仕様は、技術的条件集別表 19のＮＴＴ－Ｑ１２２８－ｂ（ＮＴＴ－

ＣＳ２．１）に示すとおりとします。ただし、再開通知アプリケーション仕様

は技術的条件集別表 19のＮＴＴ－Ｑ１２２８－ｂ（ＮＴＴ－ＣＳ２．２）の付

属資料Ａに示すとおりとします。当社網が直接協定事業者網から本ＩＮＡＰ仕

様で規定された以外のオペレーション、パラメータ、パラメータ情報要素等を

受信した場合、当社は接続に関わる正常性を保証しません。なお、加入者交換

機機能メニューと対応するＩＮＡＰオペレーションの関係は次のとおりとしま

す。 

加入者交換機機能メニュー 対応する INAPオペレーシ

ョン 

(1)加入者線毎の判断基準に従ってＳＣＰに制

御指示要求を行う。 

IDP 

(2)交換機毎の判断基準に従ってＳＣＰに制御

指示要求を行う。 

IDP 

(3)ＳＣＰからの指示に従い、指示された接続

先へ接続する。 

CON 

(4)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベ

ントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

RRB+CON 

(5)ＳＣＰからの指示に従い、呼の解放を行う。 RC 

(6)ＳＣＰからの指示に従い、暫定接続を確立

する。 

ETC 

(7)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切

断、要求されたイベントの設定、指示された

接続先への接続を行う。 

DFC+RRB+CON 

(8)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切

断、指示された接続先への接続を行う。 

DFC+CON 
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(9)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切

断、呼の解放を行う。 

DFC+RC 

(10)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベ

ントの設定、呼処理の継続を行う。 

RRB+CUE 

(11)ＳＣＰからの指示に従い、呼処理を継続す

る。 

CUE 

(12)ＳＣＰからの指示に従い、複数の暫定接続

の捕捉、要求されたイベントの設定、指示さ

れた接続先への接続を行う。 

ITC+RRB+CON 

(13)ＳＣＰからの指示に従い、全呼セグメント

の解放を行う。 

RC* 

(14)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

統合を行う。 

MC 

(15)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

統合、呼処理の継続を行う。 

MC+CUE 

(16)ＳＣＰからの指示に従い、レグの移動、呼

セグメントの統合を行う。 

ML+MC 

(17)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

統合、要求されたイベントの設定、呼処理の

継続を行う。 

MC+RRB+CUE 

(18)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメ

ントの解放、要求されたイベントの設定、指

示された接続先への接続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CON 

(19)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメ

ントの解放、要求されたイベントの設定、呼

処理の継続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CUE 

(20)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

解放、要求されたイベントの設定、指示され

た接続先への接続を行う。 

RC*+RRB+CON 

(21)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

解放、要求されたイベントの設定、呼処理の

継続を行う。 

RC*+RRB+CUE 
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(22)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

解放、複数の暫定接続の捕捉、要求されたイ

ベントの設定、指示された接続先への接続を

行う。 

RC*+ITC+RRB+CON 

(23)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切

断、複数の暫定接続の捕捉、要求されたイベ

ントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

DFC+ITC+RRB+CON 

(24)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切

断、全呼セグメントの解放を行う。 

DFC+RC* 

(25)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメ

ントが存在する順方向接続の切断、呼セグメ

ントの統合、要求されたイベントの設定、呼

処理の継続を行う。 

DFCWA+MC+RRB+CUE 

(26)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメ

ントが存在する順方向接続の切断、呼セグメ

ントの統合、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+MC+CUE 

(27)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接

続の切断、呼セグメントの統合、要求された

イベントの設定、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+RRB+CUE 

(28)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接

続の切断、呼セグメントの統合、呼処理の継

続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+CUE 

(29)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接

続の切断、全呼セグメントを解放する。 

DFCWA+DFCWA+RC* 

(30)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメ

ントが存在する順方向接続の切断、全呼セグ

メントの解放を行う。 

DFCWA+RC* 

(31)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメ

ントの解放、呼処理を継続する。 

RC*+RC*+CUE 

(32)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

解放、呼処理の継続を行う。 

RC*+CUE 
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(33)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの

解放、呼セグメントの統合を行う。 

RC*+MC 

(34)ＳＣＰからの指示に従い、対話の活性化試

験を行い結果をＳＣＰへ通知する。 

AT 

なお、各ＩＮＡＰオペレーションの略称は以下のとおりです。 

略称 ＩＮＡＰオペレーション 

AT 活性化試験（ActivityTest） 

CON 接続（Connect） 

CUE 継続（Continue） 

DFC 順方向接続切断（DisconnectForwardConnection） 

DFCWA アーギュメント付き順方向接続切断

（DisconnectForwardConnectionWithArgument） 

ER エンティティ解放通知（EntityReleased） 

ETC 暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection） 

ERB ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM） 

IDP イニシャルＤＰ（InitialDP） 

ITC 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections） 

MC 呼セグメント統合（MergeCallSegments） 

ML レグ移動（MoveLeg） 

RC 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegmentのみの場合） 

RC* 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegment以外の場合） 

RRB ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent） 

カ  ＩＳＵＰおよびＩＮＡＰ間の相互動作仕様は次のとおりとします。 

（ア）当社の加入者交換機がＩＡＭを受信し、ＴＤＰ－Ｒを検出した場合、イニ

シャルＤＰオペレーションがＳＣＰへ送信されます。ＩＡＭからイニシャ

ルＤＰオペレーションへのパラメータのマッピング条件は次のとおりとし

ます。 

ＩＳＵＰメッセージ：Ｉ

ＡＭ（注１） 
ＩＮＡＰオペレーション：イニシャルＤＰ 

着番号 ダイヤル番号(dialedDigits) （注２） 

発番号 発番号（callingPartyNumber） 
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アクセス転送に含まれる 

発サブアドレス情報要素 

発サブアドレス（callingPartySubaddress） 

発ユーザ種別 発ユーザ種別（callingPartysCategory） 

汎用番号（付加発番号） 汎用番号（付加発番号）（genericNumbers） 

順方向呼表示 順方向呼表示（forwardCallIndicators） 

通信路要求表示 伝達能力（bearerCapability） 

料金区域情報 料金区域情報（ttcChargeAreaInformation） 

契約者番号 契約者番号（ttcContractorNumber） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：オフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約者発信時は設定されません。

また、ＳＣＰアクセス契約者発信時、「＃」のみがダイヤルされた場合

も設定されません。 

（イ）当社の加入者交換機はＳＣＰから接続オペレーション、暫定接続確立オペ

レーション又は暫定接続起動オペレーションを受信すると、逆方向呼表示

パラメータ及び事業者情報転送パラメータのみが設定されたＡＣＭを発側

回線に送信します。ただし、ＡＣＭを発側回線に送信するのは、イニシャ

ルＤＰオペレーションに対する初回のオペレーションを受信した場合のみ

とします。 

（ウ）当社の加入者交換機がＳＣＰから接続オペレーションを受信すると、ＩＡ

Ｍが着側回線に送信されます。接続オペレーションからＩＡＭへのパラメ

ータのマッピング条件は次のとおりとします。ＩＡＭにおいて受信された

パラメータで、接続オペレーションのパラメータに置換されないものは、

透過に設定されます。 

ＩＮＡＰオペレーション：接続（注

１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

ルーチング対地アドレス 

（destinationRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

付加発番号

（additionalCallingPartyNumber） 

汎用番号（付加発番号） 

（注２） 
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汎用番号（付加発番号）

（genericNumbers） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：発側回線から受信したＩＡＭに付加発番号が設定されていた場合、接

続オペレーションで指示された内容が上書きされます。接続オペレー

ションに付加発番号および汎用番号とも設定されている場合は、汎用

番号を優先してＩＡＭに設定します。なお、付加発番号あるいは汎用

番号が指示された場合は、送信するＩＡＭの発番号の表示識別を表示

不可に設定します。 

（エ）接続オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待ちタイマ

Ｔ７を開始します。タイマＴ７が終了すると、呼は両方向に解放され、適

切な表示が発呼端末に返信されます。 

（オ）当社の加入者交換機における、接続オペレーションにより接続された着側

回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に対する逆

方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
着側回線からの 

受信メッセージ 

着側回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件

／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条件 

Ａ Ｃ

Ｍ 待

ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。また、

ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信し

ます。（注１） 

不完了ＡＣＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを停止

し、ＣＰＧを発側回線に透過に送信します。イベン

ト表示が上記以外の場合はＣＰＧを廃棄します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを廃

棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他の

回線から自動再試行を行います。 

その他 着側回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自動

再試行を行います。受信したメッセージは廃棄しま

す。 
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Ａ Ｃ

Ｍ 待

ち（Ｃ

Ｐ Ｇ

受 信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信し

ます。（注１） 

不完了ＡＣＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

Ａ Ｎ

Ｍ 待

ち 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

不完了ＣＰＧ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＡＮＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発 着

同 時

ユ ー

ザ 相

互 動

作 時

に お

け る

Ｅ Ｄ

Ｐ 中

断 中

（ 発

側 ～

着 側

回 線

が 同

一 Ｃ

Ｓ の

状態） 

ＲＥＬ 着側回線を解放し、受信したＲＥＬを発側回線に透

過に送信します。また、捕捉中の暫定回線を解放し

ます。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信

によりＴ６タイマを停止します。受信したメッセー

ジは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

 

発 着

同 時

ユ ー

ザ 相

互 動

ＲＥＬ 着側回線を解放し、着側回線と接続されている暫定

回線を解放します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信

によりＴ６タイマを停止します。受信したメッセー

ジは廃棄します。 
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作 時

に お

け る

Ｅ Ｄ

Ｐ 中

断 中

（ 発

着 同

時 ユ

ー ザ

相 互

動 作

中） 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

着側回線と接続されている暫定回線に対しＳＵＳ／

ＲＥＳを透過に送信します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

通 信

 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信

によりＴ６タイマを停止します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信し

ます。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。なお、その他のパラメータは透過にマッピングされ

ます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示  

パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

着ユーザ状態表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバ 表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 
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ンド帯

域内情

報表示 

インバンド情

報あるいは適

当なパターン

が現在利用可

能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

（カ）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼解放オペレーションを受信すると、Ｒ

ＥＬを発側回線又は暫定回線に送信します。理由表示パラメータは、呼解

放オペレーションの呼解放Ａｒｇパラメ－タを含んでいます。もし、呼解

放オペレーションに理由表示パラメータが示されない場合は、理由表示＃

３１が送信されます。 

（キ）呼に関連したイベントの監視を加入者交換機に要求する場合、ＳＣＰはＢ

ＣＳＭイベント報告要求オペレーションを使用します。監視モードが「中

断(interrupted)」若しくは「通知し継続（notifyAndContinue）」のいずれ

であるかはオペレーションによって表示されます。「通知し継続」モード

では、イベントはＳＣＰに対するＢＣＳＭイベント報告オペレーションの

ＥＤＰ-Ｎ（通知モード）として通知され、通常呼処理を継続します。「中

断」モードでは、イベントはＢＣＳＭイベント報告オペレーションのＥＤ

Ｐ－Ｒ（要求モード）として通知され、加入者交換機はＳＣＰからの指示

を待ちます。イベント検出ポイントは次のとおりとします。 

検出ポイント ＤＰ検出条件 

発側－着信者話中 （１）理由種別１７、１８又は６３で生成源が「ユーザ」以

外のＲＥＬ受信（ユーザ話中）  

（２）理由種別２０のＣＰＧ、ＡＣＭ又はＲＥＬ受信 

発側－無応答 （１）タイマＴNoReplyのタイムアウト 

（２）理由種別１８のＣＰＧ又はＡＣＭ受信 

発側－応答 ＡＮＭ受信 

発側－切断 
（１） 通話中にＲＥＬ受信 

（２） タイマＴSUSタイムアウト 

発側－放棄 応答前に発側回線からのＲＥＬ受信 

（ク）発側－無応答が設定された場合、着側回線からのＡＣＭ（不完了ＡＣＭの

場合は除く）の受信でタイマＴNoReplyが開始され、ＡＮＭの受信でタイマ
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ＴNoReplyを停止します。 

（ケ）ＲＥＬを発側回線又は着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｎ（通知モード）と

して設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は呼を切

断します。ＲＥＬを着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）とし

て設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は着側回線

を切断し、発側回線を保留します。呼処理を中断し加入者交換機はＳＣＰ

からの指示を待ちます。不完了ＡＣＭ又は不完了ＣＰＧを着側回線から受

信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）として設定された検出ポイントに対応す

る場合には、加入者交換機は着側回線の切断及び発側回線の保留を行い、

呼処理を中断しＳＣＰからの指示を待ちます。設定された検出ポイントに

対応しない場合もしくは検出ポイントが設定されていない場合には、通常

呼処理を継続します。 

（コ）検出ポイントが設定され、発側－着信者話中、発側－切断又は発側－放棄

を検出した場合、該当する理由表示をＢＣＳＭイベント報告オペレーショ

ンにマッピングしＳＣＰに通知します。 

（サ）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続確立オペレーションを受信し、

受信したＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディ

オ」の場合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場

合、理由表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定

接続確立オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータ

のマッピングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続確立

（注１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

（シ）暫定接続確立オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは
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次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 

相互接続表示：０（相互接続表示なし） 

エンド・エンド情報表示：０（エンド・エンド情報利用できな

い） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（ス）暫定接続確立オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待

ちタイマＴ７が開始されます。タイマＴ７がタイムアウトした場合には、

暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。 

（セ）当社の加入者交換機における、暫定接続確立オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に

対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

ＡＣＭ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。ま

た、ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に

送信します。（注１） 
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不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、暫定回線

を解放します。受信したメッセージは廃棄しま

す。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止し、ＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅

延、付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報

転送の各パラメータは廃棄します。イベント表示

が上記以外の場合はＣＰＧを廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は

他の回線から自動再試行を行います。 

その他 暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自

動再試行を行います。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＡＣＭ

待 ち

（ＣＰ

Ｇ受信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信

します。（注１） 

不完了ＡＣＭ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に送信します。ただし、

課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、付加ユー

ザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメ

ータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ

待ち 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に送信します。ただし、

課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、付加ユー

ザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメ

ータは廃棄します。 

不完了ＣＰＧ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＡＮＭ 通信中状態に遷移します。 

ＣＨＧ 受信したメッセージは廃棄します。 
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ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

通信中 ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に送信します。ただし、

課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、付加ユー

ザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメ

ータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信

します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。なお、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメータは廃

棄しますが、その他のパラメータは透過にマッピングされます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示          

パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

着ユーザ状態表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバン 表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 
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ド帯域内

情報表示 

インバンド

情報あるい

は適当なパ

ターンが現

在利用可能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

（ソ）当社の加入者交換機はＳＣＰから順方向接続切断オペレーションを受信し

た場合、暫定回線に対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信され

るＲＥＬには理由表示＃３１が含まれます。 

（タ）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続起動オペレーションを受信し、

ＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディオ」の場

合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場合、理由

表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定接続起動

オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータのマッピ

ングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続起動（注１） ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

（チ）暫定接続起動オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは

次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 

相互接続表示：０（相互接続表示なし） 

エンド・エンド情報表示：０（エンド・エンド情報利用できな

い） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 
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ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（ツ）暫定接続起動オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了

待ちタイマＴ７が開始されます。タイマＴ７がタイムアウトした場合に

は、２つの暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。

送信される２つのＩＡＭはそれぞれ異なるＩＡＭのＡＣＭ受信の有無に影

響を受けずにシーケンシャルに送出されます。 

（テ）当社の加入者交換機における、暫定接続起動オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に

対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。受

信したメッセージは廃棄します。 

不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、当該暫定

回線を解放します。また、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止します。受信したメッセージは廃棄します。 
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ＲＥＬ 当該暫定回線を解放し、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 当該暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線か

ら自動再試行を行います。受信したメッセージは

廃棄します。 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち（Ｃ

Ｐ Ｇ 受

信後） 

ＡＣＭ ＡＮＭ待ちに遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

不完了ＡＣＭ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

Ａ Ｎ Ｍ

待ち 

不完了ＣＰＧ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＡＮＭ 通信中状態に遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発 着 同

時 ユ ー

ザ 相 互

動 作 時

に お け

る Ｅ Ｄ

Ｐ 中 断

中（発着

同 時 ユ

ー ザ 相

互 動 作

中） 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

当該暫定回線が発側回線と接続されている場合

は、受信したメッセージは廃棄します。当該暫定回

線が着側回線と接続されている場合は、着側回線

に対しＳＵＳ／ＲＥＳを透過に送信します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 
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（ト）不完了ＡＣＭ、不完了ＣＰＧ又はＲＥＬにより、暫定接続起動オペレー

ションにより生成された呼セグメントを解放する場合、該当する理由表示

をエンティティ解放通知オペレーションにマッピングしＳＣＰに通知しま

す。 

（ナ）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼セグメント統合オペレーションを受信

した場合、発側回線にＣＰＧを返送する場合があります。ＣＰＧのパラメ

ータは次のとおり設定されます。その他のパラメータは設定されません。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：インバンド情報あるいは適当なパターンが現

在利用可能 

イベント提示制限表示：表示なし 

（ニ）当社の加入者交換機はＳＣＰからアーギュメント付き順方向接続切断オ

ペレーションを受信した場合、指定されたレグＩＤに対応する暫定回線に

対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信されるＲＥＬには理由表

示＃３１が含まれます。 

（ヌ）当社の加入者交換機のＩＳＵＰタイマは次のとおりとします。 

記号 ﾀｲﾑｱｳﾄ値 開始要因 正常終了 満了時 

ＴSUS ２～４秒 網起動のＳＵＳ

受信時 

網起動のＲＥＳ

又はＲＥＬ受信

時 

解放手順を開始

もしくはＳＣＰ

へ通知 

ＴNoReply ＳＣＰ制

御による 

ＡＣＭ（不完了Ａ

ＣＭは除く）を受

信した際に発側

－無応答が設定

されていた時 

ＡＮＭ又は不完

了ＣＰＧ，ＲＥＬ

受信時 

ＳＣＰへ通知し、

後位コネクショ

ンを解放する。 

キ  本インタフェースに関するシーケンスは次のとおりとします。ただし、接続シ

ーケンスは当社網と着側網間、当社網と直接協定事業者ＳＣＰ間のみを規定す

ることとし、発側網と当社網間は規定しません。 

項番 ＩＮＡＰオペレーション コネクションタイプ ｼｰｹﾝｽﾊﾟﾀｰﾝ 

１ InitialDP 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357



 

２ Connect 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ２ 

３ EstablishTemporaryConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ３ 

４ RequestReportBCSMEvent, 

EventReportBCSM 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ４ 

５ DisconnectForwardConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ５ 

６ ReleaseCall、ReleaseCall* 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ６ 

７ DisconnectForwardConnectionW

ithArgument 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ７ 

８ InitiateTemporaryConnections 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ８ 

９ MergeCallSegments － ＰＴ－Ｑ９ 

10 MoveLeg － ＰＴ－Ｑ１０ 

11 Continue － ＰＴ－Ｑ１１ 

12 EntityReleased － ＰＴ－Ｑ１４ 

13 ActivityTest － ＰＴ－Ｑ１５ 

14 RestartNotification, 

RestartNotificationAcknowled

gement 

－ ＰＴ－Ｑ１６ 

15 試験 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ１７ 

（６）当社網と直接協定事業者網間で回線対応信号を使用する信号方式は、第 32条（接

続方式）第１項の分類１又は分類３の規定を準用します。 

（７）当社網と直接協定事業者網間及び間接協定事業者網間で使用する網使用料の課金

方式は次のとおりとします。 

ア  当社網、直接協定事業者及び間接協定事業者の応答信号の返送条件は次のとお

りとします。 

（ア） 着側網は、通話回線及び暫定回線に対して、端末機器等からの応答を受

信した場合は、発側網に対し直ちに応答信号を返送します。 

（イ） 通話回線及び暫定回線に対して、返送するＡＮＭの課金表示の課金／非

課金に関わりなく、網使用料を精算することとします。ただし、試験用

の通信については精算しないことにします。 

イ  本則の通話回線に対する通信時間の測定等に規定する電気通信設備が応答信
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号を受信した時点はＡＮＭを受信した時点、又は端末機器の応答を検出した時

点とします。本則の通信時間の測定等に規定する電気通信設備が切断信号を受

信した時点はＲＥＬを受信した時点、発信端末機器の切断を検出した時点、又

は着信端末機器の切断時のＳＵＳを受信したのちにＲＥＬを送信した時点とし

ます。 

ウ  当社網は、直接協定事業者から通話回線に対する応答の通知を求められた場合

は、応答信号を受信した時点で、ＳＣＰに通知します。また、通話回線に対す

る切断の通知を求められた場合は、切断信号を受信した時点でＳＣＰに通知し

ます。また、通話回線に対する発側放棄の通知を求められた場合は、放棄を検

出した時点で通知します。 

エ  本則の音声ガイダンス送出用接続機能の測定等に規定する電気通信設備が応

答信号を受信した時点はＡＮＭを受信した時点とします。本則の通信時間の測

定等に規定する電気通信設備が切断信号を受信した時点はＲＥＬを受信した時

点、又はＲＥＬを送信した時点とします。 

オ 本則の共通線信号網利用機能（ウ欄）に係る料金の適用の信号はＳＣＣＰメッ

セージをいいます。 

カ 本則の再接続用網保留通信機能に係る電気通信設備の保留時間の測定を開始

する時点はＩＡＭを送信した時点、電気通信設備の保留時間の測定を終了する

時点はＲＥＬを受信した時点、又はＲＥＬを送信した時点とします。 

（８）当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア  当社と直接協定事業者の設備に関わる試験は、設備を所有する事業者が責任

を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として実施しません。 

     ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者網間は試験可能とし

ます。 

イ  当社網と直接協定事業者間で実施するＳＣＰアクセスに関する試験は次のと

おりとします。 

（ア） 直接協定事業者が直接協定事業者網内にガイダンス装置等（強制切断無
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し）を有することを要し、当社はその機能を使用して手動ＳＣＰアクセ

ス試験を実施します。接続シーケンスはＰＴ－Ｑ１７のとおりとします。 

（イ） 当社網と直接協定事業者網間における手動ＳＣＰアクセス試験の内容は

次のとおりとします。なお、実際に使用する試験番号は当社と直接協定

事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 
課金条件 

（注１） 

強制切断 

の有無 

ＬＳから

ＳＣＰへ

のアクセ

ス確認お

よび直接

協定事業

者網への

接続確認 

手動ＳＣＰ

アクセス試

験（交換機

毎の判断基

準） 

直接協定事業

者網内のガイ

ダンス装置等 

0AB0+DEFGHJ(K) 

0A0+CDEFGHJK 

00XY+X1X2X～Xn 

非課金 無 

手動ＳＣＰ

アクセス試

験（加入者

線毎の判断

基準） 

同上 XX･･X 無 

注１：課金条件の非課金は回線接続に関する事業者間精算の対象外を示しま

す。 

ウ 当社と直接協定事業者は信号リンクの正常性を確認する手動信号ルート試験

機能を実施します。 

２ ＮＴＴ－ＣＳ２．２による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次の

とおりとします。 

（１）当社の加入契約者がダイヤルした番号又は間接協定事業者からの接続番号によ

り当社網の加入者交換機から直接協定事業者網のＳＣＰへ問合せを行う「交換

機毎の判断基準」に適用される番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第

82号）を準用することとし、その構成は次のとおりとします。なお、直接協定

事業者は交換機毎の判断基準に適用される番号を当社に通知することを要しま

す。 

ア      ０ＡＢ０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ（Ｋ） 
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サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＤＥＦまでで交換機毎の判断

基準に合致するかどうかを識別します。 

イ      ０Ａ０      ＋     ＣＤＥ     ＋    ＦＧＨＪＫ 

サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＣＤＥＦまでで交換機毎の判

断基準に合致するかどうかを識別します。 

ウ     ００ＸＹ    ＋  Ｘ１Ｘ２～Ｘｎ 

事業者識別番号    サービスコード 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。Ｘ１Ｘ２までで交換機毎の判

断基準に合致するかどうかを識別します。最大受信桁数は 16桁とします。 

（２） 当社の加入契約者のうち、ＳＣＰアクセス契約加入者が発信する場合に適用さ

れる番号は第１項（２）の規定を準用します。 

（３）  直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ信号により通知する電

気通信番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）を準用することと

します。なお、直接協定事業者は当社の加入者交換機から直接協定事業者網又は

間接協定事業者網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要し

ます。 

     ただし、試験番号については本項（７）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で呼を接続するために

直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ接続オペレーションに

より通知する番号の構成は次のとおりとします。  

（ア）  ００ＸＹ   ＋ ０ ＋  ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

      事業者識別番号      市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）   ００ＸＹ  ＋  ０Ａ０    ＋    ＣＤＥ     ＋    ＦＧＨＪＫ 

        事業者識別番号 サービス識別番号   事業者識別番号      加入者番号 
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有効受信桁数は９桁から 15桁とします。 

（ウ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 

                事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（エ）  ００ＸＹ      ＋     Ｘ～Ｘ 

 事業者識別番号  国際公衆電気通信番号等（０１０から始まる番号も含む） 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（オ）    ０    ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

                国内プレフィックス   市外局番＋市内局番   加入者番号 

  有効受信桁数は国内プレフィックスを除いた８桁から９桁とします。 

（カ）  ０Ａ０    ＋  ＣＤＥ  ＋ ＦＧＨＪＫ 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 11桁とします。 

イ  当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で暫定回線を接続する

ために直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ暫定接続確立も

しくは暫定接続起動オペレーションにより通知する番号の構成は次のとおりと

します。ただし、それぞれの番号は直接協定事業者又は間接協定事業者のガイ

ダンス装置等を示す番号とします。 

（ア）  ００ＸＹ  ＋  ０  ＋  ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

     事業者識別番号       市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）    ００ＸＹ  ＋  ０Ａ０    ＋    ＣＤＥ    ＋   ＦＧＨＪＫ 

         事業者識別番号  サービス識別番号   事業者識別番号   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 15桁とします。 

（ウ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 

                事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 
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（エ）  ００ＸＹ      ＋     Ｘ～Ｘ 

事業者識別番号 国際公衆電気通信番号等（０１０から始まる番号も含む） 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（オ）      ０    ＋   ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

                国内プレフィックス  市外局番＋市内局番   加入者番号 

  有効受信桁数は国内プレフィックスを除いた８桁から９桁とします。 

（カ）  ０Ａ０    ＋  ＣＤＥ   ＋ ＦＧＨＪＫ 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 11桁とします。 

（４）サービス提供条件は第１項（４）の規定を準用します。 

（５）当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

ア  当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ  ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表３．１に示すとお

りとします。 

ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12に示すとおりとします。ただし、ＳＣ

ＣＰの最大分割数は３とし、３を超えた場合は正常性を保証しません。 

エ  ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13に示すとおりとします。 

オ  ＩＮＡＰ仕様は、技術的条件集別表 19のＮＴＴ－Ｑ１２２８－ｂ（ＮＴＴ－

ＣＳ２．２）に示すとおりとします。当社網が直接協定事業者網から本ＩＮＡ

Ｐ仕様で規定された以外のオペレーション、パラメータ、パラメータ情報要素

等を受信した場合、当社は接続に関わる正常性を保証しません。なお、加入者

交換機機能メニューと対応するＩＮＡＰオペレーションの関係は次のとおりと

します。 

加入者交換機機能メニュー 対応する INAPオペレ

ーション 
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(1)加入者線毎の判断基準に従ってＳＣＰに制御指

示要求を行う。 

IDP 

(2)交換機毎の判断基準に従ってＳＣＰに制御指示

要求を行う。 

IDP 

(3)ＳＣＰからの指示に従い、指示された接続先へ接

続する。 

CON 

(4)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベントの

設定、指示された接続先への接続を行う。 

RRB+CON 

(5)ＳＣＰからの指示に従い、呼の解放を行う。 RC 

(6)ＳＣＰからの指示に従い、暫定接続を確立する。 ETC 

(7)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、要

求されたイベントの設定、指示された接続先への

接続を行う。 

DFC+RRB+CON 

(8)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、指

示された接続先への接続を行う。 

DFC+CON 

(9)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、呼

の解放を行う。 

DFC+RC 

(10)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベント

の設定、呼処理の継続を行う。 

RRB+CUE 

(11)ＳＣＰからの指示に従い、呼処理を継続する。 CUE 

(12)ＳＣＰからの指示に従い、複数の暫定接続の捕

捉、要求されたイベントの設定、指示された接続

先への接続を行う。 

ITC+RRB+CON 

(13)ＳＣＰからの指示に従い、全呼セグメントの解

放を行う。 

RC* 

(14)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合

を行う。 

MC 

(15)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合、

呼処理の継続を行う。 

MC+CUE 

(16)ＳＣＰからの指示に従い、レグの移動、呼セグ

メントの統合を行う。 

ML+MC 
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(17)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合、

要求されたイベントの設定、呼処理の継続を行

う。 

MC+RRB+CUE 

(18)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求されたイベントの設定、指示された

接続先への接続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CON 

(19)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求されたイベントの設定、呼処理の継

続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CUE 

(20)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求されたイベントの設定、指示された接続先へ

の接続を行う。 

RC*+RRB+CON 

(21)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求されたイベントの設定、呼処理の継続を行

う。 

RC*+RRB+CUE 

(22)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

複数の暫定接続の捕捉、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

RC*+ITC+RRB+CON 

(23)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

複数の暫定接続の捕捉、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

DFC+ITC+RRB+CON 

(24)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

全呼セグメントの解放を行う。 

DFC+RC* 

(25)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、呼セグメントの統

合、要求されたイベントの設定、呼処理の継続を

行う。 

DFCWA+MC+RRB+CUE 

(26)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、呼セグメントの統

合、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+MC+CUE 
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(27)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、呼セグメントの統合、要求されたイベント

の設定、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+RRB+

CUE 

(28)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、呼セグメントの統合、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+CUE 

(29)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、全呼セグメントを解放する。 

DFCWA+DFCWA+RC* 

(30)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、全呼セグメントの

解放を行う。 

DFCWA+RC* 

(31)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、呼処理を継続する。 

RC*+RC*+CUE 

(32)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

呼処理の継続を行う。 

RC*+CUE 

(33)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

呼セグメントの統合を行う。 

RC*+MC 

(34)ＳＣＰからの指示に従い、対話の活性化試験を

行い結果をＳＣＰへ通知する。 

AT 

(35)ＳＣＰからの指示に従い、要求された課金情報

の設定、要求された課金イベントの設定、要求さ

れたイベントの設定、指示された接続先への接続

を行う。 

SCI+RNC+RRB+CON 

(36)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

要求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示さ

れた接続先への接続を行う。 

DFC+SCI+RNC+RRB+CON 

(37)ＳＣＰからの指示に従い、複数の暫定接続の捕

捉、要求された課金情報の設定、要求された課金

イベントの設定、要求されたイベントの設定、指

示された接続先への接続を行う。 

ITC+SCI+RNC+RRB+CON 
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(38)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求された課金情報の設定、要求された

課金イベントの設定、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

RC*+RC*+SCI+RNC+RRB

+CON 

(39)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示さ

れた接続先への接続を行う。 

RC*+SCI+RNC+RRB+CON 

(40)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

複数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求された

イベントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

RC*+ITC+SCI+RNC+RRB

+CON 

(41)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

複数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求された

イベントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

DFC+ITC+SCI+RNC+RRB

+CON 

なお、各ＩＮＡＰオペレーションの略称は以下のとおりです。 

略称 ＩＮＡＰオペレーション 

AT 活性化試験（ActivityTest） 

CON 接続（Connect） 

CUE 継続（Continue） 

DFC 順方向接続切断（DisconnectForwardConnection） 

DFCWA アーギュメント付き順方向接続切断

（DisconnectForwardConnectionWithArgument） 

ENC 課金イベント通知（EventNotificationCharging） 

ER エンティティ解放通知（EntityReleased） 

ETC 暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection） 

ERB ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM） 

IDP イニシャルＤＰ（InitialDP） 
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ITC 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections） 

MC 呼セグメント統合（MergeCallSegments） 

ML レグ移動（MoveLeg） 

RC 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegmentのみの場合） 

RC* 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegment以外の場合） 

RNC 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent） 

RRB ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent） 

SCI 課金情報送出（SendChargingInformation） 

カ  ＩＳＵＰおよびＩＮＡＰ間の相互動作仕様は次のとおりとします。 

（ア）当社の加入者交換機がＩＡＭを受信し、ＴＤＰ－Ｒを検出した場合、イニ

シャルＤＰオペレーションがＳＣＰへ送信されます。ＩＡＭからイニシャ

ルＤＰオペレーションへのパラメータのマッピング条件は次のとおりとし

ます。 

ＩＳＵＰメッセ

ージ：ＩＡＭ

（注１） 

ＩＮＡＰオペレーション：イニシャルＤＰ 

着番号 ダイヤル番号(dialedDigits)  

着番号(CalledPartyNumber)（注２） 

発番号 発番号（callingPartyNumber） 

アクセス転送に

含まれる発サブ

アドレス情報要

素 

発サブアドレス（callingPartySubaddress） 

発ユーザ種別 発ユーザ種別（callingPartysCategory） 

汎用番号（付加発

番号） 

汎用番号（付加発番号）（genericNumbers） 

順方向呼表示 順方向呼表示（forwardCallIndicators） 

通信路要求表示 伝達能力（bearerCapability） 

料金区域情報 料金区域情報（ttcChargeAreaInformation） 

契約者番号 契約者番号（ttcContractorNumber） 

事業者情報転送 事業者情報転送 

（ttcCarrierInformationTransfer） 

付加ユーザ種別 付加ユーザ種別（ttcAdditionalPartysCategory） 
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注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：番号計画識別子／番号種別によりダイヤル番号又は着番号パラメータ

に設定されます。なおオフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約加入者

の発信時はダイヤル番号及び着番号パラメータのいずれも設定されま

せん。また、ＳＣＰアクセス契約者発信時、「＃」のみがダイヤルされ

た場合、ダイヤル番号及び着番号パラメータのいずれも設定されませ

ん。 

（イ）当社の加入者交換機はＳＣＰから接続オペレーション、暫定接続確立オペ

レーション又は暫定接続起動オペレーションを受信すると、逆方向呼表示

パラメータ及び事業者情報転送パラメータのみが設定されたＡＣＭを発側

回線に送信します。ただし、ＡＣＭを発側回線に送信するのは、イニシャ

ルＤＰオペレーションに対する初回のオペレーションを受信した場合のみ

とします。ＡＣＭにおける逆方向呼表示パラメータは、次のとおり設定さ

れます。 

フィールド 設定内容 

課金表示 ００（表示なし） 

着ユーザ状態表示  ００（表示なし） 

着ユーザ種別表示 ００（表示なし） 

エンド・エンド法表示 ００（エンド・エンド法利用不可（リンクバイリンク

法のみ利用可）） 

相互接続表示 ０（相互接続なし） 

エンド・エンド情報表示 ０（エンド・エンド情報利用不可） 

ＩＳＵＰ１リンク表示 １（ＩＳＵＰ１リンクである） 

保留表示 ０（保留必要なし） 

ＩＳＤＮアクセス表示 １（着側のユーザ・網インタフェースがＩＳＤＮ） 

エコー制御装置表示 ０（入エコー制御装置挿入なし） 

ＳＣＣＰ法表示 ００（表示なし） 

また、事業者情報転送パラメータの経由情報転送表示は００（転送なし）

が設定され、事業者情報名にはＳＣＰから接続オペレーション、暫定接続

確立オペレーション又は暫定接続起動オペレーションにより通知された
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ＳＣＰ事業者情報が設定されます。 

（ウ）当社の加入者交換機がＳＣＰから接続オペレーションを受信すると、ＩＡ

Ｍが着側回線に送信されます。接続オペレーションからＩＡＭへのパラメ

ータのマッピング条件は次のとおりとします。ＩＡＭにおいて受信された

パラメータで、接続オペレーションのパラメータに置換されないものは、

透過に設定されます。 

ＩＮＡＰオペレーション：接続

（注１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

ルーチング対地アドレス 

（destinationRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

付加発番号

（additionalCallingPartyNumb

er） 

汎用番号（付加発番号） 

（注２） 

汎 用 番 号 （ 付 加 発 番 号 ）

（genericNumbers） 

第二サービス相互動作表示 

(serviceInteractionIndicator

sTwo) 

着ＩＮ番号（注３） 

ＩＳＤＮアクセス関連情報 

（isdnAccessRelatedInformati

on) 

アクセス転送（着サブアドレス） 

（注４） 

発 信 者 番 号 非 通 知 理 由

（ttcCauseOfNoID） 

発信者番号非通知理由（注５） 

事業者情報転送（経由情報転送

表示、ＳＣＰ事業者情報） 

（ttcCarrierInformationTrans

fer） 

事業者情報転送（経由情報転送表

示、ＳＣＰ事業者情報）（注６） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：発側回線から受信したＩＡＭに付加発番号が設定されていた場合、接

続オペレーションで指示された内容が上書きされます。接続オペレー

ションに付加発番号および汎用番号とも設定されている場合は、汎用
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番号を優先してＩＡＭに設定します。なお、付加発番号あるいは汎用

番号が指示された場合は、送信するＩＡＭの発番号の表示識別を表示

不可に設定します。 

注３：着ＩＮ番号パラメータの設定は次のとおりとします。 

接続オペレーションの

第二サービス相互動作

表示の着ＩＮ番号表示

許容指示 

ＩＡＭの着ＩＮ番号 

許容 表示識別：表示可 

アドレス情報：イニシャルＤＰ上のダイヤル番号

もしくは着番号のアドレス情報を設定 

非許容 表示識別：表示不可 

アドレス情報：イニシャルＤＰ上のダイヤル番号

もしくは着番号のアドレス情報を設定 

なお、第二サービス相互動作表示が指示されない場合は着ＩＮ番号の表

示識別を表示不可とします。 

注４：発側回線から受信したＩＡＭにアクセス転送（着サブアドレス）が設

定されていた場合、接続オペレーションで指示された内容が上書きさ

れます。 

注５：発側回線から受信したＩＡＭに発信者番号非通知理由が設定されてい

た場合、接続オペレーションで指示された内容が上書きされます。な

お、付加発番号あるいは汎用番号が指示された場合は、受信したＩＡＭ

の発信者番号非通知理由を廃棄します。 

注６：発側回線から受信したＩＡＭの事業者情報転送の経由情報転送表示は

接続オペレーションで指示された内容が上書きされます。なお、発側網

が要求している情報を削除するような指示は行わないこととします。

また、接続オペレーションで指示されたＳＣＰ事業者情報がＩＡＭの

事業者情報転送に追加されます。 

（エ）受信したＩＡＭに着ＩＮ番号が設定され、かつ第一着ＩＮ番号が設定され

ていない場合、接続オペレーション受信により送信するＩＡＭに第一着Ｉ
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Ｎ番号を設定します。第一着ＩＮ番号には受信したＩＡＭの着ＩＮ番号の

内容が透過に設定されます。 

（オ）接続オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待ちタイマ

Ｔ７を開始します。タイマＴ７が終了すると、呼は両方向に解放され、適

切な表示が発呼端末に返信されます。 

（カ）当社の加入者交換機における、接続オペレーションにより接続された着側

回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に対する逆

方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
着側回線からの 

受信メッセージ 

着側回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

ＡＣＭ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。ま

た、ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送

信します。（注１） 

不完了ＡＣＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止し、ＣＰＧを発側回線に透過に送信します。イ

ベント表示が上記以外の場合はＣＰＧを廃棄しま

す。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 着側回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自

動再試行を行います。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＡＣＭ

待 ち

（ＣＰ

Ｇ受信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信

します。（注１） 

不完了ＡＣＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 
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待ち 不完了ＣＰＧ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＡＮＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＨＧ 受信したＣＨＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発着同

時ユー

ザ相互

動作時

におけ

るＥＤ

Ｐ中断

中（発

側～着

側回線

が同一

ＣＳの

状態） 

ＲＥＬ 着側回線を解放し、受信したＲＥＬを発側回線に

透過に送信します。また、捕捉中の暫定回線を解放

します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発着同

時ユー

ザ相互

動作時

におけ

るＥＤ

Ｐ中断

中（発

着同時

ユーザ

相互動

作中） 

ＲＥＬ 着側回線を解放し、着側回線と接続されている暫

定回線を解放します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

着側回線と接続されている暫定回線に対しＳＵＳ

／ＲＥＳを透過に送信します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

通信中 ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＣＨＧ 受信したＣＨＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 
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ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信

します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。なお、その他のパラメータは透過にマッピングされ

ます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

逆方向呼表示 注３ 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示 

パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

着ユーザ状態表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバ

ンド帯

域内情

報表示 

表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバンド情

報あるいは適

当なパターン

が現在利用可

能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

注３：課金情報送出オペレーションが指示されている場合、指示内容に従い

課金表示を変換します。その他のフィールドは透過に設定します。 

（キ）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼解放オペレーションを受信すると、Ｒ

ＥＬを発側回線又は暫定回線に送信します。理由表示パラメータは、呼解

放オペレーションの呼解放Ａｒｇパラメ－タを含んでいます。もし、呼解

放オペレーションに理由表示パラメータが示されない場合は、理由表示＃

３１が送信されます。 

（ク）呼に関連したイベントの監視を加入者交換機に要求する場合、ＳＣＰはＢ
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ＣＳＭイベント報告要求オペレーションを使用します。監視モードが「中

断(interrupted)」若しくは「通知し継続（notifyAndContinue）」のいずれ

であるかはオペレーションによって表示されます。「通知し継続」モード

では、イベントはＳＣＰに対するＢＣＳＭイベント報告オペレーションの

ＥＤＰ-Ｎ（通知モード）として通知され、通常呼処理を継続します。「中

断」モードでは、イベントはＢＣＳＭイベント報告オペレーションのＥＤ

Ｐ－Ｒ（要求モード）として通知され、加入者交換機はＳＣＰからの指示

を待ちます。イベント検出ポイントは次のとおりとします。 

検出ポイント ＤＰ検出条件 

発側－着信者話中 （１）理由種別１７、１８又は６３で生成源が「ユーザ」以

外のＲＥＬ受信（ユーザ話中）  

（２）理由種別２０のＣＰＧ、ＡＣＭ又はＲＥＬ受信 

発側－無応答 （１）タイマＴNoReplyのタイムアウト 

（２）理由種別１８のＣＰＧ又はＡＣＭ受信 

発側－応答 ＡＮＭ受信 

発側－切断 
（３） 通話中にＲＥＬ受信 

（４） タイマＴSUSタイムアウト 

発側－放棄 応答前に発側回線からのＲＥＬ受信 

（ケ）発側－無応答が設定された場合、着側回線からのＡＣＭ（不完了ＡＣＭの

場合は除く）の受信でタイマＴNoReplyが開始され、ＡＮＭの受信でタイマ

ＴNoReplyを停止します。 

（コ）ＲＥＬを発側回線又は着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｎ（通知モード）と

して設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は呼を切

断します。ＲＥＬを着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）とし

て設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は着側回線

を切断し、発側回線を保留します。呼処理を中断し加入者交換機はＳＣＰ

からの指示を待ちます。不完了ＡＣＭ又は不完了ＣＰＧを着側回線から受

信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）として設定された検出ポイントに対応す

る場合には、加入者交換機は着側回線の切断及び発側回線の保留を行い、
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呼処理を中断しＳＣＰからの指示を待ちます。設定された検出ポイントに

対応しない場合もしくは検出ポイントが設定されていない場合には、通常

呼処理を継続します。 

（サ）検出ポイントが設定され、発側－着信者話中、発側－切断又は発側－放棄

を検出した場合、該当する理由表示をＢＣＳＭイベント報告オペレーショ

ンにマッピングしＳＣＰに通知します。 

（シ）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続確立オペレーションを受信し、

受信したＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディ

オ」の場合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場

合、理由表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定

接続確立オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータ

のマッピングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続確立

（注１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

事業者情報転送（ＳＣＰ事業者情報）

（ttcCarrierInformationTransfer） 

事業者情報転送 

（ＳＣＰ事業者情報）（注２） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：事業者情報転送の経由情報転送表示は１１（両方向）が設定されま

す。 

（ス）暫定接続確立オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは

次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 
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相互接続表示：０（相互接続表示なし） 

エンド・エンド情報表示：０（エンド・エンド情報利用できな

い） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（セ）暫定接続確立オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待

ちタイマＴ７が開始されます。タイマＴ７がタイムアウトした場合には、

暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。 

（ソ）当社の加入者交換機における、暫定接続確立オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に

対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

ＡＣＭ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。ま

た、ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送

信します。（注１） 

不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、暫定回線

を解放します。受信したメッセージは廃棄します。 
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ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止し、ＣＰＧを発側回線に透過に送信します。た

だし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、付

加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各

パラメータは廃棄します。イベント表示が上記以

外の場合はＣＰＧを廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自

動再試行を行います。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＡＣＭ

待 ち

（ＣＰ

Ｇ受信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信

します。（注１） 

不完了ＡＣＭ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ

待ち 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

不完了ＣＰＧ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＡＮＭ 受信したメッセージは廃棄します。 

ＣＨＧ 受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 
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通信中 ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信

します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。なお、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメータは廃

棄しますが、その他のパラメータは透過にマッピングされます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

逆方向呼表示 注３ 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示 

パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

着ユーザ状態表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバ

ンド帯

域内情

報表示 

表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバンド情

報あるいは適

当なパターン

が現在利用可

能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

イベント表示：インバン

ド情報あるいは適当なパ

ターンが現在利用可能 

注３：課金情報送出オペレーションが指示されている場合、指示内容に従い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379



 

課金表示を変換します。その他のフィールドは透過に設定します。 

（タ）当社の加入者交換機はＳＣＰから順方向接続切断オペレーションを受信し

た場合、暫定回線に対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信され

るＲＥＬには理由表示＃３１が含まれます。 

（チ）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続起動オペレーションを受信し、

ＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディオ」の場

合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場合、理由

表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定接続起動

オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータのマッピ

ングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続起動

（注１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

事業者情報転送（ＳＣＰ事業者情報）

（ttcCarrierInformationTransfer） 

事業者情報転送 

（ＳＣＰ事業者情報）（注２） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：事業者情報転送の経由情報転送表示は１１（両方向）が設定されま

す。 

（ツ）暫定接続起動オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは

次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 

相互接続表示：０（相互接続表示なし） 
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エンド・エンド情報表示：０（エンド・エンド情報利用できな

い） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（テ）暫定接続起動オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了

待ちタイマＴ７が開始されます。タイマＴ７がタイムアウトした場合に

は、２つの暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。

送信される２つのＩＡＭはそれぞれ異なるＩＡＭのＡＣＭ受信の有無に影

響を受けずにシーケンシャルに送出されます。 

（ト）当社の加入者交換機における、暫定接続起動オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に

対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。受

信したメッセージは廃棄します。 

不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、当該暫定

回線を解放します。また、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 
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ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止します。受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放し、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 当該暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線か

ら自動再試行を行います。受信したメッセージは

廃棄します。 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち（Ｃ

Ｐ Ｇ 受

信後） 

ＡＣＭ ＡＮＭ待ちに遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

不完了ＡＣＭ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ

待ち 

不完了ＣＰＧ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＡＮＭ 通信中状態に遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発 着 同

時 ユ ー

ザ 相 互

動 作 時

に お け

る Ｅ Ｄ

Ｐ 中 断

中（発着

同 時 ユ

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

当該暫定回線が発側回線と接続されている場合

は、受信したメッセージは廃棄します。当該暫定回

線が着側回線と接続されている場合は、着側回線

に対しＳＵＳ／ＲＥＳを透過に送信します。 
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ー ザ 相

互 動 作

中） 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

（ナ）不完了ＡＣＭ、不完了ＣＰＧ又はＲＥＬにより、暫定接続起動オペレー

ションにより生成された呼セグメントを解放する場合、該当する理由表示

をエンティティ解放通知オペレーションにマッピングしＳＣＰに通知しま

す。 

（ニ）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼セグメント統合オペレーションを受信

した場合、発側回線にＣＰＧを返送する場合があります。ＣＰＧのパラメ

ータは次のとおり設定されます。その他のパラメータは設定されません。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：インバンド情報あるいは適当なパターン

が現在利用可能 

イベント提示制限表示：表示なし 

（ヌ）当社の加入者交換機はＳＣＰからアーギュメント付き順方向接続切断オ

ペレーションを受信した場合、指定されたレグＩＤに対応する暫定回線に

対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信されるＲＥＬには理由表

示＃３１が含まれます。 

（ネ）当社の加入者交換機はＳＣＰから課金情報送出オペレーションを受信し

た場合、指示内容に従い、発側回線に送信されるＣＰＧ（着側回線から受

信したＡＣＭを変換したＣＰＧを含みます）およびＡＮＭの逆方向呼表示

パラメータの課金表示を変換します。なお、逆方向呼表示パラメータが設

定されてない場合は対象外とします。 

（ノ）呼に関連した課金イベントの監視を加入者交換機に要求する場合、ＳＣ

Ｐは課金イベント通知要求オペレーションを使います。課金イベントはＳ

ＣＰに対する課金イベント通知オペレーションにより通知され、通常呼処

理を継続します。課金イベントの検出条件は次のとおりとします。ただ

し、不完了ＡＣＭおよび不完了ＣＰＧは対象外とします。 

課金イベント 検出条件 
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付加ユーザ種別 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＣＨＧ／ＡＮＭに付加ユーザ種別パラメ

ータが含まれている 

事業者情報転送 ＡＣＭ／ＣＰＧに事業者情報転送パラメータが含まれてい

る 

逆方向呼表示 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＡＮＭに逆方向呼表示パラメータが含ま

れている 

課金情報遅延 ＡＣＭ／ＣＰＧに課金情報遅延パラメータが含まれている 

料金区域情報 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＣＨＧ／ＡＮＭに料金区域情報パラメー

タが含まれている 

 

 

（ハ）当社の加入者交換機のＩＳＵＰタイマは次のとおりとします。 

記号 ﾀｲﾑｱｳﾄ値 開始要因 正常終了 満了時 

ＴSUS ２～４秒 網起動のＳＵＳ

受信時 

網起動のＲＥＳ

又はＲＥＬ受信

時 

解放手順を開始

もしくはＳＣＰ

へ通知 

ＴNoReply ＳＣＰ制

御による 

ＡＣＭ（不完了Ａ

ＣＭは除く）を受

信した際に発側

－無応答が設定

されていた時 

ＡＮＭ又は不完

了ＣＰＧ，ＲＥＬ

受信時 

ＳＣＰへ通知し、

後位コネクショ

ンを解放する。 

キ  本インタフェースに関するシーケンスは次のとおりとします。ただし、接続シ

ーケンスは発側網と当社網間、当社網と着側網間、当社網と直接協定事業者Ｓ

ＣＰ間のみを規定することとします。 

項番 ＩＮＡＰオペレーション コネクションタイプ ｼｰｹﾝｽﾊﾟﾀｰﾝ 

１ InitialDP 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１ 

２ Connect 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ２ 

３ EstablishTemporaryConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ３ 

４ RequestReportBCSMEvent, 

EventReportBCSM 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ４ 

５ DisconnectForwardConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ５ 

６ ReleaseCall、 

ReleaseCall* 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ６ 
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７ DisconnectForwardConnectionW

ithArgument 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ７ 

８ InitiateTemporaryConnections 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ８ 

９ MergeCallSegments － ＰＴ－Ｑ９ 

10 MoveLeg － ＰＴ－Ｑ１０ 

11 Continue － ＰＴ－Ｑ１１ 

12 RequestNotificationChargingE

vent,EventNotificationChargi

ng 

－ ＰＴ－Ｑ１２ 

13 SendChargingInformation － ＰＴ－Ｑ１３ 

14 EntityReleased － ＰＴ－Ｑ１４ 

15 ActivityTest － ＰＴ－Ｑ１５ 

16 RestartNotification, 

RestartNotificationAcknowled

gement 

－ ＰＴ－Ｑ１６ 

17 試験 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ１７ 

（６）当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で回線対応信号を使用する

信号方式は、第 32条（接続方式）第１項の分類１から分類５の規定を準用します。 

（７）当社網と直接協定事業者網間及び間接協定事業者網間で使用する網使用料の課金

方式は第１項（７）の規定を準用します。 

（８）当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は第１項（８）の規定を準用し

ます。 

３ ＮＴＴ－ＣＳ２．３による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次の

とおりとします。 

（１）当社の加入契約者がダイヤルした番号又は間接協定事業者からの接続番号によ

り当社網の加入者交換機から直接協定事業者網のＳＣＰへ問合せを行う「交換

機毎の判断基準」に適用される番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第

82号）を準用することとし、その構成は次のとおりとします。なお、直接協定

事業者は交換機毎の判断基準に適用される番号を当社に通知することを要しま

す。 

ア      ０ＡＢ０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ（Ｋ） 
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サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＤＥＦまでで交換機毎の判断

基準に合致するかどうかを識別します。ただし、番号ポータビリティ接続機能

において適用される接続番号は次のとおりとします。 

（ア）当社網の加入者交換機から移転元事業者となる直接協定事業者網のＳＣＰ

へ問合せを行う交換機毎の判断基準に適用される接続番号構成は次のと

おりとします。 

   ０１２０   ＋  ＤＥＦ   ＋  ＧＨＪ 

    サービス識別番号  事業者識別番号       加入者番号 

   ０８００   ＋  ＤＥＦ   ＋  ＧＨＪＫ 

    サービス識別番号  事業者識別番号       加入者番号 

（イ）当社網の加入者交換機から移転先事業者となる直接協定事業者網のＳＣＰ

へ問合せを行う交換機毎の判断基準に適用される、移転先事業者網へのル

ーチング情報を示す接続番号（以下、ネットワークルーチング番号といい

ます。）の構成は次のとおりとします。 

   ０１２０   ＋  ＤＥＦ   ＋ （ＧＨＪＫ） 

    サービス識別番号  事業者識別番号       加入者番号 

    当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は１

桁目の０を除いた６～１０桁とします。 

   ０８００   ＋  ＤＥＦ   ＋ （ＧＨＪＫＬ） 

    サービス識別番号  事業者識別番号       加入者番号 

    当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数は１

桁目の０を除いた６～１１桁とします。 

イ      ０Ａ０      ＋     ＣＤＥ     ＋    ＦＧＨＪＫ 

サービス識別番号     事業者識別番号       加入者番号 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。ＣＤＥＦまでで交換機毎の判

断基準に合致するかどうかを識別します。 
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ウ     ００ＸＹ    ＋  Ｘ１Ｘ２～Ｘｎ 

事業者識別番号    サービスコード 

直接協定事業者に割り当てられた番号とします。Ｘ１Ｘ２までで交換機毎の判断

基準に合致するかどうかを識別します。最大受信桁数は 16桁とします。 

（２） 当社の加入契約者のうち、ＳＣＰアクセス契約加入者が発信する場合に適用さ

れる番号は第１項（２）の規定を準用します。 

（３）  直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ信号により通知する電

気通信番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）を準用することと

します。なお、直接協定事業者は当社の加入者交換機から直接協定事業者網又は

間接協定事業者網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要し

ます。 

     ただし、試験番号については本項（８）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で呼を接続するために

直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ接続オペレーションに

より通知する番号の構成は次のとおりとします。  

（ア）  ００ＸＹ   ＋ ０ ＋  ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

      事業者識別番号      市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）    ００ＸＹ ＋  ０Ａ０    ＋    ＣＤＥ    ＋    ＦＧＨＪＫ 

         事業者識別番号 サービス識別番号   事業者識別番号   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 15桁とします。 

（ウ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 

                事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（エ）  ００ＸＹ      ＋     Ｘ～Ｘ 

事業者識別番号  国際公衆電気通信番号等（０１０から始まる番号も含む） 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 
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（オ）    ０    ＋    ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

                国内プレフィックス   市外局番＋市内局番   加入者番号 

  有効受信桁数は国内プレフィックスを除いた８桁から９桁とします。 

（カ）  ０Ａ０    ＋  ＣＤＥ  ＋ ＦＧＨＪＫ 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 11桁とします。 

イ 移転元事業者となる直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ

接続オペレーションにより通知するネットワークルーチング番号の構成は次の

とおりとします。 

（ア）  ０１２０   ＋  ＤＥＦ  ＋ （ＧＨＪＫ） 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は１桁目の０を除いた６～１０桁とします。 

（イ）  ０８００   ＋  ＤＥＦ  ＋ （ＧＨＪＫＬ） 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は１桁目の０を除いた６～１１桁とします。 

ウ  当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で暫定回線を接続する

ために直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ暫定接続確立も

しくは暫定接続起動オペレーションにより通知する番号の構成は次のとおりと

します。ただし、それぞれの番号は直接協定事業者又は間接協定事業者のガイ

ダンス装置等を示す番号とします。 

（ア） ００ＸＹ  ＋  ０  ＋  ＡＢＣＤＥ  ＋  ＦＧＨＪ 

      事業者識別番号    市外局番＋市内局番   加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 14桁とします。 

（イ）   ００ＸＹ  ＋   ０Ａ０     ＋    ＣＤＥ    ＋   ＦＧＨＪＫ 

        事業者識別番号 サービス識別番号   事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 15桁とします。 

（ウ）    ００ＸＹ      ＋   Ｘ～Ｘ 
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                事業者識別番号     サービスコード 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（エ）  ００ＸＹ      ＋     Ｘ～Ｘ 

事業者識別番号  国際公衆電気通信番号等（０１０から始まる番号も含む） 

有効受信桁数は５桁から 26桁とします。 

（オ）      ０    ＋   ＡＢＣＤＥ   ＋   ＦＧＨＪ 

                国内プレフィックス  市外局番＋市内局番   加入者番号 

  有効受信桁数は国内プレフィックスを除いた８桁から９桁とします。 

（カ）  ０Ａ０    ＋  ＣＤＥ   ＋ ＦＧＨＪＫ 

  サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 11桁とします。 

（４）サービス提供条件は第１項（４）の規定を準用します。 

（５）当社網と直接協定事業者網間で回線非対応信号を使用する信号方式は次のとおり

とします。 

ア  当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ  ＭＴＰ仕様は、技術的条件集別表３または技術的条件集別表３．１に示すとお

りとします。 

ウ  ＳＣＣＰ仕様は、技術的条件集別表 12に示すとおりとします。ただし、ＳＣ

ＣＰの最大分割数は３とし、３を超えた場合は正常性を保証しません。 

エ  ＴＣ仕様は、技術的条件集別表 13に示すとおりとします。 

オ  ＩＮＡＰ仕様は、技術的条件集別表 19のＮＴＴ－Ｑ１２２８－ｂ（ＮＴＴ－

ＣＳ２．３）に示すとおりとします。当社網が直接協定事業者網から本ＩＮＡ

Ｐ仕様で規定された以外のオペレーション、パラメータ、パラメータ情報要素

等を受信した場合、当社は接続に関わる正常性を保証しません。なお、加入者

交換機機能メニューと対応するＩＮＡＰオペレーションの関係は次のとおりと

します。 
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加入者交換機機能メニュー 対応する INAPオペレ

ーション 

(1)加入者線毎の判断基準に従ってＳＣＰに制御指

示要求を行う。 

IDP 

(2)交換機毎の判断基準に従ってＳＣＰに制御指示

要求を行う。 

IDP（注１） 

(3)ＳＣＰからの指示に従い、指示された接続先へ接

続する。 

CON（注２） 

(4)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベントの

設定、指示された接続先への接続を行う。 

RRB+CON 

(5)ＳＣＰからの指示に従い、呼の解放を行う。 RC 

(6)ＳＣＰからの指示に従い、暫定接続を確立する。 ETC 

(7)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、要

求されたイベントの設定、指示された接続先への

接続を行う。 

DFC+RRB+CON 

(8)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、指

示された接続先への接続を行う。 

DFC+CON 

(9)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、呼

の解放を行う。 

DFC+RC 

(10)ＳＣＰからの指示に従い、要求されたイベント

の設定、呼処理の継続を行う。 

RRB+CUE 

(11)ＳＣＰからの指示に従い、呼処理を継続する。 CUE 

(12)ＳＣＰからの指示に従い、複数の暫定接続の捕

捉、要求されたイベントの設定、指示された接続

先への接続を行う。 

ITC+RRB+CON 

(13)ＳＣＰからの指示に従い、全呼セグメントの解

放を行う。 

RC* 

(14)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合

を行う。 

MC 

(15)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合、

呼処理の継続を行う。 

MC+CUE 
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(16)ＳＣＰからの指示に従い、レグの移動、呼セグ

メントの統合を行う。 

ML+MC 

(17)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの統合、

要求されたイベントの設定、呼処理の継続を行

う。 

MC+RRB+CUE 

(18)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求されたイベントの設定、指示された

接続先への接続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CON 

(19)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求されたイベントの設定、呼処理の継

続を行う。 

RC*+RC*+RRB+CUE 

(20)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求されたイベントの設定、指示された接続先へ

の接続を行う。 

RC*+RRB+CON 

(21)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求されたイベントの設定、呼処理の継続を行

う。 

RC*+RRB+CUE 

(22)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

複数の暫定接続の捕捉、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

RC*+ITC+RRB+CON 

(23)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

複数の暫定接続の捕捉、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

DFC+ITC+RRB+CON 

(24)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

全呼セグメントの解放を行う。 

DFC+RC* 

(25)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、呼セグメントの統

合、要求されたイベントの設定、呼処理の継続を

行う。 

DFCWA+MC+RRB+CUE 

(26)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、呼セグメントの統

合、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+MC+CUE 
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(27)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、呼セグメントの統合、要求されたイベント

の設定、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+RRB+

CUE 

(28)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、呼セグメントの統合、呼処理の継続を行う。 

DFCWA+DFCWA+MC+CUE 

(29)ＳＣＰからの指示に従い、２つの順方向接続の

切断、全呼セグメントを解放する。 

DFCWA+DFCWA+RC* 

(30)ＳＣＰからの指示に従い、複数の呼セグメント

が存在する順方向接続の切断、全呼セグメントの

解放を行う。 

DFCWA+RC* 

(31)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、呼処理を継続する。 

RC*+RC*+CUE 

(32)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

呼処理の継続を行う。 

RC*+CUE 

(33)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

呼セグメントの統合を行う。 

RC*+MC 

(34)ＳＣＰからの指示に従い、対話の活性化試験を

行い結果をＳＣＰへ通知する。 

AT 

(35)ＳＣＰからの指示に従い、要求された課金情報

の設定、要求された課金イベントの設定、要求さ

れたイベントの設定、指示された接続先への接続

を行う。 

SCI+RNC+RRB+CON 

(36)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

要求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示さ

れた接続先への接続を行う。 

DFC+SCI+RNC+RRB+CON 

(37)ＳＣＰからの指示に従い、複数の暫定接続の捕

捉、要求された課金情報の設定、要求された課金

イベントの設定、要求されたイベントの設定、指

示された接続先への接続を行う。 

ITC+SCI+RNC+RRB+CON 
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(38)ＳＣＰからの指示に従い、２つの呼セグメント

の解放、要求された課金情報の設定、要求された

課金イベントの設定、要求されたイベントの設

定、指示された接続先への接続を行う。 

RC*+RC*+SCI+RNC+RRB

+CON 

(39)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

要求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示さ

れた接続先への接続を行う。 

RC*+SCI+RNC+RRB+CON 

(40)ＳＣＰからの指示に従い、呼セグメントの解放、

複数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求された

イベントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

RC*+ITC+SCI+RNC+RRB

+CON 

(41)ＳＣＰからの指示に従い、順方向接続の切断、

複数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求された

イベントの設定、指示された接続先への接続を行

う。 

DFC+ITC+SCI+RNC+RRB

+CON 

注１：当社網から移転先事業者となる直接協定事業者網にネットワークルーチン

グ番号により問い合わせを行う際には本ＩＮＡＰオペレーションを使用

します。 

注２：移転元事業者となる直接協定事業者網から当社網にネットワークルーチン

グ番号を通知する際には本ＩＮＡＰオペレーションを使用します。ただ

し、本ＩＮＡＰオペレーションはイニシャルＤＰオペレーションに対する

初回のオペレーションとし、ＴＣ－終了により通知されるものとします。 

なお、各ＩＮＡＰオペレーションの略称は以下のとおりです。 

略称 ＩＮＡＰオペレーション 

AT 活性化試験（ActivityTest） 

CON 接続（Connect） 

CUE 継続（Continue） 
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DFC 順方向接続切断（DisconnectForwardConnection） 

DFCWA アーギュメント付き順方向接続切断

（DisconnectForwardConnectionWithArgument） 

ENC 課金イベント通知（EventNotificationCharging） 

ER エンティティ解放通知（EntityReleased） 

ETC 暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection） 

ERB ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM） 

IDP イニシャルＤＰ（InitialDP） 

ITC 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections） 

MC 呼セグメント統合（MergeCallSegments） 

ML レグ移動（MoveLeg） 

RC 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegmentのみの場合） 

RC* 呼解放（ReleaseCall）（InitialCallSegment以外の場合） 

RNC 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent） 

RRB ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent） 

SCI 課金情報送出（SendChargingInformation） 

カ  ＩＳＵＰおよびＩＮＡＰ間の相互動作仕様は次のとおりとします。 

（ア）当社の加入者交換機がＩＡＭを受信し、ＴＤＰ－Ｒを検出した場合、イニ

シャルＤＰオペレーションがＳＣＰへ送信されます。ＩＡＭからイニシャ

ルＤＰオペレーションへのパラメータのマッピング条件は次のとおりとし

ます。 

ＩＳＵＰメッセージ：

ＩＡＭ（注１） 
ＩＮＡＰオペレーション：イニシャルＤＰ 

着番号 ダイヤル番号(dialedDigits)  

着番号(CalledPartyNumber)（注２） 

発番号 発番号（callingPartyNumber） 

アクセス転送に含まれ

る発サブアドレス情報

要素 

発サブアドレス（callingPartySubaddress） 

発ユーザ種別 発ユーザ種別（callingPartysCategory） 

汎用番号（付加発番号） 汎用番号（付加発番号）（genericNumbers） 

順方向呼表示 順方向呼表示（forwardCallIndicators） 
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通信路要求表示 伝達能力（bearerCapability） 

料金区域情報 料金区域情報（ttcChargeAreaInformation） 

契約者番号 契約者番号（ttcContractorNumber） 

着ＩＮ番号 着ＩＮ番号(ttcCalledINNumber) 

事業者情報転送 事業者情報転送 

（ttcCarrierInformationTransfer） 

付加ユーザ種別 付加ユーザ種別

（ttcAdditionalPartysCategory） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：番号計画識別子／番号種別によりダイヤル番号又は着番号パラメータ

に設定されます。なおオフフック時無条件ＳＣＰアクセス契約加入者

の発信時はダイヤル番号及び着番号パラメータのいずれも設定されま

せん。また、ＳＣＰアクセス契約者発信時、「＃」のみがダイヤルされ

た場合、ダイヤル番号及び着番号パラメータのいずれも設定されませ

ん。 

（イ）当社の加入者交換機がＳＣＰから接続オペレーションにより第二サービス

相互動作表示パラメータのリダイレクトサービス処理表示を受信すると、

リダイレクションを起動します。ただし、当社の加入者交換機がリダイレ

クションを起動する条件は、ＳＣＰから受信したリダイレクトサービス処

理表示内のリダイレクト理由の値が発側回線からＩＡＭで受信したリダ

イレクション順方向情報（国内用）パラメータのリダイレクション実行理

由の値と一致している場合で、かつその時点で当社の加入者交換機の呼状

態がＩＡＭで受信したリダイレクション能力（国内用）パラメータのリダ

イレクション可能表示の呼状態及びリダイレクション順方向情報（国内

用）パラメータの実行交換機リダイレクション可能表示の呼状態を越えて

いない場合とします。当社の加入者交換機がリダイレクションを起動する

と、理由表示パラメータ(値は＃２３とします)、転送先番号パラメータ、

着ＩＮ番号パラメータ、リダイレクション逆方向情報（国内用）パラメー

タ、事業者情報転送パラメータが設定されたＲＥＬを発側回線に送信しま
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す。接続オペレーションからＲＥＬへのパラメータのマッピング条件は次

のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：接続 ＩＳＵＰ：ＲＥＬ 

ルーチング対地アドレス 

(destinationRoutingAddress) 
転送先番号 

第二サービス相互動作表示 

(serviceInteractionIndicatorsTwo

) 

着ＩＮ番号（注１）  

 リダイレクトサービス処理表示 

(redirectServiceTreatmentInd) 

リダイレクション逆方向情報

（国内用） 

 リダイレクト理由

(redirectReason) 

 リダイレクション起動理由 

事業者情報転送(経由情報転送表示、

移転元ＳＣＰ事業者情報、移転先Ｓ

ＣＰ事業者情報) 

(ttcCarrierInformationTransfer) 

事業者情報転送 (注２) 

(経由情報転送表示、移転元Ｓ

ＣＰ事業者情報、移転先ＳＣＰ

事業者情報)  

 

 注１：第二サービス相互動作表示パラメータの着ＩＮ番号表示許容指示

(allowCdINNoPresentationInd)の設定は許容しません。したがっ

てＲＥＬの着ＩＮ番号パラメータの設定条件は次のとおりとし

ます。 

・表示識別  ：表示不可 

・アドレス情報：イニシャルＤＰ上の着番号のアドレス情報

を設定 

 注２：事業者情報転送パラメータの経由情報転送表示は、発側回線から

ＩＡＭで受信した経由情報転送表示及びＳＣＰから受信した経

由情報転送表示の内容に関わらず、００(転送なし)が設定されま

す。 

（ウ）当社の加入者交換機はＳＣＰから第二サービス相互動作表示パラメータの

リダイレクトサービス処理表示が設定されていない接続オペレーション、

暫定接続確立オペレーション又は暫定接続起動オペレーションを受信する
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と、逆方向呼表示パラメータ及び事業者情報転送パラメータのみが設定さ

れたＡＣＭを発側回線に送信します。ただし、ＡＣＭを発側回線に送信す

るのは、イニシャルＤＰオペレーションに対する初回のオペレーションを

受信した場合のみとします。ＡＣＭにおける逆方向呼表示パラメータは、

次のとおり設定されます。 

フィールド 設定内容 

課金表示 ００（表示なし） 

着ユーザ状態表示  ００（表示なし） 

着ユーザ種別表示 ００（表示なし） 

エンド・エンド法表示 ００（エンド・エンド法利用不可（リンクバイリンク

法のみ利用可）） 

相互接続表示 ０（相互接続なし） 

エンド・エンド情報表示 ０（エンド・エンド情報利用不可） 

ＩＳＵＰ１リンク表示 １（ＩＳＵＰ１リンクである） 

保留表示 ０（保留必要なし） 

ＩＳＤＮアクセス表示 １（着側のユーザ・網インタフェースがＩＳＤＮ） 

エコー制御装置表示 ０（入エコー制御装置挿入なし） 

ＳＣＣＰ法表示 ００（表示なし） 

また、事業者情報転送パラメータの経由情報転送表示は００（転送なし）

が設定され、事業者情報名にはＳＣＰから接続オペレーション、暫定接続

確立オペレーション又は暫定接続起動オペレーションにより通知された

ＳＣＰ事業者情報が設定されます。 

（エ）当社の加入者交換機がＳＣＰから第二サービス相互動作表示パラメータの

リダイレクトサービス処理表示が設定されていない接続オペレーションを

受信すると、ＩＡＭが着側回線に送信されます。接続オペレーションから

ＩＡＭへのパラメータのマッピング条件は次のとおりとします。ＩＡＭに

おいて受信されたパラメータで、接続オペレーションのパラメータに置換

されないものは、透過に設定されます。ただし、リダイレクション能力（国

内用）、リダイレクション順方向情報（国内用）は廃棄し、設定しないこ

ととします。 
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ＩＮＡＰオペレーション：接続（注

１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

ルーチング対地アドレス 

（destinationRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

付加発番号

（additionalCallingPartyNumber） 

汎用番号（付加発番号） 
（注２） 

汎用番号（付加発番号）

（genericNumbers） 

第二サービス相互動作表示 

(serviceInteractionIndicatorsTwo) 

 

 着ＩＮ番号表示許容指示 

(allowCdINNoPresentationInd) 

着ＩＮ番号（注３） 

着ＩＮ番号書換制御 

(calledINNumberOverriding) 

着ＩＮ番号(注４) 

ＩＳＤＮアクセス関連情報 

（isdnAccessRelatedInformation) 

アクセス転送（着サブアドレス）

（注５） 

発信者番号非通知理由

（ttcCauseOfNoID） 

発信者番号非通知理由 

（注６） 

事業者情報転送（経由情報転送表示、

ＳＣＰ事業者情報） 

（ttcCarrierInformationTransfer） 

事業者情報転送（経由情報転送表

示、ＳＣＰ事業者情報）（注７） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：発側回線から受信したＩＡＭに付加発番号が設定されていた場合、接

続オペレーションで指示された内容が上書きされます。接続オペレー

ションに付加発番号および汎用番号とも設定されている場合は、汎用

番号を優先してＩＡＭに設定します。なお、付加発番号あるいは汎用

番号が指示された場合は、送信するＩＡＭの発番号の表示識別を表示

不可に設定します。 

注３：着ＩＮ番号パラメータの設定は次のとおりとします。 
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接続オペレーション

の第二サービス相互

動作表示の着ＩＮ番

号表示許容指示 

ＩＡＭの着ＩＮ番号 

許容 表示識別：表示可 

アドレス情報：イニシャルＤＰ上のダイヤル番号も

しくは着番号のアドレス情報を設定 

非許容 表示識別：表示不可 

アドレス情報：イニシャルＤＰ上のダイヤル番号も

しくは着番号のアドレス情報を設定 

なお、第二サービス相互動作表示が指示されない場合は着ＩＮ番号の表

示識別を表示不可とします。 

注４：着ＩＮ番号パラメータの設定は次のとおりとします。 

接続オペレーショ

ンの第二サービス

相互動作表示の着

ＩＮ番号書換制御 

ＩＡＭの着ＩＮ番号 

書換可 アドレス情報：イニシャルＤＰ上の着番号のアドレ

ス情報を設定 
書換不可 アドレス情報：イニシャルＤＰ上の着番号のアドレ

ス情報を設定しない 

なお、着ＩＮ番号書換制御が指示されない場合は送信するＩＡＭの着Ｉ

Ｎ番号にイニシャルＤＰ上の着番号のアドレス情報を設定します。 

注５：発側回線から受信したＩＡＭにアクセス転送（着サブアドレス）が設

定されていた場合、接続オペレーションで指示された内容が上書きさ

れます。 

注６：発側回線から受信したＩＡＭに発信者番号非通知理由が設定されてい

た場合、接続オペレーションで指示された内容が上書きされます。な

お、付加発番号あるいは汎用番号が指示された場合は、受信したＩＡＭ

の発信者番号非通知理由を廃棄します。 

注７：発側回線から受信したＩＡＭの事業者情報転送の経由情報転送表示は

接続オペレーションで指示された内容が上書きされます。なお、発側網
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が要求している情報を削除するような指示は行わないこととします。

また、接続オペレーションで指示されたＳＣＰ事業者情報がＩＡＭの

事業者情報転送に追加されます。 

（オ）受信したＩＡＭに着ＩＮ番号が設定され、かつ第一着ＩＮ番号が設定され

ていない場合、接続オペレーション受信により送信するＩＡＭに第一着Ｉ

Ｎ番号を設定します。第一着ＩＮ番号には受信したＩＡＭの着ＩＮ番号の

内容が透過に設定されます。ただし、接続オペレーションの着ＩＮ番号書

換制御により書換不可が指示された場合には送信するＩＡＭに第一着ＩＮ

番号を設定しません。 

（カ）接続オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待ちタイマ

Ｔ７を開始します。Ｔ７タイマが終了すると、呼は両方向に解放され、適

切な表示が発呼端末に返信されます。 

（キ）当社の加入者交換機における、接続オペレーションにより接続された着側

回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に対する逆

方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 

着側回線か

らの受信メ

ッセージ 

着側回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件／

発側回線に対する逆方向メッセージの送信条件 

ＡＣＭ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。また、Ａ

ＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信します。

（注１） 

不完了ＡＣ

Ｍ 

設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当なパター

ンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを停止し、ＣＰ

Ｇを発側回線に透過に送信します。イベント表示が上記

以外の場合はＣＰＧを廃棄します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを廃棄

し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他の回線か

ら自動再試行を行います。 
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その他 着側回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自動再試

行を行います。受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＣＭ

待 ち

（ＣＰ

Ｇ受信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信しま

す。（注１） 

不完了ＡＣ

Ｍ 

設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ

待ち 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

不完了ＣＰ

Ｇ 

設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＡＮＭ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＣＨＧ 受信したＣＨＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発着同

時ユー

ザ相互

動作時

におけ

るＥＤ

Ｐ中断

中（発

側～着

側回線

が同一

ＣＳの

状態） 

ＲＥＬ 着側回線を解放し、受信したＲＥＬを発側回線に透過に

送信します。また、捕捉中の暫定回線を解放します。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信によ

りＴ６タイマを停止します。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：ユーザ） 

受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

発着同

時ユー

ザ相互

動作時

におけ

るＥＤ

Ｐ中断

中（発

ＲＥＬ 着側回線を解放し、着側回線と接続されている暫定回線

を解放します。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信によ

りＴ６タイマを停止します。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：ユーザ） 

着側回線と接続されている暫定回線に対しＳＵＳ／Ｒ

ＥＳを透過に送信します。 
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着同時

ユーザ

相互動

作中） 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

通信中 ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。 

ＣＨＧ 受信したＣＨＧを発側回線に透過に送信します。 

ＲＥＬ 設定された検出ポイントの条件に従います。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受信によ

りＴ６タイマを停止します。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＳＵＳ／Ｒ

ＥＳ（生成

源：ユーザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信しま

す。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。 

なお、その他のパラメータは透過にマッピングされます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

逆方向呼表示 注３ 

 

 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示 

パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

着ユーザ状態表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバ 表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 
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ンド帯

域内情

報表示 

インバンド

情報あるい

は適当なパ

ターンが現

在利用可能 

イベント表示：インバンド

情報あるいは適当なパタ

ーンが現在利用可能 

イベント表示：インバンド

情報あるいは適当なパタ

ーンが現在利用可能 

注３：課金情報送出オペレーションが指示されている場合、指示内容に従い

課金表示を変換します。その他のフィールドは透過に設定します。 

（ク）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼解放オペレーションを受信すると、Ｒ

ＥＬを発側回線又は暫定回線に送信します。理由表示パラメータは、呼解

放オペレーションの呼解放Ａｒｇパラメ－タを含んでいます。もし、呼解

放オペレーションに理由表示パラメータが示されない場合は、理由表示＃

３１が送信されます。 

（ケ）呼に関連したイベントの監視を加入者交換機に要求する場合、ＳＣＰはＢ

ＣＳＭイベント報告要求オペレーションを使用します。監視モードが「中

断(interrupted)」若しくは「通知し継続（notifyAndContinue）」のいずれ

であるかはオペレーションによって表示されます。「通知し継続」モード

では、イベントはＳＣＰに対するＢＣＳＭイベント報告オペレーションの

ＥＤＰ-Ｎ（通知モード）として通知され、通常呼処理を継続します。「中

断」モードでは、イベントはＢＣＳＭイベント報告オペレーションのＥＤ

Ｐ－Ｒ（要求モード）として通知され、加入者交換機はＳＣＰからの指示

を待ちます。イベント検出ポイントは次のとおりとします。 

検出ポイント ＤＰ検出条件 

発側－着信者話中 （１）理由種別１７、１８又は６３で生成源が「ユーザ」以

外のＲＥＬ受信（ユーザ話中）  

（２）理由種別２０のＣＰＧ、ＡＣＭ又はＲＥＬ受信 

発側－無応答 （１）タイマＴNoReplyのタイムアウト 

（２）理由種別１８のＣＰＧ又はＡＣＭ受信 

発側－応答 ＡＮＭ受信 

発側－切断 
（５） 通話中にＲＥＬ受信 

（６） タイマＴSUSタイムアウト 

発側－放棄 応答前に発側回線からのＲＥＬ受信 
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（コ）発側－無応答が設定された場合、着側回線からのＡＣＭ（不完了ＡＣＭの

場合は除く）の受信でタイマＴNoReplyが開始され、ＡＮＭの受信でタイマ

ＴNoReplyを停止します。 

（サ）ＲＥＬを発側回線又は着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｎ（通知モード）と

して設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は呼を切

断します。ＲＥＬを着側回線から受信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）とし

て設定された検出ポイントに対応する場合には、加入者交換機は着側回線

を切断し、発側回線を保留します。呼処理を中断し加入者交換機はＳＣＰ

からの指示を待ちます。不完了ＡＣＭ又は不完了ＣＰＧを着側回線から受

信し、ＥＤＰ－Ｒ（要求モード）として設定された検出ポイントに対応す

る場合には、加入者交換機は着側回線の切断及び発側回線の保留を行い、

呼処理を中断しＳＣＰからの指示を待ちます。設定された検出ポイントに

対応しない場合もしくは検出ポイントが設定されていない場合には、通常

呼処理を継続します。 

（シ）検出ポイントが設定され、発側－着信者話中、発側－切断又は発側－放棄

を検出した場合、該当する理由表示をＢＣＳＭイベント報告オペレーショ

ンにマッピングしＳＣＰに通知します。 

（ス）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続確立オペレーションを受信し、

受信したＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディ

オ」の場合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場

合、理由表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定

接続確立オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータ

のマッピングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続確立

（注１） 

ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 
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事業者情報転送（ＳＣＰ事業者情報）

（ttcCarrierInformationTransfer） 

事業者情報転送 

（ＳＣＰ事業者情報）（注２） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：事業者情報転送の経由情報転送表示は１１（両方向）が設定されま

す。 

（セ）暫定接続確立オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは

次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 

相互接続表示：０（相互接続表示なし） 

エンド・エンド情報表示：０（エンド・エンド情報利用できな

い） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（ソ）暫定接続確立オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了待

ちタイマＴ７が開始されます。Ｔ７タイマがタイムアウトした場合には、

暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。 

（タ）当社の加入者交換機における、暫定接続確立オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に
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対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 

状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

ＡＣＭ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。ま

た、ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送

信します。（注１） 

不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、暫定回線

を解放します。受信したメッセージは廃棄します。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止し、ＣＰＧを発側回線に透過に送信します。た

だし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、付

加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各

パラメータは廃棄します。イベント表示が上記以

外の場合はＣＰＧを廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線から自

動再試行を行います。受信したメッセージは廃棄

します。 

ＡＣＭ

待 ち

（ＣＰ

Ｇ受信

後） 

ＡＣＭ ＡＣＭをＣＰＧにマッピングし、発側回線に送信

します。（注１） 

不完了ＡＣＭ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 
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ＡＮＭ

待ち 

ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

不完了ＣＰＧ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＡＮＭ 受信したメッセージは廃棄します。 

ＣＨＧ 受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

通信中 ＣＰＧ 受信したＣＰＧを発側回線に透過に送信します。

ただし、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の

各パラメータは廃棄します。 

ＲＥＬ 暫定回線を解放します。受信したメッセージは廃

棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

受信したＳＵＳ／ＲＥＳを発側回線に透過に送信

します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

注１：ＡＣＭをＣＰＧにマッピングする場合のパラメータのマッピングは次

のとおりとします。なお、課金情報、課金情報種別、課金情報遅延、

付加ユーザ種別、料金区域情報、事業者情報転送の各パラメータは廃

棄しますが、その他のパラメータは透過にマッピングされます。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：注２ 

イベント提示制限表示：表示なし 

逆方向呼表示 注３ 

注２：イベント表示の設定条件は次のとおりとします。 

ACM上の逆方向呼表示 着ユーザ状態表示 
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パラメータ 

ACM上の 

オプション 

逆方向呼表示 

表示なし 加入者空き 

実装なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバ

ンド帯

域内情

報表示 

表示なし イベント表示：経過表示 イベント表示：呼出中 

インバンド

情報あるい

は適当なパ

ターンが現

在利用可能 

イベント表示：インバンド

情報あるいは適当なパタ

ーンが現在利用可能 

イベント表示：インバンド

情報あるいは適当なパタ

ーンが現在利用可能 

注３：課金情報送出オペレーションが指示されている場合、指示内容に従い

課金表示を変換します。その他のフィールドは透過に設定します。 

（チ）当社の加入者交換機はＳＣＰから順方向接続切断オペレーションを受信し

た場合、暫定回線に対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信され

るＲＥＬには理由表示＃３１が含まれます。 

（ツ）当社の加入者交換機はＳＣＰから暫定接続起動オペレーションを受信し、

ＩＡＭ中の通信路要求表示が「音声」、「３．１ｋＨｚオーディオ」の場

合、暫定回線を接続します。他の通信路要求表示値を受信した場合、理由

表示＃６５を含むＲＥＬにより呼が切断されます。受信した暫定接続起動

オペレーション中のパラメータとＩＡＭで転送されるパラメータのマッピ

ングは次のとおりとします。 

ＩＮＡＰオペレーション：暫定接続起動（注１） 
ＩＳＵＰメッセージ：ＩＡＭ 

アシスト SSP-IPルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress） 

着番号 

相関 ID（correlationID） 相関 id 

scfID（scfID） SCFid 

事業者情報転送（ＳＣＰ事業者情報）

（ttcCarrierInformationTransfer） 

事業者情報転送 

（ＳＣＰ事業者情報）（注２） 

注１：オプションパラメータは設定されない場合があります。 

注２：事業者情報転送の経由情報転送表示は１１（両方向）が設定されま
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す。 

（テ）暫定接続起動オペレーションにより送信されるＩＡＭ中のパラメータは

次のとおり設定されます。 

パラメータ 設定内容 

接続特性表示 受信したＩＡＭに設定されていた内容が透過に設定されます。 

順方向呼表示 国内／国際呼表示：受信したＩＡＭに設定されていた内容が透

過に設定されます。 

エンド・エンド法表示：００（エンド・エンド法が利用できな

い） 

相互接続表示：０（相互接続表示なし） 

エンド・エンド情報表示： ０（エンド・エンド情報利用でき

ない） 

ＩＳＵＰ１リンク表示：１（ＩＳＵＰ１リンクである） 

ＩＳＵＰ１リンク希望表示：１０（ＩＳＵＰ１リンクを希望し

必須である） 

ＩＳＤＮアクセス表示：０（発側のユーザ・網インタフェース

が非ＩＳＤＮ） 

ＳＣＣＰ法表示：００（表示なし） 

発ユーザ種別 ００００１０１０（一般発ユーザ）／００００１１０１（試験

呼） 

通信路要求表示 ００００００１１（３．１ｋＨｚオーディオ） 

事業者情報転送 発事業者情報として当社の情報が設定されます。 

料金区域情報 イニシャルＤＰを送信した当社の加入者交換機のＣＡコードが

設定されます。 

発番号 設定されません。 

（ト）暫定接続起動オペレーションによりＩＡＭを送信すると、アドレス完了

待ちタイマＴ７が開始されます。Ｔ７タイマがタイムアウトした場合に

は、２つの暫定回線を切断し、ＳＣＰに対し通知を行い指示を待ちます。

送信される２つのＩＡＭはそれぞれ異なるＩＡＭのＡＣＭ受信の有無に影

響を受けずにシーケンシャルに送出されます。 

（ナ）当社の加入者交換機における、暫定接続起動オペレーションにより接続さ

れた暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条件および発側回線に

対する逆方向メッセージの送信条件は次のとおりとします。 
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状態 
暫定回線からの 

受信メッセージ 

暫定回線からの逆方向メッセージ受信時の動作条

件／発側回線に対する逆方向メッセージの送信条

件 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち 

ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７は停止されます。受

信したメッセージは廃棄します。 

不完了ＡＣＭ アドレス完了待ちタイマＴ７を停止し、当該暫定

回線を解放します。また、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 

ＣＰＧ イベント表示が「インバンド情報あるいは適当な

パターンが現在利用可能」の場合はＴ７タイマを

停止します。受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放し、理由表示＃３１を含むＲ

ＥＬによりもう一方の暫定回線も切断されます。

受信したメッセージは廃棄します。 

ＩＡＭ 当該回線に優先権がある場合は受信したＩＡＭを

廃棄し、ＡＣＭを待ちます。優先権がない場合は他

の回線から自動再試行を行います。 

その他 当該暫定回線に対しＲＳＣを送信し、他の回線か

ら自動再試行を行います。受信したメッセージは

廃棄します。 

Ａ Ｃ Ｍ

待ち（Ｃ

Ｐ Ｇ 受

信後） 

ＡＣＭ ＡＮＭ待ちに遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

不完了ＡＣＭ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。また、理由表示＃３１

を含むＲＥＬによりもう一方の暫定回線も切断さ

れます。受信したメッセージは廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

ＡＮＭ

待ち 

不完了ＣＰＧ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＡＮＭ 通信中状態に遷移します。受信したメッセージは

廃棄します。 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 
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発 着 同

時 ユ ー

ザ 相 互

動 作 時

に お け

る Ｅ Ｄ

Ｐ 中 断

中（発着

同 時 ユ

ー ザ 相

互 動 作

中） 

ＲＥＬ 当該暫定回線を解放します。受信したメッセージ

は廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：網） 

ＳＵＳ受信によりＴ６タイマを開始し、ＲＥＳ受

信によりＴ６タイマを停止します。受信したメッ

セージは廃棄します。 

ＳＵＳ／ＲＥＳ

（生成源：ユー

ザ） 

当該暫定回線が発側回線と接続されている場合

は、受信したメッセージは廃棄します。当該暫定回

線が着側回線と接続されている場合は、着側回線

に対しＳＵＳ／ＲＥＳを透過に送信します。 

その他 受信したメッセージは廃棄します。 

（ニ）不完了ＡＣＭ、不完了ＣＰＧ又はＲＥＬにより、暫定接続起動オペレー

ションにより生成された呼セグメントを解放する場合、該当する理由表示

をエンティティ解放通知オペレーションにマッピングしＳＣＰに通知しま

す。 

（ヌ）当社の加入者交換機はＳＣＰから呼セグメント統合オペレーションを受信

した場合、発側回線にＣＰＧを返送する場合があります。ＣＰＧのパラメ

ータは次のとおり設定されます。その他のパラメータは設定されません。 

パラメータ 設定内容 

イベント情報 イベント表示：インバンド情報あるいは適当なパターンが現在

利用可能 

イベント提示制限表示：表示なし 

（ネ）当社の加入者交換機はＳＣＰからアーギュメント付き順方向接続切断オ

ペレーションを受信した場合、指定されたレグＩＤに対応する暫定回線に

対して正常切断手順を適用します。順方向へ送信されるＲＥＬには理由表

示＃３１が含まれます。 

（ノ）当社の加入者交換機はＳＣＰから課金情報送出オペレーションを受信し

た場合、指示内容に従い、発側回線に送信されるＣＰＧ（着側回線から受

信したＡＣＭを変換したＣＰＧを含みます）およびＡＮＭの逆方向呼表示

パラメータの課金表示を変換します。なお、逆方向呼表示パラメータが設
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定されてない場合は対象外とします。 

（ハ）呼に関連した課金イベントの監視を加入者交換機に要求する場合、ＳＣ

Ｐは課金イベント通知要求オペレーションを使います。課金イベントはＳ

ＣＰに対する課金イベント通知オペレーションにより通知され、通常呼処

理を継続します。課金イベントの検出条件は次のとおりとします。ただ

し、不完了ＡＣＭおよび不完了ＣＰＧは対象外とします。 

課金イベント 検出条件 

付加ユーザ種別 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＣＨＧ／ＡＮＭに付加ユーザ種別パラメ

ータが含まれている 

事業者情報転送 ＡＣＭ／ＣＰＧに事業者情報転送パラメータが含まれてい

る 

逆方向呼表示 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＡＮＭに逆方向呼表示パラメータが含ま

れている 

課金情報遅延 ＡＣＭ／ＣＰＧに課金情報遅延パラメータが含まれている 

料金区域情報 ＡＣＭ／ＣＰＧ／ＣＨＧ／ＡＮＭに料金区域情報パラメー

タが含まれている 

（ヒ）当社の加入者交換機のＩＳＵＰタイマは次のとおりとします。 

記号 ﾀｲﾑｱｳﾄ値 開始要因 正常終了 満了時 

ＴSUS ２～４秒 網起動のＳＵＳ

受信時 

網起動のＲＥＳ

又はＲＥＬ受信

時 

解放手順を開始

もしくはＳＣＰ

へ通知 

ＴNoReply ＳＣＰ制

御による 

ＡＣＭ（不完了Ａ

ＣＭは除く）を受

信した際に発側

－無応答が設定

されていた時 

ＡＮＭ又は不完

了ＣＰＧ，ＲＥＬ

受信時 

ＳＣＰへ通知し、

後位コネクショ

ンを解放する。 

キ  本インタフェースに関するシーケンスは次のとおりとします。ただし、接続シ

ーケンスは当社網と直接協定事業者網ＳＣＰ間のみを規定することとし、その

他については当社網と直接協定事業者網ＳＣＰ間の接続シーケンスの解釈を補

助する位置付けとし、規定しません。 

項番 ＩＮＡＰオペレーション コネクションタイプ ｼｰｹﾝｽﾊﾟﾀｰﾝ 

１ InitialDP 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ１ 
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２ Connect 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ２ 

３ EstablishTemporaryConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ３ 

４ RequestReportBCSMEvent, 

EventReportBCSM 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ４ 

５ DisconnectForwardConnection 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ５ 

６ ReleaseCall、ReleaseCall* 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ、

64Kbit/s非制限 

ＰＴ－Ｑ６ 

７ DisconnectForwardConnectionWi

thArgument 

音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ７ 

８ InitiateTemporaryConnections 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ８ 

９ MergeCallSegments － ＰＴ－Ｑ９ 

10 MoveLeg － ＰＴ－Ｑ１０ 

11 Continue － ＰＴ－Ｑ１１ 

12 RequestNotificationChargingEv

ent, 

EventNotificationCharging 

－ ＰＴ－Ｑ１２ 

13 SendChargingInformation － ＰＴ－Ｑ１３ 

14 EntityReleased － ＰＴ－Ｑ１４ 

15 ActivityTest － ＰＴ－Ｑ１５ 

16 RestartNotification, 

RestartNotificationAcknowledg

ement 

－ ＰＴ－Ｑ１６ 

17 試験 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ１７ 

18 試験（番号ポータビリティ） 音声、3.1kHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｑ１８ 

注１：当社網と移転元事業者となる直接協定事業者網ＳＣＰ間で規定する接続シー

ケンスはＰＴ－Ｑ１及びＰＴ－Ｑ２（２）とします。 

注２：当社網と移転先事業者となる直接協定事業者網ＳＣＰ間で規定する接続シー

ケンスはＰＴ－Ｑ１からＰＴ－Ｑ１６とします。ただしＰＴ－Ｑ２（２）は

除きます。 

（６）当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で回線対応信号を使用する

信号方式は、第 32条（接続方式）第１項の分類１から分類５の規定を準用します。 

（７）当社網と直接協定事業者網間及び間接協定事業者網間で使用する網使用料の課金

方式は第１項（７）の規定を準用します。 
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（８）当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方式は次のとおりとします。 

ア  当社と直接協定事業者の設備に関わる試験は、設備を所有する事業者が責任

を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として実施しません。 

     ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者網間は試験可能とし

ます。 

イ  当社網と直接協定事業者間で実施するＳＣＰアクセスに関する試験は次のと

おりとします。 

（ア）直接協定事業者が直接協定事業者網内にガイダンス装置等（強制切断無し）

を有することを要し、当社はその機能を使用して手動ＳＣＰアクセス試験

を実施します。接続シーケンスはＰＴ－Ｑ１７のとおりとします。 

（イ）当社網と直接協定事業者網間における手動ＳＣＰアクセス試験の内容は次

のとおりとします。なお、実際に使用する試験番号は当社と直接協定事業

者間で別途協議の上、決定することとします。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 
課金条件 

（注１） 

強制切断 

の有無 

ＬＳから

ＳＣＰへ

のアクセ

ス確認お

よび直接

協定事業

者網への

接続確認 

手動ＳＣＰ

アクセス試

験（交換機

毎の判断基

準） 

直接協定事業

者網内のガイ

ダンス装置等 

0AB0+DEFGHJ(K) 

0A0+CDEFGHJK 

00XY+X1X2X～Xn 

非課金 無 

手動ＳＣＰ

アクセス試

験（加入者

線毎の判断

基準） 

同上 XX･･X 無 

注１：課金条件の非課金は回線接続に関する事業者間精算の対象外を示しま

す。 

ウ  当社網と直接協定事業者間で実施する番号ポータビリティ接続機能に関する

試験は次のとおりとします。 

（ア）移転元事業者となる直接協定事業者は移転先事業者となる当社または間接
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協定事業者から通知されたネットワークルーチング番号を予めＳＣＰに

登録することを要します。当社は移転元事業者となる当社または直接協定

事業者に割り当てられた試験番号に対して手動ＳＣＰアクセス試験を実

施します。接続シーケンスはＰＴ－Ｑ１８のとおりとします。 

（イ）移転先事業者となる直接協定事業者は直接協定事業者網内にガイダンス装

置等（強制切断無し）を有することを要し、当社はその機能を使用して手

動ＳＣＰアクセス試験を実施します。接続シーケンスはＰＴ－Ｑ１８のと

おりとします。 

（ウ）当社網と直接協定事業者網間における番号ポータビリティ接続機能に関す

る手動ＳＣＰアクセス試験の内容は次のとおりとします。なお、実際に使

用する試験番号及びネットワークルーチング番号は当社と移転元事業者

となる直接協定事業者間及び移転先事業者となる直接協定事業者間で別

途協議の上、決定することとします。 

試験目的 試験種別 接続先 試験番号構成 
課金条件 

（注１） 

強制切断 

の有無 

番号ポー

タビリテ

ィ機能に

よるＳＣ

Ｐへのア

クセス確

認および

移転先事

業者とな

る当社ま

たは直接

協定事業

者網への

接続確認 

手動ＳＣＰ

アクセス試

験（交換機

毎の判断基

準） 

移転先事業者

となる直接協

定事業者網内

のガイダンス

装置等 

0120+DEFGHJ 

0800+DEFGHJK 

 

非課金 無 

注１：課金条件の非課金は回線接続に関する事業者間精算の対象外を示しま

す。 

エ 当社と直接協定事業者は信号リンクの正常性を確認する手動信号ルート試験機能を
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実施します。 

（輻輳制御方式） 

第 88条の４ 輻輳制御方式は、技術的条件集第 51条（輻輳制御方式）の規定を準用しま

す。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 88条の５ 伝送装置間インタフェース仕様は、技術的条件集第 52条（伝送装置間イ

ンタフェース仕様）の規定を準用します。 

（網同期クロックインタフェース仕様） 

第 88条の６ 網同期クロックインタフェース仕様は、技術的条件集第 29条（網同期クロ

ックインタフェース仕様）の規定を準用します。 

（その他接続に必要な事項） 

第 88条の７ その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協

定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 19節 形態７ 

 

(略) 

 

第 20節 形態８ 

（網構成） 

第 92 条 当社網のサービス制御統括局と直接協定事業者のサービス制御局間の接続は、

本則の相互接続点の設置場所に定める相互接続単位に行うものとします。 

（接続方式） 

第 93条 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は技術的条件集別表 18に示す

とおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 94条 その他接続に必要な事項のうち細目にわたるものについては当社と直接協定事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19節 形態７ 

 

(略) 

 

第 20節 形態８ 

削除 
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業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 

第 21節 形態９ 

 

(略) 

 

第 29節 形態１７ 

（網構成） 

第 119条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１)  ＩＰ通信網間接続装置と直接協定事業者の電気通信設備との接続は、本則の

相互接続点の設置場所に定める相互接続点単位に行うものとします。 

（２） 複数の相互接続点を介した冗長構成を可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間の信号網構成は次のとおりとします。 

（１)  直接協定事業者網に設置するＳＩＰサーバは、トランザクションの状態（ス

テート）管理を行い、ＳＩＰメッセージの中継を実施するステートフルプロキ

シとします。 

（２) Cプレーンと Uプレーンは同一相互接続点にて疎通することとします。１つの

相互接続点を通して、Cプレーン終端点を１対１に対向することによりＳＩＰ信

号ルートを設定します。なお、1つの相互接続点を通して、Cプレーンは２ルー

トとし、Uプレーンは２ルート以上とします。Uプレーン終端点は Cプレーン終

端点とは独立にセッション設定時に決定します。 

（３） 発側網は、対向する２つの Cプレーン終端点に対してＳＩＰダイアログを振

り分けて確立することとします。 

（接続方式） 

第 120条 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第５条（接続方式）

第３項(１)の規定を準用します。 

 

 

第 21節 形態９ 

 

(略) 

 

第 29節 形態１７ 

削除 
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（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は技術的条件集別表 36に示

すとおりとします。 

（輻輳制御方式） 

第 121条 輻輳制御における災害時優先通信の取り扱いは次のとおりとします。 

（１） 本則の優先的に扱う通信の識別における優先信号とは INVITE リクエストの

P-Asserted-Identity ヘッダに記述される URI に付与される cpc パラメータに

「priority」を設定した信号をいいます。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間での災害時優先通信の疎通を確保するため、当

社網は優先信号に基づく輻輳制御を行うことができます。 

２ 輻輳制御方式は技術的条件集別表 36 に示すとおりとします。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 122条 伝送装置間インタフェース仕様は技術的条件集別表 34に示すとおりとしま

す。 

（ＩＰトランスポート仕様） 

第 123条 ＩＰトランスポート仕様は技術的条件集別表 35に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 124条 コーデック種別、対向ＳＩＰサーバＩＰアドレス等の、その他の接続に必要な

事項や保守運用に係る具体的事項については、当社と直接協定事業者間の協議に

て決定することとします。なお、サービス・制御・運用に必要なパケット以外は

当社装置にて受信時に廃棄することとし、当社装置及び、直接協定事業者装置か

ら必要なパケット以外は原則相手網へ送出しないこととします。 
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技術的条件集別表 
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電気通信事業法第33条第２項及び第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 

目次 

 

（略） 

 

技術的条件集別表  

 １ 相互接続箇所毎の接続番号  

 ２ 付加サービス等の利用条件  

３ ＭＴＰ仕様  

３．１ ＭＴＰ仕様（信号用ＡＴＭインタフェース）  

４ ＩＳＵＰ仕様  

４．１ ＩＳＵＰ仕様（網内信号部）  

５ 接続シーケンス  

６ 伝送装置間インタフェース仕様  

６．１ 伝送装置間インタフェース仕様（新ＳＤＨ）  

６．２ 伝送装置間インタフェース仕様（1.5Ｍ／6.3Ｍインタフェース）  

 ６．３ 削除  

６．４ 伝送装置間インタフェース仕様（２線式インタフェース）  

 ７ 削除  

 ８ 削除  

 ９ 網同期クロックインタフェース仕様  

 10 削除  

 11．１ 削除  

 11．２ 削除  

 11．３ 削除  

11．４ 削除  

目次 

 

（略） 

 

技術的条件集別表  

 １ 相互接続箇所毎の接続番号  

 ２ 付加サービス等の利用条件  

３ 削除 

３．１ 削除 

４ 削除 

４．１ 削除 

５ 削除 

６ 削除 

６．１ 削除 

６．２ 削除  

 ６．３ 削除  

６．４ 削除 

 ７ 削除  

 ８ 削除  

 ９ 網同期クロックインタフェース仕様  

 10 削除  

 11．１ 削除  

 11．２ 削除  

 11．３ 削除  

11．４ 削除  
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 11．５ 削除  

 11．６ 削除  

 11．７ 削除  

11．８ 削除  

11．９ 専用回線ノード装置インタフェース仕様（DSM-L形専用サービスノード装置）  

11．10 削除  

11．11 削除  

11．12 削除  

11．13 削除  

12 ＳＣＣＰ仕様  

12．１ ＳＣＣＰ仕様（網内信号部）  

13 ＴＣ仕様  

13．１ ＴＣ仕様（網内信号部）  

14 削除  

15 相互接続用共通インタフェース仕様  

15．１ 相互接続用共通インタフェース仕様（網内信号部）  

16 網特有ＡＳＥ仕様  

17 ＮＴＴ固有サービス制御仕様  

18 サービス制御統括局接続インタフェース仕様  

19 ＩＮＡＰ仕様  

19．１ ＩＮＡＰ仕様（網内信号部）  

20 Ｆ網サービス端末回線線端接続インタフェース仕様  

21．１ 削除  

21．２ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号案内データベース－番号

案内台）  

21．３ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号情報データベース接続）  

21．３21．４ ＮＰＳ交換機接続インタフェース仕様  

11．５ 削除  

 11．６ 削除  

 11．７ 削除  

11．８ 削除  

11．９ 専用回線ノード装置インタフェース仕様（DSM-L形専用サービスノード装置）  

11．10 削除  

11．11 削除  

11．12 削除  

11．13 削除  

12 削除 

12．１ 削除 

13 削除  

13．１ 削除 

14 削除  

15 削除 

15．１ 削除 

16 削除 

17 削除 

18 削除 

19 削除 

19．１ 削除 

20 削除  

21．１ 削除  

21．２ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号案内データベース－番号

案内台）  

21．３ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号情報データベース接続）  

21．３21．４ ＮＰＳ交換機接続インタフェース仕様  
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22 64Ｋユニバーサル信号仕様  

23 削除  

24．１ 削除  

24．２ ＤＳＬインタフェース仕様（宅内インタフェース 1）  

 24．３ 削除  

 24．４ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース 2）  

 24．５ 削除  

24．６ 削除  

 24．７ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース 5）  

 24．８ 削除  

 24．９ メタリック加入者伝送システムのスペクトル管理  

 24．10 削除  

25．１ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース１）  

25．２ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース２）  

25．３ 光信号回線接続インタフェース仕様（一般光信号中継回線用インタフェース）  

25．４ 光信号回線接続インタフェース仕様（特別光信号中継回線用インタフェース）  

26 ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE 方式）  

26．１ 削除  

26．２ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE 方式-

10GBASE インタフェース）  

26．３ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE 方式）  

26．４ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE 方式-10Ｇ

BASE インタフェース）  

26．５ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6IPoE 方式）  

27．１ ＩＰ通信網収容局ルータ接続インタフェース仕様（1000BASE－SX／10GBASE-LR 

インタフェース）  

27．２ 削除  

27．３ 削除 

22 64Ｋユニバーサル信号仕様  

23 削除  

24．１ 削除  

24．２ ＤＳＬインタフェース仕様（宅内インタフェース 1）  

 24．３ 削除  

 24．４ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース 2）  

 24．５ 削除  

24．６ 削除  

 24．７ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース 5）  

 24．８ 削除  

 24．９ メタリック加入者伝送システムのスペクトル管理  

 24．10 削除 

25．１ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース１）  

25．２ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース２）  

25．３ 光信号回線接続インタフェース仕様（一般光信号中継回線用インタフェース）  

25．４ 光信号回線接続インタフェース仕様（特別光信号中継回線用インタフェース）  

26 ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE 方式）  

26．１ 削除  

26．２ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE 方式-

10GBASE インタフェース）  

26．３ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE 方式）  

26．４ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE 方式

-10ＧBASE インタフェース）  

26．５ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6IPoE 方式）  

27．１ ＩＰ通信網収容局ルータ接続インタフェース仕様（1000BASE－SX／10GBASE-LR 

インタフェース）  

27．２ 削除  

27．３ 削除  
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27．４ 削除  

 27．５ 削除  

28 削除  

28．１ 削除  

28．２ 光信号伝送装置接続インタフェース仕様（１Gbit/sタイプ／10Gbit/sタイプ）  

29．１ 信号網接続用インタフェース仕様１  

29．２ 信号網接続用インタフェース仕様２  

30 光回線設備を介して当社の光回線設備以外の指定電気通信設備と接続する場合の技

術的条件  

31．１ 光信号電気信号変換装置接続インタフェース仕様（非集線型）  

31．２ 削除  

32 削除  

33 削除  

34 伝送装置間インタフェース仕様  

34．２ 伝送装置間インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース）  

35 ＩＰトランスポート仕様  

35．２ ＩＰトランスポート仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース）  

36 ＳＩＰを用いた相互接続用インタフェース仕様  

36．２ ＳＩＰを用いた相互接続用インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続イン

タフェース）  

37 削除  

38 中継局イーサネットスイッチ接続インタフェース仕様 

 

(略) 

 

技術的条件集別表１ 相互接続箇所毎の接続番号 

 

1. 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号 

 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号は、次のとおりとする。次表の中の「入」

27．４ 削除  

 27．５ 削除  

28 削除  

28．１ 削除  

28．２ 光信号伝送装置接続インタフェース仕様（１Gbit/sタイプ／10Gbit/sタイプ）  

29．１ 削除 

29．２ 削除  

30 光回線設備を介して当社の光回線設備以外の指定電気通信設備と接続する場合の技

術的条件  

31．１ 光信号電気信号変換装置接続インタフェース仕様（非集線型）  

31．２ 削除  

32 削除  

33 削除  

34 削除 

34．２ 伝送装置間インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース）  

35 削除 

35．２ ＩＰトランスポート仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース）  

36 削除 

36．２ ＳＩＰを用いた相互接続用インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続イン

タフェース）  

37 削除  

38 中継局イーサネットスイッチ接続インタフェース仕様 

 

(略) 

 

技術的条件集別表１ 相互接続箇所毎の接続番号 

 

1. 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号 

 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号は、次のとおりとする。次表の中の「入」
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は、その接続箇所と接続番号において直接協定事業者網から当社網への接続(当社中継接

続を含む)(以下、「当社入接続」という。)が可能であることを示す。また、次表の中の

「出」は、その接続箇所と接続番号において当社網から直接協定事業者網への接続(当社

中継接続を含む)(以下、「当社出接続」という。)が可能であることを示す。 

                                                  

（1/6) 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

端末回線線端接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態１－

２ 

(電話ｻｰﾋﾞ

ｽ契約約款

を準用し

た 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１－

３ 

(総合ﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ通信ｻ

ｰﾋﾞｽ契約

約款を準

用したｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ) 

形態１－

４ 

(専用線用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１－

５ 

（DSL 用ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ） 

 

形態１－６ 

（光信号端末

回線用インタ

フェース） 

形態１－７ 

（IP 通信網Ｉ

ＳＰ接続用ル

ータ接続イン

タフェース） 

形態 1－８ 

（き線点近

傍の電柱等

の端子盤接

続インタフ

ェース（Ｄ

ＳＬ用イン

タフェー

ス） 

分 類 １

(00XY～ )設

置中継系番

号 

入 入 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類によ

らない） 

（分類に 

よらない） 

（分類に 

よらな

い） 

分 類 ２

(00XY～ )国

際系番号 

－ － 

分 類 ３ (0A

～J) 

端末系番号 

出入 出入 

分 類 ４

(0A0-CDE

～)携帯・自

動車電話系

番号 

－ － 

分 類 ５

(0A0-CDE

～ ) ＰＨ Ｓ

系番号 

－ － 

は、その接続箇所と接続番号において直接協定事業者網から当社網への接続(当社中継接

続を含む)(以下、「当社入接続」という。)が可能であることを示す。また、次表の中の

「出」は、その接続箇所と接続番号において当社網から直接協定事業者網への接続(当社

中継接続を含む)(以下、「当社出接続」という。)が可能であることを示す。 

                                                  

（1/5) 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

端末回線線端接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態１－

２ 

(電話ｻｰﾋﾞ

ｽ契約約款

を準用し

た 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１－

３ 

(総合ﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ通信ｻ

ｰﾋﾞｽ契約

約款を準

用したｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ) 

形態１－

４ 

(専用線用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１－

５ 

（DSL 用ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ） 

 

形態１－６ 

（光信号端末

回線用インタ

フェース） 

形態１－７ 

（IP 通信網Ｉ

ＳＰ接続用ル

ータ接続イン

タフェース） 

形態 1－８ 

（き線点近

傍の電柱等

の端子盤接

続インタフ

ェース（Ｄ

ＳＬ用イン

タフェー

ス） 

分 類 １

(00XY～ )設

置中継系番

号 

入 入 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類によ

らない） 

（分類に 

よらない） 

（分類に 

よらな

い） 

分 類 ２

(00XY～ )国

際系番号 

－ － 

分 類 ３ (0A

～J) 

端末系番号 

出入 出入 

分 類 ４

(0A0-CDE

～)携帯・自

動車電話系

番号 

－ － 

分 類 ５

(0A0-CDE

～ ) ＰＨ Ｓ

系番号 

－ － 
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分 類 ７

(0A0-CDE

～ ) 無線 呼

出し系番号 

－ － 

分 類 ８

(0091～ )非

設置中継系

番号 

－ － 

分 類 ９

(050C ～ K)

ＩＰ電話番

号 

－ － 

 

 

 

                                   (2/6) 

   ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

端末回線 

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

加入者交換機 

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態 1－９ 

（音声利用 IP

通信網 

ｻｰﾋﾞｽ契約 

を準用した 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ） 

形態２－３ 

（光信号伝送装

置接続 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ） 

形態２－４ 

（光信号電

気信号変換

装置接続ｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ） 

形態２－５ 

（固定無線

通信網終端

装置接続ｲﾝﾀ

ｰﾌｪｰｽ） 

形態３－２ 

(ＭＦ用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態３－３ 

(多数事業者間

接続用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

分 類 １

(00XY～) 

設 置 中 継

系番号 

－ 

(分類によら

ない 

(分類によら

ない) 

(分類によら

ない) 

－ 出入 

分 類 ２

(00XY～) 

国 際 系 番

号 

－ － 出入 

分類３(0A

～J) 

端 末 系 番

号 

－ 出入 出入 

分 類 ７

(0A0-CDE

～ ) 無線 呼

出し系番号 

－ － 

分 類 ８

(0091～ )非

設置中継系

番号 

－ － 

分 類 ９

(050C ～ K)

ＩＰ電話番

号 

－ － 

 

 

 

                           (2/5) 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

端末回線 

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態 1－９ 

（音声利用 IP

通信網 

ｻｰﾋﾞｽ契約 

を準用した 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ） 

形態２－３ 

（光信号伝送装

置接続 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ） 

形態２－４ 

（光信号電

気信号変換

装置接続ｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ） 

形態２－５ 

（固定無線

通信網終端

装置接続ｲﾝﾀ

ｰﾌｪｰｽ） 

分 類 １

(00XY～) 

設 置 中 継

系番号 

－ 

(分類によら

ない 

(分類によら

ない) 

(分類によら

ない) 

分 類 ２

(00XY～) 

国 際 系 番

号 

－ 

分類３(0A

～J) 

端 末 系 番

号 

－ 
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分 類 ４

(0A0-CDE

～) 

携帯・自動

車 電 話 系

番号 

－ 入 出入 

分 類 ５

(0A0-CDE

～) 

Ｐ Ｈ Ｓ 系

番号 

－ － 出入 

分 類 ７

(0A0-CDE

～) 

無 線 呼 出

し系番号 

－ － 出入 

分 類 ８

(0091～) 

非 設 置 中

継系番号 

－ － 出入 

分 類 ９

(050C～K) 

Ｉ Ｐ 電 話

番号 

－ － － 

                            

 

(3/6) 

   ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

接続番号 

中継交換機接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態４－３ 

(Ｍ用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態４－６ 

(多数事業者間

接続用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

分類１(00XY～) 

設置中継系番号 
－ 出入 

分類２(00XY～) 

国際系番号 
－ 出入 

分類３(0A～J) 

端末系番号 
入 出入 

分類４(0A0-CDE～) 

携帯・自動車電話系番号 
出 出入 

分 類 ４

(0A0-CDE

～) 

携帯・自動

車 電 話 系

番号 

－ 

分 類 ５

(0A0-CDE

～) 

Ｐ Ｈ Ｓ 系

番号 

－ 

分 類 ７

(0A0-CDE

～) 

無 線 呼 出

し系番号 

－ 

分 類 ８

(0091～) 

非 設 置 中

継系番号 

－ 

分 類 ９

(050C～K) 

Ｉ Ｐ 電 話

番号 

－ 
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分類５(0A0-CDE～) 

ＰＨＳ系番号 
入 出入 

分類７(0A0-CDE～) 

無線呼出し系番号 
出 出入 

分類８(0091～) 

非設置中継系番号 
－ 出入 

分類９(050C～K) 

ＩＰ電話番号 
－ 出入 

                                         

 

 

 

 

 (4/6) 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種

別 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

専用線接

続ｲﾝﾀﾌｪｰ

ｽ 

 信号網接

続ｲﾝﾀﾌｪｰ

ｽ 

 番号案内 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

接続 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

ＮＰＳ交

換機接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

ｻｰﾋﾞｽ制

御統括局

接続 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

端末回線

MDF 接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態５ 形態５－

２ 

（IP 通

信網ＩＳ

Ｐ接続用

ルータ接

続インタ

フェー

ス） 

形態６-

２ 

(加入者

交換機高

度ｻｰﾋﾞｽ

個別接続

用ｲﾝﾀﾌｪｰ

ｽ) 

形態６－

３ 

（加入者

交換機高

度ｻｰﾋﾞｽ

接続用ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ） 

形態７ 形態７－

２ 

形態８ 形態９ 

(DSL 用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

分 類 １

(00XY～) 

設 置 中 継

系番号 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

分 類 ２

(00XY～) 

国 際 系 番

号 

分類３(0A

～J) 

端 末 系 番

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3/5) 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種

別 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

専用線接

続ｲﾝﾀﾌｪｰ

ｽ 

 番号案内 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

接続 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

ＮＰＳ交

換機接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

端末回線

MDF 接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

形態５ 形態５－

２ 

（IP 通

信網ＩＳ

Ｐ接続用

ルータ接

続インタ

フェー

ス） 

形態７ 形態７－

２ 

形態９ 

(DSL 用 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

分 類 １

(00XY～) 

設 置 中 継

系番号 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

分 類 ２

(00XY～) 

国 際 系 番

号 

分類３(0A

～J) 

端 末 系 番

号 
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分 類 ４

(0A0-CDE

～) 

携帯・自動

車 電 話 系

番号 

分 類 ５

(0A0-CDE

～) 

Ｐ Ｈ Ｓ 系

番号 

分 類 ７

(0A0-CDE

～) 

無 線 呼 出

し系番号 

分 類 ８

(0091～) 

非 設 置 中

継系番号 

分 類 ９

(050C～K) 

Ｉ Ｐ 電 話

番号 

 

                           

(5/6) 

 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

ISM 折返

し接続ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ 

端末回線

加入者交

換機接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

光信号端

末回線接

続インタ

フェース 

一般光信

号中継回

線接続イ

ンタフェ

ース 

特別光信

号中継回

線接続イ

ンタフェ

ース 

IP 通信網

ＩＳＰ接

続用ルー

タ接続イ

ンタフェ

ー ス

（ PPPoE

方式） 

IP 通信網

ＩＳＰ接

続用ルー

タ接続イ

ンタフェ

ー ス

（IPoE 方

式） 

形態１０ 

 

形態１１ 

(電話ｻｰ

ﾋﾞｽ契約

約款準用

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１２ 

 

形態１３ 

 

形態１３

-２ 

形態１４ 形態１４

－２ 

分 類 ４

(0A0-CDE

～) 

携帯・自動

車 電 話 系

番号 

分 類 ５

(0A0-CDE

～) 

Ｐ Ｈ Ｓ 系

番号 

分 類 ７

(0A0-CDE

～) 

無 線 呼 出

し系番号 

分 類 ８

(0091～) 

非 設 置 中

継系番号 

分 類 ９

(050C～K) 

Ｉ Ｐ 電 話

番号 

 

                           

(4/5) 

 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

ISM 折返

し接続ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ 

端末回線

加入者交

換機接続

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

光信号端

末回線接

続インタ

フェース 

一般光信

号中継回

線接続イ

ンタフェ

ース 

特別光信

号中継回

線接続イ

ンタフェ

ース 

IP 通信網

ＩＳＰ接

続用ルー

タ接続イ

ンタフェ

ー ス

（ PPPoE

方式） 

IP 通信網

ＩＳＰ接

続用ルー

タ接続イ

ンタフェ

ー ス

（IPoE 方

式） 

形態１０ 

 

形態１１ 

(電話ｻｰ

ﾋﾞｽ契約

約款準用

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ) 

形態１２ 

 

形態１３ 

 

形態１３

-２ 

形態１４ 形態１４

－２ 
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分 類 １ (00XY

～) 

設置中継系番

号 

－ 

（分類に

よ ら な

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

分 類 ２ (00XY

～) 

国際系番号 

－ 

分類３(0A～J) 

端末系番号 
出 

分 類 ４ (0A0-

CDE～) 

携帯・自動車電

話系番号 

－ 

分 類 ５ (0A0-

CDE～) 

ＰＨＳ系番号 

－ 

分 類 ７ (0A0-

CDE～) 

無線呼出し系

番号 

－ 

分 類 ８ (0091

～) 

非設置中継系

番号 

－ 

分類９(050C～

K) 

ＩＰ電話番号 

－ 

 

             

(6/6) 

  ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

収容局ルータ

接続インタフ

ェース 

 

中継局ｾﾙﾘﾚｰ

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

IP 通信網一

般中継局ﾙｰﾀ

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

一般中継局ﾙｰ

ﾀ接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

（音声等接続

用ﾙｰﾀ接続ｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ） 

中継局ｲｰｻﾈｯﾄ

ｽｲｯﾁ接続ｲﾝﾀﾌ

ｪｰｽ 

形態１５（IP

通信網収容局

ルータ接続イ

ンタフェー

ス） 

形態 16 形態 17 形態 17-2 形態 19 

分 類 １ (00XY

～) 

設置中継系番

号 

－ 

（分類に

よ ら な

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

（分類に

よらな

い） 

分 類 ２ (00XY

～) 

国際系番号 

－ 

分類３(0A～J) 

端末系番号 
出 

分 類 ４ (0A0-

CDE～) 

携帯・自動車電

話系番号 

－ 

分 類 ５ (0A0-

CDE～) 

ＰＨＳ系番号 

－ 

分 類 ７ (0A0-

CDE～) 

無線呼出し系

番号 

－ 

分 類 ８ (0091

～) 

非設置中継系

番号 

－ 

分類９(050C～

K) 

ＩＰ電話番号 

－ 

 

             

(5/5) 

  ｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別 

 

 

 

 

 

 

 

接続番号 

収容局ルータ

接続インタフ

ェース 

 

中継局ｾﾙﾘﾚｰ

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

一般中継局ﾙｰ

ﾀ接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

（音声等接続

用ﾙｰﾀ接続ｲﾝﾀ

ﾌｪｰｽ） 

中継局ｲｰｻﾈｯﾄ

ｽｲｯﾁ接続ｲﾝﾀﾌ

ｪｰｽ 

形態１５（IP

通信網収容局

ルータ接続イ

ンタフェー

ス） 

形態 16 形態 17-2 形態 19 
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分類１(00XY～) 

設置中継系番号 

（分類によら

ない） 

（分類によ

らない） 

 

－ 
出（注 1） 

（分類によ

ら 

ない） 

分類２(00XY～) 

国際系番号 
－ 出（注 1） 

分類３(0A～J) 

端末系番号 
出入 出入 

分類４ (0A0-CDE

～) 

携帯・自動車電話

系番号 

－ 出 

分類５ (0A0-CDE

～) 

ＰＨＳ系番号 

－ 出 

分類７ (0A0-CDE

～) 

無線呼出し系番

号 

－ 出 

分類８(0091～) 

非設置中継系番

号 

－ 出（注 1） 

分類９(050C～K) 

ＩＰ電話番号 
－ 出（注 1） 

凡例  －：未規定 

（注 1）当社の「電話サービス契約約款」及び「総合ディジタル通信サービス契約約款」

に基づく端末による接続に限る。 

（注 2）番号ポータビリティ接続機能は、分類３の当社入接続、形態６－２及び形態６

－３での直接協定事業者網のＮＳＰ又はＳＣＰから信号により通知する接続番号が 0A～J

での接続及び形態４－６での分類３の当社出接続において提供する 

 

2. サービス番号への接続条件 

 サービス番号への接続条件は、次のとおりとする。 

(1) １ＸＹ系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

 ア 削除 

 イ 番号案内サービス接続機能は、形態１－２、形態１－９、形態４－３、形態４－６

分類１(00XY～) 

設置中継系番号 

（分類によら

ない） 

（分類によ

らない） 

出（注 1） 

（分類によら 

ない） 

分類２(00XY～) 

国際系番号 
出（注 1） 

分類３(0A～J) 

端末系番号 
出入 

分類４ (0A0-CDE

～) 

携帯・自動車電話

系番号 

出 

分類５ (0A0-CDE

～) 

ＰＨＳ系番号 

出 

分類７ (0A0-CDE

～) 

無線呼出し系番

号 

出 

分類８(0091～) 

非設置中継系番

号 

出（注 1） 

分類９(050C～K) 

ＩＰ電話番号 
出（注 1） 

凡例  －：未規定 

（注 1）当社の「電話サービス契約約款」及び「総合ディジタル通信サービス契約約款」

に基づく端末による接続に限る。 

 

 

 

 

2. サービス番号への接続条件 

 サービス番号への接続条件は、次のとおりとする。 

(1) １ＸＹ系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

 ア 削除 

 イ 番号案内サービス接続機能は、形態１－２、形態１－９及び形態１７－２での接続

430



 

及び形態１７－２での接続番号が１０４の当社入接続において提供する。 

 ウ 削除 

 エ 警察接続機能は、形態１－２及び形態１－３での接続番号が１１０の当社入接続に

おいて提供する。 

 オ 消防接続機能は、形態１－２及び形態１－３での接続番号が１１９の当社入接続に

おいて提供する。 

 カ 削除 

キ でんわ会議接続機能は、形態１－２、形態１－３、形態３－３、形態４－３及び形

態４－６での分類３の当社入接続において提供する。 

 ク 災害時伝言ダイヤル接続機能は、形態４－３、形態４－６及び形態１７－２での接

続番号が１７１の当社入接続及び形態４－６での接続番号が１７１の当社出接続

において提供する。 

 ケ 削除 

 コ 削除 

サ ファクシミリ通信網サービス接続機能は、形態６－２及び形態１７－２での接続番

号が１６１及び１６２の当社出接続において提供する。 

 シ 削除 

 ス 削除 

 セ 電報接続機能は、形態４－６及び形態１７－２での接続番号が１１５の当社入接続

及び形態６－２での接続番号が１１５の当社出接続において提供する。 

 ソ 削除 

 タ 削除 

 チ 付加的機能識別番号中継接続の方式は、形態４－６での接続番号が１８８または１

８９の当社入接続かつ当社出接続において提供する。 

 ツ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態４－６及び形態１７－２での接続番号が１

８８または１８９の当社出接続において提供する。 

  

番号が１０４の当社入接続において提供する。 

 ウ 削除 

 エ 警察接続機能は、形態１－２及び形態１－３での接続番号が１１０の当社入接続に

おいて提供する。 

 オ 消防接続機能は、形態１－２及び形態１－３での接続番号が１１９の当社入接続に

おいて提供する。 

 カ 削除 

キ でんわ会議接続機能は、形態１－２及び形態１－３での分類３の当社入接続におい

て提供する。 

 ク 災害時伝言ダイヤル接続機能は、形態１７－２での接続番号が１７１の当社入接続

において提供する。 

 ケ 削除 

 コ 削除 

 サ 削除 

 シ 削除 

 ス 削除 

 セ 電報接続機能は、形態１７－２での接続番号が１１５の当社入接続において提供す

る。 

 ソ 削除 

 タ 削除 

 チ 削除 

 ツ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態１７－２での接続番号が１８８または１８

９の当社出接続において提供する。 
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(2)市外局番＋１ＸＹ系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとす

る。 

 ア 気象情報提供機能は、形態１－２、形態１－３、形態３－２、形態４－３及び形態

４－６での接続番号が０＋市外局番＋１７７(分類３とする)の当社入接続及び形

態３－３及び形態４－６での接続番号が０＋市外局番＋１７７(分類３とする)の

当社出接続において提供する。なお、中継事業者網経由の気象情報提供機能は、形

態３－３及び形態４－６での接続番号が００ＸＹ＋０＋市外局番＋１７７(分類１

及び分類８とする)の当社出接続において提供する。 

(3) ０ＡＢ０系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

 ア 削除 

 イ フリーダイヤル接続機能(移転元事業者網への番号ポータビリティ接続機能を含

む)は、形態１－２、形態１－３、形態３－３、形態４－３及び形態４－６での接続

番号が０１２０＋ＤＥＦＧＨＪの当社入接続及び形態６－２での接続番号が０１

２０＋ＤＥＦＧＨＪの当社出接続において提供する。ただし、移転先事業者網への

番号ポータビリティ接続機能は、形態４－６での接続番号が０１２０＋ＤＥＦの当

社入接続、形態６－２での接続番号が０１２０＋ＤＥＦの当社出接続、形態６－２

での接続番号が０１２０＋ＤＥＦ(ＧＨＪＫ)または０８００＋ＤＥＦ(ＧＨＪＫ

Ｌ)の当社入接続において提供する。 

 ウ テレドーム接続機能は、形態６－２での接続番号が０１８０＋ＤＥＦＧＨＪの当社

出接続において提供する。 

 エ 削除 

 オ ナビダイヤル接続機能は、形態６－２での接続番号が０５７０＋ＤＥＦＧＨＪの当

社出接続において提供する。 

 カ 削除 

 キ 加入者交換機機能メニュー接続機能は、形態４－６での接続番号が０ＡＢ０＋ＤＥ

ＦＧＨＪ（Ｋ）の当社入接続及び形態６－３での接続番号が０ＡＢ０＋ＤＥＦＧＨ

Ｊ（Ｋ）の当社出接続において提供する。ただし、移転元事業者網への番号ポータ

(2)市外局番＋１ＸＹ系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとす

る。 

 ア 気象情報提供機能は、形態１－２及び形態１－３での接続番号が０＋市外局番＋１

７７(分類３とする)の当社入接続において提供する。 

 

 

 

 

(3) ０ＡＢ０系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

 ア 削除 

 イ 削除 

 ウ 削除 

 エ 削除 

 オ 削除 

 カ 削除  

 キ 削除 

 ク 削除 

ケ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態１７－２での接続番号が０１２０＋ＤＥＦ

ＧＨＪまたは０８００＋ＤＥＦＧＨＪＫの当社出接続及び形態１７－２での接続

番号が０５７０＋ＤＥＦＧＨＪの当社出接続において提供する。 
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ビリティ接続機能は、形態４－６での接続番号が０１２０＋ＤＥＦＧＨＪまたは０

８００＋ＤＥＦＧＨＪＫの当社入接続及び形態６－３での接続番号が０１２０＋

ＤＥＦＧＨＪまたは０８００＋ＤＥＦＧＨＪＫの当社出接続において提供し、移転

先事業者網への番号ポータビリティ接続機能は、形態４－６での接続番号が０１２

０＋ＤＥＦ(ＧＨＪＫ)または０８００＋ＤＥＦ(ＧＨＪＫＬ)の当社入接続及び形

態６－３での接続番号が０１２０＋ＤＥＦ(ＧＨＪＫ)または０８００＋ＤＥＦ(Ｇ

ＨＪＫＬ)の当社出入接続において提供する。 

 ク 付加的機能識別番号中継接続の方式は、形態４－６での接続番号が０５７０＋ＤＥ

ＦＧＨＪまたは０１８０＋ＤＥＦＧＨＪの当社入接続かつ当社出接続において提

供する。 

ケ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態１７での接続番号が０８００＋ＤＥＦＧＨ

ＪＫの当社出入接続、、形態１７－２での接続番号が０１２０＋ＤＥＦＧＨＪまた

は０８００＋ＤＥＦＧＨＪＫの当社出接続及び形態４－６、形態１７－２での接続

番号が０５７０＋ＤＥＦＧＨＪの当社出接続において提供する。 

 

(4)００ＸＹ系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

ア 加入者交換機機能メニュー接続機能は、形態４－６での接続番号が００ＸＹ＋Ｘ

～Ｘの当社入接続及び形態６－３での接続番号が００ＸＹ＋Ｘ～Ｘの当社出接

続において提供する。 

 

(5)０Ａ０系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

ア 加入者交換機機能メニュー接続機能は、形態４－６での接続番号が０Ａ０＋ＣＤ

ＥＦＧＨＪＫの当社入接続及び形態６－３での接続番号が０Ａ０＋ＣＤＥＦＧ

ＨＪＫの当社出接続において提供する。 

 

3.国際系番号（010～）への接続条件 

(1) 国際系番号（010～）への接続条件は次に規定するとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.国際系番号（010～）への接続条件 

(1) 国際系番号（010～）への接続条件は次に規定するとおりとする。 
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ア 国際系番号（010～）は、形態１７－２での接続番号が０１０の当社出接続おい

て提供する。 

 

 

 

 

 

 

技術的条件集別表２ 付加サービス等の利用条件 

 

1. 電話サービスの利用条件 

当社の電話サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は次のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。 

                                               

(1/2)  

        接続

条件 

 

電話サービスの 

端末回線の種別 

分類１に

よる当社

網からの

発信 

分類２に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４に

よる当社

網からの

発信 

分類５に

よる当社

網からの

発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

加入電話(単独電話) ○(注 1) ○(注２) ○ ○ ○(注３) ○ ○ ○ 

加入電話(事業所集団電

話) 
○(注４) ○(注５) ○ ○(注６) ○(注６) ○(注６) 

○ 
○ 

支店代行電話 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

着信用電話        ○ 

有線放送電話接続電話 × × ○ × × × ○ ○ 

公衆電話 ○(注７) ○(注８) ○ ○ ○ ○ ○ × 

                             (2/2)  

ア 国際系番号（010～）は、形態１７－２での接続番号が０１０の当社出接続おい

て提供する。 

 

 

 

 

 

 

技術的条件集別表２ 付加サービス等の利用条件 

 

1. 電話サービスの利用条件 

当社の電話サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は次のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。 

                                              

(1/2)    

        接続

条件 

 

電話サービスの 

端末回線の種別 

分類１に

よる当社

網からの

発信 

分類２に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４に

よる当社

網からの

発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

加入電話 ○(注 1) ○(注２) ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆電話 ○(注３) ○(注４) ○ ○ ○ ○ × 

  

 

 

 

                             (2/2)  

注）ＮＴＴ東日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、波線二重下線を付して記載しています。 

ＮＴＴ西日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、二重下線を付して記載しています。 

注）ＮＴＴ東日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、波線二重下線を付して記載しています。 

ＮＴＴ西日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、二重下線を付して記載しています。 
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        接続条件 

 

電話サービスの 

端末回線の種別 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別２によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別３によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

加入電話(単独電話) 
○ ○(注９) ○(注９) ○(注２、 

注９) 

加入電話(事業所集団電話) ○(注６) ○(注５) ○(注５) ○(注６) 

支店代行電話 ○ ○ ○ ○ 

着信用電話     

有線放送電話接続電話 ○ × × × 

公衆電話 
○ ○(注９) × ○(注８、 

注９) 

凡例 ○：利用できる、×：利用できない、斜線：対象外 

 

注１－共同電話及び硬貨収納等信号送出機能を有する電話(以下、「ピンク電話」という。)

の端末回線からの発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、中継事業者網は規制

しトーキ接続を行う。 

注２－ピンク電話からの発信は、当社において規制する場合がある。ピンク電話の発信条

件については、当社と直接協定事業者間で別途協議により決定する。 

注３－ピンク電話からの発信は非許容とする。 

注４－事業所集団電話の受付台、特甲、準特甲及び甲以外の端末回線からの発信時には特

殊接続を行う。必要に応じて、中継事業者網は規制しトーキ接続を行う。 

注５－事業所集団電話の受付台及び特甲のみ接続可能とする。 

注６－事業所集団電話の受付台、特甲及び準特甲のみ接続可能とする。 

注７－当社発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、中継事業者網は規制しトーキ接続

を行う。 

注８－公衆電話からの発信は、当社において規制する場合がある。公衆電話の発信条件に

ついては、当社と直接協定事業者間で別途協議により決定する。 

注９－必要に応じて、協定事業者網は規制しトーキ接続を行う。 

 

        接続条件 

 

電話サービスの 

端末回線の種別 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別２によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別３によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

加入電話 
○ ○(注５) ○(注５) ○(注２、 

注５) 

公衆電話 
○ ○(注５) × ○(注４、 

注５) 

凡例 ○：利用できる、×：利用できない 

 

 

 

注１－共同電話及び硬貨収納等信号送出機能を有する電話(以下、「ピンク電話」という。)

の端末回線からの発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、協定事業者網は規制

しトーキ接続を行う。 

注２－ピンク電話からの発信は、当社において規制する場合がある。ピンク電話の発信条

件については、当社と協定事業者間で別途協議により決定する。 

注３－当社発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、協定事業者網は規制しトーキ接続

を行う。 

注４－公衆電話からの発信は、当社において規制する場合がある。公衆電話の発信条件に

ついては、当社と協定事業者間で別途協議により決定する。 

注５－必要に応じて、協定事業者網は規制しトーキ接続を行う。 
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(2)付加機能の利用条件 

 付加機能(電話サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

発着信専用機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事

業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

代表機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

他事業者アクセス短桁ダイヤル

機能[他事業者仮想私設網サー

ビス] 

1.オフネット接続時の端末回線の利用条件は、当社加入電話(単独電話)と

同様の条件とする。 

2.オンネット接続時の条件等は、技術的条件集形態４－６に定めるところ

による。 

他事業者アクセス短桁ダイヤル

機能［メンバーズネットサービ

スの付加機能］ 

1.オフネット接続時の端末回線の利用条件は、当社加入電話(単独電話)と

同様の条件とする。 

2.オンネット接続時の条件等は、技術的条件集第 13 節形態６－２に定め

るところによる。 

プッシュホン接続機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能を利

用可能とする。 

短縮ダイヤル機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能を利

用可能とする。 

2.短縮ダイヤルの登録可能桁数は最大 11 桁とする。ただし、国際短縮ダ

イヤルの登録可能桁数は最大 16 桁とする。 

硬貨収納等信号送出機能 

[ピンク電話への硬貨収納信号

送出] 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１及び発信種別４の接続番号への発

信時に本機能を利用可能とする。 

不在案内機能[でんわばん] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

通 信 中

着 信 機

能[ｷｬｯﾁ

ﾎﾝ] 

キャッチホン機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

話中時転送機能 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への

発信時を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用

可能とする。 

自動着信転送機能[転送でんわ] 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時

を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能と

する。 

高 度 自

動 着 信

転 送 機

能[ﾎﾞｲｽ

無条件転送機能 1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への

発信時を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用

可能とする。 

無応答時転送機能 

応答後転送機能 

指定番号着信転送機 1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

(2)付加機能の利用条件 

 付加機能(電話サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

代表機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

プッシュホン接続機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能を利用可能

とする。 

硬貨収納等信号送出機能 

[ピンク電話への硬貨収納信号

送出] 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１及び発信種別４の接続番号への発

信時に本機能を利用可能とする。 

通 信 中

着 信 機

能[ｷｬｯﾁ

ﾎﾝ] 

キャッチホン機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

話中時転送機能 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時

を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能と

する。 

高 度 自

動 着 信

転 送 機

能[ﾎﾞｲｽ

ﾜｰﾌﾟ] 

無条件転送機能 1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時

を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能と

する。 

無応答時転送機能 

応答後転送機能 

指定番号着信転送機

能 

[ﾎﾞｲｽﾜｰﾌﾟｾﾚｸﾄ] 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

番号情報送出機能[ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類１、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別

３及び発信種別４の接続番号への発信を提供対象とする。 

2.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

3.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機能 

[ナンバー・リクエスト] 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

代表番号通知機能 

[代表親番号通知機能 ] 

1.発信電話番号受信機能における発信時の条件を準用する。 

追加番号通知機能 

[任意番号通知機能] 

着信課金番号通知機能 

[フリーダイヤル番号通知機能] 
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ﾜｰﾌﾟ] 能 

[ﾎﾞｲｽﾜｰﾌﾟｾﾚｸﾄ] 

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

指定番号着信識別機能 

[なりわけサービス] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信)を除

き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

番号情報送出機能[ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

二重番号機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類１、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信を提供対象とする。 

2.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

3.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機能 

[ナンバー・リクエスト] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号アナウンス機能 

[ナンバー・アナウンス] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

代表番号通知機能 

[代表親番号通知機能 ] 

1.発信電話番号受信機能における発信時の条件を準用する。 

追加番号通知機能 

[任意番号通知機能] 

着信課金番号通知機能 

[フリーダイヤル番号通知機能] 

発信者電話番号非通知機能 

[通話ごと非通知機能] 

[回線ごと非通知機能] 

トーキ案内機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

簡易会議電話機能 

[トリオホン] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別

３及び発信種別４の接続番号への第２呼発信時に本機能を利用可能と

する。 

着信短縮ダイヤル機能（全国型） 

[＃ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 

ノーリンギング通信機能 
1.分類３及び発信種別１（分類９を除く）の接続番号への発信時に本機能

を利用可能とする。 

登録制御信号受信機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

 

発信者電話番号非通知機能 

[通話ごと非通知機能] 

[回線ごと非通知機能] 

着信短縮ダイヤル機能（全国型） 

[＃ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 
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2. 総合ディジタル通信サービスの利用条件 

 当社の総合ディジタル通信サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は、次

のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  
                                              

(1/2) 

              接

続条件 

 

総合ディジタル 

通信サービスの 

端末回線の種別 

分類１

による

当社網

からの

発信 

分類２

による

当社網

からの

発信 

分類３

による

当社網

からの

発信 

分類４

による

当社網

からの

発信 

分類５

による

当社網

からの

発信 

 

分類７

による

当社網

からの

発信 

分類９

による

当社網

からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

第１種総合ディジタル通信サービ

ス 

第２種総合ディジタル通信サービ

ス 

○ 

ディジタル公衆電話サービス 
○ 

(注１) 

○ 

(注２) 
○ ○ ○ ○ ○ × 

                                  (2/2) 

              接続条件 

 

総合ディジタル 

通信サービスの 

端末回線の種別 

発信種別１ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別２ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別３ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別４ 

による 

当社網からの

発信 

第１種総合ディジタル通信サービス 

第２種総合ディジタル通信サービス 
○ 

ディジタル公衆電話サービス 
○ ○(注３) ○(注３) ○(注２、注

３) 

凡例 ○：利用できる、×：利用できない 

 

注１－当社発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、中継事業者網は規制しト

 

2. 総合ディジタル通信サービスの利用条件 

 当社の総合ディジタル通信サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は、次

のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  

                                              

(1/2) 

              接

続条件 

 

総合ディジタル 

通信サービスの 

端末回線の種別 

分類１

による

当社網

からの

発信 

分類２

による

当社網

からの

発信 

分類３

による

当社網

からの

発信 

分類４

による

当社網

からの

発信 

分類７

による

当社網

からの

発信 

分類９

による

当社網

からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

第１種総合ディジタル通信サービ

ス 

第２種総合ディジタル通信サービ

ス 

○ 

ディジタル公衆電話サービス 
○ 

(注１) 

○ 

(注２) 
○ ○ ○ ○ × 

                                  (2/2) 

              接続条件 

 

総合ディジタル 

通信サービスの 

端末回線の種別 

発信種別１ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別２ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別３ 

による 

当社網からの

発信 

発信種別４ 

による 

当社網からの

発信 

第１種総合ディジタル通信サービス 

第２種総合ディジタル通信サービス 
○ 

ディジタル公衆電話サービス 
○ ○(注３) ○(注３) ○(注２、注

３) 

凡例 ○：利用できる、×：利用できない 

 

注１－当社発信時には特殊接続を行う。必要に応じて、協定事業者網は規制しト
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ーキ接続を行う。 

注２－公衆電話からの発信は、当社において規制する場合がある。公衆電話の発

信条件については、当社と直接協定事業者間で別途協議により決定する。 

注３－必要に応じて、協定事業者網は規制しトーキ接続を行う。 

 

(2) 通信種別の利用条件 

 通信種別の利用条件は次に示すとおりとする。 

              接続条件 

 

総合ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ 

通信サービスの 

通信種別 

形態 3-3 にお

ける 

接続 

形態 4-3 にお

ける 

接続 

形態 4-6 にお

ける 

接続 

通話モード ○ 

ディジタル通信モード(64kb/s) ○ × ○ 

凡例 ○：利用できる、×：利用できない 

 

(3)付加機能の利用条件 

 付加機能(総合ディジタル通信サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

発信者番号通知機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事

業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

サブアドレス通知機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事

業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

料金情報通知機能 
1.分類３、分類４、分類７、発信種別１及び発信種別４への発信時に本機

能を利用可能とする。 

通信中機器移動機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事

業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

ーキ接続を行う。 

注２－公衆電話からの発信は、当社において規制する場合がある。公衆電話の発

信条件については、当社と協定事業者間で別途協議により決定する。 

注３－必要に応じて、協定事業者網は規制しトーキ接続を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)付加機能の利用条件 

 付加機能(総合ディジタル通信サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

発信者番号通知機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網か

らの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

サブアドレス通知機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網か

らの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

料金情報通知機能 
1.分類３、分類４、分類７、発信種別１及び発信種別４への発信時に本機

能を利用可能とする。 

通信中機器移動機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網か

らの着信時に本機能を利用可能とする。 
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発信専用制御機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能を利

用可能とする。 

通信中着信一時停止機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

任意チャネル着信機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

代表機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

通信中着信通知機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

発着信専用機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信

種別２、発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事

業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

他事業者アクセス短桁ダイヤル

機能［ＩＮＳメンバーズネット

サービスの付加機能］ 

1.オフネット接続時の端末回線の利用条件は、第１種及び第２種ディジタ

ル通信サービスの端末回線と同様の条件とする。 

2. オンネット接続時の条件等は、技術的条件集第 13 節形態６－２に定め

るところによる。 

ユーザ間情報通知機能 

1.サービス１(暗黙)を提供対象とする。 

2.分類１、分類２、分類３、発信種別１、発信種別２、発信種別３及び発

信種別４への発信時、及び協定事業者網からの着信時に本機能を利用可

能とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態３－３及び形態４－６とする。 

番号情報送出機能[ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

不在案内機能[でんわばん] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

二重番号機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類１、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信を提供対象とする。 

2.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

3.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機能 

[ナンバー・リクエスト] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

着信課金番号通知機能 

[フリーダイヤル番号通知機能] 

1.発信電話番号受信機能における発信時の条件を準用する。 

複 合 接

続 機 能

[ﾌﾚｯｸｽﾎ

ﾝ] 

通信中着信機能 

[ｺｰﾙｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

自動着信転送機能 

[呼毎着信転送] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網へ

の発信時を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利

用可能とする。 

発信専用制御機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能を利用可能

とする。 

通信中着信一時停止機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

任意チャネル着信機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

代表機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

通信中着信通知機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

発着信専用機能 

1.分類１、分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網か

らの着信時に本機能を利用可能とする。 

ユーザ間情報通知機能 

1.サービス１(暗黙)を提供対象とする。 

2.分類１、分類２、分類３、発信種別１、発信種別２、発信種別３及び発

信種別４への発信時、及び協定事業者網からの着信時に本機能を利用可

能とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態３－３及び形態４－６とする。 

番号情報送出機能[ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ] 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利

用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類１、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別

３及び発信種別４の接続番号への発信を提供対象とする。 

2.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

3.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機能 

[ナンバー・リクエスト] 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利

用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

着信課金番号通知機能 

[フリーダイヤル番号通知機能] 

1.発信電話番号受信機能における発信時の条件を準用する。 

複 合 接

続 機 能

[ﾌﾚｯｸｽﾎ

ﾝ] 

通信中着信機能 

[ｺｰﾙｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

自動着信転送機能 

[呼毎着信転送] 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時

を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能と

する。 

自動転送機能 

[通信中転送] 

1.分類３、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時を除く)及び発信種

別４への発信呼の場合、本機能を利用可能とする。 

３者通話機能 

[３者通話(切替え)] 

1.分類２、分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別

３及び発信種別４の接続番号への第２呼発信時に本機能を利用可能と

する。 
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自動転送機能 

[通信中転送] 

1.分類３、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時を除く)及び発信種

別４への発信呼の場合、本機能を利用可能とする。 

2.当社網及び特定端末系事業者網からの発信呼が着信した場合、本機能を

利用可能とする。ただし、end-end が ISUP1 リンクでありかつ通信中発

信呼表示がない場合のみとする。 

３者通話機能 

[３者通話(切替え)] 

1.分類２、分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２、

発信種別３及び発信種別４の接続番号への第２呼発信時に本機能を利

用可能とする。 

３者通話機能 

[３者通話(ﾐｷｼﾝｸﾞ)] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別

３及び発信種別４の接続番号への第２呼発信時に本機能を利用可能と

する。 

2.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

網 起 動

着 信 転

送 機 能

[INS ﾎﾞ

ｲｽﾜｰﾌﾟ] 

無条件転送機能 1.分類３、分類４、分類５、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網へ

の発信時を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利

用可能とする。 

無応答時転送機能 

話中時転送機能 

指定番号転送機能 

[ﾎﾞｲｽﾜｰﾌﾟｾﾚｸﾄ] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

指定番号着信識別機能 

[なりわけサービス] 

1.順方向呼表示の国内／国際呼表示が１の場合(国際網からの着信時)を

除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

転送元電話番号受信機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

着信短縮ダイヤル機能（全国型） 

［＃ダイヤル］ 

1.分類３及び発信種別１（分類９を除く）の接続番号への発信時に本機能

を利用可能とする。 

登録制御信号送信機能 
1.分類３及び発信種別１（分類９を除く）の接続番号への発信時に本機能

を利用可能とする。 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

 当社の音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は、次

のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  

３者通話機能 

[３者通話(ﾐｷｼﾝｸﾞ)] 

1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２、発信種別３及び発

信種別４の接続番号への第２呼発信時に本機能を利用可能とする。 

2.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

網 起 動

着 信 転

送 機 能

[INS ﾎﾞ

ｲｽﾜｰﾌﾟ] 

無条件転送機能 1.分類３、分類４、分類７、発信種別１、発信種別２(国際網への発信時

を除く)及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能と

する。 

無応答時転送機能 

話中時転送機能 

指定番号転送機能 

[ﾎﾞｲｽﾜｰﾌﾟｾﾚｸﾄ] 

1.国際網からの着信時を除き、協定事業者網からの着信時に本機能を利

用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

転送元電話番号受信機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

着信短縮ダイヤル機能（全国型） 

［＃ダイヤル］ 

1.分類３及び発信種別１（分類９を除く）の接続番号への発信時に本機能

を利用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

 当社の音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に基づく付加サービス等の利用条件は、次

のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  
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                                 (1/3) 

接続条件 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４ 

による当

社網から

の発信 

分類５、

による当

社網から

の発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

音声利用ＩＰ通信網サービスの

端末回線 
○ 

 

 (2/3) 

接続条件 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

音声利用ＩＰ通信網サービスの

端末回線 
○ 

 

                              （3/3） 

接続条件 

形態 4-6

におけ 

る接続 

形態 6-2

におけ 

る接続 

形態 6-3

におけ 

る接続 

形態 17に

おけ 

る接続 

形態 17-2

における

接続 

音声利用ＩＰ通信網サービスの

端末回線 
○ 

 

凡例 ○：利用できる ×:利用できない 

 

 (2)付加機能の利用条件  

 付加機能(音声利用ＩＰ通信網サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

着信転送機能[ボイスワー

プ] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、及び発

信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

                              (1/2) 

接続条件 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４ 

による当

社網から

の発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

音声利用ＩＰ通信網サービスの

端末回線 
○ 

 

 (2/2) 

接続条件 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

音声利用ＩＰ通信網サービスの

端末回線 
○ 

                              

凡例 ○：利用できる ×:利用できない 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)付加機能の利用条件  

 付加機能(音声利用ＩＰ通信網サービス)の利用条件は次に示すとおりとする。 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

着信転送機能[ボイスワー

プ] 

1.分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、及び発信種別４

の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 
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着信

課金

機能 

音 声

通 信

着 信

課 金

機 能

[フリ

ー ア

ク セ

ス・ひ

か り

ワ イ

ド] 

基本機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

発信地域振

分機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

話中時迂回

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

振分接続機

能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

受付先変更

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

時間外案内

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

着信短縮ダイヤル機能(東

日本全域型)(西日本全域

型)[♯ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態１７及び形態１７－２とする 

着信一括転送機能 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、及び発

信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

特定番号通知機能 

1. 分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、発信

種別４の接続番号への発信時に本機能の利用を可能とする。 

2. 提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４-６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類５、、分類７、分類９、発信種別１、発信

種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者からの着信時に本

機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

発信電話番号通知要請機

能 

[ナンバー・リクエスト] 

1. 協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

通信中着信機能 

[キャッチホン] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

着信

課金

機能 

音 声

通 信

着 信

課 金

機 能

[フリ

ー ア

ク セ

ス・ひ

か り

ワ イ

ド] 

基本機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

発信地域振

分機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

話中時迂回

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

振分接続機

能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

受付先変更

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

時間外案内

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

着信短縮ダイヤル機能(東

日本全域型)(西日本全域

型)[♯ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 

着信一括転送機能 

1.分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、及び発信種別４

の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 

特定番号通知機能 
1. 分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の

接続番号への発信時に本機能の利用を可能とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の接

続番号への発信時、及び協定事業者からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機

能 

[ナンバー・リクエスト] 

1. 協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

通信中着信機能 

[キャッチホン] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の

接続番号への発信時、及び協定事業者網からの着信時に本機能を

利用可能とする。 

番号情報送出機能[追加番

号] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

着信情報送信機能 

[着信お知らせメール] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 
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同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、発信

種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網からの着信時に

本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

番号情報送出機能[追加番

号] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

着信情報送信機能 

[着信お知らせメール] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

ファクシミリ通信蓄積機

能 

[FAXお知らせメール] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

映像通信機能 

1.分類３及び発信種別１の接続番号への発信時、及び協定事業者

網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態１７及び形態１７－２とする。 

指定通信発着信許可機能 

[コールセレクト] 

1.分類３、分類４、分類５、、分類７、分類９、発信種別１、発信

種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者からの着信時に本

機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

事業所番号ルーチング機

能 

[グループダイヤリング] 

1.分類３の接続番号への内線グループ内発信時、及び協定事業者

網からの内線グループ内着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態１７及び形態１７－２とする。 

 

 

4. 特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

 当社の特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に基づく付加サービス等の

利用条件は、次のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  

                                 (1/3) 

接続条件 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４ 

による当

社網から

の発信 

分類５、

による当

社網から

の発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

特定地域向け音声利用ＩＰ通信

網サービスの端末回線 
○ 

ファクシミリ通信蓄積機

能 

[FAXお知らせメール] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

映像通信機能 
1.分類３及び発信種別１の接続番号への発信時、及び協定事業者

網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

事業所番号ルーチング機

能 

[グループダイヤリング] 

1.分類３の接続番号への内線グループ内発信時、及び協定事業者

網からの内線グループ内着信時に本機能を利用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

 当社の特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に基づく付加サービス等の

利用条件は、次のとおりとする。 

 

(1)端末回線の利用条件 

 端末回線の利用条件は次に示すとおりとする。  

                             (1/2) 

接続条件 

分類３に

よる当社

網からの

発信 

分類４ 

による当

社網から

の発信 

分類７に

よる当社

網からの

発信 

分類９に

よる当社

網からの

発信 

分類３に

よる当社

網への 

着信 

特定地域向け音声利用ＩＰ通信

網サービスの端末回線 
○ 
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 (2/3) 

接続条件 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

特定地域向け音声利用ＩＰ通信

網サービスの端末回線 
○ 

 

                              （3/3） 

接続条件 

形態 4-6

におけ 

る接続 

形態 6-2

におけ 

る接続 

形態 6-3

におけ 

る接続 

形態 17に

おけ 

る接続 

形態 17-2

における

接続 

特定地域向け音声利用ＩＰ通信

網サービスの端末回線 
○ 

 

凡例 ○：利用できる ×:利用できない 

 

 (2)付加機能の利用条件  

 付加機能(特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス)の利用条件は次に示すとおりと

する。 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

着信転送機能[ボイスワー

プ] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、及び発

信種別４の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

着信

課金

機能 

音 声

通 信

着 信

課 金

機 能

[フリ

ー ア

ク セ

基本機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

発信地域振

分機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

話中時迂回

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

振分接続機

能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

 

 (2/2) 

接続条件 

発信種別１によ

る当社網 

からの 

発信 

発信種別４によ

る当社網 

からの 

発信 

特定地域向け音声利用ＩＰ通信

網サービスの端末回線 
○ 

                               

凡例 ○：利用できる ×:利用できない 

 

 

 

 

 

 

 (2)付加機能の利用条件  

 付加機能(特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス)の利用条件は次に示すとおりと

する。 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 

相互接続に関わる利用条件 

着信転送機能[ボイスワー

プ] 

1.分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、及び発信種別４

の接続番号への第２呼発信(転送)を利用可能とする。 

着信

課金

機能 

音 声

通 信

着 信

課 金

機 能

[フリ

ー ア

ク セ

基本機能 1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

発信地域振

分機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

話中時迂回

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

振分接続機

能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 
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ス・ひ

か り

ワ イ

ド] 

受付先変更

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

時間外案内

機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

着信短縮ダイヤル機能(東

日本全域型)(西日本全域

型)[♯ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態１７及び形態１７－２とする 

特定番号通知機能 

1. 分類３、分類４、分類５、、分類７、分類９、発信種別１、発

信種別４の接続番号への発信時に本機能の利用を可能とする。 

2. 提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４-６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、発信種

別４の接続番号への発信時、及び協定事業者からの着信時に本機

能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

発信電話番号通知要請機

能 

[ナンバー・リクエスト] 

1. 協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

迷惑電話おことわり機能 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

通信中着信機能 

[キャッチホン] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類５、分類７、分類９、発信種別１、発信

種別４の接続番号への発信時、及び協定事業者網からの着信時に

本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

番号情報送出機能[追加番

号] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６、形態１７及び形態１７－

２とする。 

映像通信機能 

1.分類３及び発信種別１の接続番号への発信時、及び協定事業者

網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態１７及び形態１７－２とする。 

 

 

ス・ひ

か り

ワ イ

ド] 

受付先変更

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

時間外案内

機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

着信短縮ダイヤル機能(東

日本全域型)(西日本全域

型)[♯ダイヤル] 

1.分類３の接続番号への発信時に本機能を利用可能とする。 

特定番号通知機能 
1. 分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の

接続番号への発信時に本機能の利用を可能とする。 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の接

続番号への発信時、及び協定事業者からの着信時に本機能を利用

可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

発信電話番号通知要請機

能 

[ナンバー・リクエスト] 

1. 協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

迷惑電話おことわり機能 
1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とする。 

通信中着信機能 

[キャッチホン] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類７、分類９、発信種別１、発信種別４の

接続番号への発信時、及び協定事業者網からの着信時に本機能を

利用可能とする。 

番号情報送出機能[追加番

号] 

1.協定事業者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

映像通信機能 
1.分類３及び発信種別１の接続番号への発信時、及び協定事業者

網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

 

 

注）ＮＴＴ東日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、波線二重下線を付して記載してい

ます。 

ＮＴＴ西日本の技術的条件集にのみ記載している事項は、二重下線を付して記載しています。 
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表１ 各インタフェース規定点にて適用するインタフェース種別 

規定点 適用するインタフェース種別 

A ・形態１－６、形態１２又は形態１３を適用する。 

B 

・形態３－３、形態４－６、形態５、形態５－２、形態６－２、

形態６－３、形態１３－２、形態１４、形態１４－２、形態１

５、形態１６のそれぞれを適用する。 

  なお、各形態において適用可能なインタフェースは、物理的

条件として光ファイバを適用しており、かつ、接続に使用する

当社の光回線設備と同等の条件（JIS C 6835 に準拠した光

ファイバ）を持つインタフェースとする。 

規定点 Aで当社と接続する場合において、規定点 Bで上記以外のインタフェースを適用

する場合においては、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 

 

表１ 各インタフェース規定点にて適用するインタフェース種別 

規定点 適用するインタフェース種別 

A ・形態１２又は形態１３を適用する。 

B 

・形態５、形態５－２、形態１３－２、形態１４、形態１４－２、

形態１５のそれぞれを適用する。 

  なお、各形態において適用可能なインタフェースは、物理的

条件として光ファイバを適用しており、かつ、接続に使用する

当社の光回線設備と同等の条件（JIS C 6835 に準拠した光

ファイバ）を持つインタフェースとする。 

 規定点 Aで当社と接続する場合において、規定点 Bで上記以外のインタフェースを適

用する場合においては、当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 
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長期増分費用方式
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１．接続料の変更に際し用いる通信量等の予測について

データ時期 構成比 備考

（ア） 単位料金区域別通信量（通信回数・通信時間） 2024下+2025上予測 2024年度上期実績 （１）を参照。

（イ） 都道府県別通信量（通信回数・通信時間） 2024下+2025上予測 ― 単位料金区域別通信量を積み上げて算定。

（ウ） ZA内呼比率、ZA間呼比率、接続呼比率 2024下+2025上予測 ― 単位料金区域別通信量を用いて算定。

（エ） ＣＲ（アナログ、ＩＳＤＮ） 2024下+2025上予測 ―
2023実績ＣＲに、2022実績→2023実績トレンドを
加味して算定。

（オ） 平均保留時間(アナログ、ＩＳＤＮ) 2024下+2025上予測 ―
2023実績平均保留時間に、（ア）で算定した予測
通信量と2023実績通信量の変動率を乗じて算
定。

単位料金区域別回線数

ＩＮＳネット６４（事務用・住宅用）
ＩＮＳネット１５００
公衆電話（アナログ・ディジタル）
一般専用（２線式・４線式）
高速ディジタル（メタル・光）

都道府県別回線数

一般専用（２線式・４線式）
高速ディジタル（メタル・光）
ひかり電話

収容局別回線数

加入電話（事務用・住宅用）※２

フレッツ・ＡＤＳＬ

フレッツ光※３

占有タイプ※４、ファミリータイプ※５、

      マンションタイプ※６

※１：「ワイヤレス固定電話」のトラヒックを加入電話とみなして計上。

※２：「ワイヤレス固定電話」を含む

※３：「フレッツ光」は光コラボレーションモデルにて提供される光アクセスサービスを含む（以下同）。

「ひかり電話」は光コラボレーションモデルにて提供されるオプションサービスを含む（以下同）。

※４：ビジネス、ベーシック、ネクストビジネス及びプライオ10。

※５：ネクストファミリー、ネクストオフィス、ライトファミリー、ライトプラス、ＷｉＦｉアクセス、プライオ1、ギガファミリー・スマート、ファミリー・ギガライン、クロスファミリー及びクロスオフィス。

※６：ネクストマンション、ライトマンション、ギガマンション・スマート、マンション・ギガライン及びクロスマンション。

接続料規則の一部を改正する省令（平成１７年２月１４日総務省令第十四号）附則第１３項の規定に基づき、電気通信事業法第３３条第５項の機能に係る接続料
の変更に際し、同項の機能に係る通信量等について、以下の予測値を用いることとします。

（２）を参照。

（２）を参照。回線数

2024年度末予測 2023年度末実績 （２）を参照。（ク）

通信量※１

項目

（カ） 2024年度末予測 2023年度末実績

2024年度末予測 2023年度末実績（キ）

2



（１）通信量の予測

東日本・西日本別、通信回数・通信時間別、通話形態別に、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルに係る予測通信量を次のとおり算定します。

2024年度下期＋2025年度上期予測通信量（サービス呼予測を含む）に、マイグレ後（2024年2月～10月）の区分別構成比を用いて配賦して算定。

※ 対前年同期予測増減率は、2024年10月までの主要な通信量の対前年同期増減率及び2024年11月～2025年9月の主要な通信量の対前年同期予測増減率（当該増減率には、2025年4月～10月の対前年同期増減率を用いる。）を、
主要な通信量における2023年10月及び2023年11月～2024年9月の構成比を用いて加重平均したもの。

（単位：千回・千時間） （単位：千回・千時間）

2023年度下期＋2024年度上期
の構成比

2023年10月
2023年11月～2024年9

月

① ② ③ ④ ⑤＝①×③＋②×④ ⑥ ⑦＝⑥×（1＋⑤） ⑪ ⑫ ⑬＝（⑦の各区分合計値＋⑩）×⑫

ＺＡ内 21.9% 20.5% 7.4% 92.6% 20.6% 814,188 981,909 735,848 23.5% 794,289

ＺＡ間 105.3% 99.9% 5.1% 94.9% 100.2% 216,876 434,129 196,689 6.3% 212,309

接続呼 ▲25.8% ▲30.2% 10.6% 89.4% ▲29.7% 2,788,085 1,958,955 2,200,928 70.2% 2,375,724

ＺＡ内 15.2% 14.0% 7.7% 92.3% 14.1% 21,358 24,368 18,554 21.1% 21,365

ＺＡ間 88.4% 84.8% 5.3% 94.7% 85.0% 5,008 9,263 4,462 5.1% 5,138

接続呼 ▲25.7% ▲28.8% 10.5% 89.5% ▲28.5% 94,105 67,331 65,048 73.9% 74,904

ＺＡ内 31.1% 28.0% 6.9% 93.1% 28.2% 905,723 1,161,505 845,437 26.3% 908,271

ＺＡ間 78.4% 70.5% 5.5% 94.5% 70.9% 227,016 387,979 199,097 6.2% 213,894

接続呼 ▲27.9% ▲31.7% 11.0% 89.0% ▲31.3% 2,767,020 1,900,990 2,172,553 67.5% 2,334,021

ＺＡ内 22.1% 18.8% 7.2% 92.8% 19.1% 20,829 24,797 18,617 22.1% 20,990

ＺＡ間 67.2% 58.9% 5.7% 94.3% 59.4% 4,500 7,171 3,892 4.6% 4,389

接続呼 ▲25.5% ▲28.2% 10.6% 89.4% ▲27.9% 86,860 62,623 61,673 73.3% 69,533

PSTNマイグレーションにより当社網を経由しなくなるサービス呼については、東日本・西日本別、通信回数・通信時間別に、2024年11月分相当の予測通信量を次のとおり算定します。

（単位：千回・千時間）

10末実績 12月予測 11月予測

⑧ ⑨ ⑩=（⑧＋⑨）/ 2

通信回数 4,886 0 2,443

通信時間 297 0 148

通信回数 3,808 0 1,904

通信時間 213 0 107

マイグレ後の構成比を用いた配賦

マイグレ後（2024.2～10）の実
績通信量

マイグレ後（2024.2～10）の区
分別構成比

2024年度下期＋
2025年度上期
予測通信量

東

日

本

西

日

本

2024年11月予測通信量 ＝（2024.10月実績通信量 ＋ 2024.12月予測通信量） / ２

東

日

本

通

信

回

数

通

信

時

間

西

日

本

通

信

回

数

通

信

時

間

2024年度下期＋2025年度上期予測通信量 ＝ （ 2023年度下期＋2024年度上期実績通信量 ） × （ １ ＋ 対前年同期予測増減率※）

主要な通信量による算定 総通信量による算定

2024年10月
の対前年同期

増減率

2024年11月～2025年9
月の対前年同期

予測増減率

対前年同期
予測増減率

2023年度下期＋
2024年度上期
実績通信量

2024年度下期＋
2025年度上期
予測通信量
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（２）回線数の予測

2024年度末の予測回線数を次の通り算定します。

2024年度末予測回線数 ＝ 2023年度末実績回線数 ＋ 2024年度予測純増数

※ 2024年度予測純増数は、2024年4～10月までの実績純増数に、2024年11～3月の予測純増数を加えて算定。

※※ 2024年11～3月の予測純増数は、①2023年11～3月の実績純増数に、②2024年4～10月の純増数の対前年同期増減数の単月平均の5ヶ月分を加えて算定。

※※※ フレッツ・ADSLの2024年11～3月の予測純増数は、2024年4～10月の純増数の単月平均の5か月分と算定。

（単位：千回線）

① ② ③ ④＝（③－①）
/7

⑤＝④ ⑥＝②＋⑤×5 ⑦＝③＋⑥ ⑧ ⑨＝⑧＋⑦

事務用 ▲45 ▲29 ▲41 1 1 ▲26 ▲67 1,283 1,216

住宅用 ▲190 ▲141 ▲165 4 4 ▲123 ▲288 4,416 4,128

事務用 ▲44 ▲38 ▲33 1 1 ▲31 ▲64 506 442

住宅用 ▲3 ▲2 ▲2 0 0 ▲2 ▲4 45 41

▲1 ▲1 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲2 6 5

アナログ ▲2 ▲0 ▲3 ▲0 ▲0 ▲1 ▲3 92 88

ディジタル ▲2 ▲1 ▲2 0 0 ▲1 ▲3 14 11

事務用※１ 4 ▲13 2 ▲0 ▲0 ▲15 ▲13 2,533 2,520

住宅用 ▲86 ▲75 ▲95 ▲1 ▲1 ▲81 ▲176 7,338 7,162

２線式 ▲1 ▲1 ▲2 ▲0 ▲0 ▲2 ▲4 59 56

４線式 ▲2 ▲2 ▲3 ▲0 ▲0 ▲3 ▲5 110 105

メタル ▲1 ▲1 ▲1 ▲0 ▲0 ▲2 ▲3 11 8

光 ▲0 ▲0 ▲0 0 0 0 ▲0 0 0

占有タイプ※２ 0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 8 8

ファミリータイプ※４ 30 ▲4 55 4 4 14 69 8,815 8,884

マンションタイプ※６ ▲36 ▲50 ▲32 1 1 ▲47 ▲79 4,427 4,348

事務用 ▲49 ▲36 ▲42 1 1 ▲32 ▲74 1,297 1,223

住宅用 ▲238 ▲173 ▲203 5 5 ▲148 ▲351 4,174 3,823

事務用 ▲48 ▲40 ▲33 2 2 ▲30 ▲63 537 474

住宅用 ▲3 ▲2 ▲3 0 0 ▲2 ▲4 44 39

▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1 3 2

アナログ ▲3 ▲1 ▲3 0 0 ▲0 ▲3 75 72

ディジタル ▲1 ▲1 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲3 19 16

事務用※１ 7 ▲3 ▲6 ▲2 ▲2 ▲13 ▲19 2,579 2,560

住宅用 ▲101 ▲29 ▲154 ▲8 ▲8 ▲67 ▲222 5,990 5,768

２線式 ▲2 ▲1 ▲2 ▲0 ▲0 ▲1 ▲3 65 63

４線式 ▲2 ▲5 ▲3 ▲0 ▲0 ▲5 ▲9 110 101

メタル ▲1 ▲2 ▲2 ▲0 ▲0 ▲2 ▲4 9 6

光 ▲0 0 0 0 0 0 0 0 0

占有タイプ※３ 0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 5 5

ファミリータイプ※５ 15 17 19 1 1 20 39 7,269 7,308

マンションタイプ※７ ▲19 ▲32 ▲4 2 2 ▲22 ▲27 2,955 2,929

（単位：回線）

2023年度実績 2024年度実績

4～10月 11～3月 4～10月 4～10月 11～3月予測

① ② ③ ④＝③/7 ⑤＝④ ⑥＝⑤×5 ⑦＝③＋⑥ ⑧ ⑨＝⑧＋⑦

▲1,324 ▲483 ▲578 ▲83 ▲83 ▲413 ▲991 3,018 2,027

▲7,088 ▲3,116 ▲4,165 ▲595 ▲595 ▲2,975 ▲7,140 42,545 35,405

※１：ひかり電話オフィスタイプ及びひかり電話オフィスＡ
※２：ビジネス、ベーシック、ネクストビジネス及びプライオ10。 ※３：ネクストビジネス。
※４：ネクストファミリー、ネクストオフィス、ライトファミリー、ライトプラス、ＷｉＦｉアクセス、プライオ1、ギガファミリー・スマート、ファミリー・ギガライン、クロスファミリー及びクロスオフィス。

※５：ネクストファミリー、ネクストオフィス、ライトファミリー、クロスファミリー及びクロスオフィス。 ※６：ネクストマンション、ライトマンション、ギガマンション・スマート、マンション・ギガライン及びクロスマンション。
※７：ネクストマンション、ライトマンション及びクロスマンション。

純増数の算定

2024.11～3月の
対前年同期増減数

の単月平均

2023.11～3月
実績

2023.4～10月
実績

回線数の算定

2024.4～10月
実績

2024.4～10月
の対前年同期増減

数の単月平均

2024年度末
予測回線数

2023年度末
実績回線数

2024年度
予測純増数

2024.11～3月
予測純増数

ＩＮＳネット６４

ＩＮＳネット１５００

公衆電話

高速
ディジタル

西

日

本

東

日

本

加入電話

公衆電話

一般専用

ひかり電話（千ＣＨ）

一般専用

高速
ディジタル

フレッツ光

ＩＮＳネット６４

加入電話

ＩＮＳネット１５００

西日本

2024年度実績増減数の単月平均 2024年度
11～3月予測

純増数

フレッツ光

ひかり電話（千ＣＨ）

2024年度予測
純増数

2023年度末
実績回線数

2024年度末
予測回線数フレッツ・ADSL

東日本
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(東西合算した原価及び通信量等に基づく接続料）

２．2025年度網使用料の算定について

5



Ⅰ.算定手順

総務省通知モデル

第一種指定電気通信設備 第一種指定電気通信設備
接続料規則別表第５ 接続料規則別表第３
設備区分別費用明細表 様式第１ 固定資産明細表

様式第２ 固定資産帰属明細表

（参考1） （参考3）
指定設備管理運営費明細表 設備区分別固定資産明細表

（参考2）
設備区分別の費用明細表

機能別接続料算定根拠

・端末系交換機能
・ルーティング伝送機能

入力値

・トラヒック
・回線数
・設備単価

・経済的耐用年数
等
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Ⅱ．原価の算定及び料金の設定

1．端末系交換機能

（1）原価の算定

端末系ルータ交換設備

呼数比例 秒数比例

緊急通報

①指定設備管理運営費 22,912 2,322 20,590 275 （参考2）より

②他人資本費用 75 7 68 1 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×他人資本比率×他人資本利子率

③自己資本費用 2,390 232 2,159 27 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×自己資本比率×自己資本利益率

④利益対応税 1,023 99 923 12 （③自己資本費用＋（⑪有利子負債以外の負債の額×利子相当率））×利益対応税率

⑤合計 26,399 2,659 23,740 315 ①+②+③+④

⑥正味固定資産価額 67,348 6,512 60,837 761 （参考3）より

⑦投資等 296 29 268 3 ⑥正味固定資産×投資等比率

⑧貯蔵品 1,064 103 961 12 ⑥正味固定資産×貯蔵品比率

⑨運転資本 997 118 879 21 （①設備管理運営費－（⑫減価償却費＋⑬通信設備使用料＋⑭固定資産税））×45.625日÷365日

⑩レートベース 69,706 6,761 62,945 798 ⑥+⑦+⑧+⑨

⑪有利子負債以外の負債の額 11,536 1,119 10,417 132 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×他人資本比率×有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

⑫減価償却費 14,179 1,309 12,870 96

⑬通信設備使用料 0 0 0 0 （参考2）より

⑭固定資産税 757 72 684 10

（2）料金の設定

Ａ．メタル回線収容機能のコストの算定

区分 端末系ルータ交換設備 備考

呼数比例 秒数比例

ア．原価（百万円） 26,230 2,642 23,588 イ－オ

イ．端末系ルータ交換コスト 26,399 2,659 23,740 （1）の⑤より

ウ．付加機能控除対象外コスト 315 － 315 （1）の⑤より

エ．付加機能控除コスト 26,084 2,659 23,425 イ－ウ

オ．付加機能控除額 169 17 152

B．メタル回線収容機能の料金の設定

区分 料金等 備考

ａ．原価（百万円） 23,588 Aのアより

ｂ．通信時間（千時間） 238,674 Ⅸ.料金設定に使用したﾄﾗﾋｯｸより

ｃ．1秒あたりコスト（円/秒） 0.0274529 ａ÷ｂ
ｄ．料金（円/秒） 0.0274529 ｃ×（1＋Ⅹ.料金設定に使用した貸倒率）

備考

エ×付加機能控除率（0.006468）
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2．ルーティング伝送機能

・一般中継系ルータ接続伝送機能

（1）原価の算定

（単位：百万円）

中継伝送 備考

①指定設備管理運営費 14,027 （参考2）より

②他人資本費用 112 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×他人資本比率×他人資本利子率

③自己資本費用 3,571 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×自己資本比率×自己資本利益率

④利益対応税 1,528 （③自己資本費用＋（⑪有利子負債以外の負債の額×利子相当率））×利益対応税率

⑤合計 19,237 ①+②+③+④

⑥正味固定資産価額 101,557 （参考3）より

⑦投資等 447 ⑥正味固定資産×投資等比率

⑧貯蔵品 1,605 ⑥正味固定資産×貯蔵品比率

⑨運転資本 519 （①設備管理運営費－（⑫減価償却費＋⑬通信設備使用料＋⑭固定資産税））×45.625日÷365日

⑩レートベース 104,128 ⑥+⑦+⑧+⑨

⑪有利子負債以外の負債の額 17,233 ⑩ﾚｰﾄﾍﾞｰｽ×他人資本比率×有利子負債以外の負債が負債の合計に占める割合

⑫減価償却費 8,506

⑬通信設備使用料 81 （参考2）より

⑭固定資産税 1,285

（2）料金の設定

区分 料金等 備考

ａ．原価（百万円） 19,237 （1）の⑤より

ｂ．通信時間（千時間） 238,674 Ⅸ.料金設定に使用したﾄﾗﾋｯｸより

ｃ．１秒あたりコスト（円/秒） 0.0223891 ａ÷ｂ

ｄ．料金（円/秒） 0.0223891 ｃ×（1＋Ⅹ.料金設定に使用した貸倒率）
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Ⅲ.投資等比率及び貯蔵品比率の算定

(1)投資等比率の算定

(単位：百万円)

区分 2023年度首末平均残高

指定設備管理部門の電気通信事業固定資産 4,506,809 (Ａ)

指定設備管理部門における投資等(収益の見込まれないもの)（※） 19,928 (Ｂ)

投資等比率（Ｂ÷Ａ） 0.0044 (Ｃ)

※ 投資等は、収益性の見込まれない出資金、保証金・負担金等である。

(2)貯蔵品比率の算定

(単位：百万円)

区分 2023年度首末平均残高

電気通信事業固定資産 5,233,998 (Ａ)

貯蔵品（※） 82,547 (Ｂ)

貯蔵品比率（Ｂ÷Ａ） 0.0158 (Ｃ)

※ 貯蔵品は、現用に供されるまでの間保管されている電気通信設備用品（新品）であり、

金額は月末在庫額の年平均値である。

(注)なお繰延資産比率については、繰延資産が発生していないので無しとする。
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Ⅳ.接続料収納までの平均的な日数の算定

(1)機能の提供と接続料の収納までの日程

請求書の発行

▲

0.5月 1.5月

   0月 0.5月

(2)機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数の算定

機能の提供から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数

= 1.5ヵ月÷12ヵ月×365日 45.625日

(1)より

2月

収納期日

▲

機能提供の当月 翌月

機能の提供

平均

0.5月
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Ⅵ.他人資本利子率の算定

(1)有利子負債に対する利子率

有利子負債の額に対する他人資本費用の2023年度実績とした。

0.37%

(単位：％)

年度

区分

0.37

(注)借入金の平均利子率である。

(2)有利子負債以外の負債の利子相当率

国債利回りの過去5年平均とした。

0.21%

(単位：％)

年度

区分

0.00 0.04 0.09 0.30 0.62 0.21

(3)他人資本利子率

    他人資本利子率 = 0.37％×0.539＋0.21％×0.461＝ 0.30%

(有利子負債に対する利子率×有利子負債比率+国債利回り×有利子負債以外の負債の比率)

(注)国債利回りについては、財務省HP掲載の「国債等関係諸資料」のうち「国債の入札結果」より、
10年債の平均利回り（単利）の各年度平均値を使用した。
なお、2019年度については、年間の平均値がマイナスの値となるため、「0.00％」として見込んだ。

他人資本利子率

有利子負債に対する利子率 =

有利子負債以外の負債の利子相当率 =

2023

2019 2020 2021 2022 2023 平均

他人資本利子率
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Ⅶ.自己資本利益率の算定

1.ＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率

(単位：％)

年度 平均（注４）

2021 2022 2023

区分

－ － － －

β値の適用 ○ ○ ○ －

0.09 0.30 0.62 －

①－② 8.80 8.70 9.10 －

β＝ 0.566

２．主要企業の過去５年間の自己資本利益率

(単位：％)

年度

2019 2020 2021 2022 2023 平均

区分

①リスクプレミアム（注３） － － 8.80 8.70 9.10 －

②リスクフリーレート（注２） － － 0.09 0.3 0.62 －

③主要企業の自己資本利益率（➀＋②）（注１） 7.15 5.04 8.89 9.00 9.72 7.96

３．料金算定に採用した自己資本利益率

上記１，２を勘案し、低い方の１のＣＡＰＭ的手法による自己資本利益率を採用する。

5.35%

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

指定設備全体の平均的な耐用年数に着目し、耐用年数が10年超であることから国債10年ものの利回りを使用した。国債利回りに
ついては、財務省HP掲載の「国債等関係諸資料」のうち「国債の入札結果」より、10年債の平均利回り（単利）の各年度平均値
を使用した。

リスクプレミアムについては、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の「Japanese Equity Risk Premia Report（各
年3月末版）」の「Japan Long-Horizon Equity Risk Premia（計測期間：1952年から各基礎事業年度の3月末）」を使用した。
（Copyright © 2024 Ibbotson Associates Japan, Inc. イボットソンの事前の書面による承諾のない利用、複製等は、全部また
は一部を問わず、損害賠償、著作権法の罰則の対象となります。）

算定期間については、３年間とした。

β値については、昨年度と同とした。

2020年度以前については、NEEDS（日本経済新聞社デジタル事業 情報サービスユニットの総合経済データバンク）の財務データ
より、「日経経営指標」と同様に、全国4証券取引所（東京（マザーズを含まない）、名古屋、札幌、福岡）に上場しており、7
期連続で決算データの取得が可能な単体決算開示企業（金融業および外国企業を除く）の全業種平均値（単体指標）を使用し
た。

5.77

自己資本利益率 =

5.35
(注３)

5.22

3年平均

①主要企業の自己資本利益率（注１）

5.07
  選択される自

  己資本利益率

②ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ（注２）
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Ⅷ.利益対応税率の算定

利益対応税としては、事業税、特別法人事業税、法人税、道府県民税、市町村民税、地方法人税を見込んだ。

42.35%

(算定方法)

1.税引前利益に対する率の算定

①税引前利益をｙ、税額をｘnとする。

②事業税実効税率

事業税額をｘ1、特別法人事業税をｘ2とする。（ｘ2 = ｘ1 × 2.600)

ｘ1 =  (ｙ- (ｘ1  + ｘ2)) ×0.010

0.010

1+0.036

= 0.0097ｙ

③特別法人事業税実効税率

特別法人事業税をｘ2とする。

ｘ2 = ｘ1 × 2.600

=  0.0097ｙ × 2.600

=  0.0252ｙ

④法人税実効税率

法人税額をｘ3とする。

ｘ3 =  事業税及び特別法人事業税引後利益 × 0.232

=  (ｙ-(0.0097ｙ+0.0252ｙ) )  × 0.232

=  0.2239ｙ

⑤道府県民税実効税率

道府県民税額をｘ4とする。

ｘ4 =  法人税額 × 0.010

=  0.2239ｙ × 0.010

=  0.0022ｙ

⑥市町村民税実効税率

市町村民税額をｘ5とする。

ｘ5 =  法人税額 × 0.060

=  0.2239ｙ × 0.060

=  0.0134ｙ

⑦地方法人税実効税率

地方法人税額をｘ6とする。

ｘ6 =  法人税額 × 0.103

=  0.2239ｙ × 0.103

=  0.0231ｙ

⑧税引前利益に対する利益対応税率

利益対応税額をｘとする。

ｘ =  ｘ1 + ｘ2 + ｘ3 + ｘ4 + ｘ5 + ｘ6

=  0.2975ｙ

2.税引後利益に対する率の算定

税引後利益をｚ、税引前利益をｙ、税額をｘとする。 税引前利益 ｙ

利益対応税

ｘ 0.2975ｙ 0.2975ｙ ｘ = 0.2975ｙ

ｚ (1-0.2975)ｙ 0.7025ｙ 税引後利益

ｚ = (1-0.2975)ｙ

利益対応税率 =

= × ｙ

利益対応税率 = = = = 0.4235

 (ｙ- (ｘ1 + ｘ1 ×2.600))×0.010 ⇒ ｘ1 =

14



Ⅸ.料金設定に使用したトラヒック

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルに係る機能別トラヒックは、Ａ.2024年度下期＋2025年度上期のサービス別予測トラヒックにＢ.機能毎の経由回数を乗じて算定した。

機能別トラヒック

区分
通信回数
（千回）

通信時間
（千時間）

メタル回線収容機能 8,541,068 238,674

一般中継系ルータ接続伝送機能 - 238,674

Ａ.2024年度下期＋2025年度上期のサービス別予測トラヒック

区分
通信回数
（千回）

通信時間
（千時間）

ＺＡ内 1,702,560 42,355

ＺＡ間 426,203 9,527

相互接続 4,709,745 144,437

Ｂ.機能毎の経由回数

区分

メ
タ
ル
回
線
収
容
機
能

一
般
中
継
系
ル
ー

タ
接
続
伝
送
機
能

ＺＡ内 2 2

ＺＡ間 1 1

相互接続 1 1
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（参考1）

指定設備管理運営費明細表（IP）【東西合計】

（総務省通知モデルの出力結果をもとに作成）

（単位：百万円）

設備区分等 端末系ルータ交換 ＳＢＣ

固定資産の項目

端

末

回

線
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送
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T

S
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系
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ー

タ
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継

伝

送

中

継

系
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ー

タ

交

換

県

間

伝

送

中

継

系

ル
ー

タ

I

F

県

間

伝

送

路

相

互

接

続

系

ル
ー

タ

交

換

S

B

C

呼

数

比

例

S

B

C

秒

数

比

例

E

N

U

M

D

N

S

相

互

接

続

相

互

接

続

I

F

合

計

音声収容ルータ - - - 890 - - - - - - - - - - - - 890

共用収容ルータ - - - 14 - - - - - - - - - - - - 14

メタル回線収容装置 - - - 16,235 - - - - - - - - - - - - 16,235

メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ - - - 3,175 - - - - - - - - - - - - 3,175

消防警察トランク - - - 146 146 - - - - - - - - - - - 146

警察消防用回線集約装置 - - - 129 129 - - - - - - - - - - - 129

き線点遠隔収容装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

主配線盤 - - - - - - - - - - - - - - - - -

光ケーブル成端架 - - - - - 42 - - - - - - - - - - 42

共用コアルータ - - - - - - - - - - - - - - - - -

コア局用Ｌ２ＳＷ - - - - - - - - - - - - - - - - -

県間伝送路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

伝送装置 - - - - - 500 - - - - - - - - - - 500

中間中継伝送装置 - - - - - 5 - - - - - - - - - - 5

ＣＳ - - 2,322 - - - - - - - - - - - - - 2,322

関門系ルータ - - - - - - - - - - - - - - - - -

相互接続局用Ｌ２ＳＷ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＳＢＣ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＥＮＵＭサーバ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＤＮＳサーバ - - - - - - - - - - - - - - - - -

メタルケーブル - - - - - - - - - - - - - - - - -

加入系光ケーブル - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系光ケーブル - - - - - 2,801 - - - - - - - - - - 2,801

海底光ケーブル - - - - - 1,708 - - - - - - - - - - 1,708

海底中間中継伝送装置 - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0

無線伝送装置 - - - - - 153 - - - - - - - - - - 153

インタフェース変換装置 - - - - - 15 - - - - - - - - - - 15

無線アンテナ - - - - - 51 - - - - - - - - - - 51

無線鉄塔 - - - - - 127 - - - - - - - - - - 127

衛星通信設備 - - - - - 207 - - - - - - - - - - 207

加入系電柱 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系電柱 - - - - - 932 - - - - - - - - - - 932

加入系管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系管路 - - - - - 7,426 - - - - - - - - - - 7,426

加入系中口径管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系中口径管路 - - - - - 14 - - - - - - - - - - 14

加入系共同溝 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系共同溝 - - - - - 7 - - - - - - - - - - 7

加入系とう道 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系とう道 - - - - - 39 - - - - - - - - - - 39

電線共同溝 - - - - - - - - - - - - - - - - -

自治体管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

情報ボックス - - - - - - - - - - - - - - - - -

総合デジタル通信局内回線終端装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

アナログ局内回線収容装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

アナログ・デジタル回線共通部 - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 - - 2,322 20,590 275 14,027 - - - - - - - - - - 36,939
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（参考2）

設備区分別の費用明細表（IP）【東西合計】

（総務省通知モデルの出力結果をもとに作成）

（単位：百万円）

設備区分等 端末系ルータ交換 ＳＢＣ

費用の項目

端
末
回
線
伝
送

N
T
S

端
末
系
ル
ー

タ
交
換
呼
数
比
例

端
末
系
ル
ー

タ
交
換
秒
数
比
例

（
再
掲

）
緊
急
通
報

中
継
伝
送

中
継
系
ル
ー

タ
交
換

県
間
伝
送
中
継
系
ル
ー

タ
I
F

県
間
伝
送
路

相
互
接
続
系
ル
ー

タ
交
換

S
B
C
呼
数
比
例

S
B
C
秒
数
比
例

E
N
U
M

D
N
S

相
互
接
続

相
互
接
続
I
F

合
計

減 価 償 却 費 - - 1,309 12,870 96 8,506 - - - - - - - - - - 22,686

通 信 設 備 使 用 料 - - - - - 81 - - - - - - - - - - 81

固 定 資 産 税 - - 72 684 10 1,285 - - - - - - - - - - 2,041

施 設 保 全 費 - - 762 5,567 140 2,702 - - - - - - - - - - 9,030

道 路 占 用 料 - - - - - 326 - - - - - - - - - - 326

撤 去 費 用 - - 24 240 5 422 - - - - - - - - - - 685

試 験 研 究 費 - - 53 476 6 327 - - - - - - - - - - 856

接 続 関 連 事 務 費 - - - - - - - - - - - - - - - - -

管 理 共 通 費 - - 102 753 18 378 - - - - - - - - - - 1,233

合 計 - - 2,322 20,590 275 14,027 - - - - - - - - - - 36,939
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（参考3）

設備区分別固定資産明細表（IP）【東西合計】
（総務省通知モデルの出力結果をもとに作成）

（単位：百万円）

設備区分等 端末系ルータ交換 ＳＢＣ

固定資産の項目
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比
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N

U
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N
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相

互

接

続

I

F

合

計

音声収容ルータ - - - 1,032 - - - - - - - - - - - - 1,032

共用収容ルータ - - - 25 - - - - - - - - - - - - 25

メタル回線収容装置 - - - 38,138 - - - - - - - - - - - - 38,138

メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ - - - 3,329 - - - - - - - - - - - - 3,329

消防警察トランク - - - 108 108 - - - - - - - - - - - 108

警察消防用回線集約装置 - - - 84 84 - - - - - - - - - - - 84

き線点遠隔収容装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

主配線盤 - - - - - - - - - - - - - - - - -

光ケーブル成端架 - - - - - 35 - - - - - - - - - - 35

共用コアルータ - - - - - - - - - - - - - - - - -

コア局用Ｌ２ＳＷ - - - - - - - - - - - - - - - - -

伝送装置 - - - - - 1,226 - - - - - - - - - - 1,226

中間中継伝送装置 - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2

ＣＳ - - 4,679 - - - - - - - - - - - - - 4,679

関門系ルータ - - - - - - - - - - - - - - - - -

相互接続局用Ｌ２ＳＷ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＳＢＣ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＥＮＵＭサーバ - - - - - - - - - - - - - - - - -

ＤＮＳサーバ - - - - - - - - - - - - - - - - -

メタルケーブル - - - - - - - - - - - - - - - - -

加入系光ケーブル - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系光ケーブル - - - - - 2,992 - - - - - - - - - - 2,992

海底光ケーブル - - - - - 285 - - - - - - - - - - 285

海底中間中継伝送装置 - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2

無線伝送装置 - - - - - 435 - - - - - - - - - - 435

インタフェース変換装置 - - - - - 37 - - - - - - - - - - 37

無線アンテナ - - - - - 296 - - - - - - - - - - 296

無線鉄塔 - - - - - 477 - - - - - - - - - - 477

衛星通信設備 - - - - - 615 - - - - - - - - - - 615

加入系電柱 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系電柱 - - - - - 7,696 - - - - - - - - - - 7,696

加入系管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系管路 - - - - - 64,870 - - - - - - - - - - 64,870

加入系中口径管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系中口径管路 - - - - - 139 - - - - - - - - - - 139

加入系共同溝 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系共同溝 - - - - - 61 - - - - - - - - - - 61

加入系とう道 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中継系とう道 - - - - - 274 - - - - - - - - - - 274

電線共同溝 - - - - - - - - - - - - - - - - -

自治体管路 - - - - - - - - - - - - - - - - -

情報ボックス - - - - - - - - - - - - - - - - -

総合デジタル通信局内回線終端装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

アナログ局内回線収容装置 - - - - - - - - - - - - - - - - -

アナログ・デジタル回線共通部 - - - - - - - - - - - - - - - - -

局舎・共通設備計 - - 1,833 18,120 569 22,116 - - - - - - - - - - 42,070

合計 - - 6,512 60,837 761 101,557 - - - - - - - - - - 168,906
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網使用料算定根拠

音声接続に係る組合せ適用接続機能

＜東日本＞
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Ⅰ.算定の手順

2



Ⅱ.部分機能の算定

1．光IP電話接続機能の算定

a．光IP電話接続機能（県内NGN）

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 1.97404 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅡの5-1のｃの⑦

②１秒あたり（円/秒） 0.0009123 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅡの5-1のｃの⑧

b． 般IP通信網県間中継系ルータ交換伝送機能（第５条第１項の表中第７-２欄（ＩＰ通信網間接続装置の他事業者側ポート又は中間配線盤に限ります。）で接続する場合）

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） -

②１秒あたり（円/秒） 0.0000196 2025年度網使用料算定根拠（県間NGN）のⅡの4のCの④

A．光IP電話接続機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 1.97404 aの①

②１秒あたり（円/秒） 0.0009319 aの②＋bの②
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Ⅱ.部分機能の算定

２．メタルIP電話に係る接続機能の算定

a．メタルIP電話接続機能（県内NGN）

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 0.54240 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅡの5-1のｄの⑦

②１秒あたり（円/秒） 0.0001643 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅡの5-1のｄの⑧

b．メタル回線収容機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） -

②１秒あたり（円/秒） 0.0274529 2025年度網使用料算定根拠（長期増分費用方式）のⅡの１の（2）のBのｄ

c．一般中継系ルータ接続伝送機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） -

②１秒あたり（円/秒） 0.0223891 2025年度網使用料算定根拠（長期増分費用方式）のⅡの2の（2）のｄ

d． 般IP通信網県間中継系ルータ交換伝送機能（第５条第１項の表中第７-２欄（ＩＰ通信網間接続装置の他事業者側ポート又は中間配線盤に限ります。）で接続する場合）

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） -

②１秒あたり（円/秒） 0.0000196 2025年度網使用料算定根拠（県間NGN）のⅡの4のCの④

A．メタルIP電話接続機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 0.54240 aの①

②１秒あたり（円/秒） 0.0500259 aの②＋bの②＋ｃの②＋ｄの②
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Ⅲ.料金設定に用いた相互接続トラヒック

１．通信回数

（１）通信量 （単位：千回）
2024年度第4四半期-2025年度※ 2026年度 2027年度 2028年度

①光IP電話 8,027,882 6,188,379 5,991,921 5,789,754 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅨの2の（1）の⑩
②メタルIP電話 2,672,312 2,004,583 1,766,489 1,537,747 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅨの2の（1）の⑫
※2024年度の通信量×1/4 ＋ 2025年度の通信量

（２）比率
2024年度第4四半期-2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

①光IP電話 75.0% 75.5% 77.2% 79.0% （１）の①÷（（１）の①＋（１）の②）
②メタルIP電話 25.0% 24.5% 22.8% 21.0% （１）の②÷（（１）の①＋（１）の②）

２．通信時間

（１）通信量 （単位：千時間）
2024年度第4四半期-2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

①光IP電話 231,175 173,001 163,556 154,481 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅨの2の（2）の⑧
②メタルIP電話 83,836 61,853 53,595 45,864 2025年度網使用料算定根拠（県内NGN）のⅨの2の（2）の⑨
※2024年度の通信量×1/4 ＋ 2025年度の通信量

（２）比率
2024年度第4四半期-2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

①光IP電話 73.4% 73.7% 75.3% 77.1% （１）の①÷（（１）の①＋（１）の②）
②メタルIP電話 26.6% 26.3% 24.7% 22.9% （１）の②÷（（１）の①＋（１）の②）

通信先 備考

通信先 備考

通信先 備考

通信先 備考
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Ⅳ料金の設定

１．組合せ適用接続機能の算定

a．光IP電話接続機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 1.97404 （Ⅱ-1）光IP電話接続機能のAの①

②１秒あたり（円/秒） 0.0009319 （Ⅱ-1）光IP電話接続機能のAの②

b．メタルIP電話接続機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 0.54240 （Ⅱ-2）メタルIP電話接続機能のAの①

②１秒あたり（円/秒） 0.0500259 （Ⅱ-2）メタルIP電話接続機能のAの②

c．相互接続トラヒック比率

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①光IP電話（回数比率） 75.0% （Ⅲ）料金設定に用いた相互接続トラヒックの１の（２）の①

②メタルIP電話（回数比率） 25.0% （Ⅲ）料金設定に用いた相互接続トラヒックの１の（２）の②

③光IP電話（時間比率） 73.4% （Ⅲ）料金設定に用いた相互接続トラヒックの２の（２）の①

④メタルIP電話（時間比率） 26.6% （Ⅲ）料金設定に用いた相互接続トラヒックの２の（２）の②

d．組合せ適用接続機能

区分 2024年度第4四半期-2025年度 備考

①１回あたり（円/回） 1.61650 （aの①×ｃの①）＋（ｂの①×ｃの②）

②１秒あたり（円/秒） 0.0139976 （aの②×ｃの③）＋（ｂの②×ｃの④）
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